
 
 

 
 
 
 
 
 



 

はじめに 
 

愛知県へようこそ！ 

 
愛知生活便利帳は、外国から来日されたみなさんが愛知県で生活を始

めるにあたって役に立つ情報を集めたものです。 

右ページに中国語、左ページに同じ内容が日本語で掲載されていま

す。このガイドブックを活用し、一日も早く新しい生活に慣れていた

だけることを願っています。 

最後に、このガイドブックの発行にあたり、情報提供にご協力いた

だいた各関係機関の方々に改めてお礼申し上げます。 

 

公益財団法人愛知県国際交流協会 
 

 

 

 

 

ご利用にあたって 

 

 
○  掲載された情報は、関係機関ウェブサイト、各種リーフレット、関連書籍のほか、

財団法人自治体国際化協会編集「多言語生活情報」を元に当協会が編纂したものです。 

○  できる限り最新の情報を掲載するように努めましたが、発行後、内容が変更される

場合もありますのであらかじめご了承ください。 

○  定訳がない団体名や主な法制度名などは、中国語訳とともに日本語のローマ字表記

も記載しています。各章の冒頭には、関連するキーワードを載せてあります。 

○  ここに掲載された内容は一般的なものであり、個別のケースによって取扱いが

異なる場合がありますから、実際に手続きをされる際は専門機関等でご確認ください。 

○  掲載団体等の問い合わせ先に対応言語の記載がないものは日本語のみの対応と

なります。お問い合わせの際は日本語のできる人をご同行ください。 

○  掲載団体等の受付時間は変更される場合があります。また、祝祭日および年末

年始に休業する場合もありますので事前に各団体等にご確認ください。 

○  掲載された内容に関して損害が生じた場合、当協会は一切の責任を負いません。 

  



 

    前言 

欢迎光临爱知县！ 

 
爱知生活手册收集了对在爱知县开始生活的外国人有所帮助的信息。 

右页用汉语、左页用日语登载相同内容。希望大家能够利用本指南早

日习惯新的生活。 

最后，在本指南发行之际，再次向协助提供信息的各有关单位人员表

示感谢。 

 

公益财团法人爱知县国际交流协会 
 
 

 

 

 

 

利用时的注意事项  

 

 

○ 登载的信息是本协会根据有关单位网站、各种宣传册、有关书籍以及财团法人自治

体国际化协会编辑的“多语种生活信息”编篡的。 

○ 虽然本协会努力地尽量登载最新信息，但在发行后内容可能会有所变更，请大家给

予谅解。 

○ 没有定译的团体名称或主要的法律制度名称等，同时登载汉语译文和日语罗马字写

法。在各章的开头均登载了相关的关键词。 

○ 此处登载的内容是一般性的，个别情况的处理方法有所不同，请大家在实际办理手

续之际，向主管单位等确认一下。 

○ 登载团体等的问讯处没有记载服务语言的，只提供日语服务。咨询之际，请和懂日

语的人一起去。 

○ 登载团体等的受理时间有时会变更。另外，节假日和元旦前后可能会休息，请事先

向各团体等确认。 

○ 因登载的内容而受损时，本协会概不负责。 
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1 入国管理局 nyūkoku kanri kyoku 入国管理局 

2 
外国人在留総合 
インフォメーションセンター 

gaikokujin zairyū sōgō 
infomēshon sentā 外国人居留综合信息中心 

  

3 在留資格 zairyū shikaku 居留资格 

4 在留期間 zairyū kikan 居留期限 

5 再入国許可 sai nyūkoku kyoka 再入境许可 

6 資格外活動許可 shikakugai katsudō 
kyoka 资格外活动许可 

7 永住許可 eijū kyoka 永住许可 

キーワード 关键词 
(右のページもご覧ください。) 15 語

平成 24年 7月に新たな在留管理制度が導入されます。詳しくは、下記
のページをご覧ください。 

新たな在留管理制度がスタート！ （法務省入国管理局） 
URL http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/ 

注意 

第1章 在留手続き 
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8 無犯罪証明書 muhanzai shōmeisho 无犯罪证明 

9 身元保証書 mimoto hoshōsho 身份保证书 

  

10 不法滞在 fuhō taizai 非法滞留 

11 出国命令 shukkoku meirei 出境命令 

12 退去強制 taikyo kyōsei 强制遣返 

  

13 在留特別許可 zairyū tokubetsu kyoka 居留特别许可 

  

14 外国人登録証明書 gaikokujin tōroku shōmeisho 外国人登记证明 

15 
外国人登録原票記載 
事項証明書 

gaikokujin tōroku genpyō kisai 
jikō shōmeisho 外国人登记存根记载事项证明 

キーワード 关键词 
(也请浏览左页) 15 个词

于 2012 年 7 月引进新的在留管理制度，详细内容请至下列网页阅览。 

新的居留管理制度将开始实施！ （法务省入国管理局） 

网址 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/zh-CN/ 

注意 

第1章 居留手续 



－20－ 

 
第 1 章 在留手続き 

 

在留資格とは 
 

日本に入国し滞在しようとする場合、入国の目的に応じて在留資格と在留期間が決められま

す。日本入国時に決定された在留資格と在留期間はパスポートに表示されます。在留資格は

27 種類あり、決定された在留資格に応じた活動以外の活動を行うことはできません。在留期

間は15日以下の日を単位とする期間・30日・90日・3 月・6 月・1年・1年 3月・2年・2年

3 月・3 年・4 年・5年の 12 種類のほか、法務大臣が個々に指定する期間等があります。この

期間を超えて在留する場合は期間更新の許可が必要です。在留に関する手続きは住所地を管轄

する地方入国管理局で行います。愛知県を管轄するのは名古屋入国管理局です。入国管理局の

Webサイトから各言語による手続き案内や新着情報などにアクセスできます。 

URL http://www.immi-moj.go.jp/ 
 

申請・問合せ先 

 
 

住所 〒455-8601 名古屋市港区正保町 5-18 
アクセス あおなみ線「名古屋競馬場前」駅から徒歩 1分 
電話 052-559-2150（日本語） 
受付時間 月～金曜日 9:00～16:00 

 
 

 

場所 名古屋入国管理局内 

窓口相談 月曜日～金曜日 

（中国語・英語・ポルトガル語・スペイン語・韓国語） 

電話相談 0570-013904 

（PHS、IP 電話、海外電話からは、03-5796-7112） 

 月～金曜日 9:00～17:00 (休日：土日祝日、年末年始) 

 (中国語・英語・ポルトガル語・スペイン語・韓国語) 

 
 

  
 
 
   

あおなみ線「名古屋競馬場前」駅から徒歩1分 
駐車スペースが限られています。お越しの際は公共交通機関をご利用ください。 

名古屋入国管理局

Ｎ
  

環
状
線

名古屋 
入国管理局

 

 

競馬場前   

あ
お
な
み
線
  

正保小 名古屋競馬場前

  ■ 
 

入場 

荒
子
川

  

国道１号 
 

名古屋競馬場 

中島

東海通   

外国人在留総合インフォメーションセンター
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第 1章  居留手续  

 

什么是居留资格？(zairyū shikaku) 
 

打算进入日本逗留时，将根据入境目的决定居留资格和居留期限。进入日本时的居留资格

和居留期限标注在护照上。居留资格有 27 种，只能进行与规定的居留资格相应的活动。居

留期限除了 15 天以内的日期以日为单位的期间、30 天、90 天、3 个月、6个月、1 年、1 年

零 3 个月、2 年、2 年零 3 个月、3 年、4 年、5 年这 12 种之外，还有法务大臣个别指定的

期限等。想要超过此期限居留时，必须得到更新期限的许可。居留手续在管辖居住地的地方

入国管理局办理。管辖爱知县的是名古屋入国管理局。可以通过入国管理局的网站访问各种

语言的手续指南和最新信息等。 

网址 http://www.immi-moj.go.jp/ 
 

申请、问讯处 

 

 

地址 邮编 455-8601 名古屋市港区正保町 5-18 

交通 青波线“名古屋赛马场前”车站徒步一分钟 

电话 052-559-2150（日语） 

服务时间 星期一～星期五 9:00～16:00 
 
 

 

所在地 名古屋入国管理局内 

窗口咨询 星期一～星期五 

(中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、韩国语) 

电话咨询 0570-013904 

(如果是 PHS、IP 电话及海外电话，请拨打 03-5796-7112) 

 星期一～星期五 9:00～17:00 (休息日: 周末节假日及年末年初) 

 (中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、韩国语) 

 
 

 

  
 

   

从青波线(aonami-sen)“名古屋赛马场前”(nagoya keibajō mae) 步行1分钟 
停车场地有限，请利用公共交通工具来。 

N 

 

名古屋 
入国管理局

赛马场前 

  

正保小学 名古屋赛马场前

  ■   
  

入场

国道１号 

  

名古屋赛马场

中岛 

东海通   

荒
子
川

青
波
线

环
行
线

外国人居留综合信息中心 

名古屋入国管理局
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第 1 章 在留手続き 

 

在留資格一覧 
 

在留資格 在留期間 代表的な職業等 

就労制限 

な
し 

一
定
範
囲
可

就
労
不
可 

外交 外交活動を行う期間 外交官  ●  

公用 公用活動を行う期間 国際機関職員  ●  

教授 3 年・1年 大学教授  ●  

芸術 3 年・1年 音楽家、芸術家  ●  

宗教 3 年・1年 宗教家  ●  

報道 3 年・1年 外国の報道特派員  ●  

投資・経営 3 年・1年 外資系会社の役員  ●  

法律・会計業務 3 年・1年 弁護士  ●  

医療 3 年・1年 医師、看護師  ●  

研究 3 年・1年 政府機関や私企業の研究者  ●  

教育 3 年・1年 中学校・高等学校等の語学講師  ●  

技術 3 年・1年 システムエンジニア  ●  

人文知識・国際業務 3 年・1年 通訳、デザイナー  ●  

企業内転勤 3 年・1年 外国の事業所からの転勤者  ●  

興行 1 年・6月・3月・15 日 舞踊家、プロスポーツ選手  ●  

技能 3 年・１年 外国料理コック  ●  

技能実習 
1年・6月または1年以内で法
務大臣が個々に指定する期間

技能実習生  ●  

文化活動 1 年・6月 日本文化の研究者   ●

短期滞在 
90 日・30 日・15 日以内の
日を単位とする期間 

観光旅行者   ●

留学 
2 年 3 月・2年・1年 3月・
1年・6月 

大学生、高校生、日本語学校生   ●

研修 1 年・6月 研修生   ●

家族滞在 
3年・2年3月・2年・1年3
月・1年・6月・3月 

在留外国人が扶養する配偶者・子   ●

特定活動 
5年･4年・3年･2年・1年･6月
または 1年以内で法務大臣
が指定する期間 

ワーキングホリデー、経済連携協
定に基づく外国人看護師・介護
福祉士候補 

 ●  

永住者 無期限 永住許可のある者 ●   

日本人の配偶者等 3 年・1年 日本人の配偶者・子・特別養子 ●   

永住者の配偶者等 3 年・1年 永住者の配偶者・子 ●   

定住者 
3 年・1年・3年以内で法務
大臣が指定する期間 

日系 3世、定住者の配偶者、 
日本人の 6歳未満の養子 

●   
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第 1章  居留手续 

 

居留资格一览表 
 

居留资格 居留期限 代表性职业等 

劳动就业限制

无 
限
制
范
围 

不
得
劳

动
就
业 

外交 (gaikō) 外交活动的期限 外交官  ●  

公用 (kōyō) 公用活动的期限 国际机构职员  ●  

教授 (kyōju) 3 年、1年 大学教授  ●  

艺术 (geijutsu) 3 年、1年 音乐家、艺术家  ●  

宗教 (shūkyō) 3 年、1年 宗教家  ●  

记者 (hōdō) 3 年、1年 外国的特派记者  ●  

投资、经营 (tōshi / keiei) 3 年、1年 外资公司的董事  ●  

法律、会计业务 
(hōritsu / kaikeigyōmu) 3 年、1年 律师  ●  

医疗 (iryō) 3 年、1年 医生、护士  ●  

研究 (kenkyū) 3 年、1年 政府机构或民营企业的研究人员  ●  

教育 (kyōiku) 3 年、1年 初中、高中等的外语教师  ●  

技术 (gijutsu) 3 年、1年 系统工程师  ●  

人文知识、国际业务
(jinbun chishiki / kokusai gyōmu) 3 年、1年 翻译、设计师  ●  

企业内工作调动 
(kigyōnai tenkin) 3 年、1年 来自外国企业的工作调动人员  ●  

演艺 (kōgyō) 1 年、6个月、3个月、15 天 舞踊家、职业运动员  ●  

技能 (ginō) 3 年、1年 外国厨师  ●  

技能实习 (ginō jisshū) 法务大臣个别指定的 1 年、6 个
月或 1年以内的期限 技能实习生  ●  

文化活动 (bunka katsudō) 1 年、6个月 日本文化的研究人员   ●

短期逗留 (tanki taizai) 90 天、30 天、15 天以内的日期以日为单位的期间 游客   ●

留学 (ryūgaku) 2 年零 3个月、2年、1年零 3
个月、1年、6个月 大学生、高中生、日语学校学生   ●

研修 (kenshū) 1 年、6个月 研修生   ●

家属逗留 (kazoku taizai) 3年、2年3个月、2年、1年3个月、1年、6个月、3个月 居留外国人抚养的配偶、子女   ●

特定活动 
(tokutei katsudō) 

法务大臣指定的 5年、4年、3
年、2年、1年、6个月或 1年以
内的期限 

打工度假、经济合作协定规定的
外国预备护士、预备护理人员 

 ●  

永住者 (eijūsha) 无期限 获得永住许可的人员 ●   

日本人的配偶等 
(nihonjin no haigūsha tō) 3 年、1年 日本人的配偶、子女、特别养子 ●   

永住者的配偶等 
(eijūsha no haigūsha tō) 3 年、1年 永住者的配偶、子女 ●   

定住者 (teijūsha) 法务大臣指定的 3 年、1 年、
3年以内的期限 

日裔第 3代、定住者的配偶、
日本人的未满 6岁的养子 

●   
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第 1 章 在留手続き 

 

在留資格の手続き 
a

在留資格変更許可 

現在の在留目的を変更して在留を希望する場合、在留期間内に在留資格の変更を申請し

なければなりません。許可される場合は 4,000 円の手数料が必要です。 

 

a. 在留資格変更許可申請書（地方入国管理局で交付） 

b. 在留資格に応じ、申請理由を説明する資料等 

c. パスポート、外国人登録証明書等 

d. 身元保証書（「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のみ） 

 
 

在留期間更新許可 

現在の在留期間を超えて引き続き同じ活動をするために在留を希望する場合、在留期間

内に在留期間更新の申請をしなければなりません。許可される場合は 4,000 円の手数料が

必要です。 

 

a. 在留期間更新許可申請書（地方入国管理局で交付）  

b. 在留資格に応じ、申請理由を説明する資料等 

c. パスポート、外国人登録証明書等 

d. 身元保証書（「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のみ） 

e. 無犯罪証明書（該当者のみ） 

 
 

2006 年 4 月 29 日から「定住者」として在留している日系人やその家族が入国

や在留期間の更新をする際に入国管理局に無犯罪証明書を提出することにな

りました。 

対象となるのは以下の人です。 

a. 日系人 

b. 日系人の配偶者 

c. 日系人の未成年で未婚の実子 

d. 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子 

証明書は本国の警察で発行してもらいます。 
  

無犯罪証明書 

必要書類 

必要書類 
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第 1 章  居留手续 

 

居留资格的手续 
a

居留资格变更许可 

希望变更现在的居留目的居留时，必须在居留期限内申请变更居留资格。获得许可时，需

要支付 4,000 日元手续费。 

 

a. 居留资格变更许可申请书（在地方入国管理局交付） 

b. 与居留资格相应的申请理由说明资料等 

c. 护照、外国人登记证明等 

d. 身份保证书（仅限于“日本人的配偶等”、“永住者的配偶等”、“定住者”） 

 
 

居留期限更新许可 

希望超过现有居留期限，为继续进行相同活动而居留时，必须在居留期限内申请更新居留

期限。获得许可时，需要支付 4,000 日元手续费。 

 

a. 居留期限更新许可申请书（在地方入国管理局交付） 

b. 与居留资格相应的申请理由说明资料等 

c. 护照、外国人登记证明等 

d. 身份保证书（仅限于“日本人的配偶等”、“永住者的配偶等”、“定住者”） 

e. 无犯罪证明（仅限于相符者） 

 

 

自 2006 年 4 月 29 日起，以“定住者”身份居留的日裔人及其家属在更新入境或

居留期限时，要向入国管理局提交无犯罪证明。 

对象为下列人员： 

a. 日裔人 

b. 日裔人的配偶 

c. 日裔人的未成年且未婚的亲生子女 

d. 日裔人的配偶的未成年且未婚的亲生子女 

由本国警察出具证明。 
  

无犯罪证明 (muhanzai shōmeisho)

必要资料 

必要资料 
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第 1章 在留手続き 
 

再入国許可 

現在の在留期間内に一時的に日本を出国し再び日本に入国する場合は、出国前に「再入

国許可」を受けておけば、再入国の前に「査証」を取得する必要がなく、再入国後も引き

続き同じ在留資格・在留期間で在留できます。ただし、再入国許可の期間は最長 3年で（特

別永住者は 4年）、現在の在留期間を超えることはできません。なお、再入国許可には、日

本への出入国が一回限りの許可と、許可の期限内であれば何回でも日本への出入国を繰り

返すことのできる数次再入国許可があります。手数料は、一回限りが 3,000 円、数次再入

国許可は 6,000 円です。 

 

a. 再入国許可申請書（地方入国管理局で交付） 

b. パスポート、外国人登録証明書等 
 

 
在留資格取得許可 

外国人として日本で出生した人または日本において日本国籍を離脱し外国人になった人

などは、その日から 30 日以内に在留資格取得の申請が必要です。日本で出生した場合、与

えられる在留資格および在留期間は、通常、親の在留資格および在留期間に応じて決定さ

れます。手数料は無料です。 
 

 

a. 在留資格取得許可申請書（地方入国管理局で交付） 

b. 在留資格に応じ、申請理由を説明する資料等 （日本の国籍を離脱した人） 

c. 出生証明書等、出生したことを証明する書類（日本で出生した人） 

d. 父母のパスポート、父母の外国人登録証明書等（日本で出生した人） 

e. 国籍を証する書類（日本の国籍を離脱した人） 

f. パスポート、外国人登録証明書等 
 
 

資格外活動許可 

留学生など、就労を認められていない在留資格の人がアルバイトなどで収入を得る活動

を希望する場合には、地方入国管理局で資格外活動許可を受けなければなりません。当該

許可を受けることなく自分の在留資格の活動範囲外の仕事をすると「不法就労」となります。

詳しくは地方入国管理局にお尋ねください。 

 

a. 資格外活動許可申請書（地方入国管理局で交付） 

b. 資格外活動許可に係る活動の内容を明らかにする書類等 

c. パスポート、外国人登録証明書等 
     

必要書類 

必要書類 

必要書類 
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第 1章  居留手续 

 

再入境许可 (sai nyūkoku kyoka) 

在现有居留期限内临时离开日本之后重新进入日本时，如果在出境前获得“再入境许可”，

就不必在再入境之前取得“签证”，再入境后也可以继续按相同居留资格和居留期限居留。但

是，再入境许可的期限最长为 3年（特别永住者为 4年），不得超过现有居留期限。另外，再

入境许可包括仅限于进出日本一次的许可和在许可期限内多次反复进出日本的数次再入境许

可。仅限一次的手续费为 3,000 日元，数次再入境许可为 6,000 日元。 

 

 

a. 再入境许可申请书（在地方入国管理局交付） 

b. 护照、外国人登记证明等 

 

居留资格取得许可 

作为外国人在日本出生的人，或在日本脱离日本国籍成为外国人的人等，必须在该日起 30

天以内申请取得居留资格。在日本出生时被给予的居留资格和居留期限，通常根据父母的居

留资格和居留期限而定，无需手续费。 

 
a. 居留资格取得许可申请书（在地方入国管理局交付） 

b. 与居留资格相应的申请理由说明资料等（脱离日本国籍的人） 

c. 出生证明等证明出生的资料（在日本出生的人） 

d. 父母的护照、父母的外国人登记证明等（在日本出生的人） 

e. 证明国籍的资料（脱离日本国籍的人） 

f. 护照、外国人登记证明等 
 
 
资格外活动许可 (sikakugai katsudō kyoka) 

留学生等拥有不允许劳动就业的居留资格的人，希望通过打工等获得收入时，必须在地方入

国管理局得到资格外活动许可。在没有得到许可的情况下从事自己的居留资格活动范围外的工

作，将成为“非法劳动就业”。详情请向地方入国管理局咨询。 

 

a. 资格外活动许可申请书（在地方入国管理局取得） 

b. 明确写入资格外活动许可活动内容的资料等 

c. 护照、外国人登记证明等 
    

必要资料 

必要资料 

必要资料 
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第 1 章 在留手続き 

 
永住許可 

日本に永住を希望する人は地方入国管理局で永住許可の申請をする必要があります。許

可される場合は 8,000 円（出生による取得は無料）の手数料が必要です。永住許可を受け

ると在留資格は「永住者」となり、無期限で日本に滞在することができます。在留期間更

新の手続きや在留資格変更の手続きは必要ありませんが、旅行などで日本を出国するとき

には再入国許可が必要です。永住許可を受けるにはいくつかの条件があります。詳しくは

地方入国管理局にお尋ねください。 

 

a. 永住許可申請書（地方入国管理局で交付）  
b. 申請理由を説明する資料等 
c. パスポート、外国人登録証明書等 

 

不法滞在 
 

在留期間を 1 日でも過ぎて滞在すると「不法残留(オーバーステイ)」となり、逮捕さ

れると、入国管理局に引き渡され退去強制されるか、あるいは、起訴されて裁判にかけ

られ、その後、退去強制されることになります。退去強制により出国した人は、原則と

して 5 年間（過去にも退去強制歴のある場合は 10 年間）、また、犯罪を犯して一定の刑

に処せられた場合などは永久に日本へ入国することができません。 

 
出国命令制度 

不法滞在者であっても、一定の要件の下、身柄を収容しないまま簡易な手続きにより出国

させる制度が出国命令制度です。出国命令の対象者は次の要件のすべてに該当する不法残

留者です。出国命令により出国した人は、1年間は日本に入国することができません。 

  

a. 速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理局に出頭したこと 

b. 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと 

c. 入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役または禁錮に処せられていないこと 

d. 過去に退去強制されたことまたは出国命令を受けて出国したことがないこと 

e. 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること 
 
 

 
在留特別許可 

退去強制事由に該当する人でも、法務大臣が在留を特別に許可すべき事情があると認め

る場合などには、在留を特別に許可することができるとされています。在留が認められる

かどうかは、法務大臣の自由裁量に任されています。許可された場合は在留資格が与えら

れ引き続き日本で生活することができます。詳しくは地方入国管理局にお尋ねください。 
  

必要書類 

要件 
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第 1 章  居留手续 

 

永住许可 (eijū kyoka) 

希望在日本永住的人，必须向地方入国管理局申请永住许可。获得许可时，需要支付 8,000

日元（因出生而取得时免费）手续费。一旦获得永住许可，居留资格即变为“永住者”，可以

无限期地在日本滞留。虽然不需要办理居留期限更新的手续和居留资格变更的手续，但是，

因为旅游等而要离开日本时，需要得到再入境许可。要想获得永住许可，必须符合几项条件。

详情请向地方入国管理局咨询。 

 

a. 永住许可申请书（在地方入国管理局交付） 

b. 说明申请理由的资料等 

c. 护照、外国人登记证明等 
 

 
非法滞留 
 

即使超过居留期限滞留 1 天，也属于“非法滞留(overstay)”，一旦被逮捕，就会被交给

入国管理局强制遣返，或者被起诉，打官司，然后被强制遣返。因强制遣返出境的人，原

则上 5 年（过去也有强制遣返经历的为 10 年）不得进入日本，此外，如果犯罪后被处以一

定徒刑等，将永远不得进入日本。 

 

出境命令制度 (shukkoku meirei) 

即使是非法滞留者，在一定条件下，也可以不予拘留，而是通过简单的手续让其出境，这

种制度就是出境命令制度。出境命令的对象为符合下列所有条件的非法滞留者。因出境命令

而出境的人，不得在 1年内进入日本。 

  

a. 愿意迅速离开日本并主动向入国管理局自首 

b. 不符合非法滞留以外的强制遣返事由 

c. 入境后未因盗窃罪等规定的罪行而被判刑或监禁 

d. 过去没有被强制遣返或被命令出境的情况 

e. 预计确实会迅速离开日本 
 

 

居留特别许可 (zairyū tokubetsu kyoka) 

即使是符合强制遣返事由的人，当法务大臣认为有应该特别允许其居留的情况等时，可以

特别允许其居留。是否允许居留，完全由法务大臣自由酌情决定。获得许可时，将给予居留

资格，可以继续在日本生活。详情请向地方入国管理局咨询。 

必要资料 

条件 
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１ 外国人登録とは ........................................................................................ 32 

２ 外国人登録の手続き ................................................................................. 32 

１ 新規登録 .................................................................................... 32 

２ 確認（切替交付）申請 ................................................................ 32 

３ 再交付申請 ................................................................................ 34 

４ 登録内容の変更 .......................................................................... 34 

５ 外国人登録原票記載事項証明書 .................................................. 34 

６ 外国人登録証明書の返納 ............................................................ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 市役所 shiyakusho 市政府 

2 区役所 kuyakusho 区政府 

3 役場 yakuba 政府机关 

  

4 手続き tetsuzuki 手续 

キーワード 关键词 
(右のページもご覧ください。) 7 語

平成 24年 7 月に新たな在留管理制度が導入されます。新しい制度の
導入により外国人登録制度が廃止となり、短期滞在者や不法滞在者など、

一部の外国人を除き外国人登録証明書に代わる「在留カード」が配布

されます。詳しくは、下記のページをご覧ください。 
 
新たな在留管理制度がスタート！ （入国管理局）  
URL http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/ 

注意 

第2章 外国人登録 
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１ 什么是外国人登记？ ................................................................................. 33 

２ 外国人登记手续 ........................................................................................ 33 

１ 新登记 ....................................................................................... 33 

２ 确认（换证）申请 ...................................................................... 33 

３ 申请补发 .................................................................................... 35 

４ 登记内容的变更 .......................................................................... 35 

５ 外国人登记存根记载事项证明 ..................................................... 35 

６ 外国人登记证明的交还 ................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

5 外国人登録 gaikokujin tōroku 外国人登记 

6 外国人登録証明書 gaikokujin tōroku 
shōmeisho 外国人登记证明 

  

7 外国人登録原票記載事項証明書 
gaikokujin tōroku 
genpyō kisai jikō 
shōmeisho 

外国人登记存根记载事项证明 

キーワード 关键词 
(也请浏览左页) 7 个词

2012 年 7 月开始引进新的居留管理制度，新的制度开始实施后外国人登

记制度将从此废止，除短期居留与非法滞留者等部分外国人以外，将发给

“外国人居留卡”代替原先的外国人登记证明，详细情报请见以下的网页。

 

新的居留管理制度将开始实施！ （入国管理局）  

网址 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/zh-CN/ 

注意 

第2章 外国人登记 
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第 2章 外国人登録 
 

外国人登録とは 
 

日本に入国した外国人や日本で生まれた外国人は外国人登録をしなければなりません。

在留期間を経過した外国人も例外ではありません。外国人登録をするとおおむね 2～4週間

ほどで外国人登録証明書が発行されます。16 歳未満の人には申請当日に発行されます。

外国人登録証明書は日本での身分を証明するものです。満 16 歳以上の人はこの外国人登録

証明書をいつも携帯しなければなりません。 
 

 

外国人登録の手続き 
 

新規登録 

入国後 90 日以上在留しようとする外国人は入国の日から 90 日以内に、日本で出生また

は日本国籍を離脱するなどして外国人となった人は、その日から 60 日以内に外国人登録を

しなければなりません。（なお、在留資格が「外交」・「公用」の人など、一定の外国人は登

録の対象から除外されています）原則として本人が市区町村役場で申請をしなければなり

ませんが、16 歳未満の人や病気などの事情がある人は同居している 16 歳以上の親族などの

代理人が申請することもできます。 

 
a. 外国人登録申請書（市区町村役場で配布） 

b. パスポート（所持する者のみ） 

c. 写真 2 枚（縦 4.5cm×横 3.5cm の大きさ。申請人本人のみが写っているもの。

6か月以内の撮影。無帽で背景のないもの。16 歳未満の場合は不要） 
 

 
確認（切替交付）申請 

外国人登録をしてから、原則として 5 回目の誕生日（永住者および特別永住者は 7 回目

の誕生日、在留通算 1 年未満の人および在留資格がない人は 1 年）ごとに、居住する市区

町村役場で外国人登録の内容の確認手続きをする必要があります。満 16 歳未満の人は不要

ですが、満 16 歳になったら 30 日以内に確認の手続きをする必要があります。 

 

a.  外国人登録証明書交付申請書・登録事項確認申請書（市区町村役場で配布） 

b. パスポート（所持する者のみ） 

c. 写真 2枚（新規登録と同じ条件のもの） 

d.  外国人登録証明書   

必要書類 

必要書類 
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第 2章  外国人登记 
 

什么是外国人登记？(gaikokujin tōroku) 
 

进入日本的外国人或是在日本出生的外国人，必须办理外国人登记。居留期限已过期的外

国人也不例外。进行外国人登记后大约 2～4 星期左右会发放外国人登记证明(gaikokujin 

tōroku shōmeisho)。未满 16 岁的人申请当日立即发放。外国人登记证明在日本是证明身份

的文件。已满 16 岁以上的人，这个外国人登记证明必须随身携带。 

 

外国人登记手续 

 

新登记 

预计在日本停留 90 天以上的外国人，从入国之日起 90 天内必须办理外国人登记。在日本

出生的人从出生日起算，脱离日本的国籍等理由而成为外国人的人从脱离日起算的 60 天内，

必须办理外国人登记。(居留资格为“外交”或“公务”等的部分外国人不需要办理外国人登

记）原则上必须由本人自己亲自到市区町村政府机关办理登记，但是未满 16 岁或是出现生病

等情况时，可由同住并且满 16 岁以上的亲属代理申请。 

 

 

a. 外国人登记申请书（市区町村政府机关分发） 

b. 护照（仅限护照持有者） 

c. 照片 2 张（竖 4.5cm×横 3.5cm 的大小。申请人自己的照片。6 个月以内所拍的

免冠、无背景的照片。16 岁未满者不需要） 
 

 

确认（换证）申请 

外国人登记后，原则上第五次的生日(永住者与特别永住者为第七次生日，居留期限不满 1

年者与没有居留资格者为 1年)，必须在所居住地区的市区町村政府机关办理外国人登记内容

的确认手续，未满 16 岁者不需要，当已满 16 岁之后 30 天以内必须办理确认的手续。 

 

a.  外国人登记证明交付申请书及登记事项确认申请书（市区町村政府机关分发） 

b. 护照（仅限护照持有者） 

c. 照片 2张（与新办理登记时规格相同） 

d.  外国人登记证明 
  

所需文件 

所需文件 
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第 2章 外国人登録 
  

再交付申請 

外国人登録証明書を紛失・盗難などで失ったときは、居住する市区町村役場に失った

ことを知った日から 14 日以内に再交付申請をしなければなりません。 
 

 

a. 外国人登録証明書交付申請書・登録事項確認申請書（市区町村役場で配布） 

b. パスポート（所持する人のみ） 

c. 写真 2枚（新規登録と同じ条件のもの。16 歳未満は不要） 

d. 紛失等した理由書（必要と認めるときは事実証明書：盗難届証明、火災証明等） 

登録内容の変更 

居住地、氏名、国籍、職業、勤務先の名称および所在地、在留の資格、在留期間が変わっ

た場合は変更のあった日から 14 日以内に、旅券番号、世帯主の氏名などその他の登録事項

が変わった場合はその変更の生じた日以降の最初の何らかの申請までに変更登録申請をし

なければなりません。「永住者」および「特別永住者」の場合、職業および勤務先は登録事

項から除外されているため、変更があっても届け出る必要はありません。 

手続きは居住する市区町村役場（他の市区町村に転居する場合は、新居住地の市区町

村役場）で行います。 

 

a. 変更登録申請書・家族事項等登録申請書（市区町村役場で配布） 

b. 外国人登録証明書 

c. 変更を生じたことを証する文書（居住地変更登録申請を除く） 

外国人登録原票記載事項証明書 

外国人登録原票記載事項証明書は、外国人が登録を行った際に申告した身分事項や居住

地などの登録事項を証明するものです。外国人本人等の請求に基づき居住する市区町村役

場が発行します。ただし手数料が必要です。 

 
a. 申請書 

b. 外国人登録証明書（本人が申請するとき） 

c. 本人と同一生計下にある親族であることの証明および請求理由（同居の親族が

申請するとき） 

d. 本人からの委任を証する文書および請求理由（上記以外の代理人が申請するとき） 

   
外国人登録証明書の返納 

次のような場合は外国人登録証明書を返納しなければなりません。 

a. 出国時（再入国許可を受けて出国する場合を除き、空港や港で入国審査官に返納） 

b. 日本国籍を取得したとき（14 日以内に居住地の市区町村役場に返納） 

c. 死亡したとき（親族等が 14 日以内に居住地または死亡地の市区町村役場に返納） 
  

必要書類 

必要書類 

必要書類 
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第 2章  外国人登记 
  

申请补发 

外国人登记证明遗失或被窃时，必须从知道之日起 14 日以内向居住地的市区町村政府机

关申请补发。 
 

 

a. 外国人登记证明交付申请书及登记事项确认申请书（市区町村政府机关分发） 

b. 护照（仅限护照持有者） 

c. 照片 2张（与新办理登记时规格相同，未满 16 岁者不需要） 

d. 丢失的理由书（必要时请出示事实证明书:窃盗报案书、火灾证明等） 

登记内容的变更 

居住地、姓名、国籍、职业、工作单位的名称和地址、居留资格、居留期限有变更的时候，从

变更日起14天以内必须办理变更登记事项手续。护照号码、户主姓名等其它登记事项有变更的时

候，从变更日起而在办理其他某种手续之前，必须办理变更登记事项手续。“永住者”以及“特别

永住者”的情况，职业及工作单位不在登录事项内，就算有变更也不需要提出申请。 

办理手续请向所居住地区的市区町村政府机关(搬到别的市区町村的情况，请向新居住地区的市

区町村政府机关)进行办理手续。 

 

a. 变更登记申请书及家族事项等登记申请书（市区町村政府机关分发） 

b. 外国人登记证明 

c. 能证明变更的文件（居住地区变更登记申请除外） 

外国人登记存根记载事项证明 (gaikokujin tōroku genpyō kisai jikō shōmeisho) 

外国人登记存根记载事项证明是外国人在登记时申报的身份事项、居住地等登记事项的

证明文件。根据外国人本人等的请求，由居住地的市区町村政府机关发行。不过要收取手

续费。 

 

a. 申请书 

b. 外国人登记证明（本人申请时） 

c. 证明是与本人处于同一生计下的亲属的证明材料以及请求理由（同住的亲属代理

申请时） 

d. 能证明是申请人本人委托的证明文件以及请求理由（上列记载以外的代理人申请时） 

  
外国人登记证明的交还 

下列情况必须交还外国人登记证明。 

a. 出国時（有再入境许可的情况除外、在机场与港口交还给入国审查官） 

b. 取得日本国籍时（14 天以內交还给所居住地区的市村町村政府机关） 

c. 死亡时（由家属在 14 天以内交还给居住地区或是死亡地区的市区町村政府机关） 

所需文件 

所需文件 

所需文件 
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第 3 章 その他の手続き 

 

パスポート 
p
再発行 

パスポートを紛失または盗難で失ったときは、まず地元の警察に届け、そこで発行しても

らった「紛失（盗難）届出証明書」を母国の在日大使館または総領事館に持参して再発行し

てもらいます。事前に電話などで照会して必要書類を用意してから行くとよいでしょう。 
 

証印転記 

パスポートの有効期限切れや紛失により新しいパスポートが発行された場合は、新しい

パスポートに現在の在留資格と在留期間等を記入してもらうことができます。古いパスポ

ートがある場合は古いパスポートと新しいパスポートを、古いパスポートがない場合は新

しいパスポートを持って地方入国管理局で手続きをしてください。 
 

帰化 
 

帰化とは日本国籍を取得することです。外国籍の人が日本国籍を得るためには帰化

申請が必要です。日本国籍を取得すると住民登録や選挙権などの権利を得ますが日本で

は二重国籍を認めていないため、帰化するためには母国の国籍を放棄しなければなり

ません。帰化には法務大臣の許可が必要で、日本人との結婚や日本人との養子縁組によ

り自動的に日本国籍に変わることはありません。帰化申請は各地の法務局で行います。

許可されると在留資格はなくなり日本の戸籍が作成されます。詳しくは最寄りの法務局

または国籍の事務を取り扱う支局にお尋ねください。 
 
 

名古屋法務局国籍課 

住所 〒460-8513 
 名古屋市中区三の丸 2-2-1 
電話 052-952-8111 

受付時間 月～金曜日（祝日は除く）9:00～11:00、13:00～16:00（要予約） 
※相談等の場合は、必ず事前に予約が必要です（電話予約可能）。 

 

死亡 
 

死亡届 

死亡の事実を知った日から 7 日以内に、親族等が医師の死亡診断書を持って居住地の市

区町村役場に届け出ます。 

また、死亡の日から 14 日以内に本人の外国人登録証明書を返納します。国民健康保険証

を持っている場合は、それも返納してください。あわせて母国の大使館または領事館へも

届け出てください。 

なお、在留資格「日本人の配偶者等」を持つ人が日本人の夫または妻をなくした場合は

その資格のままで在留期間の更新はできませんので、日本への在留を希望する場合は入国

管理局に相談してください。  

問合せ先 
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第 3章 其他手续 

 
护照 
p
补办 

护照丢失或被盗时，首先要在当地向警察申报，拿着那里出具的“丢失（被盗）申报证明” 

(funshitsu (tōnan) todokede shōmeisho)，到本国驻日大使馆或总领事馆补办。最好事先打

电话等核实，准备好必要资料之后再去。 
 

证明印鉴转记 

因护照的有效期限到期或丢失而发行新护照时，可以在新护照上填写当前的居留资格和居

留期限等。有旧护照时，请持旧护照和新护照到地方入国管理局办理手续；没有旧护照时，

请持新护照到地方入国管理局办理手续。 

 

归化 (kika) 
 

归化是指取得日本国籍。拥有外国国籍的人要想取得日本国籍，必须申请归化。一旦取

得日本国籍，即可获得居民登记和选举权等权利，但因日本不承认二重国籍，所以要想归

化，就必须放弃本国国籍。归化必须得到法务大臣的许可，不会因为与日本人结婚或过继

为日本人的养子就自动变为日本国籍。归化申请在各地的法务局办理。一旦得到许可，就

不再有居留资格，而是制作日本的戸籍。详情请向距离最近的法务局或办理国籍事务的支

局咨询。 

 
 

名古屋法务局国籍科 

地址 邮编 460-8513 

 名古屋市中区三之丸 2-2-1 

电话 052-952-8111 

受理时间 星期一至五（节假日除外）9:00～11:00、13:00～16:00（需要预约） 

※咨询等必须事先预约（可打电话预约）。 

 
死亡 
 

死亡申报 (shibō todoke) 

应在知道死亡事实之日起 7 天以内，由亲属等持医生的死亡诊断书(shibō shindansho)到

居住地的市区町村政府机关申报。 

另外应在死亡之日起 14 天以内交还本人的外国人登记证明。持有国民健康保险证时，请将

其交还。同时也请向本国驻日大使馆或领事馆申报。 

持有“日本人的配偶等”居留资格的人，当日本丈夫或妻子死亡时，不能仍以该资格更新

居留期限，希望在日本居留时，请向入国管理局咨询。   

问讯处 
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第 3 章 その他の手続き 

 

死体の火葬・埋葬 

日本で火葬、埋葬する場合は火葬（埋葬）許可証が必要です。死亡届が受理された後に

市区町村役場で申請します。 
 

死体の輸送 

死亡した人の本国に遺体を輸送することもできますが多額の費用がかかります。受け入

れ国の規定に従い、遺体の防腐処理、移送手続き、通関手続きを行います。詳しくは大使

館または領事館へお尋ねください。 
 

 

印鑑 
 

日本ではサインの代わりになるものとして印鑑（はんこ）を使います。印鑑には、日ご

ろよく使う「認印」、銀行口座を開くときに使う「銀行印」、重要な書類に使用する「実印」

があります。いずれも「はんこ屋」などで作りますが、材質などによって値段が大きく違

います。 

 
印鑑登録 

印鑑登録ができるのは外国人登録をした満 15 歳以上の人です。居住する市区町村役場に

申請します。登録できる印鑑は１人につき１個のみです。一辺が 25ミリの正方形に収まり、

かつ、一辺が 8ミリの正方形には収まらない大きさ(一般的にはこの大きさ

ですが市区町村で異なる場合があります)で、外国人登録原票に記載されて

いる氏名や通称名で表されているものでなければなりません。印鑑登録手

続きが終了すると印鑑登録証（手帳またはカード）が発行されます。実印

や印鑑登録証は、自動車の登録や不動産の登記、金銭の賃借などのときに

サインの代わりとして利用される大切なものですので、管理には十分気を

つけましょう。印鑑登録証を紛失したときは、紛失届を提出するとともに

改めて印鑑の登録が必要です。代理人が申請する場合は委任状が必要となり、

手続きには数日かかります。 

 
印鑑登録証明書 

実印を使用するとき、その実印が本物であることを証明するものが印鑑登録証明書です。

日本では、土地や家、車を買うといった重要な契約をするときに、実印や印鑑登録証明書

が必要になります。印鑑登録証明書は、本人または代理人が印鑑登録証（手帳またはカー

ド）を役所の窓口に提示して申請すると発行してもらえます。代理人の場合でも委任状は

不要です。また、登録した印鑑だけでは印鑑登録証明書発行の手続きはできませんので、

注意してください。 
   

8mm 

25mm

印鑑のサイズ 
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第 3章 其他手续 

 

遗体的火葬、埋葬 

在日本火葬、埋葬时，需要火葬（埋葬）许可证。死亡申报得到受理之后，在市区町村政

府机关申请。 

遗体的运送 

虽然也可以将死者遗体运到本国，但是需要花费大笔费用。根据接受国家的规定，要对遗

体进行防腐处理，办理移送手续、通关手续。详情请向大使馆或领事馆咨询。 

 

印章 
 

在日本，印章(inkan,hanko)被用来代替签字。印章分为平时经常使用的“常用印章”
(mitomein)、开立银行账户时使用的“银行印章”(ginkōin)、重要资料使用的“正式印章”
(jitsuin)。虽然这些印章都是在“印章店”(hankoya)等制作的，但是价格却因材质等而大
为不同。 

 

印章登记 

可以办理印章登记的是办理了外国人登记的满 15 周岁以上的人。在居住

地的市区町村政府机关申请。每人只可登记 1 枚印章。尺寸为可以盖入边

长 25 毫米的正方形内，并且不能小于边长 8 毫米的正方形(一般来说是这

种尺寸，但是有的市区町村可能不同)，必须用外国人登记存根上记载的姓

名或常用姓名表示。印章登记手续办完之后，即发行印章登记证(inkan 

tōroku shō)（手册或卡片）。正式印章和印章登记证在办理汽车登记、不

动产登记、金钱借贷等时，要用来代替签名，非常重要，因此请妥善保管。

印章登记证丢失时，必须在申报丢失的同时，重新办理印章登记。代理人

申请时，需要委任状，办理手续需要数日时间。 

 

印章登记证明 (inkan tōroku shōmeisho) 

使用正式印章时，证明该正式印章属实的是印章登记证明。在日本，签订购买土地、房屋、

汽车之类的重要合同时，需要正式印章和印章登记证明。如果本人或代理人在政府机关的窗

口出示申请印章登记证（手册或卡片），对方就会出具印章登记证明，即使是代理人也不需要

委任状。另外请注意：仅凭登记过的印章是无法办理出具印章登记证明手续的。 

8mm 

25mm

印章尺寸 
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1 労働局 rōdō kyoku 劳动局 

2 労働基準監督署 rōdō kijun kantokusho 劳动标准监督署 

 

3 
公共職業安定所 
（ハローワーク） 

kōkyō shokugyō anteijo 
(harō wāku) 公共职业介绍所 

4 外国人雇用サービスセンター gaikokujin koyō sābisu sentā 外国人雇用服务中心 

 

5 労働契約 rōdō keiyaku  劳动合同 

6 労働条件 rōdō jōken 劳动条件 

7 有給休暇 yūkyū kyūka 带薪休假 

キーワード 关键词 
(右のページもご覧ください。) 12 語 
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8 解雇 kaiko 解雇 

9 退職 taishoku 离职 

 

10 労災保険 rōsai hoken 工伤保险 

11 雇用保険 koyō hoken 雇用保险 

12 失業給付 shitsugyō kyūfu 失业救济金 

 

キーワード 关键词 
(也请浏览左页) 12 个词
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仕事と在留資格 
 

外国人が日本で就職しようとするときは、与えられた在留資格でその仕事において予定

されている活動を行うことができるかを確認することが必要です（22 ページ）。職種（仕事

の内容）に関係なく働くことができる在留資格は、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住

者」、「永住者の配偶者等」です。在留資格で認められた活動の範囲外で就労する場合は、

事前に地方入国管理局で「資格外活動許可」を受けなければなりません。不法に就労した

場合、退去強制の対象になります。また、不法就労者を雇ったりその雇用をあっせんした

りした人などは、不法就労助長罪として 3 年以下の懲役もしくは 300 万円以下の罰金、ま

たはその両方に処せられるだけでなく退去強制の対象にもなります。 

 
 

労働のルール 
 

 
労働契約 

事業主は、労働者に対して、賃金、労働時間などの労働条件を書面で明示しなければな

りません。賃金などが口約束だったために、証拠がなくトラブルが発生することがありま

す。仕事を始めるときには、できるだけ詳しく契約書に労働条件を取り決めておくことが

大切です。 

 
 
a. 労働契約の期間 

b. 仕事をする場所、仕事の内容 

c. 始業時刻と終業時刻、決められた労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休

日、休暇など 

d. 給料の決定、計算、支払いの方法、締め切りと支払いの時期 

e. 退職に関すること 
 

会社に、労働条件や服務規定を定めた「就業規則(会社のきまり)」がある場合は、その

内容を確認することが必要です。 

 
労働条件 

労働時間と休憩時間 

労働時間は、原則として 1 日 8 時間、週 40 時間を超えてはならないことになって

います。休憩時間は労働時間に含まれませんが、作業の準備や後片付けなどは、雇い主

の指示によるものならば労働時間になります。労働時間が 8 時間を超えるときは、1 時間

以上の休憩時間が労働時間の途中に与えられることが決められています。 
  

書面に記載しなければならない労働条件
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工作与居留资格 

 

外国人打算在日本工作时，必须确认能否以被给予的居留资格在该工作中进行预定的活

动（第 23 页）。无论任何职业（工作的内容）都可以工作的居留资格为“日本人的配偶等”、

“定住者”、“永住者”、“永住者的配偶等”。在居留资格允许的活动范围之外工作时，必

须事先在地方入国管理局获得“资格外活动许可”(shikakugai katsudō kyoka)。非法工作

时，会成为强制遣返的对象。另外，雇用非法工作者或介绍非法工作者的人等，将因非法

工作助长罪被判以3年以下徒刑或300万日元以下罚款，或是不仅被处以以上两个罚则外，

也会成为强制遣返的对象。 

 
 

劳动规则 
 

 

劳动合同 

业主必须以书面形式向劳动者明示工资、劳动时间等劳动条件。口头约定工资等，可能会

因缺乏证据而产生纠纷。开始工作时，尽量详细地在合同中确定劳动条件是非常重要的。 

 

 

a. 劳动合同的期限 

b. 工作场所、工作内容 

c. 上班时间和下班时间、是否有超过规定劳动时间的劳动、休息时间、休息日、

休假等 

d. 工资的确定、计算、支付的方法、截至和支付的时间 

e. 离职事项 
 

 

公司有规定劳动条件和服务规则的“工作守则(公司的规定)”(shūgyō kisoku)时，必须确

认其内容。 

 

劳动条件 

劳动时间与休息时间 

劳动时间原则上不得超过 1 天 8 小时、每周 40 小时。休息时间虽然不算劳动时间，但

是作业的准备、收拾清理等，如果是按照雇主的指示进行的，则算作劳动时间。劳动时间超

过 8小时的，规定在劳动时间中途要给予 1小时以上的休息时间。 
  

必须书面记载的劳动条件 
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休日と年次有給休暇制度  

労働基準法では、原則として週 1 回もしくは 4 週間で 4 日以上の休日が労働者に与え

られています。また、入社後 6 か月間継続して働き全労働日（勤務すべき日）の 8 割以

上出勤すれば、所定の休日のほかに年次有給休暇（年休）を最低 10 日間取得できること

になっています。 

パートタイマーなどの所定労働日数が少ない労働者であっても労働日数に応じて年休

を取得できます。ただし、事業に支障があるときは年休の指定日は変更される場合があ

るので、事前に上司と話し合いましょう。 

賃金 

賃金は、働いた本人に直接、毎月 1 回以上一定の期日を決めて支払わなければならな

いことになっています。また、業種や地域によって最低賃金が決められています。もし、

賃金が最低賃金額より少ないときは、雇い主は労働者に差額を支払わなければならない

だけでなく、罰則の対象にもなります。最低賃金はパートタイマーやアルバイトにも適

用されます。 

 

解雇と退職 
 

 

解雇とは 

事業主の意思で一方的に労働契約を終了させることを「解雇」と言います。解雇には合

理的な理由が必要です。合理的な理由がある場合でも、事業主が労働者を解雇しようとす

る場合には、その労働者に対して少なくとも 30 日前に解雇の予告をしなければならず、予

告期間が 30 日に満たない場合は解雇予告手当の支払いが必要です。 

 
 

a. 仕事上のけがや病気で休んでいる期間中およびその後 30 日間の解雇 

b. 産前産後休業期間中およびその後 30 日間の解雇 

c. 公益通報を理由とした解雇 

d. 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な活動をしたことを理由にした

解雇 

e. 女性であること、あるいは女性が結婚・妊娠・出産したこと、産前産後の休業

をしたことを理由にした解雇 

f. 育児休業の申し出をしたこと、または育児休業をしたことを理由にした解雇 

 
退職とは 

労働者の都合や雇い主との合意によって仕事をやめることを退職といいます。退職する

場合、労働者は請求すれば 7日以内に未払いの賃金の支払いを受けられ、積立金や貯金など

も返してもらえます。契約期間が決まっている人の場合、契約期間中はやむを得ない理由が

ない限り、労働者からの雇用契約の解約はできません。雇い主が労働者の退職を認めた後で、

労働者が退職の申し出を撤回することは原則としてできませんから、退職の申し出は慎重

に行いましょう。契約時に退職の際の条件や手続きを確認しておくことが必要です。また、社

員証や貸与された制服、健康保険証なども雇い主に返却しなければなりません。 
  

法律で禁止されている解雇 
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休息日(kyūjitsu)与带薪年休假(yūkyū kyūka)制度 

劳动标准法(Rōdō Kijun Hō)规定，原则上应给予劳动者每周 1 次或 4 周 4 天以上的

休息日。另外，入职后 6 个月连续工作，并且出勤率为 80%以上时，除了规定的休息日之

外，每年还可以享受至少 10 天的带薪年休假（年休假）。 

 即便是临时工等规定劳动天数较少的劳动者，也可以根据劳动天数享受年休假。但是，

会影响业务时，可能会变更年休假的指定日，因此请事先与上司协商。 

 

工资 (chingin) 

按规定，每月必须在规定的日期直接向本人至少支付 1 次工资。另外还根据工种和地区

规定了最低工资(saitei chingin)。如果工资低于最低工资额时，雇主不仅要向劳动者支

付差额，还会成为受惩对象。最低工资也适用于临时工和计时工。 

解雇(kaiko)与离职(taishoku) 
 

 

什么是解雇？ 

按业主的意愿单方面中止劳动合同叫做“解雇”。解雇需要合理的理由。即使有合理的理由，

业主打算解雇劳动者时，也必须至少提前 30 天通知劳动者，预告时间不满 30 天时，必须支

付解雇预告补助。 

 
 

a. 因为工伤或生病而休息期间及此后的 30 天里的解雇 

b. 产期前后休假期间及此后的 30 天里的解雇 

c. 以公益通知为理由的解雇 

d. 以劳动者是工会会员或进行工会的正当活动为理由的解雇 

e. 以劳动者是女性或女性结婚、妊娠、生育、产期前后休假为理由的解雇 

f. 以申请育儿假或享受育儿假为理由的解雇 

 
什么是离职？ 

因为劳动者的原因或与雇主达成协议而辞去工作叫做离职。离职时，劳动者如果申请的

话，可以在 7 天以内拿到未支付的工资，并且也可以拿到退还的公积金和存款等。规定了

合同期限的人，在合同期限内，只要没有不得已的理由，就不能由劳动者解除雇用合同。

雇主同意劳动者离职之后，原则上劳动者不能撤回离职申请，因此在申请离职时，请慎重

行事。签约时，必须确认离职时的条件和手续。另外还必须将工作证和发放的制服、健康

保险证等退还给雇主。 
  

法律禁止的解雇 
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労働者災害補償保険（労災保険） 
 

労災保険とは 

労働者の仕事を原因とするけがや病気、通勤途上の事故によるけが、あるいは不幸にして

死亡した場合に、その労働者や遺族を保護することを目的とした保険です。保険料は雇い主

（事業主）が全額負担します。パートタイマーやアルバイトを含め、会社に雇用されていれ

ば外国人にも適用され、仕事によるけが、病気、死亡の場合、また、通勤の途中で災害を受

けた場合などに各種の補償給付を受けることができます。給付を受けようとする人は本人が

労働基準監督署に請求書を提出しなければなりません。労働災害が発生した場合は、会社ま

たは労働基準監督署（56ページ）、愛知労働局（54ページ）に相談してください。 

 
主な補償給付 

療養（補償）給付 

労働者が業務上または通勤途中でけがをしたり疾病にかかったりした場合に治療・療

養に必要な費用が支払われます。療養（補償）給付を受けるためにはできるだけ労災保

険の指定病院に行くようにしましょう。病院に「療養の給付請求書（労働基準監督署で

交付）」を提出すれば治療費を支払う必要はありません。 

休業（補償）給付 

労働者が業務上または通勤途中でけがをし、その治療・療養のために働くことができ

ず休業したことにより給料が支払われない場合、休業後 4日目から給付基礎日額の 60％

が支給されます。なお、給付基礎日額の 20％が休業特別支給金として支給されるため合

計 80％の支給が行われます。「休業（補償）給付支給請求書（労働基準監督署で交付）」

を労働基準監督署に提出しましょう。 

障害（補償）給付 

業務上または通勤によるけがや疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合

に支給されます。 

遺族（補償）給付 

労働者が業務上または通勤途中の災害で死亡した場合、遺族に対して支給されます。 
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劳动者灾害补偿保险（工伤保险）(rōsai hoken) 
 

 

什么是工伤保险？ 

工伤保险的目的在于当劳动者因工伤或生病、在上下班途中因事故而受伤或者不幸死亡时，

保护该劳动者或遗属。保险费由雇主（业主）全额负担。也适用于临时工、计时工以及公司

雇用的外国人，因工伤、生病、死亡时，在上下班途中遇到灾害等时，可以享受各种补偿给

付。希望享受给付者，必须由本人向劳动标准监督署提交申请书。发生工伤事故时，请向公

司或劳动标准监督署（第 57 页）、爱知劳动局（第 55 页）咨询。 

 

主要的补偿给付 

疗养（补偿）给付 (ryōyō (hoshō) kyūfu) 

劳动者在工作中或上下班途中受伤或生病时，将拿到治疗和疗养所需的费用。为了享受

疗养（补偿）给付，请尽量到工伤保险的指定医院治疗。如果向医院出示“疗养给付申请

书（在劳动标准监督署交付）”，就不必支付治疗费。 

休假（补偿）给付 (kyūgyō (hoshō) kyūfu) 

因为劳动者在工作中或上下班途中受伤，为了治疗和疗养，无法工作而休假，不能拿到

工资时，从休假后第 4天起，将拿到给付基础日额的 60％。另外还将拿到给付基础日额的

20％的休假特别发放金，因此可以拿到合计 80％。请向劳动标准监督署提交“休假（补偿）

给付发放申请书（在劳动标准监督署交付）”。 

残疾（补偿）给付 (shōgai (hoshō) kyūfu) 

当劳动者在工作中或上下班途中受伤或生病，治疗后身体留下一定程度的残疾时发放。 

遗属（补偿）给付 (izoku (hoshō) kyūfu) 

劳动者在工作中或上下班途中因灾害而死亡时，向遗属发放。 
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雇用保険 
 

 
雇用保険とは 

労働者が失業したときに必要な給付を行うことにより生活の安定を図るとともに、求職

活動を容易にすることなどを目的とした公的な保険です。保険料は事業主と労働者が一定

の割合で負担し、労働者負担分は毎月の給料から差し引かれます。なお、31 日以上の雇用

見込みがあり週の所定労働時間が 20 時間以上の労働者であれば外国人にも適用されます。

ただし、雇用保険の性格から 65 歳以上の人が新たに雇用された場合には加入できません。 

  
失業給付（基本手当）の受け方 

下記の必要書類を住居地のハローワークに持参し求職の申込みをし、受給資格の決定を

受けた後、ハローワークが指定する認定日（28 日ごと）に来所し失業の認定を受けます。

失業給付（基本手当）が受けられる期間や金額は、雇用保険の適用を受けていた被保険者

期間や賃金額、年齢や離職理由などによって決められます。ただし、失業給付（基本手当）

を受けるには、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるこ

とが要件となります。また、原則として、離職の日以前の 2年間に被保険者期間が 12 か月

以上（倒産・解雇・雇い止め、また正当な理由のある自己都合による離職の場合は、離職

の日以前 1年間に 6か月以上）あることが必要です。 

 
 
a. 離職票－1・2（離職後に事業主からもらいます） 

b. 雇用保険被保険者証（雇用保険に加入したときに、事業主からもらいます） 

c. 外国人登録証明書 

d. 写真 2枚（3cm×2.5cm） 

e. 本人名義の普通預金通帳 

f. 印鑑（自筆署名の場合は不要） 

 
受給期間 

失業給付（基本手当）の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から１年間ですが、

その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き 30 日以上働くことができ

なくなったときはその働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することがで

きます。ただし、延長できる期間は最長で 3年間となっています。 

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き 30 日以上職業に就くこ

とができなくなった日の翌日から起算して 1 か月以内に住所または居所を管轄するハロー

ワークに届け出なければなりません。（代理人または郵送可） 
 

雇用保険の手続きなどについては、最寄りのハローワーク（52ページ）にお尋ねください。 
  

必要書類 
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雇用保险 (koyō hoken) 
 

 

什么是雇用保险？ 

雇用保险是一种公共保险，其目的在于当劳动者失业时，通过进行必要的给付，使其保持

生活稳定，并且便于进行求职活动。保险费由业主和劳动者按一定的比例负担。劳动者负担

的部分将从毎月的工资中扣除。另外，预计雇用期间为 31 天以上并且每周工作 20 小时以上

时，也能适用于外国人。但是，根据雇用保险的性质，65 岁以上的人被新雇用时，不能参保。 

失业救济金（基本津贴）的领取方法 

带下列必要资料到居住地的公共职业介绍所提出求职申请，并接到领取资格的决定之后，

在公共职业介绍所指定的认定日（28 日左右）到公共职业介绍所报到，接受失业的认定。

领取失业救济金(基本津贴)的期限和金额根据适用雇用保险的被保险者期限、工资额、年龄

及离职理由等而定。但是，要想领取失业救济金（基本补助），必须具备条件，即具有打算

就业的积极意愿和随时能够就业的能力。另外，原则上离职之日以前的 2 年里的被保险者期

限必须为 12 个月以上（因倒产、解雇、停止雇用以及基于正当理由自己提出离职时，离职

之日以前 1 年里的被保险者期限必须为 6 个月以上）。 

 

a. 离职表(rishokuhyō )－1、2（离职后从业主那里取得） 

b. 雇用保险被保险者证(koyō hoken hihokensha shō)（加入雇用保险时，从业主
那里取得） 

c. 外国人登记证明 

d. 照片 2张（3cm×2.5cm） 

e. 本人名义的普通存款存折 

f. 印章（亲笔签名时不需要） 

 

领取期限 

失业救济金（基本津贴）的领取期限原则上为离职之日的第二天起１年内，但是在该期间

因疾病、受伤、妊娠、生育、育儿等理由，连续 30 天以上无法工作时，领取期限可以按无法

工作的天数延长。但是，可以延长的时间最长为 3年。 

想要接受本措施时，必须在因上述理由连续30天以上无法工作之日的第二天起1个月以内，

向管辖本人所在地或住处的公共职业介绍所申报。（可通过代理人或邮寄申报） 

 

关于雇用保险的手续等，请向距离最近的公共职业介绍所（第 53 页）咨询。 
  

必要资料 
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仕事の探し方 
 

日本では、公共職業安定所（ハローワーク）で職業を紹介しています。相談する場合は、

日本語の分かる人と一緒に行くといいでしょう。外国人雇用サービスコーナーを設置してい

るハローワークもあります（＊）。また、公共職業安定所の求人情報は、インターネットでも

見ることができます。アドレスは、https://www.hellowork.go.jp/ です。 
 
 
名称 所在地 電話番号 管轄区域 

蒲郡 
（出張所） 

蒲郡市港町 16-9 0533-67-8609 蒲郡市 

半田 
＊ 

半田市宮路町 200-4 0569-21-0023 半田市、常滑市、 
知多市、東海市、知多郡 

碧南 
（出張所） 

碧南市浅間町 1-41-4 0566-41-0327 碧南市 

一宮 
＊ 

一宮市八幡 4-8-7 0586-45-2048 
一宮市、 
稲沢市（平和町を除く） 

犬山 
＊ 

犬山市松本町 2-10 0568-61-2185 
犬山市、江南市、 
岩倉市、丹羽郡 

刈谷 
＊ 

刈谷市若松町 1-46-3 0566-21-5001 
刈谷市、高浜市、安城市、 
大府市、知立市 

春日井 
＊ 

春日井市大手町 2-135 0568-81-5135 春日井市、小牧市 

名古屋 

名古屋東 
名古屋市名東区
平和が丘 1-2 

052-774-1115 
千種区、昭和区、名東区、 
天白区、東区、守山区、 
日進市、長久手市、愛知郡 

名古屋南 
＊ 

名古屋市熱田区
旗屋 2-22-21 

052-681-1211 
熱田区、南区、港区、緑区、 
瑞穂区、豊明市 

名古屋中 
名古屋市中村区
名駅南 1-21-5 

052-582-8171 
西区、中村区、中区、 
中川区、北区、北名古屋市、 
清須市、西春日井郡 

西尾 
＊ 

西尾市熊味町小松島 41-1 0563-56-3622 西尾市 

岡崎 
＊ 

岡崎市羽根町字北乾地 50-1 0564-52-8609 岡崎市、額田郡 

瀬戸 瀬戸市東長根町 86 0561-82-5123 瀬戸市、尾張旭市 

新城 新城市西入船 24-1 0536-22-1160 新城市、北設楽郡 

豊橋 
＊ 

豊橋市大国町 111 0532-52-7191 豊橋市、田原市 

豊川 
＊ 

豊川市千歳通 1-34 0533-86-3178 豊川市 

豊田 
＊ 

豊田市常盤町 3-25-7 0565-31-1400 豊田市、みよし市 

津島 
＊ 

津島市寺前町 2-3 0567-26-3158 津島市、海部郡、弥富市
、 

愛西市、稲沢市平和町、あま市 

＊対応言語と時間については、事前にご確認ください。（204 ページ参照） 
  

（アルファベット順）公共職業安定所
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找工作的方法 
 

在日本，公共职业介绍所（Hello Work）负责向求职者介绍工作。要咨询时，最好和懂日语

的人一同前往。有的公共职业介绍所还设置了外国人雇用服务区（＊）。另外，也可以在互联

网上浏览公共职业介绍所的招聘信息。网址：https://www.hellowork.go.jp/ 

 

 

名称 地址 电话号码 管辖地区 

蒲郡 
（办事处） 

蒲郡市港町 16-9 0533-67-8609 蒲郡市 

半田 
* 

半田市宫路町 200-4 0569-21-0023 半田市、常滑市、 
知多市、东海市、知多郡 

碧南 
（办事处） 

碧南市浅间町 1-41-4 0566-41-0327 碧南市 

一宫 
* 

一宫市八幡 4-8-7 0586-45-2048
一宫市、 
稻泽市（平和町除外） 

犬山 
* 

犬山市松本町 2-10 0568-61-2185
犬山市、江南市、 
岩仓市、丹羽郡 

刈谷 
* 

刈谷市若松町 1-46-3 0566-21-5001
刈谷市、高浜市、安城市、 
大府市、知立市 

春日井 
* 

春日井市大手町 2-135 0568-81-5135 春日井市、小牧市 

名古屋 

名古屋东 
名古屋市名东区
平和丘 1-2 

052-774-1115
千种区、昭和区、名东区、 
天白区、东区、守山区、 
日进市、长久手市、爱知郡 

名古屋南 
＊ 

名古屋市热田区
旗屋 2-22-21 

052-681-1211
热田区、南区、港区、绿区、 
瑞穗区、丰明市 

名古屋中 
名古屋市中村区
名驿南 1-21-5 

052-582-8171
西区、中村区、中区、 
中川区、北区、北名古屋市、 
清须市、西春日井郡 

西尾 
* 

西尾市熊味町小松岛 41-1 0563-56-3622 西尾市 

冈崎 
* 

冈崎市羽根町字北干地 50-1 0564-52-8609 冈崎市、额田郡 

濑户 濑户市东长根町 86 0561-82-5123 濑户市、尾张旭市 

新城 新城市西入船 24-1 0536-22-1160 新城市、北设乐郡 

丰桥 
* 

丰桥市大国町 111 0532-52-7191 丰桥市、田原市 

丰川 
* 

丰川市千岁通 1-34 0533-86-3178 丰川市 

丰田 
* 

丰田市常盤町 3-25-7 0565-31-1400 丰田市、三好市 

津岛 
* 

津岛市寺前町 2-3 0567-26-3158 津岛市、海部郡、弥富市、 
爱西市、稻泽市平和町、海部市 

* 请事先确认可使用的语言和时间。（请参照第 205 页） 
  

(按字母顺序)
公共职业介绍所
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外国人に職業相談や仕事の紹介を行っています。 

刈谷 住所 〒448-0857 刈谷市大手町 5-28 大手町 5丁目ビル 3階 

電話 0566-63-5891 利用時間 8:30～17:00 

言語 ポルトガル語  

(通訳時間 9:00～12:00、13:00～17:00) 

豊橋 住所 〒440-8507 豊橋市大国町 73 大国ビル 2階 

 電話 0532-57-1356 利用時間 8:30～17:00 

言語 ポルトガル語、スペイン語  

(通訳時間 9:00～12:00、13:00～17:00） 

 
 

専門的・技術的分野（人文知識・国際業務、技術等）の外国人労働者（外国人

留学生を含む）を中心に職業相談・紹介を多言語で行っています。 

住所 〒460-0008 名古屋市中区栄 4－1－1中日ビル 12 階 

URL http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/home.html 
電話 052-264-1901 ファックス 052-249-0033 

利用時間 8:30～17:00 

言語 中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語（月～金曜日） 

(通訳時間  9:00～12:00、13:00～17:00) 

 

労働に関する相談窓口 

 

日本で働く外国人の皆さんは法律などの違いに戸惑うことが多いと思います。賃金の不

払いなど労働条件に関するトラブルで事業所の人に相談しても納得できない場合は、愛知

労働局外国人労働者相談コーナーあるいは所轄の労働基準監督署などに相談してください。 

 

 

場所 愛知労働局 

住所 〒460-8507 名古屋市中区三の丸 2-5-1 名古屋合同庁舎 2号館 2階 

電話 052-972-0253（監督課） 

言語 英語（火・木曜日）、ポルトガル語（月～木曜日） 

受付時間 10:00～12:00、13:00～16:00 

交通 地下鉄名城線「市役所」下車 5番出口より徒歩 3 分 

場所 豊橋労働基準監督署 

住所 〒440-8506 豊橋市大国町 111 豊橋地方合同庁舎 6階 

電話 0532-54-1192 

言語 ポルトガル語（火・木曜日） 

受付時間 10:00～12:00、13:00～16:00 

交通 JR・名鉄の「豊橋」または豊鉄「新豊橋」下車徒歩 10 分   

愛知労働局 
外国人労働者相談コーナー 

名古屋外国人雇用サービスセンター

外国人職業相談センター 
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为外国人提供职业咨询和介绍工作。 

刈谷 地址 邮编 448-0857 刈谷市大手町 5-28 大手町 5丁目大厦 3楼 

电话 0566-63-5891 利用时间 8:30～17:00 

语言 葡萄牙语  

(翻译时间 9:00～12:00、13:00～17:00) 

丰桥 地址 邮编 440-8507 丰桥市大国町 73 大国大厦 2楼 

电话 0532-57-1356 利用时间 8:30～17:00 

语言 葡萄牙语、西班牙语 

(翻译时间 9:00～12:00、13:00～17:00） 

 
 

以专业性技术性领域（人文知识、国际业务、技术等）的外国劳动者为中心(包括

外国人留学生)，用多种语言进行工作咨询和介绍。 

地址 邮编 460-0008 名古屋市中区荣 4－1－1中日大厦 12 楼 

网址 http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/home.html 

电话 052-264-1901 传真 052-249-0033 

利用时间 8:30～17:00 

语言 中文、英语、葡萄牙语、西班牙语（星期一至五） 

(翻译时间  9:00～12:00、13:00～17:00) 

 

劳动咨询窗口 
 

想必在日本工作的广大外国人经常对法律等的差异感到不知所措。因出现不付工资等工作方

面的纠纷与所在单位的人协商后也无法接受时，请向爱知劳动局外国劳动者咨询服务台或所

属劳动标准监督署等咨询。 

 

场所 爱知劳动局 

地址 邮编460-8507 名古屋市中区三之丸2-5-1名古屋联合办公楼2号馆2楼 

电话 052-972-0253（监督科） 

语言 英语（星期二、四）、葡萄牙语（星期一至四） 

受理时间 10:00～12:00、13:00～16:00 

交通 地铁名城线“市役所”(Shiyakusho)下车后，从 5号出口步行 3分钟 

场所 丰桥劳动标准监督署 

地址 邮编 440-8506 丰桥市大国町 111 丰桥地方联合办公楼 6楼 

电话 0532-54-1192 

语言 葡萄牙语（星期二、四） 

受理时间 10:00～12:00、13:00～16:00 

交通 JR 和名铁的“丰桥”(toyohashi)或丰铁的“新丰桥”(shin toyohashi)
下车后步行 10 分钟   

名古屋外国人雇用服务中心 

外国人职业咨询中心 

爱知劳动局 
外国劳动者咨询服务台 
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名称 所在地 電話番号 管轄区域 

半田 
〒475-8560  
半田市宮路町 200-4  
半田地方合同庁舎 

0569-21-1030 
半田市、常滑市、東海市、 
知多市、大府市、知多郡 

一宮 
〒491-0903  
一宮市八幡 4-8-7  
一宮労働総合庁舎 

0586-45-0206 一宮市、稲沢市 

刈谷 
〒448-0858 
刈谷市若松町 1-46-1 
刈谷合同庁舎 3階 

0566-21-4885 
刈谷市、碧南市、安城市、 
知立市、高浜市 

江南 
〒483-8162  
江南市尾崎町河原 101 

0587-54-2443 
江南市、犬山市、 
岩倉市、丹羽郡 

名古屋東 
〒468-8551  
名古屋市天白区中平 5-2101 

労働条件 
052-800-0792 
労災保険 
052-800-0794 

千種区、昭和区、瑞穂区、 
熱田区、緑区、名東区、 
天白区、豊明市、日進市、 
東郷町 

名古屋北 
〒461-8575  
名古屋市東区白壁 1-15-1  
名古屋合同庁舎３号館 

労働条件 
052-961-8653 
労災保険 
052-961-8655 

東区、北区、中区、守山区、 
春日井市、小牧市 

名古屋南 
〒455-8525 
名古屋市港区港明 1-10-4 

労働条件 
052-651-9207 
労災保険 
052-651-9209 

中川区、南区、港区 

名古屋西 
〒453-0813 
名古屋市中村区二ツ橋町3-37 

労働条件 
052-481-9533 
労災保険 
052-481-9534 

中村区、西区、 
豊山町、清須市、 
北名古屋市 

西尾 
〒445-0072  
西尾市徳次町下十五夜 13 

0563-57-7161 西尾市 

岡崎 
〒444-0813  
岡崎市羽根町字北乾地50-1 
岡崎合同庁舎5階 

0564-52-3161 岡崎市、幸田町 

瀬戸 
〒489-0881  
瀬戸市熊野町 100 

0561-82-2103 瀬戸市、尾張旭市、 
長久手市 

豊橋 
〒440-8506  
豊橋市大国町 111  
豊橋地方合同庁舎 

労働条件 
0532-54-1192 
労災保険 
0532-54-1194 

豊橋市、豊川市、 
蒲郡市、新城市、 
田原市、北設楽郡 

豊田 
〒471-0867  
豊田市常盤町3-25-2 

0565-35-2323 豊田市、みよし市 

津島 
〒496-0042  
津島市寺前町3-87-4 

0567-26-4155 
津島市、海部郡、あま市、 
愛西市、弥富市 

 
  

（アルファベット順）労働基準監督署 
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第 4章 劳动 

 
 
名称 地址 电话号码 管辖地区 

半田 
邮编 475-8560  
半田市宫路町 200-4  
半田地方联合办公楼 

0569-21-1030 
半田市、常滑市、东海市、 
知多市、大府市、知多郡 

一宫 
邮编 491-0903  
一宫市八幡 4-8-7  
一宫劳动综合办公楼 

0586-45-0206 一宫市、稻泽市 

刈谷 
邮编 448-0858 
刈谷市若松町 1-46-1 
刈谷联合办公楼 3楼 

0566-21-4885 
刈谷市、碧南市、安城市、 
知立市、高浜市 

江南 
邮编 483-8162  
江南市尾崎町河原 101 

0587-54-2443 
江南市、犬山市、 
岩仓市、丹羽郡 

名古屋东 
邮编 468-8551  
名古屋市天白区中平 5-2101 

劳动条件 
052-800-0792 
工伤保险 
052-800-0794 

千种区、昭和区、瑞穗区、 
热田区、绿区、名东区、 
天白区、丰明市、日进市、 
东乡町 

名古屋北 
邮编 461-8575  
名古屋市东区白壁 1-15-1  
名古屋联合办公楼３号馆 

劳动条件 
052-961-8653 
工伤保险 
052-961-8655 

东区、北区、中区、守山区、 
春日井市、小牧市 

名古屋南 
邮编 455-8525 
名古屋市港区港明 1-10-4 

劳动条件 
052-651-9207 
工伤保险 
052-651-9209 

中川区、南区、港区 

名古屋西 
邮编 453-0813 
名古屋市中村区二桥町3-37 

劳动条件 
052-481-9533 
工伤保险 
052-481-9534 

中村区、西区、 
丰山町、清须市、 
北名古屋市 

西尾 
邮编 445-0072  
西尾市德次町下十五夜 13 

0563-57-7161 西尾市 

冈崎 
邮编444-0813  
冈崎市羽根町字北干地50-1 
冈崎联合办公楼5楼 

0564-52-3161 冈崎市、幸田町 

濑户 
邮编 489-0881  
濑户市熊野町 100 

0561-82-2103 濑户市、尾张旭市、 
长久手市 

丰桥 
邮编 440-8506  
丰桥市大国町 111  
丰桥地方联合办公楼 

劳动条件 
0532-54-1192 
工伤保险 
0532-54-1194 

丰桥市、丰川市、 
蒲郡市、新城市、 
田原市、北设乐郡 

丰田 
邮编 471-0867  
丰田市常盤町3-25-2 

0565-35-2323 丰田市、三好市 

津岛 
邮编 496-0042  
津岛市寺前町3-87-4 

0567-26-4155 
津岛市、海部郡、海部市、 
爱西市、弥富市 

 

劳动标准监督署 (按字母顺序)
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1 市役所 shiyakusho 市政府 

2 区役所 kuyakusho 区政府 

3 役場 yakuba 政府机关 

4 家庭裁判所 katei saibansho 家庭法院 

5 愛知県女性相談センター aichiken josei sōdan sentā 爱知县女性咨询中心 

6 
配偶者暴力相談支援 

センター 
haigūsha bōryoku sōdan shien 
sentā 配偶暴力咨询支援中心 

7 福祉相談センター fukushi sōdan sentā 福祉咨询中心 

8 警察署 keisatsusho 警察署 

9 
外国人在留総合インフォ

メーションセンター 
gaikokujin zairyū sōgō 
infomēshon sentā 外国人居留综合信息中心 

キーワード 关键词 
(右のページもご覧ください。) 18 語 

第5章 結婚・離婚 
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10 結婚 kekkon 结婚 

11 離婚 rikon 离婚 

    

12 婚姻要件具備証明書 kon’in yōken gubi shōmeisho 具备婚姻条件的证明 

13 独身証明書 dokushin shōmeisho 单身证明 

14 離婚不受理届 rikon fujuri todoke 不受理离婚的申请 

 

15 
ドメスティック 

バイオレンス 
domesutikku baiorensu 家庭暴力 

16 保護命令 hogo meirei 保护命令 

17 接近禁止命令 sekkin kinshi meirei 禁止接近受害者的命令 

18 退去命令 taikyo meirei 离开命令 

キーワード 关键词 
(也请浏览左页)                      18 个词 

第5章 结婚、离婚 
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第 5章 結婚・離婚 
 

結婚 
 

国際結婚では、結婚する二人のそれぞれの国の法律に従わなければなりません。また、

両方の国で結婚の手続きをすることが大切です。一方が日本人の場合、日本の法律で定め

られた以下の婚姻要件をすべて満たしていなければいけません。 
 

 

a. 結婚年齢は男性が満 18 歳、女性が満 16 歳に達していること 

b. 20 歳未満の場合は父母の同意があること 

c. 重婚とならないこと 

d. 女性が再婚する場合は、法的に離婚した日から 6か月を経過していること 
 

日本人と外国人の結婚 

日本で結婚する場合は日本法に則って手続きを行います。以下の書類を住所地もしくは

本籍地の市区町村役場に提出してください。 

 
 
a. 婚姻届出書（20 歳以上の証人 2名の署名・捺印が必要） 

b. 日本人配偶者の戸籍謄本 

c. 日本人配偶者の父母の同意書（未成年の場合） 

d. 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書とその訳文 

e.  外国人配偶者の国籍証明書（パスポート、外国人登録原票記載事項証明書
など） 

 
婚姻届が受理されたら、在日大使館もしくは領事館に婚姻の届け出を行ってください。

詳しくは、市区町村役場および当該国の在日大使館等にお尋ねください。 

 
外国人同士の結婚 

手続きは、日本の方式に従って行う場合、夫婦どちらかの住所地の市区町村役場に以下

の書類を提出します。 
 
 

a. 婚姻届出書（20 歳以上の証人 2名の署名・捺印が必要） 

b. 夫婦双方の婚姻要件具備証明書とその訳文 

c. 夫婦双方の国籍証明書（パスポート、外国人登録原票記載事項証明書など） 

婚姻届が受理されたら、在日大使館もしくは領事館に婚姻の届け出を行ってください。

詳しくは市区町村役場および当該国の在日大使館等にお尋ねください。 
 
  

婚姻要件 

必要書類 

必要書類 



－61－ 

 

第 5章 结婚、离婚 
 

结婚 (kekkon) 
 

国际结婚时，结婚的双方都必须遵守各自国家的法律。另外，在双方的国家办理结婚手续

是非常重要的。一方为日本人时，必须完全符合日本法律规定的下列婚姻条件。 

 

a. 结婚年龄必须为男性满 18 周岁，女性满 16 周岁 

b. 未满 20 周岁时必须征得父母的同意 

c. 不得重婚 

d. 女性再婚时，必须自依法离婚之日起经过 6个月 

日本人与外国人结婚 

在日本结婚时，应按照日本法律办理手续。请向居住地或原籍的市区町村政府机关提交

下列资料。 

 

 

a. 结婚登记表（需要 2名 20 岁以上证人的签名盖章） 

b. 日本人配偶的户籍副本 

c. 日本人配偶的父母的同意书（未成年时） 

d. 外国人配偶具备婚姻条件的证明及其译文 

e.  外国人配偶的国籍证明（护照、外国人登记存根记载事项证明等） 
 

结婚登记得到受理之后，请到驻日大使馆或领事馆办理结婚登记。详情请向市区町村政府

机关及相关国家的驻日大使馆等咨询。 

 

外国人之间结婚 

按照日本方式办理手续时，由夫妻双方中的一方向居住地的市区町村政府机关提交下列

资料。 
 

 

a. 结婚登记表（需要 2名 20 岁以上证人的签名盖章） 

b. 夫妻双方的具备婚姻条件的证明及其译文 

c. 夫妻双方的国籍证明（护照、外国人登记存根记载事项证明等） 

结婚登记得到受理之后，请到驻日大使馆或领事馆办理结婚登记。详情请向市区町村政府

机关及相关国家的驻日大使馆等咨询。 
 

结婚条件 

必要资料 

必要资料 
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第 5章 結婚・離婚   
 
 

婚姻要件具備証明書 

各国の法律に照らして結婚ができるかどうかを証明するものです。在日大使館が発行す
ることが多いようですが、国によって異なりますので確認が必要です。外国語で作成され
た書類については翻訳者名を明記した日本語訳を添付する必要があります。婚姻要件具備
証明書の発行については各総領事館にご確認ください。 

 

離婚 
 

 
日本人と外国人の離婚 

夫婦の一方が日本に住む日本人である場合は、日本の法律に則って離婚します。双方が

離婚に同意している場合は協議離婚、同意していない場合は調停離婚、調停が整わない場

合は裁判離婚の手続きを行います。ただし、他方の本国法で協議離婚や調停離婚を認めて

いない場合は、日本での離婚届は本国政府には認めてもらえません。協議離婚は市区町村

役場、調停離婚と裁判離婚は家庭裁判所で行います。日本法による離婚手続きだけでなく

外国人の本国でも離婚を成立させる必要があります。詳しくは、市区町村役場および当該

国の在日大使館もしくは領事館にお尋ねください。 

 
外国人同士の離婚 

夫婦の国籍が同じであれば本国法により離婚します。夫婦の国籍が異なり共通本国法が

ない場合で二人とも日本に常居所を有すれば、日本法により離婚します。本国の法律が協

議離婚を認めていれば、日本の市区町村役場で協議離婚の届け出をすることができます。

ただし、それぞれの本国法が協議離婚を認めていない場合、本国法上は効力を発生しません。

日本法による離婚手続きを行った場合でも、本国でも離婚を成立させる必要があります。

詳しくは、市区町村役場および当該国の在日大使館もしくは領事館にお尋ねください。 

 
離婚届 

日本の市区町村役場へ離婚届を出す場合の提出書類は以下のとおりです。 

 

 
a. 離婚届出書（20 歳以上の証人 2名の署名・捺印が必要） 

b. 戸籍謄本（夫婦のうちどちらかが日本人の場合） 

c. 調停調書の謄本と確定証明書（調停離婚の場合） 

d. 審判書の謄本と確定証明書（審判離婚の場合） 

e. 判決書の謄本と確定証明書（裁判離婚の場合） 

f. 提出者の身分証明書（パスポートなど）   

必要書類 
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具备婚姻条件的证明 (kon’in yōken gubi shōmeisho) 

证明能否按照各国法律结婚的依据。多由驻日大使馆出具，但因国家而异，因此必须确认。

用外语制作的资料，必须附上注明翻译者姓名的日语译文。关于出具具备婚姻条件的证明，

请向各自国家的总领事馆确认。 

 

离婚 (rikon) 
 

 

日本人与外国人离婚 

夫妻中的一方为居住在日本的日本人时，应按照日本法律离婚。双方都同意离婚时，进行协

议离婚(kyōgi rikon)；不同意时，进行调解离婚(chōtei rikon)；调解不成时，办理裁判离婚

(saiban rikon)的手续。但是，根据另一方所属国法律，协议离婚或调解离婚未得到认可时，

在日本的离婚申请不能得到对方所属国政府的承认。协议离婚在市区町村政府机关进行，调解

离婚和裁判离婚在家庭法院进行。除须按照日本法律办理离婚手续外，还须保证离婚在外国人

所属国得以成立。详情请向市区町村政府机关及相关国家的驻日大使馆或领事馆咨询。 

 

外国人之间离婚 

如果夫妻的国籍相同，应按照所属国法律离婚。夫妻的国籍不同，并且所属国法律相异时，

如果二人都在日本有经常性住处，则应按照日本法律离婚。如果所属国的法律允许协议离婚，

可以在日本的市区町村政府机关申请协议离婚。但是，各自所属国法律不认可协议离婚时，

从该国法律上来讲就不能生效。即使按照日本法律办理了离婚手续，也须保证离婚在其所属

国得以成立。详情请向市区町村政府机关及相关国家的驻日大使馆或领事馆咨询。 

 

离婚申请 

向日本的市区町村政府机关提出离婚申请时的提交资料如下所示： 

 

  

a. 离婚申报书（需要 2名 20 岁以上证人的签名盖章） 

b. 户籍副本（夫妻双方中的一方为日本人时） 

c. 调解笔录的副本和确定证明（调解离婚时） 

d. 审判书的副本和确定证明（审判离婚时） 

e. 判决书的副本和确定证明（裁判离婚时） 

f． 提交人的身份证（如护照等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

必要资料 
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第 5章 結婚・離婚 
 

離婚不受理届 

あなたが日本人の配偶者から離婚を迫られている場合、配偶者が勝手に署名した離婚届

を役所に提出されてしまうと離婚が成立してしまいます。あなたに離婚の意思がない場合

は、相手（日本人）の本籍地、居住地の市区町村の役所に離婚届の不受理（受け取らない）

申し出を出しておくとよいでしょう。 
 

離婚と在留資格 

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が日本人と離婚した場合、その事実によ

って、その在留資格がただちに無効となるものではありませんが、「日本人の配偶者等」と

しての更新はできませんので、引き続き在留を希望するのであれば、地方入国管理局へ資

格変更を申請する必要があります。日本で相当期間滞在してきたか、日本人の子どもを養

育しているなどの事情があれば認められることもあります。 

 
 
a. 在留資格変更許可申請書（地方入国管理局で交付） 

b. 在留資格に応じ、申請理由を説明する資料等 

c. パスポート、外国人登録証明書等 

 
詳しくは外国人在留総合インフォメーションセンターにお尋ねください。 

章 
 

ドメスティック・バイオレンス（DV） 
 

 

DV とは 

ドメスティック・バイオレンス（DV）とは、配偶者や元配偶者、恋人などからの身体的・

精神的な暴力のことをいいます。このような暴力は、社会階層や職業に関係なく起きてい

ます。被害にあったら最寄りの警察や各市区町村の福祉事務所、女性相談センターにご相

談ください。緊急の場合は一時保護を求めることもできます。  
 

 

 
配偶者からの暴力の被害に関する支援や相談機関等に関する情報を提供して

います。 

8 か国語パンフレット 

URL http://www.gender.go.jp/e-vaw/book/02.html 

中国語パンフレット 

URL http://www.gender.go.jp/e-vaw/foreignpdf/06chinese.pdf   

必要書類 

内閣府男女共同参画局 
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不受理离婚的申请 (rikon fujuri todoke) 

当你被日本人配偶逼迫离婚时，如果配偶擅自将签过名的离婚申请书提交给政府机关，离

婚就会成立。您不愿意离婚时，向对方(日本人)的原籍、居住地的市区町村政府机关提出离

婚申请书的不受理(不予接受)申请即可。 
 

离婚与居留资格 

拥有“日本人的配偶等”的居留资格的外国人与日本人离婚时，虽然该居留资格不会立刻

因为这一事实而无效，但却不能作为“日本人的配偶等”更新，因此，如果希望继续居留时，

必须向地方入国管理局申请变更资格。如果有在日本滞留了相当长时间或者养育了日本人的

孩子等情况，则可能会得到许可。 

 

 

a. 居留资格变更许可申请书（地方入国管理局取得） 

b. 与居留资格相应的申请理由说明资料等 

c. 护照、外国人登记证明等 

 

详情请向外国人居留综合信息中心咨询。 

 

 

家庭暴力（DV） 
 

 

什么是家庭暴力？ 

家庭暴力（DV）是指来自配偶、原配偶、恋人等的身体或精神上的暴力行为。此类暴力行

为在各种社会阶层和职业领域都有所发生。如果遭受了家庭暴力，请向距离最近的警察或各

市区町村的福祉事务所、女性咨询中心咨询。紧急情况下可以寻求临时保护(ichiji hogo)。 

 
 

 
提供受到配偶暴力行为侵害的支援和咨询机构等的相关信息。 

8 个国家语言宣传册 

网址 http://www.gender.go.jp/e-vaw/book/02.html 

中文宣传册 

网址 http://www.gender.go.jp/e-vaw/foreignpdf/06chinese.pdf   

必要资料 

内阁府男女共同参与计划局 
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第 5章 結婚・離婚 
 

相談窓口 

以下の窓口では、ドメスティック・バイオレンスに関する相談等を受け付けています。 

 
 

 

相談、カウンセリング、被害者およびその同伴家族の一時保護、各種情報提供など

を行っています。また、各県福祉相談センター7 か所にも愛知県女性相談センター

の駐在室が設けられています。詳しくは、愛知県女性相談センターにお尋ねください。 

電話 052-962-2527（予約は日本語のみ） 

電話相談 月～金曜日 9:00～21:00 

 土・日曜日 9:00～16:00 

面接相談 火～日曜日 9:00～17:00（水曜は 20:30）（予約制） 

（面接相談は、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ

語、タイ語、インドネシア語の通訳がつきます。申し込みは、

市区町村役場または愛知県女性相談センターおよび各駐在室で

受け付けています。） 

弁護士による DV 専門電話相談 

電話 052-962-2528（月曜日 14:00～16:00） 

 

保護命令制度 

被害者や親族等が配偶者等からの暴力や脅迫行為により生命または身体に重大な危害を

受けるおそれが大きいときには、地方裁判所に書面で申し立てることにより、裁判所が加

害者に対し保護命令を発することになります。保護命令には以下の 2 つの種類があり、こ

の 2 つを同時に発令することも可能です。また、これらの保護命令に違反した場合は、1

年以下の懲役または 100 万円以下の罰金に処せられます。 

 

接近禁止命令 

6 か月間、加害者に対し被害者および同伴児童等につきまとうことや住居や職場・学

校の近くを徘徊することを禁止する命令です。 

 

退去命令 

2 か月間、加害者に対し被害者と生活の本拠を共にする住居から出て行くことを命ずる

命令です。 

  

愛知県女性相談センター 
(配偶者暴力相談支援センター)
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咨询窗口 

以下窗口受理有关家庭暴力的咨询等。 

 

 

该中心提供咨询、指导工作，向受害者及其同住家属提供临时保护，并提供各种信息

等。另外，还在各县福祉咨询中心 7 处地方设置爱知县女性咨询中心的办事处。详情

请向爱知县女性咨询中心咨询。 

电话 052-962-2527（预约仅限于日语） 

电话咨询 星期一至五 9:00～21:00 

 星期六、星期天 9:00～16:00 

当面咨询 星期二至星期天 9:00～17:00（星期三截至 20:30）（预约制） 

（当面咨询有中文、葡萄牙语、西班牙语、他加禄语、泰语、

印尼语的翻译陪同。在市区町村政府机关或爱知县女性咨询中心

及其各办事处受理申请。） 

由律师受理的 DV 专门电话咨询  

电话 052-962-2528（星期一 14:00～16:00） 

保护命令制度 (hogo meirei) 

当受害者或亲属等因来自配偶等的暴力或胁迫行为，生命或身体受到严重危害的可能性较

大时，以书面形式向地方法院提出申诉，法院就会对施暴者发布保护命令。保护命令有以下 2

种，也可以同时发布这 2种命令。另外，违反这些保护命令时，将处以 1年以下的徒刑或 100

万日元以下的罚款。 

禁止接近受害者的命令 (sekkin kinshi meirei) 

禁止施暴者在 6 个月内纠缠受害者及同住儿童等，以及在其住处、工作单位、学校附近

徘徊。 

离开命令 (taikyo meirei) 

命令施暴者从与受害者共同生活的住处搬走 2个月。 

爱知县女性咨询中心 
(配偶暴力咨询支援中心) 
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5 母子健康手帳 boshi kenkō techō 母子健康手册 

6 国籍選択 kokuseki sentaku 国籍选择 

7 予防接種 yobō sesshu 预防接种 
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第 6章 出産・育児 

 
妊娠したら 
 

 
母子健康手帳 

妊娠したら母子健康手帳をもらいましょう。お母さんやお子さんの健康診査結果やお子

さんの成長についての記録のほか、健康診査や予防接種など、様々な保健サービスを案内

するために作られたものです。住所地の保健センター（名古屋市、岡崎市、豊田市、豊橋

市は保健所）に「妊娠届出書」を提出すれば無料で交付されます。 

 
a. 妊娠届出書（産院・保健センターなどに置いてあります） 

b. 外国人登録証明書 

c. 印鑑 

 

日本語以外の母子健康手帳を用意している市町村もあります。妊娠届を提出する際に

お尋ねください。また、下記では外国語版母子健康手帳を有料で販売しています。 

社団法人日本家族計画協会 

電話 03-3269-4727（電話対応は日本語のみ） 

母子健康手帳の言語 

中国語、英語、ポルトガル語、韓国語、タガログ語、日本語 (6か国語併記) 

株式会社母子保健事業団 

電話 03-4334-1188（電話対応は日本語のみ） 

母子健康手帳の言語 

中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、ハングル、タガログ語、 

インドネシア語、タイ語（各言語と日本語併記） 

 

妊婦の健康診査 

妊娠中は、栄養と休息を十分にとり、定期的な健康診査も忘れずに受けましょう。母子

健康手帳をもらうときに、一緒に健康診査の受診票ももらえます。通常、医療機関に通訳

はいませんので、日本語のできる人を同伴するようにしてください。 

 
助産師・保健師による訪問指導 

各市区町村では、助産師や保健師をご家庭に派遣して、妊娠中の過ごし方、出産の準備

などについて、それぞれの状況に応じて指導を行っています。詳しくはお住まいの市区町

村の役所にお問い合せください。この訪問指導は無料で、本人からの申し出のほか、医師

の紹介によっても行います。 
  

必要書類 

外国語版母子健康手帳 
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第 6章 生育、育儿 

 

如果妊娠 
 

 

母子健康手册 (boshi kenkō techō) 

如果妊娠，请领取母子健康手册。制作母子健康手册的目的，不仅是为了记录母亲和孩子

的体检结果及孩子的成长情况，也是为了介绍体检和预防接种等各种各样的保健服务。如果

向居住地的保健中心（名古屋市、冈崎市、丰田市、丰桥市为保健所）提交“妊娠申报书”，

即可免费领取。 

 

a. 妊娠申报书（放置在产院、保健中心等） 

b. 外国人登记证明 

c. 印章 

 

有的市町村也准备了日语以外的母子健康手册。提出妊娠申报时请打听一下。另外还在

下列机构收费出售外语版母子健康手册。 

社团法人日本家族计划协会 

电话 03-3269-4727（只用日语接听） 

母子健康手册的语言 

中文、英语、葡萄牙语、韩语、他加禄语、日语 (6个国家语言并记) 

株式会社母子保健事业团 

电话 03-4334-1188（只用日语接听） 

母子健康手册的语言 

中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、朝鲜语、他加禄语、 

印尼语、泰语（各种语言与日语并记） 

 

孕妇体检 (kenkō shinsa) 

妊娠期间，请充分保证营养和休息，不要忘记定期体检。领取母子健康手册时，请同时也

领取体检的就诊表。通常情况下，医疗机构没有翻译，因此请让懂日语的人陪同。 

 
助产士、保健士登门指导 (hōmon shidō) 

各市区町村派助产士和保健士登门，根据各个孕妇的情况，针对妊娠期间的生活方式、生

育准备等进行指导。详情请向居住地的市区町村政府机关咨询。这种登门指导是免费的，除

了本人提出申请之外，也根据医生的介绍进行。   

必要资料 

外语版母子健康手册 
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入院助産制度 

経済的な事情により出産費用を準備できない場合、出産費の一部が免除される制度があ

ります。免除される額は収入によって変わり、一定額以上の収入がある人は利用できませ

ん。詳しくは最寄りの社会福祉事務所もしくは住所地の市区町村役場にお尋ねください。 

認知 

認知とは、法的に結婚していない父母から生まれた子どもと父親との間に法律的な親子

関係を成立させることです。認知をしようとする場合は市区町村役場への届け出が必要で

す。詳しくは市区町村役場にお尋ねください。 

母親・父親教室 

各市区町村では、妊娠、出産や育児に関しての日常的な知識や技術を内容とした教室を

開催しています。参加できるのは妊娠した人とその家族で、参加は無料です。 

日本語以外の出産・育児情報 
 

中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、タイ語、ベトナム語、日本語

（ビデオのみ）で「妊娠から育児まで～安心して日本で出産するために」が発行

されています。詳しくは特定非営利活動法人 AMDA 国際医療情報センター（92

ページ）に直接お尋ねください。 

出産後の手続き 
 

出生届 

日本で子どもが生まれたら、親の国籍に関係なく、生まれた日を含めて 14 日以内に住所

地の市区町村役場に出生届を提出してください。 

 
 

a. 出生届書（市区町村の役所、または病院で交付されます） 

b. 出生証明書（出産したときに出生届書に医師または助産師の証明を受けます） 

c. 届け出人の印鑑（印鑑がない場合は本人のサインでも可） 

d. 母子健康手帳 

e. 国民健康保険証（加入者のみ） 

また、本国の在日大使館もしくは領事館にも届け出てください。詳しくは大使館等にお

尋ねください。   

必要書類 

母子保健テキスト・ビデオ「妊娠から育児まで～安心して日本で出産するために」
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住院助产制度 (nyūin josan seido) 

因为经济困难而无法准备生育费用时，有可以免除部分生育费的制度。免除额因收入而异，

收入超过一定限额的人不能利用。详情请向距离最近的社会福祉事务所或居住地的市区町村

政府机关咨询。 

 
承认 (ninchi) 

承认是指让在法律上没有婚姻关系的父母所生的儿童与父亲之间形成法律上的亲子关系。

想要承认时，必须向市区町村政府机关提出申请。详情请向市区町村政府机关咨询。 
 

父母教室 (hahaoya chichioya kyōshitsu) 

各市区町村开办了以妊娠、生育及育儿的日常知识和技术为内容的教室。孕妇及其家属可

以免费参加。 

 
日语以外的生育、育儿信息 

 
 

用中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、韩语、泰语、越南语、日语（只有录像带）

发行“从妊娠到育儿～为了在日本安心生育”。详情请直接向特定非营利活动法人 AMDA

国际医疗信息中心（第 93 页）咨询。 

 

生育后的手续 

出生申报 (shusshō todoke) 

儿童在日本出生之后，无论父母拥有哪国国籍，请在出生后 14 天以内（包括出生之日）向

居住地的市区町村政府机关提出出生申报。 

 
 

a. 出生申报书（在市区町村政府机关或医院领取） 

b. 出生证明（出生时由医生或助产士在出生申报书上证明） 

c. 申报人的印章（没有印章时，本人签名亦可） 

d. 母子健康手册 

e. 国民健康保险证（仅限于加入者） 

另外，也请向本国的驻日大使馆或领事馆申报。详情请向大使馆等咨询。 

  

必要资料 

母子保健教材、录像带“从妊娠到育儿～为了在日本安心生育”



－74－ 

 
第 6章 出産・育児 

 

新生児の国籍取得 

 
両親のどちらかが日本国籍の場合 

  母親が日本人であるか、父親が日本人で外国人の母親と法的に結婚している場合は、

その子どもは出生と同時に日本国籍を取得できます。父母が法的に婚姻していない場合

は、父親が認知の手続きをした後に法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得

することができます。詳しくは最寄りの法務局または国籍の事務を取り扱う支局にお尋

ねください。外国籍の親の国籍を取得するには本国の法律に従って手続きをする必要が

あります。詳しくは在日大使館または領事館にお尋ねください。 

 

日本国外で出生した子どもが日本国籍と合わせて外国籍も取得する場合は、日

本への出生届を提出するときに「国籍留保」の届け出を提出します。日本の法律

では日本国籍と外国籍の二つの国籍を持つこと（二重国籍）は認められませんの

で、22 歳に達するまでにどちらか一方の国籍を選択する必要があります。 

 
父親・母親がともに外国籍の場合 

父母がともに外国籍の場合は日本で出産しても日本国籍を取得することはできません。

両親のそれぞれの国の法律に従って国籍を取得します。国によって取り扱いが異なる

ので、手続きの方法や必要書類は在日大使館または領事館にお尋ねください。 

 
その他の手続き 

父母がともに外国籍の場合は出生してから 30 日以内に在留資格取得許可申請（26 ペー

ジ）を、60 日以内に外国人登録の新規登録（32 ページ）をしなければなりません。また、

生まれた子どもが医療保険に加入するための手続きも必要です。親が国民健康保険に加入

している場合は市区町村役場で、健康保険に加入している場合は会社で手続きを行います。 
  

国籍選択 
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新生儿取得国籍 

 
双亲中的一方为日本国籍时 

当母亲为日本人，或者父亲为日本人母亲为外国人、双方结成法律上的婚姻关系时，其

孩子在出生时即可取得日本国籍。父母没有法律上的婚姻关系时，父亲只要办理承认手续

之后，向法务大臣提出申请，即可取得日本国籍。详情请向距离最近的法务局或办理国籍

事务的分局咨询。要想获得拥有外国国籍的父母的国籍，则必须遵照对象国法律办理手续。

详情请向驻日大使馆或领事馆咨询。 

 

在日本国外出生的儿童同时取得日本国籍和外国国籍时，在向日本申报出生时，

应申请“保留国籍”(kokuseki ryūho)。日本法律不允许同时拥有日本国籍和外国

国籍（双重国籍），因此，在满 22 周岁之前，必须选择其中一种国籍。 

 

 
父母都拥有外国国籍时 

父母都拥有外国国籍时，即便是在日本出生也不能取得日本国籍，而是遵照双亲各自国家

的法律取得国籍。国家不同，处理方式也不同，因此请向驻日大使馆或领事馆咨询办理手

续的方法和必要资料。 

 
 

其他的手续 

父母皆属于外国籍的情况，出生之后在30日以内必须办理居留资格取得许可申请（第27页），

60日以内需要办理外国人登记的新注册（第 33 页）。另外，生下的孩子需要办理有关手续，以

加入医疗保险。父母如果加入的是国民健康保险，则请在市区町村政府机关办理手续，如果加

入的是健康保险，请在就职的公司办理手续。 
  

国籍选择 
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出産費用と各種手当て 
 

 
健康保険と出産費用 

妊娠・出産は病気ではないので普通の出産には健康保険は使えません。出産時の入院は

1週間くらいで、費用は 30～50 万円くらい必要です。 

 
出産育児一時金 

国民健康保険や健康保険の加入者には、出産したときに 1 児ごとに「出産育児一時金」

が支給されます。妊婦さんが出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しな

くてもよいように、市区町村役場もしくは保険者（健康保険組合または全国健康保険協会）

から出産育児一時金を医療機関に直接支払う仕組み（直接支払制度）となっています。国民

健康保険の加入者は住所地の市区町村役場の国民健康保険担当係、健康保険の加入者は勤

務先か加入している保険者（健康保険組合または全国健康保険協会）にお尋ねください。 

 

出産手当金 

健康保険加入者が出産のため会社を休み、雇い主から報酬が支払われないときに出

産日（出産日が予定日後であるときは出産予定日）以前 42 日（多胎妊娠の場合は 98

日）から出産日後 56 日までの間、出産手当金が支給されます。支給額は、出産のため

会社を休んだ期間の 1 日につき標準報酬日額の 3 分の 2 相当額です。なお、出産手当金

の額より少ない報酬を雇い主から受けている場合は、出産手当金と受けている報酬の差

額が受けられます。 

 
子ども手当 

中学校修了までの子どもを養育している人は、子ども一人につき、月一定額を受給でき

ます。詳しくは住所地の市区町村役場にお尋ねください。 
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生育费用与各种补助 
 

 

健康保险与生育费用 

妊娠和生育并非疾病，因此普通的生育不能使用健康保险。生育时要住院 1 周左右，需要

30～50 万日元的费用。 

 

生育育儿一次性补助金 (shussan ikuji ichijikin) 

国民健康保险或健康保险的加入者，在生育时，每生 1 个孩子都会获得“生育育儿一次性

补助金”。为了使孕妇不必事先准备一笔相当多的钱来支付生育费用，采用了由市区町村政府

机关或保险方（健康保险合作社或全国健康保险协会）将生育育儿一次性补助金直接付给医

疗机构的办法（直接支付制度）。国民健康保险的加入者请向居住地的市区町村政府机关的国

民健康保险主管人员咨询，健康保险的加入者请向工作单位或所加入的保险方（健康保险合

作社或全国健康保险协会）咨询。 

生育补助金 (shussan teatekin) 

健康保险加入者因生育而不上班，雇主不支付报酬时，出生日（出生日在预产期之后时，

为预产期）以前 42 天（多胎妊娠时，为 98 天）至出生日后 56 天期间，将发放生育补助

金。发放额相当于因生育而不上班期间的标准报酬日额的三分之二。另外，从雇主那里领取

低于生育补助金额的报酬时，可以领取生育补助金与所领取的报酬的差额。 

儿童补助 (kodomo teate) 

在孩子初中毕业以前，养育方每月都可领取到按孩子人数发给的定额儿童补助。详细请向

所在地的市区町村政府机关询问。 
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育児 
 
乳幼児健康診査 

3～4 か月、1 歳 6 か月、3 歳などの乳幼児を対象に、発育・発達の診察、身長・体重の

測定、育児相談などを行います。各市区町村により実施方法などが異なりますから、お住

まいの保健所や保健センターにお尋ねください。 
 

予防接種 

予防接種法に基づく予防接種は無料で受けることができます。分からないことや心配な

ことがある場合は、かかりつけの医師や市区町村役場に相談してください。 

 

子どもの医療費 

健康保険に加入している場合、通常は小学校就学前の子どもの医療費は 2 割が自己負担

となりますが、愛知県では、通院については小学校就学前まで、入院については中学校卒

業まで、医療費は無料となっています。市区町村によってはさらに上乗せ助成を行ってい

るところがあります。詳しくはお住まいの市区町村役場にお尋ねください。 

 

保育所 

保育所は、保護者の就労や疾病などの理由により家庭で保育することができない就学前

の子どもを預かる施設です。預かる子どもの年齢や実施しているサービスは各保育所で異

なります。早朝、夜間、休日などの通常保育時間外の保育や、保護者の疾病、入院、事故、

保育疲れなどにより一時的に子どもを預かる一時保育を実施している保育所もあります。

詳しくは市区町村役場または各保育所にお尋ねください。県内の保育所の一覧は愛知県の

Web サイトでご覧いただけます。 

URL http://www.pref.aichi.jp/0000006166.html 

 
放課後児童クラブ（学童保育） 

放課後児童クラブは、保護者が仕事などにより昼間家庭にいない場合に、小学校に就学

しているおおむね 10 歳未満の児童に対し、授業後や長期休暇に児童館や学校の余裕教室な

どを利用して適切な遊び場や生活の場を提供するものです。詳しくは居住地の市区町村役

場にお尋ねください。 

 

ファミリー・サポート・センター 

子育ての援助を受けたい人と子育ての援助をしたい人が会員となって子育てを助け合う

制度で、主に市町村が設立運営しています。保育施設まで子どもを迎えに行けない場合の

お迎えや、保護者の仕事・外出などの際の一時預かりなどを引き受けてもらえます。利用

料（市町村によって異なります）がかかりますが、預かって欲しいときに利用できるのが

利点です。利用にあたっては事前に会員登録をするなどの手続きが必要です。詳しくはお

住まいの市町村役場にお尋ねください。  
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育儿 

 

婴幼儿体检 (nyūyōji kenkō shinsa) 

以 3～4 个月、1 岁零 6 个月、3 岁等婴幼儿为对象，进行发育和生长的诊察、身高和体重

的测量、育儿咨询等。具体方法因市区町村而异，因此请向居住地的保健所或保健中心咨询。 

 

预防接种 (yobō sesshu) 

可以免费接受预防接种法规定的预防接种。如有不明之处或担心之处，请向经常就诊的医

生或市区町村政府机关咨询。 

 

儿童的医疗费 

加入了健康保险时，通常情况下，学龄前儿童的医疗费的 20%由个人负担。在爱知县，学龄

前儿童到医院看病时的医疗费是免费的，初中毕业前的孩子住院时的医疗费也是免费的。有

的市区町村还进一步进行追加补助。详情请向居住地的市区町村政府机关咨询。 

 

保育所 (hoikusho) 

保育所是照管那些因家长工作或生病等理由而无法在家照看的学龄前儿童的设施。各个

保育所照管儿童的年龄和开展的服务有所不同。有的保育所还开展清晨、夜间、休息日等

正常保育时间以外的照管以及临时照管（因家长生病、住院、事故、疲于照看等而照管儿

童）。详情请向市区町村政府机关或各保育所咨询。县内保育所一览表可以在爱知县的网

站上浏览。 

网址 http://www.pref.aichi.jp/0000006166.html 

 

放学后儿童俱乐部（学童保育）(gakudō hoiku) 

当家长因工作等，白天不在家时，放学后儿童俱乐部为那些上小学的未满 10 周岁的儿童，

在放学后和长期休假期间，利用儿童馆或学校的空闲教室等，提供适当的玩耍场所和生活场

所。详情请向居住地的市区町村政府机关咨询。 

 

家庭支援中心 

这是一项让希望接受育儿援助的人和希望提供育儿援助的人成为会员，在育儿方面互相帮助

的制度，主要由市町村设立运营。因突然加班而不能到保育设施接孩子时的接送或保护者工作、

外出等的时候，可以请人临时管照孩童。虽然需要支付费用（因市町村而异），但好处是想要请

人照管孩童时可以利用。利用时，必须事先办理会员登记等手续。详情请向居住地的市町村政

府机关咨询。 



－80－ 

 

 

 

 

 

１ 日本の教育制度 ........................................................................................ 82 

１ 小・中学校 ................................................................................ 82 

２ 高等学校 .................................................................................... 82 

３ 幼稚園 ....................................................................................... 82 

４ 外国人学校 ................................................................................ 82 

５ 中学校卒業程度認定試験（中卒認定） ........................................ 84 

６ 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定） .................... 84 

２ 教育支援 ................................................................................................... 84 

１ 就学援助 .................................................................................... 84 

２ 奨学金 ....................................................................................... 84 

３ 日本語学習 ............................................................................................... 86 

１ 日本語能力試験 .......................................................................... 86 

２ 日本語の学び方 .......................................................................... 86 

 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 文部科学省 monbu kagaku shō 文部科学省 

2 教育委員会 kyōiku iinkai 教育委员会 

3 日本学生支援機構 nihon gakusei shien kikō 日本学生支援机构 
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日本の教育制度 
 

日本の義務教育は、小学校 6 年間（6～12 歳）と中学校 3 年間（12～15 歳）の 9 年間で

す。中学校卒業後、さらに高等学校、大学等へと進むことができます。学年は 4 月 1 日に

始まり翌年 3 月 31 日に終わります。各学年は 1 学期（4～8 月）、2 学期（9～12 月）、3 学

期（1～3 月）に分けられます（学校によっては前期(4～9 月)、後期(10 月～3月)のところ

もあります）。外国人の場合、国内の小・中学校に就学する義務はありませんが、希望すれ

ば公立の義務教育諸学校に入学することができます。 

 
小・中学校 

小学校新１年生の場合、入学前年度の夏以降に就学通知や案内が配布されます。ただし、

保護者が外国人登録をしていなければ案内は届けられませんので、別途問い合わせが必要

です。公立の小学校・中学校へ入学を希望する場合は、本人の外国人登録証明書を居住地

の市町村教育委員会に持参し、就学を願い出る書類に必要事項を記入して入学の申請をし

ます。教育委員会は、申請後に児童生徒がどの学校に通学すればよいかを決定し、保護者

に通知します。詳しくは居住地の市町村教育委員会にお尋ねください。 
 

高等学校 

高等学校は全日制、定時制、通信制の課程に分けられ、それぞれ、普通科、工業科、商

業科など様々な学科を設けています。義務教育ではないため、入学試験に合格しなければ

入学できません。なお、外国人生徒および中国帰国生徒等にかかる入学者選抜については、

名古屋南高等学校普通科（名古屋市）、小牧高等学校普通科（小牧市）、衣台高等学校普通

科（豊田市）、豊橋西高等学校普通科（豊橋市）の 4校において、一般入試に先立って行わ

れます。受験対象者は原則として小学校第 4 学年以上の学年に編入学しているなどの条件

があります。詳しくは、県立学校については愛知県教育委員会高等学校教育課（電話：

052-954-6786）、私立学校については直接各学校にお尋ねください。 
 

幼稚園 

小学校入学前の 3 歳から 5 歳までの幼児を対象としています。幼稚園は毎年 4 月に新学

期が始まります。入園申込みは前年度の決められた月までに行いますが、受け入れ人数に

余裕がある場合、随時受付も行っています。詳しくは、私立については直接幼稚園へ、公

立については居住地の市町村教育委員会にお尋ねください。 
 

外国人学校 

日本には英語や中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語などで授業が受けら

れる外国人学校があります。日本の大学によっては、外国人学校卒業者の受験が認められ

ないことがあります。詳しくは、各外国人学校に直接お尋ねください。   

名古屋国際学園 

住所 〒463-0002 
名古屋市守山区中志段味南原 2686 

電話 052-736-2025 URL http://www.nagoyais.jp/nis/ 
  

英語で授業が受けられる県内の学校
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日本的教育制度 
 

日本的义务教育为 9年，包括小学 6年（6～12 岁）和初中 3年（12～15 岁）。初中毕业后

可以进一步升入高中、大学等。学年从 4月 1 日开始，到第二年 3月 31 日结束。各个学年还

分为第 1学期（4～8月）、第 2学期（9～12 月）、第 3学期（1～3月）（有的学校分为前期(4～

9 月)、后期(10 月～3月)）。外国人虽然没有在日本国内的小学和初中上学的义务，但是如果

希望的话，可以上公立的各种义务教育学校。 

小学、初中 (shōgakkō, chūgakkō) 

小学１年新生，将在入学的上个年度夏季以后收到上学通知。但是，家长如果没有办理外

国人登记，就不会收到通知，因此必须另外咨询。希望上公立的小学、初中时，可以带上本

人的外国人登记证明，到居住地的市町村教育委员会，在申请上学的资料上填写必要事项，

申请入学。教育委员会接到申请后，决定学生应当到哪所学校上学，然后通知家长。详情请

向居住地的市町村教育委员会咨询。 

高中(kōtōgakkō) 

高中分为全日制、定时制、通信制三种课程，分别设立了普通科、工业科、商业科等多

种学科。由于高中不属于义务教育，因此入学考试不及格就不能入学。另外，外国学生和

从中国回国学生等的入学选拔，名古屋南高中普通科（名古屋市）、小牧高中普通科（小牧

市）、衣台高中普通科（丰田市）、丰桥西高中普通科（丰桥市）这 4 所学校，将在一般入

学考试之前进行。考生原则上应具备编入小学第 4 年级以上的年级等条件。县立学校的详

情请向爱知县教育委员会高中教育科（电话：052-954-6786）咨询，私立学校的详情请直

接向各学校咨询。 

幼儿园 (yōchien) 

以学龄前的 3岁至 5岁幼儿为对象。幼儿园的新学期于毎年 4月开始。在上个年度规定的月

份之前可以申请入园。未招满时，可以随时申请入园。私立幼儿园的详情请直接向幼儿园咨

询，公立幼儿园的详情请向居住地的市町村教育委员会咨询。 

外国人学校 (gaikokujin gakkō) 

日本有使用英语、中文、韩国语·朝鲜语、葡萄牙语、西班牙语等授课的外国人学校。日

本的个别大学不接受外国人学校毕业生参加考试。详细情况请直接向各外国人学校询问。   

名古屋国际学园 

地址 邮编 463-0002 

名古屋市守山区中志段味南原 2686 

电话 052-736-2025 网址 http://www.nagoyais.jp/nis/ 
  

县内有使用英语授课的学校 
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中学校卒業程度認定試験（中卒認定） 

病気などやむを得ない事情のために就学を猶予または免除された人などを対象に、中学

校卒業程度の学力があるかどうかを認定することを目的とする国の試験です。合格者は高

等学校の入学資格が与えられます。詳しくは居住地の市町村教育委員会または愛知県教育

委員会にお尋ねください。 

高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定） 

様々な理由で、高等学校を卒業できなかった人などの学習成果を適切に評価し、高等学

校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。合格者は大

学、短大、専門学校の受験資格が与えられます。また、高等学校卒業者と同等以上の学力

がある者として認定され、就職、資格試験などに活用することができます。詳しくは文部

科学省生涯学習政策局生涯学習推進課（TEL: 03-5253-4111）にお尋ねください。 

 

教育支援 
 

就学援助 

小学校や中学校に在学する児童・生徒の保護者が、子どもを就学させることが困難な

場合に、就学に必要な費用が援助される制度です。学用品費のほか通学用品費、校外活動

費、修学旅行費、給食費などの支払いに困るときは、学校か市町村教育委員会に相談をし

ましょう。ただし、各市町村により援助の内容、所得制限に相違があります。詳しくは居

住地の市町村教育委員会にお尋ねください。 

奨学金 
 

高校生等を対象とした奨学金 

高等学校・専修学校高等課程に在学し、修学に経済的支援を必要とする人を対象と

した奨学金貸与の制度です。詳しくは愛知県教育委員会高等学校教育課（電話：

052-954-6785）か在学する学校にお尋ねください。 

短期大学、専修学生、大学などの学生を対象とした奨学金 

短期大学、専修学生、大学などの学生を対象とした奨学金制度には、日本学生支援機

構の奨学金があります。奨学金の貸与月額は条件によって異なります。また、無利息と

利息付の 2種類があります。詳しくは在学する学校の奨学金窓口にお尋ねください。 

留学生を対象とした奨学金 

留学生を対象とした奨学金制度は、日本政府（文部科学省）、日本学生支援機構、地方

自治体などで行っています。これらの制度の一覧は、日本学生支援機構が毎年日本語と

英語で発行している「日本留学奨学金パンフレット」で確認できます。 

URL http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij.html 
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初中毕业程度认定考试（初中毕业认定） 

以因生病等不得已的情况而延期或免除上学者为对象的国家考试，其目的在于认定应试者

是否具备初中毕业程度的学力。合格者将被授予高中入学资格。详情请向居住地的市町村教

育委员会或爱知县教育委员会咨询。 

 

高中毕业程度认定考试（旧大学入学资格审定） 

以因各种各样的理由而不能从高中毕业的人等为对象的考试，其目的在于对应试者的学习

成果进行合理的评价，确定应试者是否具有高中毕业生同等以上学力。合格者将获得大学、

短大、专门学校的应试资格。此外，应试者被认定具有高中毕业者同等以上的学力，则可以

在就业、资格考试等中，充分活用这一评定结果。详细请向文部科学省生涯学习政策局生涯

学习推广科询问（电话：03-5253-4111）。 

 

 

教育支援 

 

就学资助 

这是一项向小学或初中学生的家长提供援助，资助孩子完成学业的制度。如果孩子的学习

用品费、上学用品费、校外活动费、修学旅行费、伙食费等难以支付时，请向学校或市町村

教育委员会咨询。各市町村的资助内容、所得限制有所不同。详情请向居住地的市町村教育

委员会咨询。 

奖学金 (shōgaku kin) 
 

以高中生等为对象的奖学金 

这是一项以上高中或专修学校高中课程、需要在学习方面得到资助的学生为对象的奖学

金借贷制度。详情请向爱知县教育委员会高中教育科（电话：052-954-6785）或所在学校

咨询。 

以短期大学、专修学校、大学等的学生为对象的奖学金 

以短期大学、专修学校、大学等的学生为对象的奖学金制度，有日本学生支援机构的奖

学金。奖学金的贷给月额因条件而异。另外还分为无利息和有利息 2 种。详情请向所在学

校的奖学金窗口咨询。 

以留学生为对象的奖学金 

以留学生为对象的奖学金制度由日本政府（文部科学省）、日本学生支援机构、地方自治

体等实行。这些制度的一览表可以通过日本学生支援机构毎年用日语和英语发布的“日本

留学奖学金宣传册”确认。 

网址 http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij.html 
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日本語学習 
 

 
日本語能力試験 

この試験は、日本国内および海外で日本語を母語としない人を対象として、日本語能力

を測定し、認定することを目的としています。 

 
  
試験日 7 月・12 月（年 2回実施） 

試験のレベル構成 N1(上級)～N5（初級）の 5段階 

科目 N1、N2： 「言語知識（文字・語彙・文法）・読解」、「聴解」 

N3、N4、N5： 「言語知識（文字・語彙）」、「言語知識（文法）・読解」、「聴解」 
 
 
 

主要な書店で販売されている受験案内（出願書類付き）を購入し、必要事項を

記入します。受験料を所定の振替払込書で振込み、その「振替払込受付証明書」

を出願書類と一緒に専用封筒に入れ、特定記録郵便で送付します。 
 
 
 

日本語能力試験の Web サイト（http://www.jees.or.jp/jlpt/）で確認して

ください。 

 
 
  

（財）日本国際教育支援協会 

日本語教育普及課日本語能力試験係 
 

住所 〒153-8503 
東京都目黒区駒場 4-5-29  

電話 03-5220-3431（日本語能力試験受付センター） 
言語 日本語、英語 

 
 

日本語の学び方 

日本語は、一般の日本語学校のほか、市町村やボランティア団体などが開催する日本語

教室（224 ページ）で学ぶことができます。愛知県国際交流協会でも日本語教室を開催して

います（182 ページ）。 

また、（財）日本語教育振興協会の Web サイト（http://www.nisshinkyo.org/）から日本

語学校の情報を日本語および中国語（簡体字・繁体字）、英語、ハングル語で検索できます。

試験概要 

申込み方法 

受付期間 

問合せ先 
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日语学习 
 

 

日语能力考试 (nihongo nōryoku shiken) 

这项考试的目的在于以日本国内和海外的不以日语为母语的人为对象，测定、认定日语

能力。 

 

  

考试日 7 月、12 月（每年进行 2次） 

考试等级构成 N1(高级)～N5（初级）5个等级 

科目 N1、N2： “语言知识（文字、词汇、语法）、读解”、“听解” 

N3、N4、N5： “语言知识（文字、词汇）”、“语言知识（语法）、读解”、“听解” 
 

 

购买在主要书店出售的报考指南（附报名资料），填写必要事项。用规定的汇款单

汇入报名费，然后将“汇款收据”和报名资料一起装入专用信封，用挂号信寄出。 

 

请通过日语能力考试的网站（http://www.jees.or.jp/jlpt/）确认。 

 

 

（财）日本国际教育支援协会 

日语教育普及科日语能力考试部门 
 

地址 邮编 153-8503 

东京都目黒区驹场 4-5-29  

电话 03-5220-3431（日本语能力试验受理中心） 

语言 日语、英语 

 

日语的学习方法 

除了一般的日语学校之外，还可以在市町村和志愿者团体等开办的日语教室（第 225 页）

学习日语。爱知县国际交流协会也开办了日语教室（第 183 页）。 

另外，（财）日本语教育振兴协会的网站（http://www.nisshinkyo.org/）能使用日语及

中文(简体字、繁体字)、英语、韩国朝鲜语查询日语学校的信息。 

考试概要 

报名方法 

受理期限 

问讯处 
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1 外国人医療センター gaikokujin iryō sentā 外国人医疗中心 

2 AMDA 国際医療情報センター amuda 
kokusai iryō jōhō sentā AMDA 国际医疗信息中心 

3 医療安全支援センター iryō anzen shien sentā 医疗安全支援中心 

    

4 医療機関 iryō kikan 医疗机构 

5 病院 byōin 医院 

6 診療所 shinryōjo 诊所 

キーワード 关键词 
(右のページもご覧ください。) 9 語

第8章 医療・福祉 
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２ 医疗咨询窗口 ........................................................................................... 93 

３ 保健所健康咨询 ........................................................................................ 97 

４ 残疾者 .................................................................................................... 101 

１ 残疾证 ..................................................................................... 101 

２ 特别儿童抚养补助 .................................................................... 101 

５ 单亲家庭 ................................................................................................. 101 

１ 儿童扶养津贴 ........................................................................... 101 

２ 爱知县遗孤津贴 ........................................................................ 101 

３ 母子、父子家庭的医疗制度 ....................................................... 101 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

7 保健センター hoken sentā 保健中心 

8 保健所 hokenjo 保健所 

    

9 診察 shinsatsu 诊断 

キーワード 关键词 
(也请浏览左页) 9 个词

第8章 医疗、福利 
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医療機関 
 

日本の医療機関には多くの診療科があり、入院や検査の設備が整った大規模な病院

と、一部の診療科目を専門とし普段から身近にかかる小規模な診療所があります。 

病気やけがの状況に応じて受診する医療機関を選んでください。また、多くの診療

科のある病院で、どの科に行けばよいのか分からないときは、症状を伝えて受付で聞い

てください。 

主な診療科目 

内科 
薬を使って治す科で、かぜをはじめ病気一般を診ます。何の病気か分から
ないとき、まず受診するとよいでしょう。 

外科 外傷にかかわる治療を行いますが、基本的に手術を要する治療を行います。

小児科 一般的にはおおむね中学生までの子どもを対象に、病気一般を診ます。 

整形外科 骨折やねんざ、腰痛など、骨・関節・筋肉にかかわる治療を行います。 

眼科 目の病気一般を診るほか、視力検査もします。 

歯科 虫歯治療など、歯に関する治療をします。 

その他、産婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、精神科などがあります。 

 
診察の流れ 

けがをしたり、病気になったときは、病気やけがに対応する病院、医院、診療所を探し

ます。病院に行ったら、受付で「初診です」と言って健康保険証を出します。健康保険証

を提示すると、医療を一部自己負担で受けることができます。健康保険証を持っていかな

かった場合、あるいは医療保険に加入してない場合は、医療費は全額自己負担となります

（医療保険、104 ページ）。 

初診の際、多くの場合現在の病気の症状や病歴（既往歴）、アレルギーの有無などを医療

機関が用意する用紙に記入します。 

名前を呼ばれたら、診察室に入り診察を受けます。必要に応じて、検査や処置、次回の

予約をします。 

診察が終わったら、会計窓口で医療費を現金で支払います。薬を処方される場合は、会

計窓口で処方せんを渡されます。薬局に行き、処方された薬を受け取ります。薬代は、薬

局で支払います。 

 

（特活）国際交流ハーティ港南台と（財）かながわ国際交流財団が協働で制作した

多言語医療問診票です。科目別、言語別で探せるようになっています。 

（財）かながわ国際交流財団 

URL http://www.k-i-a.or.jp/medical/   

多言語医療問診票 
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医疗机构 
 

日本的医疗机构有专科众多、住院和检查设备非常完备的大型医院，也有专注于部分专

科，便于日常就诊的小型诊所。 

请大家根据生病、受伤的情况来选择就诊的医疗机构。在有很多专科的医院，不知道该

看哪个科时，请在挂号处告知病情，询问一下。 

主要专科 

内科 
(naika) 

使用药物治疗的科，治疗感冒等一般性疾病。不知道患的是什么病

时，首先请到这里来就诊。 

外科 
(geka) 

进行外伤的相关治疗，原则上需要进行手术治疗。 

小儿科 
(shōnika) 

一般以初中毕业之前的儿童为对象，治疗一般性疾病。 

骨科 
(seikeigeka) 

进行骨折、挫伤、腰痛等与骨骼、关节、肌肉相关的治疗。 

眼科 
(ganka) 

除了治疗一般性眼病之外，还可检查视力。 

牙科 
(shika) 

进行虫牙治疗等与牙有关的治疗。 

其他还有妇产科(sanfujinka)、耳鼻咽喉科(jibiinkōka)、皮肤科(hifuka)、泌尿科
(hinyōkika)、精神科(seishinka)等。 

诊断的流程 

受伤或生病时，可寻找能够治病和疗伤的个大小医院及诊所。到医院后，在挂号处说

明“shoshin desu”（是初诊），并出示健康保险证。出示健康保险证后，只需负担一部分

医疗费即可接受治疗。没带健康保险证或未加入医疗保险时，个人需负担医疗费的全额（医

疗保险第 105 页）。 

初诊时，往往要在医疗机构准备的纸上填写现在的病情、病历（既往病史）、是否过敏等。 

听到叫自己的姓名之后，进入诊断室就诊。根据需要，将接受检查、处置、预约下次就诊。 

诊断结束之后，在收款处用现金支付医疗费。如果医生开有处方，则需要到收款处拿处方，

然后到药店领取处方药。药费在药店支付。 

 
（特活）国际交流 HATI 港南台和(财)神奈川国际交流财团共同制作的多语种就医

问诊表。可以按科目、语言搜索。 

（财）神奈川国际交流财团 

网址 http://www.k-i-a.or.jp/medical/ 
  

多语种就医问诊表 
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外国語対応医療機関 

インターネットや電話、ファックスで外国語対応の可能な医療機関を検索することが

できます。対応できない医療機関には、できる限り日本語の話せる人と一緒に行ってく

ださい。 
 

    

 
外国語で対応できる県内の病院・診療所・歯科診療所・薬局・助産所などの医療情

報を検索できます。 

URL http://www.qq.pref.aichi.jp/mi/ 
 

 
    

 
外国語で対応できる県内の緊急医療機関を検索できます。 

URL http://www.qq.pref.aichi.jp/ 
 
 

また、多言語での音声・ファックスによる自動応答案内もあります。 

電話・ファックス 050-5810-5884 

対応言語 中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語 

 

 
 

医療に関する相談窓口 
 

 
 

電話で各国語により、言葉の通じる医療機関の紹介や医療福祉制度など医療情報の

提供を行っています。 

URL http://amda-imic.com/ 

電話 03-5285-8088（センター東京） 

 

 

 
 

 

06-4395-0555（センター関西）  
                  

あいち救急医療ガイド 

あいち医療情報ネット 

中国語・英語・タイ語・

スペイン語・韓国語 
毎日 9:00～20:00

ポルトガル語 月曜日、水曜日、金曜日 9:00～17:00

フィリピン語 水曜日 13:00～17:00

ベトナム語  木曜日 13:00～17:00

英語・スペイン語 月曜日から金曜日 9:00～17:00

中国語 

ポルトガル語 

曜日、時間帯は事前に問い合わせるか 

Web サイトで確認してください。 

 

AMDA 国際医療情報センター 
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提供外语服务的医疗机构 

可以通过互联网、电话、传真来搜索可提供外语服务的医疗机构。到不提供外语服务

的医疗机构就诊时，请尽量和懂日语的人一起去。 

 

    

 

 可以搜索提供外语服务的县内的医院、诊所、牙科诊所、药店、助产所等医疗信息。 

网址 http://www.qq.pref.aichi.jp/mi/ 
    

 

 

 可以搜索提供外语服务的县内的急诊机构。 

网址 http://www.qq.pref.aichi.jp/ 
 

 

 另外还有多语种的语音和传真自动应答指南。 

电话、传真 050-5810-5884 

可使用语言 中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、韩语 

 

 

医疗咨询窗口 
 
 

  

通过电话，用多种语言介绍语言相通的医疗机构，并提供医疗福祉制度等医疗信息。 

网址 http://amda-imic.com/ 

电话 03-5285-8088（东京中心） 

 

 

 

 

 

06-4395-0555（关西中心） 

 

  

爱知急诊指南 

爱知医疗信息网 

AMDA 国际医疗信息中心 

中文、英语、泰语、 

西班牙语、韩语 
每天 9:00～20:00

葡萄牙语 星期一、三、五 9:00～17:00

菲律宾语 星期三 13:00～17:00

越南语 星期四 13:00～17:00

英语、西班牙语 星期一至五 9:00～17:00

中文 

葡萄牙语 

请事先查询星期、时间带或者 

通过网站确认。 



－94－ 

 

第 8章 医療・福祉  
 
 

  
在日外国人の医療支援等を行っています。 

住所 〒450-0003 

 名古屋市中村区名駅南 2-11-43 日商ビル２F NPO STATION 

電話 052-588-7040 

ファックス 052-588-7040 

URL http://npomica.jimdo.com/ 

E メール mica@r6.dion.ne.jp 

言語 英語、スペイン語 

（通訳は常駐していないので、事前に問い合わせが必要です） 

受付時間 火・木・土曜日(祝日休み) 13:00～17:00 
    

医療に関する心配や苦情についての相談を受け付けています。 

電話 052-954-6311 (日本語のみ) 

相談時間 月曜日から金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 

特定非営利活動法人 外国人医療センター（MICA）

医療安全支援センター 
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 向在日外国人提供医疗支援等。 

地址 邮编 450-0003 

 名古屋市中村区名驿南 2-11-43 日商大厦２楼 NPO STATION 

电话 052-588-7040 

传真 052-588-7040 

网址 http://npomica.jimdo.com/ 

电子邮件 mica@r6.dion.ne.jp 

语言 英语、西班牙語 

（因为无常驻翻译，需要事前咨询。） 

受理时间 星期二、四、六(节假日休息) 13:00～17:00 
  

特定非营利活动法人 外国人医疗中心（MICA） 

接受有关医疗方面的担心和意见方面的咨询。 

电话 052-954-6311(只使用日语) 

咨询时间 星期一至五 9:00～12:00、13:00～17:00 

医疗安全支援中心 
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保健所の健康相談 
 

健康に関する様々な相談は、保健所で受け付けています。エイズに関する相談や無

料検査も行っています。相談日・相談事項などは、保健所ごとに決められていますので、

あらかじめ確認してください。 

 

名称 所在地 電話番号 

千種 〒464-0841 千種区覚王山通 8-37 052-753-1951 

東 〒461-0003 東区筒井一丁目 7-74 052-934-1205 

北 〒462-8522 北区清水四丁目 17-1 052-917-6541 

同楠分室 〒462-0012 北区楠二丁目 967 052-902-6501 

西 〒451-8508 西区花の木二丁目 18-1 052-523-4601 

同山田分室 〒452-0815 西区八筋町 161-1 052-504-2216 

中村 〒453-0024 中村区名楽町四丁目 7-18 052-481-2216  

中 〒460-0011 中区大須四丁目 13-28 052-251-4521 

昭和 〒466-0027 昭和区阿由知通三丁目 19 052-735-3950 

瑞穂 〒467-0027 瑞穂区田辺通 3-45-2 052-837-3241 

熱田 〒456-0031 熱田区神宮三丁目 1-15 052-683-9670 

中川 〒454-0911 中川区高畑一丁目 223 052-363-4455 

同富田分室 〒454-0985 中川区春田三丁目 215 052-303-5321 

港 〒455-0015 港区港栄二丁目 2-1 052-651-6471 

同南陽分室 〒455-0873 港区春田野三丁目 1806 052-302-8161 

南 〒457-0833 南区東又兵ヱ町 5-1-1 052-614-2811 

守山 〒463-0011 守山区小幡一丁目 3-1 052-796-4610 

同志段味分室 〒463-0003 守山区大字下志段味字横堤1390-1  052-736-2023 

緑 〒458-0033 緑区相原郷一丁目 715 052-891-1411 

同徳重分室 〒458-0801 緑区鳴海町字徳重 18-41 052-878-2227 

名東 〒465-8508 名東区上社二丁目 50 052-778-3104 

天白 〒468-0056 天白区島田二丁目 201 052-807-3900 

 
 

名称 所在地 電話番号 

豊橋市 〒441-8539 豊橋市中野町字中原 100 ほいっぷ内 0532-39-9111 

 

 

名称 所在地 電話番号 

豊田市 〒471-8501 豊田市西町 3-60 0565-34-6723 
 

 
 

名称 所在地 電話番号 

岡崎市 〒444-8545 岡崎市若宮町 2-1-1 0564-23-6179 
 
  

保健所（名古屋市所管） 

保健所（豊橋市所管） 

保健所（豊田市所管） 

保健所（岡崎市所管） 
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保健所健康咨询 
 

保健所受理健康方面的各种咨询，也进行艾滋病的咨询和免费检查。咨询日和咨询事项

等是按每个保健所规定的，因此请事先确认。 

 

名称 地址 电话号码 

千种 邮编 464-0841 千种区觉王山通 8-37 052-753-1951 

东 邮编 461-0003 东区筒井一丁目 7-74 052-934-1205 

北 邮编 462-8522 北区清水四丁目 17-1 052-917-6541 

楠分室 邮编 462-0012 北区楠二丁目 967 052-902-6501 

西 邮编 451-8508 西区花木二丁目 18-1 052-523-4601 

山田分室 邮编 452-0815 西区八筋町 161-1 052-504-2216 

中村 邮编 453-0024 中村区名乐町四丁目 7-18 052-481-2216  

中 邮编 460-0011 中区大须四丁目 13-28 052-251-4521 

昭和 邮编 466-0027 昭和区阿由知通三丁目 19 052-735-3950 

瑞穗 邮编 467-0027 瑞穗区田边通 3-45-2 052-837-3241 

热田 邮编 456-0031 热田区神宫三丁目 1-15 052-683-9670 

中川 邮编 454-0911 中川区高畑一丁目 223 052-363-4455 

富田分室 邮编 454-0985 中川区春田三丁目 215 052-303-5321 

港 邮编 455-0015 港区港荣二丁目 2-1 052-651-6471 

南阳分室 邮编 455-0873 港区春田野三丁目 1806 052-302-8161 

南 邮编 457-0833 南区东又兵卫町 5-1-1 052-614-2811 

守山 邮编 463-0011 守山区小幡一丁目 3-1 052-796-4610 

志段味分室 邮编 463-0003 守山区大字下志段味字横堤1390-1  052-736-2023 

绿 邮编 458-0033 绿区相原乡一丁目 715 052-891-1411 

德重分室 邮编 458-0801 绿区鸣海町字德重 18-41 052-878-2227 

名东 邮编 465-8508 名东区上社二丁目 50 052-778-3104 

天白 邮编 468-0056 天白区岛田二丁目 201 052-807-3900 

 
 

名称 地址 电话号码 

丰桥市 邮编 441-8539 丰桥市中野町字中原 100 Hoippu 内 0532-39-9111 

 
 

名称 地址 电话号码 

丰田市 邮编 471-8501 丰田市西町 3-60 0565-34-6723 
 

 
 

名称 地址 电话号码 

冈崎市 邮编 444-8545 冈崎市若宫町 2-1-1 0564-23-6179 
  

保健所（丰桥市管辖） 

保健所（丰田市管辖） 

保健所（冈崎市管辖） 

保健所（名古屋市管辖） 
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 （* 相談専用電話） 

名称 所在地 電話 管轄区域 

一宮 
〒491-0867  

一宮市古金町一丁目 3 

0586-72-0321

* 0586-72-1699
一宮市、稲沢市 

同稲沢保健
分室 

〒492-8216  

稲沢市大塚町塚畑 2200-11 

0587-21-2251

* 0587-23-1699
（稲沢市） 

瀬戸 
〒489-0808  

瀬戸市見付町 38-1 

0561-82-2196

* 0561-21-1699

瀬戸市、尾張旭市、豊明市、

日進市、長久手市、東郷町

同豊明保健
分室 

〒470-1101  

豊明市沓掛町石畑 142-20 

0562-92-9133

* 0562-92-1699
（豊明市、日進市、東郷町）

春日井 
〒486-0927  

春日井市柏井町二丁目 31 

0568-31-2188

* 0568-34-1699
春日井市、小牧市 

同小牧保健
分室 

〒485-0046 (小牧市役所敷地内)

小牧市堀の内三丁目 62 

0568-77-3241

* 0568-77-0699
（小牧市） 

江南 
〒483-8146  

江南市布袋下山町西 80 

0587-56-2157

* 0587-55-1699

犬山市、江南市、 

岩倉市、丹羽郡 

師勝 
〒481-0004  

北名古屋市鹿田西村前 114 

0568-23-5811

* 0568-21-0699

清須市、北名古屋市、 

豊山町 

津島 
〒496-0038  

津島市橘町四丁目 50-2  

0567-26-4137

* 0567-24-6999

津島市、愛西市、あま市、

弥富市、海部郡 

半田 
〒475-0903  

半田市出口町一丁目 45-4 

0569-21-3341

* 0569-24-4699
半田市、知多郡 

同美浜保健
分室 

〒470-2409 

知多郡美浜町大字河和字上前田 403 

0569-82-0078

* 0569-82-4699
（南知多町、美浜町） 

知多 
〒478-0001  

知多市八幡字荒古後 88-2  

0562-32-6211

* 0562-32-1699

常滑市、東海市、 

大府市、知多市 

衣浦東部 
〒448-0857  

刈谷市大手町一丁目 12 

0566-21-4778

* 0566-22-1699

碧南市、刈谷市、高浜市、

安城市、知立市、みよし市

同安城保健
分室 

〒446-8517  

安城市横山町下毛賀知 93  

0566-75-7441

* 0566-76-1699
（安城市、知立市） 

同加茂保健
分室 

〒470-0221  (みよし市学習交流センター内)

みよし市西陣取山 90 

0561-34-4811

* 0561-34-6499
（みよし市） 

西尾 
〒445-0073 

西尾市寄住町下田 12 

0563-56-5241

* 0563-54-1299
西尾市、幸田町 

新城 
〒441-1326 

新城市字中野 6-1 

0536-22-2203

* 0536-23-5999
新城市、北設楽郡 

同設楽保健
分室 

〒441-2301  

北設楽郡設楽町田口字向木屋 28-2 

0536-62-0571

* 0536-62-1599
(北設楽郡) 

豊川 
〒442-0068  

豊川市諏訪三丁目 237 

0533-86-3188

* 0533-85-9699
豊川市、蒲郡市、田原市

同蒲郡保健
分室 

〒443-0036  

蒲郡市浜町 4-2 

0533-69-3156

* 0533-68-0699
（蒲郡市） 

同田原保健
分室 

〒441-3421  

田原市田原町下八軒家 15-2 

0531-22-1238

* 0531-22-0699
（田原市） 

  

保健所（愛知県所管） 
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 （* 咨询专用电话） 

名称 地址 电话 管辖区域 

一宫 
邮编 491-0867  

一宫市古金町一丁目 3 

0586-72-0321

* 0586-72-1699
一宫市、稻泽市 

稻泽保健
分室 

邮编 492-8216  

稻泽市大冢町冢畑 2200-11 

0587-21-2251

* 0587-23-1699
（稻泽市） 

濑户 
邮编 489-0808  

濑户市见付町 38-1 

0561-82-2196

* 0561-21-1699

濑户市、尾张旭市、丰明市、

日进市、长久手市、东乡町

丰明保健
分室 

邮编 470-1101  

丰明市沓挂町石畑 142-20 

0562-92-9133

* 0562-92-1699
（丰明市、日进市、东乡町）

春日井 
邮编 486-0927  

春日井市柏井町二丁目 31 

0568-31-2188

* 0568-34-1699
春日井市、小牧市 

小牧保健
分室 

邮编 485-0046 (小牧市役所用地内)

小牧市堀内三丁目 62 

0568-77-3241

* 0568-77-0699
（小牧市） 

江南 
邮编 483-8146  

江南市布袋下山町西 80 

0587-56-2157

* 0587-55-1699

犬山市、江南市、 

岩仓市、丹羽郡 

师胜 
邮编 481-0004  

北名古屋市鹿田西村前 114 

0568-23-5811

* 0568-21-0699

清须市、北名古屋市、 

丰山町 

津岛 
邮编 496-0038  

津岛市橘町四丁目 50-2  

0567-26-4137

* 0567-24-6999

津岛市、爱西市、海部市、

弥富市、海部郡 

半田 
邮编 475-0903  

半田市出口町一丁目 45-4 

0569-21-3341

* 0569-24-4699
半田市、知多郡 

美浜保健
分室 

邮编 470-2409 

知多郡美浜町大字河和字上前田 403 

0569-82-0078

* 0569-82-4699
（南知多町、美浜町） 

知多 
邮编 478-0001  

知多市八幡字荒古后 88-2  

0562-32-6211

* 0562-32-1699

常滑市、东海市、 

大府市、知多市 

衣浦东部 
邮编 448-0857  

刈谷市大手町一丁目 12 

0566-21-4778

* 0566-22-1699

碧南市、刈谷市、高浜市、

安城市、知立市、三好市

安城保健
分室 

邮编 446-8517  

安城市横山町下毛贺知 93  

0566-75-7441

* 0566-76-1699
（安城市、知立市） 

加茂保健
分室 

邮编 470-0221 (三好市学习交流中心内)

三好市西阵取山 90 

0561-34-4811

* 0561-34-6499
（三好市） 

西尾 
邮编 445-0073 

西尾市寄住町下田 12 

0563-56-5241

* 0563-54-1299
西尾市、幸田町 

新城 
邮编 441-1326 

新城市字中野 6-1 

0536-22-2203

* 0536-23-5999
新城市、北设乐郡 

设乐保健
分室 

邮编 441-2301  

北设乐郡设乐町田口字向木屋 28-2 

0536-62-0571

* 0536-62-1599
(北设乐郡) 

丰川 
邮编 442-0068  

丰川市诹访三丁目 237 

0533-86-3188

* 0533-85-9699
丰川市、蒲郡市、田原市

蒲郡保健分
室 

邮编 443-0036  

蒲郡市浜町 4-2 

0533-69-3156

* 0533-68-0699
（蒲郡市） 

田原保健
分室 

邮编 441-3421  

田原市田原町下八轩家 15-2 

0531-22-1238

* 0531-22-0699
（田原市） 

  

保健所（爱知县管辖） 
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第 8章 医療・福祉 
 

障害者 
 

障害者の福祉サービスについては、住所地の市区町村役場で相談できます。市区町

村役場では、障害者手帳の交付や、医療費の助成などの福祉サービスの総合的な相談が

受けられます。 

 
障害者手帳 

一定の身体、知的、精神障害がある人は、申請により障害者手帳が交付されます。交付

されれば、障害の種別・程度に応じて各種手当の支給、各種税の減免、公共交通機関の運

賃の割引きなど、様々な制度を利用できます。手続きは住所地の市区町村役場で行います。 

 

特別児童扶養手当 

精神または身体に障害のある 20 歳未満の子どもを養育している場合には、特別児童扶養

手当が支給されます（月額 1人につき 1級 50,550 円、2級 33,670 円）。詳しくは住所地の

市区町村役場にお尋ねください。 

 

 

ひとり親家庭 
 

 
児童扶養手当 

離婚･死別等により父親もしくは母親がいない家庭などで、18 歳以下の子ども（障害を

もつ子どもは 20 歳未満）を養育している場合には、児童扶養手当が支給されます。受給資

格者が養育する子どもの数や所得等により決められます（月額1人 41,720 円から 9,850 円、

2 人目の児童は 5,000 円加算、3 人目以降は 3,000 円加算）。一定以上の所得があるなど

支給されない場合があります。詳しくは住所地の市区町村役場にお尋ねください。 

愛知県遺児手当 

離婚や死別等により父親もしくは母親がいない家庭などで、18 歳以下の子どもを養育し

ている場合には、最大 5年間（1～3 年目は月額 1人 4,500 円、4～5 年目は月額 1人 2,250 

円）支給されます。一定以上の所得がある場合は支給されません。詳しくは住所地の市区

町村役場にお尋ねください。 

母子・父子家庭の医療制度 

ひとり親家庭等の 18 歳以下の子どもおよびその子どもを扶養している父親または母親

が医療機関で診療を受けた場合には、医療保険自己負担額が支給されます。一定以上の所

得がある場合は支給されません。詳しくは住所地の市区町村役場にお尋ねください。 
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第８章 医療、福利 
 

残疾者 
 

关于残疾者的福利服务，能在所居住地区的市区町村政府机关咨询。市区町村政府机

关提供残疾证的交付及医疗费补助等综合性福利服务方面的咨询。 

 
残疾证 (shōgaisha techō) 

有一定的身体、智能、精神障碍的人，通过申请能领取残疾证。如果领取到残疾证，按照

障碍的类别、程度能领取各种津贴的支付，各种税的减免，公共交通机关的运费的折扣等，

能使用各种各样的制度。手续请至所在地的市区町村政府机关办理。 

 
特别儿童抚养补助 (tokubetsu jidō fuyō teate) 

养育有精神或身体残疾的未满 20 周岁的孩子时，可以领取特别儿童抚养补助（按人数一个

人的月额为 1级 50,550 日元，2级 33,670 日元）。详情请向居住地的市区町村政府机关咨询。 

 

 

单亲家庭 
 

 
儿童扶养津贴 (jidō fuyō teate) 

因离婚、死亡等原因而没有父亲或母亲的家庭中，如果抚养 18 岁以下的孩子(有残疾的孩

子则为 20 岁以下)，则可获得儿童扶养津贴。津贴的金额由领取资格者养育的孩子人数及收

入等决定(月额第 1 人 41,720 日元起 9,850 日元，第 2 人儿童加 5,000 日元，第 3 人以后加

3,000 日元)。薪资收入超过一定标准时,则有可能无法获得儿童扶养津贴。详细情况请向居住

地区的市区町村政府机关咨询。 

爱知县遗孤津贴 (aichi-ken iji teate) 

因离婚、死亡等原因而没有父亲或母亲的家庭，如果抚养 18 岁以下的孩子，则最长可在 5

年期间获得该津贴(第 1～3 年月额 1 人 4,500 日元，第 4～5 年月额 1 人 2,250 日元)。薪资

收入超过一定标准时，将不能获得。详细情况请向居住地区的市区町村政府机关咨询。 

母子、父子家庭的医疗制度 

单亲家庭等的 18 岁以下孩子及扶养那个孩子的父亲或母亲在医疗机构接受诊疗时，医疗保

险自我负担额能被支付。薪资收入超过一定标准时,将不被支付。详细情况请向居住地区的市

区町村政府机关咨询。 
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3 
全国健康保険協会 

（協会けんぽ） 
zenkoku kenkō hoken kyōkai 
(kyōkai kenpo) 

全国健康保险协会 

（健保协会） 

    

4 国民健康保険 kokumin kenkō hoken 国民健康保险 

5 健康保険 kenkō hoken 健康保险 
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6 国民年金 kokumin nenkin 国民养老金 

7 厚生年金保険 kōsei nenkin hoken 厚生养老金保险 

8 共済年金 kyōsai nenkin 互助养老金 

    

9 脱退一時金 dattai ichiji kin 退保一次性补助金 
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第 9 章 保険・年金 

 

医療保険 
 
日本の医療保険制度 

日本の医療保険制度は、病気やけがをしたときの医療費負担を軽減する目的で設けられて
います。日本に住む人は、国籍を問わず公的医療保険に加入しなければなりません。医療保
険には、会社や事業所に勤める人が加入する健康保険と、それに加入できない人を対象とす
る国民健康保険があります。加入すると被保険者証が交付され、病気などになったとき保険
医療機関の窓口に提出すれば費用の一部を支払うだけで必要な治療が受けられます。 

健康保険 

健康保険が適用される会社や団体等で常時働く人であれば、国籍にかかわらず全員加入
することになっています。手続きは会社等が行います。 

保険料 

給料の額に応じて決められ、事業主と加入者が 50％ずつ負担します。事業主は加入者
の給料から保険料を控除します。 

給付内容 

a.  医療費等 
70 歳未満の本人・家族が保険医療機関にかかった場合は、医療費の 7 割（義務教
育就学前までの子どもの場合は8割）が保険から支払われます。70歳以上75歳未満
の本人・家族(長寿医療制度に移行された人を除く)の場合は 8 割、現役並み所得者
は 7 割が保険から支払われます。その他、入院時の食事療養費の一部、訪問看護に
要する費用の一部なども支給されます。 

b.  療養費 
やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けたときや海外で医療を受けたとき
などいったん全額を自費で支払ったときは一定部分が後日払い戻されます。 

c.  高額療養費 

1 か月の自己負担額が一定額を超えたとき、超過した金額が支給されます。 

d.  移送費 
治療のため入院･転院が必要とされ移送が認められたとき､費用の全額が支給

されます。 

e.  傷病手当金 
業務外の事由による病気やけがのため、仕事を 4 日以上休んで給料をもらえな

いときは、傷病手当金が支給（最長 1年 6か月間）されます。 

f.  出産育児一時金 
子どもが産まれたときに支給されます。支給額は平成 23 年現在では、1 児ごと

に 39 万円（「産科医療保障制度」加入の医療機関で出産した場合は 42 万円）です。 

g.  出産手当金 
加入者が出産のため仕事を休み、分べんの日以前 42 日から分べんの日後 56 日

までの範囲内で給料をもらえないときに支給されます。 

h.  埋葬料（費）  
加入者が死亡したとき、また被扶養者が死亡したとき一定額が支給されます。 

 

全国健康保険協会愛知支部（協会けんぽ） 電話 052-979-5190   

問合せ先 
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第 9章 保险、养老金 
 

医疗保险 
 
日本的医疗保险制度 

制定日本的医疗保险制度的目的是为了在生病或受伤时，可以减轻医疗费负担。居住在日本

的人，无论国籍，都必须加入公共医疗保险。医疗保险包括在公司或工厂工作的人所加入的健

康保险和以不能加入这种保险的人为对象的国民健康保险。一旦加入，即可领取被保险者证，

当生病等时，如果向保险医疗机构的挂号处出示，只需支付一部分费用即可接受必要的治疗。 

健康保险 (kenkō hoken) 

如果平时是在适用健康保险的公司或团体等工作的人，无论国籍，全员加入。手续由公司

等办理。 

保险费 

保险费根据工资额而定，业主与加入者各负担 50％。业主从加入者的工资中扣除保险费。 

给付内容 

a. 医疗费等 (iryō hi) 

未满70岁者本人和家属到保险医疗机构就诊时，医疗费的70%（学龄前儿童为80%）

由保险支付。70 岁以上、未满 75 岁者本人和家属(转变为长寿医疗制度的人除去)，

由保险支付 80%；收入相当于在职人员者，由保险支付 70%。其他还支付一部分住院

时的伙食疗养费、登门护理所需费用等。 

b.  疗养费 (ryōyō hi) 

不得已而到保险医疗机构以外就诊或在海外就诊，自己先支付了全部医疗费时，

日后将返还一部分。 

c. 高额疗养费 (kōgaku ryōyō hi) 

1 个月的个人负担额超过一定限额时，将支付超过的金额。 

d.  移送费 (isō hi) 

因为治疗而必须住院、转院，并被允许移送时，将支付全部费用。 

e.  伤病补助金 (shōbyō teatekin) 

因为工作以外的事由而生病或受伤，4天以上不上班，拿不到工资时，将支付伤病

补助金（最长 1年零 6个月）。 

f. 生育育儿一次性补助金 (shussan ikuji ichijikin) 

将在生孩子时支付。截至 2011 年的支付额为每个新生儿 39 万日元（在加入“产

科医疗保障制度”的医疗机构分娩时为 42 万日元）。 

g. 生育补助金 (shussan teatekin) 

加入者因为生育而不上班，在分娩日以前 42 天至分娩日以后 56 天的期间内，拿

不到工资时，将给予支付。 

h. 埋葬费 (maisō ryō (hi)) 

加入者死亡、被扶养者死亡时，将支付一定金额。 
 

 
 
 
 

  
全国健康保险协会爱知支部（健保协会） 电话 052-979-5190 

问讯处 
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第 9 章 保険・年金 

 
国民健康保険 

外国人登録を行い 1 年以上日本に滞在すると認められる人（短期滞在ビザでない人）で、

健康保険など他の公的医療保険の適用にならない人は国民健康保険に加入します。国民健康

保険は、市区町村役場が管轄しています。手続きは居住地の市区町村役場で本人が行います。

別の市町村に引越す場合は、引越し前の市区町村役場で脱退手続きをし、引越し先の市区町

村役場で改めて加入手続きをします。 

保険料（税） 

保険料（税）は、世帯ごとの家族数や前年の所得から算出されるため、年度ごとに額

が変わります。日本でまだ税金を納めていない場合、1 年目の保険料（税）だけは最低

料金が適用されます。保険料（税）は、年間分を納期ごとに分割して、市区町村役場、

銀行、郵便局の窓口で支払います。 

給付内容 

a. 医療費等 

医療機関にかかった場合、本人・家族ともに医療費の 7 割（未就学児は 8 割、

70歳以上75歳未満の人は8割、一定以上所得者は7割）が保険から支給されます。 

b. 療養費 

やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けたときや、海外で医療を受けたとき

などいったん全額を自費で支払ったときは一定部分が後日払い戻されます。 

c. 高額療養費 

１か月の自己負担額が一定額を超えたとき、超過した金額が支給されます。 

d. 移送費 

治療のため入院･転院が必要とされ移送が認められたとき、その費用が支給

されます。 

e. 出産育児一時金 

子どもが産まれたとき支給されます。 

f. 葬祭費 

加入者が死亡したとき葬祭を行った人に支給されます。額は市町村によって異

なります。 

資格喪失 

次のいずれかに該当するときには、居住地の市区町村役場で手続きをしてください。 

a. 帰国するとき  

b. 他の市町村に転出したとき 

c. 職場の健康保険に加入したとき 

d. 死亡したとき 
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第 9 章 保险、养老金 

 

国民健康保险 (kokumin kenkō hoken) 

办理外国人登记，被允许在日本滞留 1年以上的人（持非短期滞留签证者），不适用健康保

险等公共医疗保险时，应加入国民健康保险。国民健康保险归市区町村政府机关管轄。由本

人到居住地的市区町村政府机关办理手续。如果搬迁到另外的市区町村时，在搬家前到市区町

村政府机关办理退出手续后，在新居住地区的市区町村政府机关重新办理加入手续。 

 

保险费（税） 

保险费（税）是根据每个家庭的人数和上年所得计算的，因此金额每年都不同。还没有

在日本纳税时，只有第 1 年的保险费（税）适用最低费用。每年的保险费（税）按缴纳期

分期，在市区町村政府机关、银行、邮局的窗口支付。 

给付内容 

a. 医疗费等 (iryō hi) 

到医疗机构就诊时，本人和家属的医疗费的 70%（学龄前儿童为 80%，70 岁以上、

未满 75 岁的人为 80%，所得超过限额者为 70%）由保险支付。 

b. 疗养费 (ryōyō hi) 

不得已而到保险医疗机构以外就诊或在海外就诊，自己先支付了全部医疗费时，

日后将返还一定部分。 

c. 高额疗养费 (kōgaku ryōyō hi) 

1 个月的个人负担额超过一定限额时，将支付超过的金额。 

d. 移送费 (isō hi) 

因为治疗而必须住院、转院，并被允许移送时，将支付全部费用。 

e. 生育育儿一次性补助金 (shussan ikuji ichijikin) 

生孩子时支付。 

f. 葬祭费 (sōsai hi) 

加入者死亡时，向举办葬祭的人支付。金额因市町村而异。 

 

资格丧失 

符合下列项目之一时，请到居住地的市区町村政府机关办理手续。 

a. 回国时 

b. 搬到其他市町村时 

c. 加入工作单位的健康保险时 

d. 死亡时 
  



－108－ 

 
第 9 章 保険・年金 

 

年金制度 
 
日本の年金制度 

日本の年金制度は、老齢や障害、死亡などに対して生活の安定を図るため日本に住む

すべての人が年金に加入することになっています。公的年金制度には、国民年金、厚生

年金保険や各種共済年金があります。国民年金は加入者に共通の基礎年金を支給する制度

で、厚生年金保険や共済組合制度は、原則として基礎年金に上乗せされる報酬比例の年金

を支給する制度です。 

国民年金 

国籍を問わず、日本に在住する 20 歳以上 60 歳未満の人は国民年金に加入することが法

律で義務付けられています。 

加入者および加入手続き 

a. 第 1号被保険者 

次の第 2 号被保険者または第 3 号被保険者に該当しない人。本人が、居住地の

市区町村役場で加入手続きをします。 

b.  第 2号被保険者 

会社や工場等に勤務している人で、厚生年金保険等に加入している人（原則 65

歳未満の人）。手続きは事業主が行います。 

c. 第 3号被保険者 

第 2号被保険者の被扶養配偶者で 20 歳以上 60 歳未満の人。配偶者（第 2 号被

保険者）が勤務する会社等の事業主を経由して加入手続きを行います。 

保険料（第 1号被保険者の方） 

保険料は加入者全員一律です。日本年金機構から納付書が送付されますので、決めら

れた期間内にその金額を払い込みます。なお、所得が少ない等の理由で保険料を納める

ことが困難な場合は、市区町村役場に保険料免除等の申請を行ってください。承認され

た場合は保険料の全額または一部が免除されます。 

保険給付 

以下の基礎年金が一定の要件の下に支給されます。一部例外はありますが、日本国外

に居住する場合も居住先で年金を受け取ることができます。 

a. 老齢基礎年金 

保険料を納めた期間、免除承認期間および合算対象期間の合計が 25 年以上ある

場合、65 歳になったときに支給されます。 

b. 障害基礎年金 

加入者が病気・けがで、障害者になった場合、障害の程度に応じて支給されます。 

c. 遺族基礎年金 

加入者が死亡したとき、18 歳未満の子のある妻または子に支給されます。 
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养老金制度 (nenkin seido) 
 
日本的养老金制度 

在日本，为了应对老年、残障、死亡等问题，保持稳定的生活，在日本居住的全体民眾都

要加入了公共养老金。公共养老金制度包括国民养老金、厚生养老金保险及各种互助养老

金。国民养老金是一项向加入者支付共同的基础养老金的制度，厚生养老金保险和互助会

制度，原则上是支付基础养老金加上报酬比例的养老金的制度。 

国民养老金 (kokumin nenkin) 

法律规定：无论国籍，只要是在日本居住的 20 岁以上、未满 60 岁的人，都必须加入国民

养老金。 

 

加入者与加入手续 

a. 第 1 号被保险者 

不属于下面的第 2 号被保险者或第 3 号被保险者的人。由本人到居住地的市区町

村政府机关办理加入手续。 

b.  第 2 号被保险者 

在公司或工厂等上班，并加入了厚生养老金保险等的人（原则上是未满65岁的人）。

由业主办理加入手续。 

c. 第 3 号被保险者 

第 2号被保险者的被扶养配偶，且为 20 岁以上、未满 60 岁的人。通过配偶（第 2

号被保险者）工作的公司等的业主办理加入手续。 

保险费（第 1号被保险者） 

全体加入者的保险费是统一的。由日本养老金机构寄去缴款单，应在规定期限内缴纳该

金额。因所得较少等理由，缴纳不起保险费时，请向市区町村政府机关申请免除保险费等。

被批准时，可以免除全部或一部分保险费。 

保险给付 

在一定条件下支付下列基础养老金。虽然有一部分例外，但是不居住在日本时，也可以

在居住地领取养老金。 

a. 老龄基础养老金 (rōrei kiso nenkin) 

缴纳保险费期间、同意免除期间及规定合算期间，累计为 25 年以上时，在满 65

岁以后支付。 

b. 残疾基础养老金 (shōgai kiso nenkin) 

加入者因生病、受伤，成为残疾人时，根据残疾程度支付。 

c. 遗属基础养老金 (izoku kiso nenkin) 
加入者死亡时，向有未满 18 岁子女的妻子或子女支付。 
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厚生年金保険 

社会保険に加入している事業所（会社や工場）に常時雇用されている人は加入する義務

があります。 

加入者および加入手続き 

会社や工場に常時雇用されている 70 歳未満の人が加入します。原則として 65 歳未満

の人は同時に国民年金の第 2号被保険者となります。手続きは事業主が行います。 

保険料 

給料の額に応じて決められ、事業主と加入者が 50％ずつ負担します。事業主は加入

者の負担額を給料から控除します。 

保険給付 

老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が一定の要件の下に支給されます。 

問合せ先 

年金事務所 （アルファベット順） 

名称 電話番号 名称 電話番号 

名
古
屋 

熱田 052-671-7263 

名
古
屋
以
外 

半田 0569-21-2375 

笠寺 052-822-2513 一宮 0586-45-1413 

名古屋北 052-912-1213 刈谷 0566-21-2110 

名古屋西 052-524-6855 岡崎 0564-23-2637 

中村 052-451-3482 瀬戸 0561-83-2412 

大曽根 052-935-6438 豊橋 0532-33-4114 

昭和 052-853-1461 豊川 0533-89-4042 

鶴舞 052-323-2553 豊田 0565-33-1123 

ねんきんダイヤル 

電話  0570-05-1165 （IP 電話・PHS からは 03-6700-1165） 

受付時間 月～金曜日 8:30～17:15 ただし月曜日（休日明けの初日）は受付

時間を 19:00 まで延長 

 第 2 土曜日 9:30～16:00 

(祝日・12 月 29 日～1月 3日は利用できません) 

注意点 電話する際には、年金手帳等基礎年金番号が分かるものまたは年金証書

をご用意ください。   
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厚生养老金保险 (kōsei nenkin hoken) 

  被加入社会保险的企业（公司或工厂）平时雇用的人，有加入的义务。 

 

加入者与加入手续 

被公司或工厂平时雇用的未满 70 岁的人加入。原则上未满 65 岁的人同时成为国民养老

金的第 2号被保险者。由业主办理加入手续。 

保险费 

根据工资而定，业主和加入者各负担 50％。业主从加入者的工资中扣除负担额。 

保险给付 

根据一定的条件支付老龄厚生养老金、残疾厚生养老金、遗属厚生养老金。 

问讯处 

养老金事务所 (按字母顺序) 

名称 电话号码 名称 电话号码 

名
古
屋 

热田 052-671-7263 

名
古
屋
以
外 

半田 0569-21-2375 

笠寺 052-822-2513 一宫 0586-45-1413 

名古屋北 052-912-1213 刈谷 0566-21-2110 

名古屋西 052-524-6855 冈崎 0564-23-2637 

中村 052-451-3482 濑户 0561-83-2412 

大曾根 052-935-6438 丰桥 0532-33-4114 

昭和 052-853-1461 丰川 0533-89-4042 

鹤舞 052-323-2553 丰田 0565-33-1123 

 
养老金热线电话 

电话  0570-05-1165 （用 IP 电话、PHS 时请拨打 03-6700-1165） 

受理时间 星期一至五 8:30～17:15 但是星期一（假日结束第一天）的受理时

间延長至 19:00 

第 2 个星期六 9:30～16:00 

 (节假日、12 月 29 日～1月 3 日不能利用) 

注意点 打电话时，请准备好养老金手册等印有基础养老金号码的资料或养老

金证书。   



－112－ 

 
第 9 章 保険・年金 

 
脱退一時金 

脱退一時金は、次の条件を満たした人が被保険者の資格を喪失して、日本を出国後 2

年以内に請求した場合に支給されます。その金額は、被保険者期間や保険料納付済期間

に応じて決められます。なお、国民年金の脱退一時金は所得税が源泉徴収されませんが、

厚生年金保険の脱退一時金からは支給時に 20％の所得税が源泉徴収されます。また、日

本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある人は、一定の要件の下、

年金加入期間を通算して、日本と協定相手国の年金を受け取ることができる場合がありま

す。ただし、脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなります。 

受給条件 

a. 日本国籍を持たないこと 

b. 国民年金の第 1号被保険者としての保険料納付済期間または厚生年金保険の加入期

間が 6か月以上あること 

c. 日本に住所のないこと 

d. 年金（障害手当金を含む）を受ける権利を有したことのないこと 
 

請求手続き 

a. 年金事務所で脱退一時金請求書を入手します。 

 

 

 

 
 

b. 請求書に必要事項を記入して、次の書類を添えて、出国後に日本年金機構本部へ送

付します。 
 

必要書類 

a. 年金手帳または基礎年金番号通知書 

b. パスポートの写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、

在留資格が確認できるページ) 

c. 脱退一時金の払い渡しを希望する「銀行名」「支店名」「支店の所在地」「口座番号」お

よび「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類（銀行が発行した証明書等） 
 

請求先 

日本年金機構本部 

〒168-8505 

東京都杉並区高井戸西 3-5-24 

問合せ先（ねんきんダイヤル） 

0570-05-1165（IP 電話・PHS、外国からは 03-6700‒1165）   

日本年金機構 Web サイトから請求書をダウンロードすることができます。 

URL http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/dattai/chinese.pdf 

脱退一時金請求書（中国語）
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退保一次性补助金 (dattai ichijikin) 

符合下列条件的人，将丧失被保险者的资格，离开日本后，在 2 年以内申请时，将支付

退保一次性补助金。其金额根据被保险者期间和已缴纳保险费期间而定。另外，国民养老

金的退保一次性补助金虽然不会代扣代缴所得税款，但是厚生养老金保险的退保一次性补

助金在支付时，将代扣代缴 20％的所得税款。并且，在与日本签订了年金通算协定的国家

有养老金加入期间的人，可以在一定的条件下合算养老金加入期间，领取日本和签约国家的

养老金。但是，一旦领取退保一次性补助金，就不能再合算该期间了。 

 

领取条件 

a. 没有日本国籍 

b. 作为国民养老金的第 1号被保险者的已缴纳保险费期间或厚生养老金保险的加入期间

为 6个月以上 

c. 在日本没有住处 

d. 未曾有过领取养老金（包括残疾补助金）的权利 

 

申请手续 

a. 在养老金事务所拿到退保一次性补助金申请书。  

 

 

 

 

b. 在申请书上填写必要事项，附上下列资料，出国后寄给日本养老金机构总部。  

 

必要资料 

a. 养老金手册(nenkin techō)或基础养老金号码通知书 

b. 护照的复印件(可以确认最后从日本出境的年月日、姓名、出生年月日、国籍、签名、

居留资格的页面) 

c. 可以确认希望领取退保一次性补助金的“银行名”、“分公司名”、“分公司的地址”、“账号”

及“申请者本人的账户名义”的资料（银行出具的证明等） 

受理处 

日本养老金机构总部 

邮编 168-8505 

东京都杉并区高井户西 3-5-24 

问讯处（养老金热线电话） 

0570-05-1165 （用 IP 电话、PHS 或从外国拨打时，为 03-6700-1165）

可以从日本养老金机构网站下载申请书。 

网址 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/dattai/chinese.pdf 

退保一次性补助金申请书（中文）
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介護保険 
 
介護保険とは 

介護保険制度は、介護を社会全体で支え合う保険形式により、市町村が主体となって運

営しています。寝たきりや認知症などで介護が必要な状態になったときや日常生活で支援

が必要な状態になったとき、介護サービスを利用できます。詳しくは市区町村役場にお尋

ねください。 

加入対象者（外国人の場合） 

以下の全ての要件に該当する人が対象となります。 

a. 外国人登録をしていること 

b. 永住資格があること、もしくは在留期間が 1年以上あること、または生活実態から

1年以上滞在すると認められること 

c. 65 歳以上であること、もしくは 40 歳以上 65 歳未満で、日本の公的医療保険に加入

していること 

保険料 

a. 65 歳以上の人 

住んでいる市町村によって異なりますが、標準的な賦課方法では、所得に応じ

て 6段階ほどの金額に分けられ、市町村からの通知に基づいて納めます。ただし、

老齢等年金給付が月額 15,000 円以上の場合は年金から差し引かれます。 

b. 40 歳以上 65 歳未満の人 

医療保険の保険料に上乗せして納めます。計算の仕方や額は、加入している医

療保険や給料、所得、資産等によって異なります。 

 
介護サービスを受けるには 

介護保険のサービスを利用するには、まず住所地の市町村役場に申請し、どの程度の介

護が必要なのか認定を受けます。この認定結果に基づき、居宅介護（介護予防）支援事業

者にケアプラン（利用者の希望や心身の状況をふまえた介護サービスの利用計画）を作成

してもらい、必要な介護サービスを利用します。なお、ケアプランは本人が作成すること

もできます。 
 

  



－115－ 

 

第 9章 保险、养老金 
 

护理保险 (kaigo hoken) 
 
什么是护理保险？ 

护理保险制度是一项通过全社会共同扶持护理事业的保险形式，以市町村为主体运营。因

卧床不起或认知症等而处于需要护理的状态时，或处于日常生活需要帮助的状态时，可以利

用护理服务。详情请向市区町村政府机关咨询。 

 

加入对象（外国人时） 

符合下列所有条件的人为加入对象。 

a. 办理了外国人登记。 

b. 具备永住资格者、或者居留期限为 1年以上者、或根据生活实情被允许滞留 1年以上。 

c. 65 岁以上者，或者 40 岁以上、未满 65 岁，并加入了日本的公共医疗保险者。 

 

保险费 

a. 65 岁以上的人 

根据所居住的市町村而异，标准的征收方法是根据所得将保险费划分为 6 个等级

左右，根据市町村寄来的通知缴纳保险费。但是，老龄等养老金给付为月额 15,000

日元以上时，将从养老金中扣除。 

b.  40 岁以上、未满 65 岁的人 

在医疗保险的保险费的基础上追加缴纳。计算方法和金额根据所加入的医疗保险、

工资、收入、资产等而异。 

 

如何接受护理服务？  

要想利用护理保险的服务，首先要向居住地的市町村政府机关提出申请，接受认定，确定

需要何种程度的护理。由家庭护理（护理预防）支援业者根据该认定结果制定护理计划（基

于利用者的希望和心身状况的护理服务利用计划），然后就能利用必要的护理服务了。另外，

本人也可以制定护理计划。 
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日本の税制度 
 

1 年以上日本に住んでいる人は、外国籍であっても一定の所得（収入）があれば、日本人

と同じように税金を納める義務があります。日本の税金には、大きく分けて国に納める

国税と、都道府県・市区町村に納める地方税があります。国税の代表的なものは所得税で、

住民税や自動車税などは地方税です。また、所得税や住民税などは直接税、消費税などは

間接税です。 

 

所得税 
 

所得税とは 

所得税は、事業から生ずる所得や会社で支給される給与、ボーナスなど個人の所得にか

かる税金です。納税の方法には、事業を営んでいる人のように自ら所轄の税務署に申告し

て納める方法と、給与所得者のようにその給与の支払者が支払う給与から所得税を差し引

いてその所得者に代わり納める方法があります。 

 

源泉徴収 

雇用主が給与を支払う際に所定の所得税を差し引いて、これを国に納付することを給与

所得にかかる源泉徴収といいます。勤務先を通じて 1 月 1 日から 12 月 31 日(*1)までに支

払われた給与の合計金額や源泉徴収された所得税額等が記載されたものを「源泉徴収票」

といい、翌年の１月末ごろ(*2)までに勤務している会社から手渡されます。これは、自分

の給与所得等を証明する重要な書類で確定申告をする場合にも必要となりますから大切に

保管してください。 

(*1)年の途中で退職した場合は、その退職日 

(*2)年の途中で退職した場合は、退職の日以降 1か月以内 

年末調整 

雇用主がその年最後の給与の支払いをする際に、月々の給与を支払う都度源泉徴収され

た所得税の合計額と、その年中の給与の支払い総額について納付すべき税額（年税額）と

を比較して過不足額の精算を行うことを年末調整といいます。年末調整を行うには、雇用

主に扶養控除等申告書を提出することが必要です。なお、扶養親族の異動等による年末調

整の再計算は、翌年の 1 月末日まで可能です。また、年の途中で退職し年末調整ができな

い場合は確定申告が必要となります。 
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日本的税制 
 

在日本居住 1年以上的人，即便拥有外国国籍，只要有一定的所得（收入），就和日本人一样

有纳税的义务。日本的税金大致分为向国家缴纳的国税和向都道府县、市区町村缴纳的地方

税。代表国税的是所得税，而住民税和汽车税等则是地方税。另外，所得税和住民税等是直

接税，消费税等是间接税。 

 

所得税 (shotoku-zei) 

 

什么是所得税？ 

所得税是对经营所得、公司支付的工资、奖金等个人所得征收的税金。纳税方法有两种，

一种是像经营业务的人那样主动向主管税务署申报，另一种是像工薪阶层那样，由工资支付

者从支付的工资中扣除所得税，替其代缴。 

 

代扣代缴税款 (gensen chōshū) 

雇主在支付工资时扣除规定的所得税，将其缴纳给国家，这叫做对工资所得征收的代扣代

缴税款。通过工作单位记载了 1 月 1 日至 12 月 31 日(*1)支付的工资总额和代扣代缴的所得

税额等的单据，叫做“代扣代缴税款单（源泉征收票）”，截至第二年的１月底左右(*2)，由

工作单位交给本人。这是证明自己的工资所得等的重要资料，在年终纳税申报时也需要，因

此请妥善保管。 

(*1)年度中途离职时，其离职日 

  (*2)年度中途离职时，其离职日以后的 1个月以内 

 
年终调整 (nenmatsu chōsei) 

雇主在支付该年最后的工资时，将每次支付月工资时代扣代缴的所得税合计额，与按照该

年的工资支付总额应缴纳的税额（年税额）相比较，细算多收或少收的税额，这就叫做年终

调整。想要进行年终调整，必须向雇主提交扶养扣除等申报书。另外，因扶养亲属变动等而

重新计算年终调整，可以截至到第二年的 1月末日。因年度中途离职，不能进行年终调整时，

必须进行年终纳税申报。 
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確定申告 

その年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に得た所得について、自ら所得金額や

税額を計算して、翌年 2月 16 日から 3月 15 日（3月 15 日が土・日曜日のときは翌月曜日）

までに所轄の税務署へ申告書を提出して所得税の納付や還付の手続きをすることを確定申

告といいます。在留資格の更新や変更のときなどに確定申告書の写しが必要になる場合

がありますので保管しておきましょう。 

居住者の場合 

居住者（日本国内に「住所」を有し、または現在まで引き続いて 1 年以上「居所」を

有する個人をいう。）で収入が給与所得のみの人は、次の場合等を除き年末調整により所

得税が精算されるため、確定申告を行う必要はありません。居住者である給与所得者で

も確定申告をしなければならない人は以下のとおりです。 

a. 給与の年収が、2,000 万円を超える人 

b. 給与所得や退職所得以外の所得金額（収入金額から必要経費を控除した後の金額）

の合計額が 20 万円を超える人 

c. 給与を 2か所以上からもらっている人 

   

日本国外において支給を受ける給与等も原則として課税所得に含まれます。

また、本国に扶養者がいる場合は扶養控除が受けられますので、扶養控除を

受けていない場合は給与所得者であっても確定申告をして税金を還付して

もらいましょう。 

非居住者の場合 

非居住者（日本国内に「住所」が無く、または現在まで引き続いて「居所」を有してい

る期間が 1 年未満の人）の人でも、日本国内において不動産収入などの一定の要件に該

当する収入がある人は確定申告を行う必要があります。非居住者で収入が給与所得のみの

人は、原則として一律 20％の税率で給与から源泉徴収されますので、確定申告は不要です。 

日本から出国する場合 

確定申告すべき人が出国し確定申告期限までに再入国しない場合は、納税管理人を定

め、出国日までに税務署長に届け出て申告を納税管理人に依頼するか、出国日までに確

定申告書を提出し納税を済ませておく必要があります。 

 
   

注意 
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年终纳税申报 (kakutei shinkoku) 

对于该年的 1 月 1 日至 12 月 31 日的全年所得，自己计算所得金额和税额，并于第二年 2

月 16 日至 3月 15 日（3月 15 日逢星期六、星期天时改为下个星期一），向主管税务署提交申

报书，办理所得税的缴纳和退还手续，这就叫做年终纳税申报。更新或变更居留资格等时，

有时需要年终纳税申报书的复印件，因此请妥善保管好年终纳税申报书。 

 

居民 

只有工资所得的居民（系指在日本国内有“住所”，或者迄今为止持续 1年以上有“住处”

的个人），除了下列情况之外，因为通过年终调整来细算所得税，所以不必进行年终纳税申

报。即便是工薪阶层也必须进行年终纳税申报的居民如下所示： 

a. 全年工资所得超过 2,000 万日元的人 

b. 工资所得和离职所得以外的所得金额（从收入金额中扣除必要经费之后的金额）的合

计额超过 20 万日元的人 

c. 从 2处以上拿到工资的人 

 

在日本以外的国家和地区领取的工资等，原则上也包括在课税所得里。另外，在所

属国有扶养者时，可以享受扶养扣除，因此，未享受扶养扣除时，即使是工薪阶层，

也请进行年终纳税申报，拿到退还的税金。 

非居民 

非居民（在日本国内没有“住所”，或者迄今为止持续有“住处”的期间未满 1 年的人）

的人，只要有符合一定条件的收入，例如在日本国内有不动产收入等，就必须进行年终纳

税申报。只有工资所得的非居民的人，原则上一律以 20％的税率从工资中代扣代缴税款，因

此不必进行年终纳税申报。 

从日本出境时 

应当进行年终纳税申报的人出境，且不在年终纳税申报期限内再入境时，必须确定纳税

管理人，在出境日之前，向税务署长申报，委托纳税管理人(nōzei kanrinin)进行申报，

或者在出境日之前提交年终纳税申报书，完成纳税。 

 
   

注意 
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問合せ先 

 

国税に関する一般的な質問や相談は、名古屋国税局の税務相談室の職員が電話で

答えます。最寄りの税務署へ電話し、日本語による音声案内に従って「1」をダイヤルす

れば電話相談センターにつながります。なお、ダイヤル「1」を機械が認識しないときは、

「1」の前に「*」か「#」を押してください。 

利用時間 月曜日から金曜日の午前 8時 30 分から午後 5時まで（祝日を除く） 

税務署名 電話番号 管轄区域 

千種 052-721-4181 千種区、名東区 

名古屋東 052-931-2511 東区 

名古屋北 052-911-2471 北区、守山区 

名古屋西 052-521-8251 西区、清須市、北名古屋市、豊山町 

名古屋中村 052-451-1441 中村区 

名古屋中 052-962-3131 中区 

昭和 052-881-8171 昭和区、瑞穂区、天白区、日進市、長久手市、東郷町 

熱田 052-881-1541 熱田区、南区、緑区、豊明市 

中川 052-321-1511 中川区、港区 

豊橋 0532-52-6201 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

岡崎 0564-58-6511 岡崎市、幸田町 

一宮 0586-72-4331 一宮市、稲沢市 

尾張瀬戸 0561-82-4111 瀬戸市、尾張旭市 

半田 0569-21-3141 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 

津島 0567-26-2161 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 

刈谷 0566-21-6211 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 

豊田 0565-35-7777 豊田市、みよし市 

西尾 0563-57-3111 西尾市 

小牧 0568-72-2111 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、丹羽郡 

新城 0536-22-2141 新城市、北設楽郡 
 

 

 

 

国税庁の Web サイトから日本語および英語による税金に関する情報、「タックスアン

サー」にアクセスできます。タックスアンサーは携帯電話でも利用できます。 

URL http://www.nta.go.jp/ ※キーワード「国税庁」で検索 
 

また、国税庁 Web サイト「名古屋国税局コーナー」からも英語・ポルトガル語・

スペイン語による国税情報にアクセスできます。 

URL http://www.nta.go.jp/nagoya/ 
 

  

名古屋国税局電話相談センター 

インターネットによる国税情報 
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咨询处 

 

有关国税的一般性问题和咨询，由名古屋国税局税务咨询室的职员通过电话答复。给

距离最近的税务署打电话，依照日语的语音提示按“1”的话，即可接通电话咨询中心。另外，

如果电话机不识别“1”，请在按“1”之前，先按“*”或“#”。 

 利用時间  星期一至五的上午 8点 30 分至下午 5点（节假日除外） 

税务署名 电话号码 管辖区域 

千种 052-721-4181 千种区、名东区 

名古屋东 052-931-2511 东区 

名古屋北 052-911-2471 北区、守山区 

名古屋西 052-521-8251 西区、清须市、北名古屋市、丰山町 

名古屋中村 052-451-1441 中村区 

名古屋中 052-962-3131 中区 

昭和 052-881-8171 昭和区、瑞穗区、天白区、日进市、长久手市、东乡町

热田 052-881-1541 热田区、南区、绿区、丰明市 

中川 052-321-1511 中川区、港区 

丰桥 0532-52-6201 丰桥市、丰川市、蒲郡市、田原市 

冈崎 0564-58-6511 冈崎市、幸田町 

一宫 0586-72-4331 一宫市、稻泽市 

尾张濑户 0561-82-4111 濑户市、尾张旭市 

半田 0569-21-3141 半田市、常滑市、东海市、大府市、知多市、知多郡 

津岛 0567-26-2161 津岛市、爱西市、弥富市、海部市、海部郡 

刈谷 0566-21-6211 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 

丰田 0565-35-7777 丰田市、三好市 

西尾 0563-57-3111 西尾市 

小牧 0568-72-2111 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩仓市、丹羽郡 

新城 0536-22-2141 新城市、北设乐郡 
 

 

可以从国税厅的网站访问日语和英语的税金信息、“TAX ANSER（税务咨询室）”。也可

以用手机访问 TAX ANSER（税务咨询室）。 

网址 http://www.nta.go.jp/ ※用关键词“国税厅”搜索 
 

另外，还可以从国税厅网站“名古屋国税局园地”访问英语、葡萄牙语、西班牙语的

国税信息。 

网址 http://www.nta.go.jp/nagoya/  

名古屋国税局电话咨询中心 

互联网的国税信息 
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住民税 
 

住民税とは 

1 月 1 日現在日本に住んでいて、今まで 1 年以上続けて日本に住んでいるか、または 1

年以上日本に住むことを必要とする職業に就いている外国人は住民税の対象になります。

住民税には、県に納める県民税と、市町村に納める市町村民税があります。税額は、前年

の所得額を基礎に算定されます。住民税を納めるには特別徴収と普通徴収の 2 通りの方法

があります。 

特別徴収と普通徴収 

給与所得者の場合（特別徴収） 

1 月 1 日現在の住所地の市町村長が税額を算定します。この税額は、通常 5月 31 日

までに給与支払者に通知され、給与支払者がその年の 6月から翌年 5月までの 12 か月

間に支払われる毎月の給料から差し引き、県・市町村に納めます。 

給与所得者以外の場合（普通徴収） 

本人の申告に基づいて、1 月 1 日現在の住所地の市町村長が税額を算定します。前年

所得の申告書を 3月 15 日までに、住所地の市町村長に対し提出します。算定された税額

は、市町村長から送付される納税通知書（納付書）により 6月、8月、10月、翌年 1月

の 4 回に分けて納めます。所得税の確定申告をした人は、住民税の申告をする必要は

ありません。 
 
日本から出国する場合 

本人出国後の納税に関する事項を処理させるため、納税管理人を定めて市町村長に届け

出なければなりません。出国前に住民税の全額を納付することもできます。 

その他の税金 
 

消費税・地方消費税 

消費者が物を買ったりサービスの提供等を受けたりしたときに、その物の購入価格や提供を

受けたサービスの価格に対して5％が消費税（うち1％は地方消費税）として課税されます。 

不動産取得税 

土地や家屋を取得した場合に課税されます。 

固定資産税 

毎年 1月 1日現在、土地や家屋、償却資産（土地・家屋以外の有形の事業用資産）を所有し

ている人は、その資産の価格をもとに課税されます。 
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住民税 (jūmin-zei) 
 

什么是住民税？ 

住民税的对象是截至 1 月 1 日居住在日本，迄今为止持续 1 年以上在日本居住，或者从事

必须在日本居住 1 年以上的职业的外国人。住民税包括向县里缴纳的县民税(kenmin-zei)和

向市町村缴纳的市町村民税(shichōsonmin-zei)。税额以上年的所得额为基础计算。住民税的

征收方法有两种，分别是特别征收和普通征收。 

特别征收与普通征收 

工薪阶层（特别征收） 

由截至 1月 1 日的居住地的市町村长计算出税额。该税额通常在 5月 31 日之前通知工

资支付者，工资支付者从该年 6 月至第二年 5 月的 12 个月里，从支付的月工资中扣除，

向县和市町村缴纳。 

非工薪阶层（普通征收） 

由截至 1 月 1 日的居住地的市町村长根据本人的申报计算出税额。在 3月 15 日之前，

将上年所得的申报书交给居住地的市町村长。计算出的税额根据市町村长寄来的纳税通知

书（纳税单）分 4次缴纳，即 6月、8月、10月、第二年 1月。进行了所得税的年终纳税

申报的人，不必再进行住民税的申报。 

 

从日本出境时 

为了处理本人出国后的纳税事项，必须确定纳税管理人(nōzei kanrinin)向市町村长申报。

也可以在出境前缴纳全部住民税。 

其他税金 
 

消费税、地方消费税 (shōhi-zei, chihō shōhi-zei) 

消费者在购物或享受服务等时，该物品的购买价格或所享受的服务的价格的 5％将作为消费

税（其中的 1％为地方消费税）征收。 

不动产税 (fudōsan shutoku-zei) 

取得土地或房屋时将征收。 

固定资产税 (kotei shisan-zei) 

截至毎年 1月 1日持有土地或建筑物、偿还资產（土地、建筑物以外的有形的事业用资產）

的人，根据其资产的价格征收。  
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自動車税 

自動車税は、毎年 4月 1日現在、自動車（軽自動車・オートバイ等を含まない）を持って

いる人にかかる税金です。県税事務所から納税通知書が届いたら納付期限までに銀行、

コンビニエンスストアなどで納めます。 

 

県税事務所名 電話番号 管轄区域 

名古屋東部 052-953-7847 千種区、東区、中区、名東区 

名古屋北部 052-531-6305 北区、西区、守山区、清須市、北名古屋市、豊山町 

名古屋西部 052-362-3215 中村区、中川区、港区 

名古屋南部 052-682-8924 
昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、緑区、天白区、 

豊明市、日進市、長久手市、東郷町 

東尾張 0568-81-3139 
瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、 

尾張旭市、岩倉市、丹羽郡 

西尾張 0586-45-3170 
一宮市、津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、

海部郡 

知多 0569-89-8176 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 

西三河 0564-27-2712 
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、

高浜市、幸田町 

豊田加茂 0565-32-7483 豊田市、みよし市 

東三河 0532-54-5111 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡
 

軽自動車税 

軽自動車税は、毎年 4月 1日現在、軽自動車、オートバイ、フォークリフトやトラクター

などの小型特殊自動車などを持っている人にかかる税金です。市区町村役場から納税通知

書が届いたら納付期限までに郵便局、銀行などで納めます。 

 

二重課税の防止について 
 

日本で働いて取得した資金を元手に本国で事業を起こしたり、土地を購入したりするケース

も多いようですが、このとき、本国から多額の税金を請求される（二重課税）場合があります。

そこで、日本と中国、韓国、ブラジル、米国、インドネシア、フィリピン、タイ、スペイン、

メキシコなどの国の間に、二重課税を防ぐ租税条約が結ばれており、日本国内での所得に

対する納税を証明することで帰国してからの二重課税を回避することができます。 
  

県税事務所（自動車税窓口） 
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汽车税 (jidōsha-zei) 

汽车税是对截至毎年 4 月 1 日拥有汽车(不包括小型汽车、摩托车等)的人征收的税金。

县税事务所寄来纳税通知书之后，在纳税期限以内到银行、便利店等缴纳。 

 

县税事务所名 电话号码 管辖区域 

名古屋东部 052-953-7847 千种区、东区、中区、名东区 

名古屋北部 052-531-6305 北区、西区、守山区、清须市、北名古屋市、丰山町 

名古屋西部 052-362-3215 中村区、中川区、港区 

名古屋南部 052-682-8924 
昭和区、瑞穗区、热田区、南区、绿区、天白区、 

丰明市、日进市、长久手市、东乡町 

东尾张 0568-81-3139 
濑户市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、 

尾张旭市、岩仓市、丹羽郡 

西尾张 0586-45-3170 
一宫市、津岛市、稻泽市、爱西市、弥富市、海部市、

海部郡 

知多 0569-89-8176 半田市、常滑市、东海市、大府市、知多市、知多郡 

西三河 0564-27-2712 
冈崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、

高浜市、幸田町 

丰田加茂 0565-32-7483 丰田市、三好市 

东三河 0532-54-5111 丰桥市、丰川市、蒲郡市、新城市、田原市、北设乐郡

 

轻型汽车税 (kei jidōsha-zei) 

轻型汽车税是对截至毎年 4 月 1 日拥有小型汽车、摩托车、叉车和拖拉机等的小型特殊汽

车的人征收的税金。市区町村政府机关寄来纳税通知书之后，在纳税期限以内到邮局、银行

等缴纳。 

关于防止双重征税 
 

很多人以在日本工作积攒的资金为本金，回所属国创业或购买土地，届时，所属国可能会要求

支付高额的税金（双重征税）。因此，日本与中国、韩国、巴西、美国、印度尼西亚、菲律宾、

泰国、西班牙、墨西哥等国之间，缔结了防止双重征税的租税条约（避免双重征税条约），通

过证明在日本国内已经缴纳所得税，从而避免回国后的双重征税。 

县税事务所（汽车税窗口） 
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4 郵便局 yūbin kyoku 邮局 

5 ゆうちょ銀行 yūcho ginkō 邮政银行 
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住まい 
 

公的賃貸住宅とは 

公的賃貸住宅は、都道府県や市区町村などの地方公共団体、公共企業などが安価な家賃で提
供する住宅のことで、都道府県営住宅、区民住宅、市営住宅、町営住宅、UR 賃貸住宅などが
あります。ただし、それぞれ決められた入居者資格を満たしている人しか入居できません。 

公的賃貸住宅の探し方 

自分の希望する賃貸住宅を見つけることは非常に難しい上、契約には様々な条件があり

ますので、住宅を探すときは日本語の分かる人と一緒の方がよいでしょう。 

 
愛知県営住宅の募集の受付等については、下記の愛知県住宅供給公社各住宅管理

事務所にお問い合わせください。 

※平成 24 年 4 月から所在地等が変更となる住宅管理事務所があります。 

名称 所在地 電話番号 管轄区域 

名古屋尾張 
住宅管理事務所 

名古屋市中区丸の内三丁目 19-30 
愛知県住宅供給公社 5階 

052- 

973-1791

名古屋市、瀬戸市、長久手市、
春日井市、小牧市、尾張旭市、
豊明市、清須市、北名古屋市、
東郷町 

一宮海部 
住宅管理事務所 

一宮市今伊勢町本神戸字立切一丁目4
愛知県一宮建設事務所 1階 

0586- 

28-5411
一宮市、犬山市、江南市、 
稲沢市、岩倉市、丹羽郡 

一宮海部 
住宅管理事務所 
海部駐在 

津島市西柳原町一丁目 14 
愛知県海部総合庁舎 5階 

0567- 

24-7330
津島市、愛西市 

知多 
住宅管理事務所 

半田市住吉町四丁目 98 
愛知県衣浦港工事事務所 1階 

0569- 

23-2716
半田市、常滑市、東海市、 
大府市、知多市、知多郡 

西三河 
住宅管理事務所 

岡崎市明大寺本町一丁目 4 
愛知県西三河総合庁舎 5階 

0564- 

23-1863
岡崎市、西尾市、幸田町 

知立 
住宅管理事務所 

知立市上重原町蔵福寺 124 
愛知県知立建設事務所南館 1階 

0566- 

84-5677
碧南市、刈谷市、 
安城市、高浜市 

豊田加茂 
住宅管理事務所 

豊田市常盤町三丁目 28 
愛知県豊田加茂建設事務所 1階 

0565- 

34-2001
豊田市、みよし市 

東三河 
住宅管理事務所 

豊橋市今橋町 6 
愛知県東三河建設事務所 1階 

0532- 

53-5616
豊橋市、豊川市、蒲郡市、 
田原市、新城市、北設楽郡 

受付時間 月～金曜日 9:00～17:15 

月～土曜日 9:00～17:15（名古屋尾張住宅管理事務所のみ） 

県営住宅テレフォンサービス 052-971-4118 

なお、現在募集中の住宅については、愛知県住宅供給公社の Web サイトで見ることが

できます。 URL http://www.aichi-kousha.or.jp/   

愛知県営住宅 
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住宅 
 

什么是公租房？(kōteki chintai jūtaku) 

公租房，是由都道府县和市区町村等的地方公共团体、公共企业等以廉价房租提供的住宅，目
前有都道府县营住宅、区民住宅、市营住宅、町营住宅、UR 租赁住宅等。但是，只有符合各住
宅资格条件的人才能居住。 

公租房的寻找方法 

要找到自己满意的租房非常难，此外，签订合约也有各种条件，找房子的时候最好跟懂日

语的人一起去。 

 
关于爱知县营住宅招募的受理申请等，请至下列爱知县住宅供给国营公司各住宅管

理事务所咨询。 

※2012 年 4 月起部分的住宅事务所的所在地等会有变动。 

名称 地址 电话号码 管辖区域 

名古屋尾张 
住宅管理事务所 

名古屋市中区丸之内三丁目 19-30 
爱知县住宅供给公社 5楼 

052- 

973-1791

名古屋市、濑户市、长久手市、
春日井市、小牧市、尾张旭市、
丰明市、清须市、北名古屋市、
东乡町 

一宮海部 
住宅管理事务所 

一宫市今伊势町本神户字立切一丁目4
爱知県一宫建设事务所 1楼 

0586- 

28-5411

一宫市、犬山市、江南市、 

稻泽市、岩仓市、丹羽郡 

一宮海部 
住宅管理事务所 
海部驻在 

津岛市西柳原町一丁目 14 
爱知县海部综合厅舍 5楼 

0567- 

24-7330
津岛市、爱西市 

知多 
住宅管理事务所 

半田市住吉町四丁目 98 
爱知县衣浦港工事事务所 1楼 

0569- 

23-2716

半田市、常滑市、东海市、 

大府市、知多市、知多郡 

西三河 
住宅管理事务所 

冈崎市明大寺本町一丁目 4 
爱知县西三河总合厅舎 5楼 

0564- 

23-1863
冈崎市、西尾市、幸田町 

知立 
住宅管理事务所 

知立市上重原町藏福寺 124 
爱知县知立建设事务所南馆 1楼 

0566- 

84-5677

碧南市、刈谷市、 

安城市、高浜市 

丰田加茂 
住宅管理事务所 

丰田市常盘町三丁目 28 
爱知县丰田加茂建设事务所 1楼 

0565- 

34-2001
丰田市、三好市 

东三河 
住宅管理事务所 

丰桥市今桥町 6 
爱知县东三河建设事务所 1楼 

0532- 

53-5616
丰桥市、丰川市、蒲郡市、 
田原市、新城市、北设乐郡 

受理时间 星期一～星期五 9:00～17:15 

星期一～星期六 9:00～17:15（只限名古屋尾张住宅管理事务所） 

县营住宅电话服务 052-971-4118 

同时，关于正在招租中的住宅，可以浏览爱知县住宅供给国营公司的网站得到相关信息。 

网址 http://www.aichi-kousha.or.jp/   

爱知县营住宅 



－132－ 

 

第 11 章 日常生活 
 

 
 

UR 賃貸住宅等については以下にお問い合わせください。 

UR 名古屋営業センター 

電話 052-968-3100 URL http://www.ur-net.go.jp/ 

言語 ポルトガル語 （対応時間は月～水・金・土、9:30～18:00） 

受付時間 9:30～18:00（祝祭日、年末年始は休み） 

 

名古屋市営住宅や定住促進住宅については以下にお問い合わせください。 

名古屋市住宅供給公社 管理部管理課募集担当 

電話 052-523-3875 

受付時間 月～金曜日 8:45～17:15（木曜日は 8:45～19:00） 

 
市町村役場の住宅管理担当にお問い合わせください。 

 

住まいの窓口では、愛知県営住宅、名古屋市営住宅、UR 賃貸住宅等のお問い合わせ

を受け付けています。 

住所 名古屋市中区栄三丁目 5番 12 号先（栄）森の地下街 

電話 052-259-2672（愛知県営住宅） 052-264-4683（名古屋市営住宅等） 
052-264-4711（UR 賃貸住宅等） 

営業時間 月～水曜日、金曜日～日曜日（第 2・4水曜日を除く） 
10:00～19:00（申込受付は、18:00 まで） 

   

入居に必要な費用 

賃貸住宅に入居するときは一般的に次のような費用がかかります。 

a. 家賃 
1か月の賃料のこと。毎月、前の月に翌月（次の月）分を支払います。 

b. 礼金 
民間の住宅を借りるときに家主に支払う場合のある一時金です。解約するとき

に返還はされません。 

c. 敷金（保証金） 
家賃の滞納や部屋の修繕代に対する担保として家主に支払います。賃貸借契約

を解約するときに未納家賃などを差し引いて残額があれば返還されます。 

d. 共益費（管理費） 
アパートの階段・通路・エレベーターなど共用部分の電気代や維持費として入

居者が分担します。家賃とは別に支払います。 

e. 仲介手数料 
不動産業者を通じて契約をしたときに不動産業者に支払います(おおむね家賃

の半月～1か月分）。 

f. 損害保険料 
契約をするときに家財などの損害保険に加入する必要がある場合に支払います。

保険の種類によって、火災や水漏れなどの損害が補償されます。 

UR 都市機構 

名古屋市営住宅 

その他の市町村営住宅 

住まいの窓口 
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关于 UR 租赁住宅，请向下面的事务所询问。 

UR 名古屋营业中心 

电话 052-968-3100 网址 http://www.ur-net.go.jp/ 

语言 葡萄牙语 （服务时间星期一～星期三、星期五、星期六，9:30～18:00） 

受理时间 9:30～18:00（节假日、年末年初休息） 

 

关于名古屋市营住宅或定住促进住宅等的申请，请向下面事务所询问。 

名古屋市住宅供给国营公司 管理部管理科募集担当 

电话 052-523-3875 

受理时间 星期一～星期五 8:45～17:15（星期四是 8:45～19:00） 

 
请向市町村政府机关的住宅管理担当咨询。 

 

在居住的窗口处，爱知县营住宅、名古屋市营住宅、UR租赁住宅等的情况可以询问得到。 

地址 名古屋市中区荣 3-5-12 先（荣）森的地下街 

电话 052-259-2672（爱知县营住宅） 052-264-4683（名古屋市营住宅等） 

052-264-4711（UR 租赁住宅等） 

营业时间 星期一～星期三、星期五～星期日（第 2·4星期三除外） 

10:00～19:00（受理申请时间到 18:00） 
   

入住时所需的费用 

入住租赁住宅的时候，一般需要以下费用。 

a. 房租 (yachin) 

一个月的房租。每月、前一个月支付下一个月份的房租。 

b. 礼金 (rei-kin) 

租用私营房子时，有时候需要向房东交礼金，解约时不会退还礼金。 

c. 押金(保证金) (shiki-kin (hoshō-kin)) 

此作为积欠房租或者房子修理费用等而向房东支付的保险金。解除租用合约的时

候，房东在保险金里扣除积欠的房租和修理费用后会把余额归还给住客。 

d. 共益费(管理费) (kyōeki-hi (kanri-hi)) 

住户分担大楼的楼梯、通道、电梯的电费与管理费等费用。与房租另外支付。 

e. 介绍费 (chūkai tesūryō) 

通过房地产公司签订合约时缴纳的介绍费(大多是半个月到一个月的房租)。 

f. 损失保险费 (songai hokenryō) 

签订合约的时候，如果需要加入家产等的损失保险时需要支付此费用。跟据保险

的种类，遭受火灾和漏水时损失会得到补偿。 
  

UR 都市机构 

名古屋市营住宅 

其他的市町村营住宅 

居住的窗口 
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電気 

 
転居する場合は電気・ガス・水道の手続きが必要です。料金の支払い方法等については、

まず家主に相談してください。個人で電気の手続きをする場合は次のとおりです。 

 
問合せ先 

最寄りの中部電力営業所に連絡してください。電話番号は、検針票または振込用紙に記

載されています。中部電力ホームページ（中国語版ガイドブック）からも確認できます。 

URL  http://www.chuden.co.jp/english/resource/price/price_guidebook_chi_01.pdf 

お問い合わせの際は、｢住所｣「名前」「電話番号」「お客さま番号（検針票等に記載され

ている 13 桁の番号）」を伝えてください。 

 
電気料金の支払い方法 

毎月の検針に基づき、1か月分を計算し請求されます。支払いには下記の方法があります。 

 
口座振替 

あらかじめ申込書を提出し、指定した口座から自動的に引き落とされます。手続きは、

金融機関もしくは最寄りの中部電力営業所で行います。 

 
クレジットカード  

あらかじめ申込書を提出し、指定したクレジットカードにて自動的に料金を支払う

ことができます。手続きは、クレジットカード会社または最寄りの中部電力営業所で

行います。 

 
振込用紙  

中部電力から振込用紙が届きます。その振込用紙を有効期限内に金融機関、中部電力

の電気料金を取り扱うコンビニエンスストア、最寄りの中部電力営業所に持参し現金で

支払います。 
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电 

 
迁居时必需要办理电、煤气、自来水的手续。关于费用的支付方式等，首先跟房东商量。

自己办手续的话请参考以下的信息。 

 
问讯处 

请向就近的中部电力公司营业所联系。电力用量记录表或缴费单上记载着电话号码。也可

以从中部电力公司的网站（中文版指南）确认。 

网址 http://www.chuden.co.jp/english/resource/price/price_guidebook_chi_01.pdf 

咨询的时候请说清楚“地址”、“姓名”、“电话号码”、“客户的号码(印在电力用量记录表的

十三位数字的号码)”。 

 
电费的支付方法 

每个月电力公司职员会来看一次电表，电力公司根据用量算出电费向用户发出缴费单。有下

列几种支付的方法。 
 
转帐 

预先提交申请书，从指定的户头自动转帐。相关手续，可以在金融机关或是就近的中部

电力公司营业所办理。 

 
信用卡 

预先提交申请书，能从指定的信用卡自动支付费用。相关手续，请向信用卡公司或就

近的中部电力公司营业所办理。 

 
缴费单 

收到从中部电力公司寄来的缴费单后，可在有效期限内携带该缴费单前往金融机关、

有办理中部电力公司电费收取业务的便利店或附近的中部电力公司营业所，使用现金缴

交费用。  
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ガス 
 
ガスには都市ガスとプロパンガス（LPガス）の 2種類があります。都市ガスは配管を使っ

て広いエリアに供給されますが、その他の区域ではボンベに貯蔵するプロパンガスを使うこ

とになります。ガスの使用には十分注意し、器具の使い方をよく確認してから使いましょう。 

 
問合せ先 

 
都市ガス 

ガス会社を家主等に確認して、近くの営業所などに連絡してください。 

 
プロパンガス 

ガスの検針票に販売店の連絡先が書いてあります。分からない場合は家主等に確認し

てください。 

 
ガス料金の支払い方法 

毎月、使用量と料金が記入された通知票が配布されます。金融機関等で振り込む方法と、

ガス会社に届け出た指定口座から自動的に支払う方法等があります。 

 

 

水道 

 
問合せ先 

居住する市区町村役場の水道担当部局にお問い合わせください。 

 
水道料金の支払い方法 

2 か月ごと（もしくは 1か月ごと）に使用量と料金が記入された通知票が配布されます。

下水道の使用料とあわせて請求がある地区もあります。金融機関で振り込む方法と、市区

町村役場に届け出た指定口座から自動的に支払う方法があります。 
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煤气 
 
煤气有都市煤气和液化石油气(LP 煤气)这 2 种类。都市煤气是使用配管供应宽广的地区,不

过在其他的地区是使用储存在液化气瓶里的液化石油气。使用煤气时要非常小心，先确认好器

具的使用方法之后再使用。 

 
问讯处 

 
都市煤气 (toshi gasu) 

向房东询问确定媒气的公司后，跟就近的煤气营业所联系。 

 
液化石油气 (puropan gasu) 

液化石油气用量表里记载着出售店的联络方式。不清楚的话请向房东询问确认。 

 
煤气费的支付方法 

每个月会送来印有用量和费用的通知单。支付的方式有去金融机构等汇款方式支付或向媒

气公司提交的指定银行帐户以自动转帐扣款的方式支付。 

 

 

自来水 

 
问讯处 

请向您居住地区的市町村政府机关的自来水负责部门询问。 

 
水费的支付方法 

每两个月(或者一个月)会送来印有用量和费用的通知单。有些地区会同时收取下水道使用

费。支付方式有去金融机构汇款方式支付或向市区町村政府机关提交的指定银行帐户以自动

转帐扣款的方式支付。 
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ごみ 
 

ごみの分別 

家庭のごみは、地域で決められたルールに従って正しく仕分けし、決められた日時、決

められた場所に出しましょう。これらを守らないと、地域の住民に迷惑となり、トラブル

の原因になります。ごみの分け方は地域によって異なっています。ごみの分け方、収集の

日時、場所等は、お住まいの市区町村役場にお尋ねください。 

ごみの分け方の例 （これはよくある例なので、実際の分け方と異なる場合があります） 

ごみの種類 例 

燃えるごみ 台所の生ごみ・紙くずなど 

燃えないごみ ガラスくず・陶磁器くずなど 

粗大ごみ 家具・布団・自転車など 

資源ごみ 
空き缶・空き瓶・古新聞・牛乳パック・布類・ 

ペットボトル・紙製容器・プラスチック製容器など 

有害ごみ 乾電池・体温計・蛍光管など 

 
家電製品のリサイクル 

エアコンやテレビ、冷蔵庫などの家電製品には、資源として活用できる部品がたくさん

あります。下記の家電製品（業務用家電を除く）は、家電リサイクル法に基づきリサイクル

工場に回収され、資源として再利用されます。廃棄するときは、購入したお店、あるいは

買い換えるお店等にリサイクル料金、収集運搬料金を払って引き取ってもらいます。詳し

くは市区町村役場にお尋ねください。 

対象となる家電製品 

家電製品 参考 

エアコン 
壁掛式エアコン、床置式エアコン、ウインドウタイプエアコン

のみ（室外機も含みます）。天井・壁埋め込み型は対象外です。

テレビ 
ブラウン管テレビのほか、液晶・プラズマ式テレビも含みます。

プロジェクションテレビやパソコンモニターは対象外です。 

冷蔵庫 

冷凍庫 
冷凍冷蔵庫、ワイン貯蔵用冷蔵庫を含みます。 

洗濯機 

衣類乾燥機 
衣類乾燥機能付き換気扇や除湿器は対象外です。 

※ パソコンはメーカーが無料で回収しますので、購入したパソコンメーカーに相談

してください（ただし、リサイクルマークが付されたものに限る）。 
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垃圾 
 

垃圾分类 

家庭的垃圾，要遵从地方决定的规则正确的做好分类动作，垃圾请在规定好的日期与时间、

规定的场所进行丢弃。不遵守规则的话，会造成附近邻居的困扰外，也会造成问题。垃圾的

分类方法，根据地区不同分类方式也不相同。垃圾的分类方法，垃圾丢弃日期与时间、场所

等，请向居住地区的市町村政府机关询问。 

垃圾分类的例子 （以下是举常有的例子，实际的分类方式有时会有不同） 

垃圾的种类 例子 

可燃垃圾 (moeru gomi) 厨房的含有水分的垃圾、废纸等 

不可燃垃圾 (moenai gomi) 玻璃碎片、陶瓷器碎片等 

大型垃圾 (sodai gomi) 家具、被褥、自行车等 

资源垃圾 (shigen gomi) 
空罐、空瓶、旧报纸、牛奶盒、布类、 

塑料瓶、纸制容器、塑料制容器等 

有害垃圾 (yūgai gomi) 干电池、体温计、荧光灯管等 

 

家电产品的回收利用 

空调机与电视、电冰箱等的家用电器产品，有很多零件部品可以再生利用。下列的家用电

器产品(除去业务用家电)，根据家电回收法由资源回收工厂回收，当作材料再利用。要丢弃

时，请至当初售出这电器的店铺，或是买新换旧的店铺等进行交易手续，需要支付资源回收

费用与收集搬运费用。详细情况请至市区町村政府机关询问。 

对象的家用电器产品 

家用电器产品 参考 

空调机 
壁挂式空调，地板置式空调，窗型类型空调（也包括室外机）。不包

含天花板、墙壁埋入型的空调机。 

电视 
除了显像管式的电视以外，液晶式、等离子式电视包含在内。不包含

投影式电视和个人电脑用显示器。 

电冰箱 冷冻或冷藏式电冰箱，也包括葡萄酒储藏用冰箱。 

洗衣机 

烘衣机 
不包含附有衣服干燥功能的换气扇和除湿机。 

※ 个人电脑因为制造厂有提供免费回收，请跟您购买的电脑制造公司联系咨询（但是，

只限有附能资源回收的标示的物品）。  
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電話とインターネット 
p
新規加入 

電話には、大きく分けて電話回線を使って自宅や会社に設置する固定電話と移動しながら
通話できる携帯電話と PHS があります。電話回線を使う固定電話のほか、インターネットを
アクセス回線とする固定電話（IP電話）もあります。インターネットプロバイダーと契約を
結ぶとパソコンや携帯機器などからインターネットにアクセスすることができます。インタ
ーネットを通して電子メールのやり取りや映像通話を始め、世界とつながる様々なサービス
にアクセスできます。電話回線があれば接続できる ADSL 方式のほか、光ファイバーによる光
インターネットなどもあります。電話やインターネットの料金やサービスなどは会社によっ
て異なりますので、比較検討してから契約するとよいでしょう。 

主な問合せ先 

固定電話・携帯電話・インターネット 

電話会社 URL 電話番号 

NTT 

株式会社 
http://www.ntt.co.jp/ 

0120-064-337 
(中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、
韓国語) 

KDDI 

株式会社 
http://www.kddi.com/ 

au ケータイに関するお問い合わせ
総合案内 0077-7-111(中国語、英語、他) 
電話・インターネットに関するお問い合わせ
インターネット・国内電話サービス全般 
0077-777(中国語、英語、他) 
0077-78-0081(英語) 

ソフトバンク

株式会社 
http://www.softbank.co.jp/ 

0800-919-0157 携帯電話(英語、ポルトガル語）
0800-919-0808 固定電話（英語） 

 

国内電話のかけ方 

電話をかける場合、相手の電話番号をダイヤルします。固定電話の電話番号は一般的に

10桁の番号です。 

市外局番 － 市内局番 － 加入者番号 

なお、IP電話は 11桁の番号で一般的には「050」から始まります。 

主な電話番号の種類 

090-xxxx-yyyy 
080-xxxx-yyyy 携帯電話 

0120-xxx-yyy 
0800-xxx-yyyy 無料通話（フリーダイヤル） 

070-xxxx-yyyy PHS 0570-xxx-yyy 統一番号 050-xxxx-yyyy IP 電話 
 
 

国際電話のかけ方 

固定電話や携帯電話・PHS、「国際通話」の表示が付いている公衆電話機から利用できま

す。携帯電話・PHS から国際電話を利用する場合はあらかじめ申し込みが必要な場合もあ

ります。また、プッシュホンであれば自宅や全国の公衆電話、携帯電話・PHS から利用でき

る「国際電話のプリペイドカード」もあります。このカードはコンビニエンスストアなど

で購入でき、英語、その他の言語で使い方が記載されています。
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电话与互联网 
p
新加入 

关于电话，大略的分类有，使用电话线路设置在家里或公司的座机与一边移动一边能通话的

手机与 PHS 这两类。使用电话线路的座机以外，也有作为网络线路的座机(IP 电话)。跟互联网

服务供应商签订合同后电脑或是手机等就能阅览互联网。互联网除了能接收电子邮件与进行影

像通话为外，並能与世界连接阅览各种各样的服务。如果有电话线路，则可採用 ADSL 方式连接，

此外，还有通过光纤进行连接的光纤网络。电话、网络的使用费用与服务根据公司不同也不相

同，请多做比较讨论后再订签订合同。 

主要询问处 

座机、手机、互联网 

电话公司 网站 电话号码 

NTT 

株式会社 
http://www.ntt.co.jp/ 

0120-064-337 
(中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、韩语) 

KDDI 

株式会社 
http://www.kddi.com/ 

au 手机的相关咨询 
综合向导 0077-7-111(中文、英语、其他) 
电话、互联网的相关咨询 
互联网、国内电话所有服务 
0077-777(中文、英语、其他) 
0077-78-0081(英语) 

SoftBank 

株式会社 
http://www.softbank.co.jp/ 

0800-919-0157 手机(英语、葡萄牙语) 
0800-919-0808 座机(英语) 

 

国内电话的拨打方法 

拨打电话时，请输入对方的电话号码。一般座机的电话号码是由 10 位数字组成的号码。 

市外局号 － 市内局号 － 加入者号码 

另外，IP电话的电话号码是由 11位数字组成的号码，一般是从“050”开始。 

主要的电话号码的种类 

090-xxxx-yyyy 
080-xxxx-yyyy 手机 

0120-xxx-yyy 
0800-xxx-yyyy 免费通话（免费电话） 

070-xxxx-yyyy PHS 0570-xxx-yyy 统一号码 050-xxxx-yyyy IP 电话 
 
 

国际电话的拨打方法 

可以使用座机、手机、PHS 或者写着“国际通话”的公用电话打国际长途电话。想要使用

手机或 PHS 打国际长途电话的话，有可能需要事先申请。此外，“国际长途电话费用预付卡”，

只要是有按钮的电话，在自己家中或全国的公用电话、手机、PHS 都可使用。这种卡片在便利

店有销售，并附有英语和其他语言的使用指南。
 

 



－142－ 

 

第 11 章 日常生活 
 

一般的に電話をかける人が自分で直接、海外の相手の電話番号をダイヤルします。利用

したい電話会社によって異なる識別番号をダイヤルする必要がある場合もあります。次の

ようにダイヤルしますが、相手の電話番号が「0」で始まる場合、先頭の「0」は不要で

す（一部例外もあります）。 

（識別番号） － 「010」 
（国際プレフィックス） 

－ 国番号 － 相手の電話番号 

主な電話会社の識別番号 

識別番号 会社名 識別番号 会社名 

0033 NTT コミュニケーションズ（株） 001 KDDI（株） 

0061 ソフトバンクテレコム（株） 
 
 
 

主な国・地域番号 

 

国名/地域名 国番号 国名/地域名 国番号 国名/地域名 国番号

中国 86 スリランカ 94 フィリピン 63 

香港 852 ミャンマー 95 オーストラリア 61 

マカオ 853 ラオス 856 ニュージーランド 64 

台湾 886 タイ 66 アメリカ・カナダ 1 

韓国 82 ベトナム 84 イギリス 44 

モンゴル 976 カンボジア 855 フランス 33 

インド 91 マレーシア 60 ブラジル 55 

ネパール 977 シンガポール 65 ペルー 51 

パキスタン 92 インドネシア 62 日本（海外から） 81 

 

公衆電話 

硬貨またはテレホンカードを使用します。緑色・グレーの公衆電話機では磁気テレホンカ

ードおよび硬貨が使用できます。10円または100円の硬貨が使えますが、おつりは出ません。

なお、「国際通話」の表示がついている公衆電話機からは国際電話が利用できます。公衆電話

から国際通話を利用する場合は100円単位で課金されます。 
 

NHK 受信料 
p 

日本放送協会（NHK）の放送を受信できるテレビ（チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対

応端末などを含みます）を設置された場合は、法律により NHK と契約を結び受信料を納める

必要があります。契約手続きや受信料減免制度などについて詳しくは NHK にお尋ねください。 

NHK 受信料情報 URL （多言語） http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/ 
 

放送受信契約の受付 （日本語のみ） 0120-151515 
 

携帯電話サイト  メニュー ⇒ テレビ ⇒ NHK ⇒ 受信料の窓口  
 

（日本語のみ） 
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一般打电话是打电话的人自己直接拨打在海外的对方的电话号码。根据想使用的电话公司

不同，必须输入的识别号码也不相同。请照下表方式拨打，如果对方的电话号码是从“0”开

始的话，请去掉号码最前面的“0”(也有一部分是例外)。 

（识别号码） － 「010」 
（国际冠码） 

－ 国家号码 － 对方的电话号码 

主要电话公司的识别号码 

识别号码 公司名 识别号码 公司名 

0033 NTT Communications（株） 001 KDDI（株） 

0061 SOFTBANK TELECOM（株） 
 

 

 

主要的国家、地域号码 

 

国名/地域名 国家号码 国名/地域名 国家号码 国名/地域名 国家号码

中国 86 斯里兰卡 94 菲律宾 63 

香港 852 缅甸 95 澳大利亚 61 

澳门 853 老挝 856 新西兰 64 

台湾 886 泰国 66 美国、加拿大 1 

韩国 82 越南 84 英国 44 

蒙古 976 柬埔寨 855 法国 33 

印度 91 马来西亚 60 巴西 55 

尼泊尔 977 新加坡 65 秘鲁 51 

巴基斯坦 92 印度尼西亚 62 日本(从海外) 81 

 

公用电话 

可以使用硬币或者电话卡。绿色、灰色的公用电话可以用磁性电话卡和硬币。硬币可用 10日

元或者100日元，但是无法找零钱。另外，有写着“国际通话”的公用电话是可以打国际长途电

话。使用公用电话打国际长途电话时，是以100日元为单位收费的。 

 

NHK 收视费 
p 

如果有设置能接收日本放送协会(NHK)的广播的电视(包括调谐器内藏个人电脑、单频段转播

传输规格对应终端等），依据法律规定必须与 NHK 签订合同并缴纳收听收视费用。关于合同的手

续和收听收视费用减免制度等，请向 NHK 咨询。 

NHK 收听收视费用信息网址 （多语言） http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/ 
 

收听收视合同受理 （只限日语） 0120-151515 
 

手机网站 （只限日语） 
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郵便 
 
郵便に関することは、郵便局の郵便窓口や、郵便物を配達する郵便事業会社の支店のゆうゆう

窓口などで取扱っています。「〒」がシンボルマークで、郵便局のほか、コンビニエンスストアなど

切手などを売っている店にはすべてこのマークがついています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
電話 0570-046-111 

受付時間 平日、8:00～22:00 
土・日・休日、9:00～22:00 

言語 英語 

 
郵便局窓口の営業時間  

窓口の営業時間 

曜日 郵便 貯金 保険 

月～金曜日 
9:00～17:00（一部の
郵便局は 19:00 まで）

9:00～16:00（一部の
郵便局は18:00まで）

9:00～16:00（一部の
郵便局は 18:00 まで）

土曜日 
休業（一部の郵便局は
9:00～15:00 または 
9:00～17:00） 

休業 休業 

日・祝日 
休業（一部の郵便局は
9:00～12:30） 

休業 休業 

※ 場所によっては、上記営業時間と異なる場合があります。 

※ 一部を除き、12 月 31 日から 1月 3 日までは休業となります。 

 
ゆうゆう窓口 

郵便事業株式会社が開設している「ゆうゆう窓口」では、郵便物等の引き受けおよび保

管郵便物等の引き渡し、切手・印紙等の販売等を郵便局の窓口時間外に行っています。各

支店の場所や取扱時間はインターネットで確認することができます。 

URL http://www.post.japanpost.jp/index.html 
  

 手紙・はがき 
（小型郵便物） 

 大型郵便 
 速達 

 電子郵便 
 国際郵便 

郵便ポスト 

〒

日本郵便 お客様サービス相談センター 

  

右の差込口 

定形郵便以外の郵便

を入れてください。

 

左の差込口 

手紙・はがき（定形

郵便）を入れてくだ

さい。 
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邮件 
 

与邮件相关的事务由邮局的邮政窗口柜台或是递送邮件的邮政事业株式会社支店的邮邮窗

口等来处理。标志是“〒”，除了邮局以外，便利店等销售邮票等的店铺，全部都有这个标志。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
电话 0570-046-111 

受理时间 平日、8:00～22:00 
星期六、日、假日、9:00～22:00 

语言 英语 

 

邮局窗口柜台的营业时间 

窗口柜台的营业时间 

星期 邮件 存款 保险 

星期一～ 
星期五 

9:00～17:00（一部分
的邮局到 19:00 为止）

9:00～16:00（一部分
的邮局到18:00为止）

9:00～16:00（一部分
的邮局到 18:00 为止）

星期六 
休息（一部分的邮局为
9:00～15:00 或是 
9:00～17:00） 

休息 休息 

星期日、 
假日 

休息（一部分的邮局为
9:00～12:30） 

休息 休息 

※ 根据地方的不同，有与上述营业时间不同的情况。 

※ 除了部分邮局，12 月 31 日到 1月 3 日止邮局停止营业。 

 
邮邮窗口 (yūyū madoguchi) 

由邮政事业株式会社开设的“邮邮窗口”，提供邮局营业时间以外的邮件等的寄送受理及领

取保管的邮件、邮票、印花等的销售服务。各支店的地址和受理时间能用互联网查询确认。 

网址 http://www.post.japanpost.jp/index.html 
  

 信、明信片 

（小型邮件） 

 大型邮件 
 快递 
 电子邮件 
 国际邮件 

邮筒 

〒

日本邮政 顾客服务咨询中心 

  

右边的投信口 

放规定尺寸以外的邮

件。 

 

左边的投信口 

请放入信、明信片(规

定尺寸的邮件)。 
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国内通常郵便料金 

 種類 重さ 料金 

封書 

定型郵便物（※） 
25g まで 80 円

50g まで 90 円

定形外郵便物 

50g まで 120 円

100g まで 140 円

150g まで 200 円

250g まで 240 円

500g まで 390 円

1kg まで 580 円

2kg まで 850 円

4kg まで 1,150 円

はがき 
通常はがき 50 円

往復はがき 100 円

（※）定形郵便物は長さ 14～23.5cm、幅 9～12cm の長方形で、厚さ 1cm、重さ 50g までのもの 
 

 
 
 

 
国際通常郵便料金（航空通常郵便物） 
 

 地帯 
種類・重さ  

第 1地帯 
（※1） 

第 2 地帯 
（※2） 

第 3 地帯 
アフリカ・南米 

書

状 

定形郵便物 
25g まで 90 円 110 円 130 円 

50g まで 160 円 190 円 230 円 

定形外郵便物 

50g まで 220 円 260 円 300 円 

50g を超えて 330 円～ 400 円～ 480 円～ 

～2kg 2,150 円 3,410 円 4,990 円 

郵便はがき 全世界あて 70 円均一 

航空書簡 全世界あて 90 円均一 

グリーティングカード 25g まで 90 円 110 円 130 円 

小形包装物 

（最高 2Kg まで） 

50g まで 120 円 150 円 170 円 

1 ㎏まで 

50g ごとに追加料金 
70 円 90 円 120 円 

1㎏を超え2kgまで

250gごとに追加料金
175 円 225 円 300 円 

（※1）アジア、米国の海外領土（ウェーキ、グアム、北マリアナ諸島、ミッドウェイ諸島他）、パラオ他 

（※2）オセアニア、中近東、北米、中米、西インド諸島、ヨーロッパ 
  

平成 23 年 9月現在

平成 23 年 9 月現在
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国内普通邮费 

种类 重量 费用 

信件 

规定尺寸邮件（※） 
25g 为止 80 日元

50g 为止 90 日元

规定尺寸以外的邮件 

50g 为止 120 日元

100g 为止 140 日元

150g 为止 200 日元

250g 为止 240 日元

500g 为止 390 日元

1kg 为止 580 日元

2kg 为止 850 日元

4kg 为止 1,150 日元

明信片 
一般明信片 50 日元

去信兼回信明信片 100 日元

（※）规定尺寸邮件是长方形的，长 14～23.5cm、宽 9～12cm、厚 1cm、重量到 50g 为止 
 

 
 
 

 
国际普通邮费（航空普通邮件） 
 

 地带 

种类、重量 
第 1 地带 
（※1） 

第 2 地带 
（※2） 

第 3 地带 
非洲、南美 

信

件 

规定尺寸邮件 
25g 为止 90 日元 110 日元 130 日元 

50g 为止 160 日元 190 日元 230 日元 

规定尺寸以外

的邮件 

50g 为止 220 日元 260 日元 300 日元 

超过 50g 到 330 日元～ 400 日元～ 480 日元～ 

2kg 为止 2,150 日元 3,410 日元 4,990 日元 

明信片 寄往世界各地费用一样是 70 日元 

航空信 寄往世界各地费用一样是 90 日元 

贺卡 25g 为止 90 日元 110 日元 130 日元 

小型包裹 

（最重到2kg为止）

50g 为止 120 日元 150 日元 170 日元 

1 ㎏为止 

每 50g 追加费用 
70 日元 90 日元 120 日元 

超过1kg到2kg为止

每 250g 追加费用 
175 日元 225 日元 300 日元 

（※1）亚洲、美国海外领土（威克岛、关岛、北马里亚纳群岛、中途岛其他）、帕劳其他 

（※2）大洋洲、中东和近东、北美、中美、西印度群岛、欧洲 

   

截至 2011 年 9 月

截至 2011 年 9 月
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銀行 
  

銀行では、預金、送金、振込み、公共料金の支払いができます。 

窓口時間 

ほとんどの銀行の窓口時間は月～金曜日の9:00～15:00です。ATM（現金自動預払機）やCD

（現金自動支払機）については金融機関により利用時間が異なりますので、確認の上、利用し

てください。土、日曜日および上記利用時間外には手数料が必要となる場合があります。 

預貯金 

預貯金には、大きく分けると「普通預金（通常貯金）」と「定期預金（定期貯金）」の 2 種類

があります。 

普通預金（通常貯金） 

いつでも出し入れが自由にでき、電気・ガス・水道など公共料金の口座引落しもでき

ます。普通預金（通常貯金）口座を開設するには、本人であることが確認できるパスポ

ートや外国人登録証明書などを印鑑（サインでも良い場合があります）とともに窓口へ

持参して行います。なお、口座を開くときにキャッシュカードを作っておくと、ATM（現

金自動預払機）や CD（現金自動支払機）を利用でき便利です。 

定期預金（定期貯金） 

定期預（貯）金は、預ける期間と金額の多少で金利が違います。一般的に利用されて

いる定期預（貯）金の期間は 1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年です。非常

に多くの種類がありますので、具体的なことは金融機関の窓口で相談してください。 

 

送金 
p
国内送金 

受取人が銀行に口座を持っている場合は口座振込みが利用できます。手数料は、振込先

銀行や支店、振込金額によって異なりますが、無料～840 円程度です。なお、10 万円を超

える現金による振込みを行う場合は本人確認が必要ですので、パスポートや外国人登録証

明書とともに申し出てください。 

海外送金 

銀行や国際送金取扱郵便局から海外に送金することができます。海外の銀行に口座を開

設していれば、日本の銀行や国際送金取扱郵便局から簡単に送金の手続きができます。ま

た、送金小切手を使って海外に送金することもできます。所要日数や手数料などは様々で

すので、各銀行や国際送金取扱郵便局にお問い合せください。ゆうちょ銀行（233 店）お

よび国際送金取扱郵便局（約 7,500 局）から外国の口座に送金できます。（外国の受取人の

住所に為替証書等をお届けできる国・地域もあります）送金手数料は、一件 2,500 円です。

（アメリカの住所あて送金のみ 2,000 円）詳しくはゆうちょ銀行または国際送金取扱郵便

局の貯金窓口にお尋ねください。  
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银行 

  

银行可以存款、汇款、转帐、支付公共费用。 

营业时间 

大部分银行窗口的营业时间在星期一～星期五的 9:00～15:00。关于 ATM(现金自动收存款机)

与 CD(自动提款机)，根据金融机关的不同使用时间也有差异，请先确认后再使用。星期六与星

期天或者与上面记载的时间外使用的话，则有可能需要支付手续费。 

存款 

存款，大致分类为“活期存款(一般储蓄)”和“定期存款(定期储蓄)”这两种。 

活期存款(一般储蓄) 

随时可以提钱、存钱。也可以从帐户扣去电费、煤气费、水费等公共费用。开设活期存

款(一般储蓄)的帐户时，需要携带印章(有的地方签名即可)与可以证明是本人的护照或是

外国人登记证明等，在银行或者邮局的柜台办理。开设帐户时也可办好现金提款卡，之后

就可以使用 ATM(现金自动收存款机)与 CD(自动提款机)，非常便利。 

定期存款(定期储蓄) 

定期存款(定期储蓄)根据存款的期间和金额的多少利息不一样。一般定期的期间有一个

月、三个月、六个月、一年、两年、三年、四年等。总类非常多，详细情况请向金融机关

的柜台询问。 

 

汇款 
p

国内汇款 

如果收款者持有银行的帐户的话，可以通过银行拨入的方式进行汇款。手续费根据银行、

分行以及汇款的金额的不同而不相同，手续费从免费到 840 日元左右。进行超过 10 万日元的

现金汇款时，因为需要本人确认，办理汇款时请同时提交护照或外国人登记证明。 

海外汇款 

通过银行或有提供国际汇款服务的邮局可以进行国际汇款。如果在海外的银行里有开设帐

户的话，通过日本的银行与提供国际汇款服务的邮局可以简单办理国际汇款手续。也可以使

用即期汇票的方式进行汇款，所需日数和手续费各有不同的关系，请向各银行和提供国际汇

款服务的邮局咨询。可以在邮政银行(233 家店)及提供国际汇款服务的邮局(约 7,500 局)向外

国的户头进行汇款。(向部分国家和地区的户头汇款时，还可以将即期汇票寄到海外收款人的

联系地址）汇款手续费，一件是 2,500 日元。(只有向美国的地址寄送即期汇款的手续费是

2,000 日元)详细请向邮政银行或提供国际汇款服务的邮局的存款柜台询问。 
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1 中部運輸局 chūbu un’yu kyoku 中部运输局 

2 愛知運輸支局 aichi un’yu shikyoku 爱知运输分局 

3 軽自動車検査協会 keijidōsha kensa kyōkai 小型汽车检查协会 

4 自動車検査登録事務所 jidōsha kensa tōroku jimusho 汽车检查登记事务所 

5 公安委員会 kōan iinkai 公安委员会 

6 愛知県運転免許試験場 aichi-ken unten menkyo shikenjō 爱知县驾驶执照考场 

7 東三河運転免許センター higashi mikawa unten menkyo sentā 东三河驾驶执照中心 

8 日本損害保険協会 nihon songai hoken kyōkai 日本损失保险协会 
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9 日本自動車連盟（JAF） nihon jidōsha renmei (jafu) 日本汽车联盟 

 

10 運転免許 unten menkyo 驾驶执照 

11 自動車の検査（車検） jidōsha no kensa (shaken) 汽车的检查(车检) 

12 車庫証明 shako shōmei 车库证明 

13 自動車保険 jidōsha hoken 汽车保险 

14 交通事故 kōtsū jiko 交通事故 

 

キーワード 关键词 
(也请浏览左页) 14 个词
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交通ルール 
 

県内では交通事故が多発し、外国人が被害者や加害者となるケースも増えています。交

通事故にあわないために、次のような基本的なルールをしっかり守ってください。 
1 

歩行者 

a. 歩道があるところでは、必ず歩道を通ってください。 

b. 歩道がないところでは、道路の右側端を歩いてください。 

c. 道路を横断するときは、信号交差点では信号機（歩行者用信号機）に従い、信号機

がないところでは横断歩道を利用してください。 
 

自転車 

a. 車道の左端を一列で通行してください。 

b. 「歩道通行可」の標識のあるときは歩道を通行できます。 

c. 「歩道通行可」の標識がない歩道でも、13 歳未満の子どもや 70 歳以上の高齢者、

一定の身体障害のある方は通行できます。また、交通の状況から見て、道路工事や

駐車車両があるなど、やむを得ない場合も歩道を通行することは認められます。 

d. 13歳未満の子どもを自転車に乗せるときは、ヘルメットを着用させるよう努めましょう。 

e. 2 人乗りや傘さし運転、携帯電話を使用しながらの片手運転はしないでください。 

f. 踏切や一時停止場所では、必ず止まって左右の安全を確認してから通行してください。 

g. 信号機のある交差点では、信号機に従って通行してください。 

h. お酒を飲んで自転車を運転してはいけません。法律で禁止されています。 
1 

自動車 

a. 運転免許を取得していない人は絶対に自動車の運転をしてはいけません。 

b. 道路では、歩行者、自転車の安全に十分配慮しましょう。 

c. お酒を飲んだら絶対に自動車の運転をしてはいけません。また、自動車を運転する

人にお酒を勧めたり、お酒を飲んだ人に運転させると罰せられます。 

d. 交通法規を守り、信号機、交通標識、道路標示に従ってください。 

e. 自動車に乗るときは、後部座席を含む全席のシートベルトの着用を確認してくだ

さい。また、バイクに乗るときは、必ずヘルメットを着用してください。 

f.  6 歳未満の幼児を乗せるときはチャイルドシートを正しく着用させてください。 

g. 交通標識や道路標示で最高速度が指定されているところでは、その速度を超えては

いけません。 

h. 自動車や原動機付自転車を運転するときは携帯電話を使用してはいけません。法律

で禁止されています。 

i. 交通事故を起こしたときは、必ず警察（110 番）に連絡してください。詳しくは、

同章の 3-9（交通事故）を参照してください。 
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交通规则 
 

爱知县内常常发生交通事故，外国人成为被害人或加害人的情况也增加。为了不要遭遇交

通事故，请确实遵守以下的基本规则。 

1 

行人 

a. 有人行道的地方，请一定要走人行道。 

b. 没有人行道的地方，请靠路的最右边走。 

c. 要跨越马路时，有红绿灯的十字路口要遵守红绿灯(行人红绿灯)，沒有红绿灯的地方

请走人行横道。 
 

自行车 

a. 自行车要在车道的左端成一列骑。 

b. 有“步道通行可”的标志时可以骑人行道。 

c. 没有“步道通行可”标志的人行道也，未满 13 岁的孩童与 70 岁以上高龄者、身体障

碍有一定程度的人可以通行。另外，从交通的状况来看，道路工程或有停车车辆的情

况，在不得已的情况下通行人行道的事是可以被允许的。 

d. 让未满13岁的孩童乘坐自行车时，请尽可能配戴安全帽。 

e. 骑自行车乘时不要乘坐两人，也不要一边骑车一边单手使用雨伞或手机。 

f. 铁路道口与一时停止的地方，一定要停下来确认好左右的安全后再通行。 

g. 在有红绿灯的交叉路口，一定要遵从红绿灯的指示后再通行。 

h. 喝酒后请勿骑自行车，法律上是禁止的。 

1 

汽车 

a. 没有取得驾驶执照的人，绝对不可以驾驶汽车。 

b. 在马路上，请多多留意行人与自行车的安全。 

c. 喝酒后绝对不可以驾驶汽车，另外向驾驶汽车的人劝酒，让喝了酒的人驾驶的话会被

处罚。 

d. 请遵守交通规则，依照红绿灯、交通标志、道路标示驾驶。 

e. 乘坐汽车时，驾驶人和乘车的人都一定要系好安全带。另外乘坐摩托车时，一定要

使用安全帽。 

f.  让未满 6岁的幼儿乘坐时，必须让孩子坐在儿童专用安全座椅。 

g. 有标志或指示牌写着规定速度的地方，开车不可以超速。 

h. 驾驶汽车或骑摩托车时，不可以使用手机。法律上是禁止的。 

i. 发生交通事故的时候，一定要联络警察(号码 110)。详细请参见同章节 3-9(交通事故)。 
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公共交通機関 

鉄道・地下鉄 

愛知県内には、地下鉄 (236 ページ)、JR、名鉄、近鉄などが運行しています。切符は

自動券売機で購入できます。通常、自動券売機の上に路線図があり、駅名と料金を調べる

ことができます。12 歳未満の小児（中学生以上は大人）は半額、6 歳未満の幼児は保護者

（同伴の大人もしくは小児）1 人につき 2 人まで無料です。また、乗り越しをした場合は、

駅の乗り越し精算機または運賃精算所で精算します。1日乗車券や定期券など割安な切符も

あります。また、１枚のカードで名古屋市交通局、名鉄、あおなみ線、豊鉄の各社局の地

下鉄、電車に乗車できる IC カード「マナカ」もあります（名鉄は一部未対応の路線があり

ます）。また、特急券や指定券は駅の窓口で 1か月程前から購入することができます。 

 

 

鉄道会社名 電話番号 受付日時 

名古屋市交通局 

（市バス・地下鉄テレホンセンター）
052-522-0111 8:00～19:00 年中無休 

JR 東海（テレフォンセンター） 050-3772-3910 6:00～24:00 年中無休 

名鉄（お客様センター） 052-582-5151 

8:00～19:00 平日 

8:00～18:00 土・日・祝 

および年末年始 

近鉄（旅客案内テレフォンセンター） 052-561-1604 9:00～19:00 年中無休 

 

バス 

バスには、料金が均一のものと乗車距離によって金額が変わるものとがあります。均一

料金の場合は、通常、乗車時に運転席の横にある料金箱にお金を入れます。乗車距離によ

って料金が変わる場合は、乗車時に整理券を取り、降車時に、前方上部にある運賃表で整

理券の番号の料金を確認した上で料金箱に支払います。バスにも、1日乗車券や定期券など

があります。また、1 枚のカードで名古屋市交通局、名鉄バス、ゆとりーとラインのバス

に乗車できる IC カード「マナカ」もあります（名鉄バスは一部未対応の路線があります）。

バスの場合、降りることを運転手に知らせなければいけません。自分の降りる停留所がア

ナウンスされたら窓際や天井付近にあるボタンを押してください。 

タクシー 

正面から見てフロントガラスの右側に赤い文字で「空車」と表示してある車に乗ること

ができます。路上で拾うか、タクシー乗り場で乗るほか、タクシー会社に電話して呼び出す

こともできます。料金は、走行距離および時間によって加算されます。人数や荷物による

加算はありません。なお、日本のタクシーの後部左側のドアは運転者が自動で開閉します。 

主な鉄道会社問合せ先 
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公共交通工具 

铁路、地铁 

在爱知县内，有地铁(第 237 页)、JR、名铁、近铁等铁路。车票可以在自动售票机购买。

通常，自动售票机的上方有标示路线图，可以调查车站名与车费。未满 12 岁的孩童半价(初

中的学生算是大人)，一个大人可以免费带两位不满 6 岁的幼儿。另外，发生坐过站的时候，

请在车站的自动补票机或补票处补交余款。也有 1 日车票与月票等价格比较便宜的车票。另

外，有一张卡片，就可以乘坐名古屋市交通局、名铁、青波线（aonami-sen）、丰铁的各公

司局的地铁、电车的 IC 晶片卡片“manaca”。(名铁有一部分的路线无法使用)。另外，特快

券和指定券在乘车一个月以前可以在车站窗口购买。 

 

 

铁路公司名 电话号码 受理时间 

名古屋市交通局 

（市公交车、地铁电话中心） 
052-522-0111 8:00～19:00 全年无休 

JR 东海（电话中心） 050-3772-3910 6:00～24:00 全年无休 

名铁（顾客中心） 052-582-5151 

8:00～19:00 平日 

8:00～18:00 星期六、星期日、

节日以及年末年始 

近铁（旅客向导电话中心） 052-561-1604 9:00～19:00 全年无休 

 
公交车 

公交车有两种，一种是统一票价，一种是根据坐车距离算车费。统一票价，一般搭乘时把

车费投入司机旁边的收费箱。根据坐车距离算车费情况，搭乘时抽取一张号码纸(整理券)，

下车时看前面上方的车费表，根据号码纸上的号码把车费投入收费箱内。公交车也有一日车

票与月票。另外有“manaca”是一张 IC 晶片卡片可以乘坐名古屋交通局、名铁公交车、

Yutoritorain 的公交车。(名铁公交车有一部分的路线无法使用)。乘坐公交车要下车的时候

必须预先通知司机。听到广播自己要下车的车站名的时候，就按窗边或者车顶附近的按钮。 

 

出租车 

从正面看，在车头右边有红字写着“空車（空车）”的车就可以乘坐。出租车可以在路上叫，

也可以到出租汽车站坐，或者打电话到出租汽车公司叫。车费一般根据行驶距离和时间计算，

不根据人数与行李加价计算。另外，日本的出租车后面左侧的车门是司机操作的自动门，请

千万要小心。  

主要的铁路公司咨询处 
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空港 

県内には 2 つの空港があります。中部国際空港（セントレア）は、中部地域の空のゲー

トウエイとして国内線・国際線の充実した航空ネットワークを誇る国際拠点空港であり、

県営名古屋空港は、コミューター航空、ビジネス機など小型機の拠点空港です。 
 

中部国際空港（セントレア） 

 
 
 
 
 
 

県営名古屋空港 

 
 
 
 
 

 

自動車 
 
日本で自動車やバイクを運転するときには運転免許が必要です。また、運転免許証は運転

するときには必ず携帯していなければなりません。 

外国の運転免許 

 

国際運転免許証 

日本国内で運転できる国際運転免許証は、ジュネーブ条約(1949.9.19)締約国が発給し

たものに限ります。運転できる期間は、日本に上陸した日から 1 年間または国際運転免

許証の有効期間のいずれか短い期間です。 

 
 
 
 
 

外国運転免許証 

台湾、ドイツ、フランス、スイス、イタリア、ベルギーの運転免許証は、翻訳文（外国

の運転免許証を発給した外国の行政庁、当該外国の領事機関または日本自動車連盟で

翻訳されたものに限る）を添付し、入国から 1年間は運転することができます。 

 
  

 
住所 〒479-0881 常滑市セントレア 1-1 
電話 0569-38-1195 (6:40～22:00 年中無休) 
URL http://www.centrair.jp/ 

 
住所 〒480-0202 西春日井郡豊山町大字豊場 
電話 0568-28-5633 (7:00～21:00 年中無休) 

URL http://www.nagoya-airport-bldg.co.jp/ 

セントレア テレホンセンター 

名古屋空港総合案内所 

上記の国際運転免許証に同じ 

出入国の条件 

日本に住民登録されている人または外国人登録をし再入国許可を受けて出国

した人が、出国の日から 3か月に満たない期間内に再び日本に上陸した場合、「日

本に上陸した日から 1年間」の起算日は、最初に日本に上陸した日となります。 

出入国の条件 
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机场 

爱知县内有两个机场。中部国际机场（新特丽亚/CENTRAIR）是作为中部地区的航空入口，

拥有最自豪的航空网路，国内线与国际线班机充实，属于国际机场。县营名古屋机场是支线

航空、商务机等小型机的据点机场。 
 

中部国际机场（新特丽亚/CENTRAIR） 

 
 
 
 
 
 

县营名古屋机场 

 
 
 
 
 

 

汽车 
 

在日本驾驶汽车或是骑摩托车时需要驾驶执照。另外，在驾驶交通工具时一定要随身携带驾

驶执照。 

外国的驾驶执照 
 

国际驾驶执照 

能在日本国内开车的国际驾驶执照是由日内瓦条约(1949.9.19)缔约国限定发行的执照，

能驾驶的期间，为日本入境日起一年内或是国际驾驶执照有效期限，二者中较短的期间。 

 
 
 
 
 

外国驾驶执照 

台湾、德国、法国、瑞士、意大利、比利时的驾驶执照，附上翻译文（只限于在发给外国

的驾照的外国的行政厅、该外国的领事机关或日本汽车联盟被翻译的文件。）从日本入境日

起算一年的期间内可以驾驶汽车。 

 
  

 
地址 邮编 479-0881 常滑市新特丽亚 1-1 

电话 0569-38-1195 (6:40～22:00 全年无休) 

网址 http://www.centrair.jp/ 

 
地址 邮编 480-0202 西春日井郡丰山町大字丰场 

电话 0568-28-5633 (7:00～21:00 全年无休) 

网址 http://www.nagoya-airport-bldg.co.jp/ 

新特丽亚/CENTRAIR 电话中心 

名古屋机场综合问讯处 

与上方的国际驾照相同 

出入国条件 

在日本有办理住民登记者与外国人登记后有申请再入境许可并出国的人，出国日

算起未满 3 个月内再次入境日本的场合，“日本入境日起算的一年期间”的起算日

是从最初日本入境的日期算起。 

出入国条件 
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日本の運転免許 

外国運転免許の切り替えによる運転免許の取得 

次の要件が満たされている人は運転免許試験場または東三河運転免許センターで日

本の免許証に切り替えができます。 

a. 正規に発行され、有効な外国免許証を所有していること 

b. 外国免許取得後、発行国に通算して 3か月以上滞在していたこと 

c. 知識・実技確認に合格すること 

申請時に書類審査した後、適性試験・知識および実技確認審査（後日）に合格すると

運転免許証が交付されます。ただし、知識・実技確認が免除となる国が一部あります。 

 

a. 外国免許証およびその両面コピー  

b. 外国免許証の日本語翻訳文（外国免許証の日本語翻訳文は、発行国の行政庁、

大使館、領事機関または一般社団法人日本自動車連盟（JAF）愛知支部（電話：

052-872-3685）またはその出先で作成してください。） 

c. 新旧パスポートおよびそのコピー（顔写真・有効期限および在留許可押印部分） 

d. 外国人登録証明書（申請手続き中の場合は登録原票記載事項証明書）およびそ

の両面コピー（日本人は本籍記載がある愛知県内の住所地の住民票） 

e. 6 か月以内に撮影した免許申請用証明写真 1枚（縦 3cm×横 2.4cm） 

f. 手数料（切り替え対象免許の種類により異なります） 

g. 国によっては上記の他に必要な書類がありますので、詳細については運転免許

試験場（担当電話：052-800-1352）または東三河運転免許センター（代表電話：

0533-85-8989）に直接お尋ねください。 

   （参考）中国の場合 

運転免許証正証のほか、運転免許証副証とそのコピーが必要です。 
 

 

 
  

 

参考書として、外国語版の交通教則本（中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、

ハングル語）が一般社団法人日本自動車連盟（JAF 電話：052-872-3685）から販売され

ています。 

 

免許の取得 

日本では「自動車教習所」で実技や学科の勉強をしてから運転免許を取得するのが一般

的です。普通自動車一種免許の場合、およそ 30 万円前後の費用がかかります。期間は

自動車教習所により様々ですから、詳しくは各教習所にお尋ねください。指定自動車教習

所を卒業すれば技能試験が免除され、公安委員会が実施する学科試験と適性試験に合格す

れば免許証が交付されます。なお、指定自動車教習所の講義は日本語で行われます。

必要書類 

日本語ができない人は必ず通訳を同伴してください。 

注意事項 
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日本的驾驶执照 

外国驾驶执照更换成日本驾驶执照的取得方式 

符合下列条件者，可以在驾驶执照考场或在东三河驾驶执照中心提出更换成日本的驾

驶执照的申请。 

a. 是正规发行，驾驶执照发行国家之内有效的外国驾驶执照。 

b. 外国驾驶执照取得后，在驾驶执照发行的国家内必须停留 3个月以上。 

c. 知识与技能审核合格 

申请时经过文件的审查后、接受适应性考试、知识及技能审核(另定日期)，合格的话就

可以取得驾驶执照。有一部分的国家是可以免除知识和技能审核。 

 
a. 外国驾驶执照及其两面的复印本 

b. 外国驾驶执照的日语翻译本(必需是发行国的行政厅机关、大使馆、领事机关或

者一般社团法人日本汽车联盟(JAF)爱知支部（电话：052-872-3685）或者其事

务分局所翻译的文件) 

c. 新旧护照及其复印本(护照上的照片、有效期限及居留许可盖章的部分) 

d. 外国人登记证明(还在申请手续的途中，请使用外国人登记存根记载事项证明)

及其两面的复印本（日本人的話有记载原籍的爱知县内住所的户口簿） 

e. 6 个月以内所拍的申请驾照用照片 1张（竖 3cm×横 2.4cm） 

f. 手续费（根据换领的驾驶执照种类而异。） 

g. 不同国家所需要提交的文件也不一样，详细情况请直接咨询驾驶执照考场(担当

电话：052-800-1352)或东三河驾驶执照中心(代表电话：0533-85-8989) 

   （参考）中国的场合 

与了驾照正证以外，还需要驾照副证及其复印本。 
 

 

 
  

 

关于参考书籍，一般社团法人日本汽车联盟(JAF 电话:052-872-3685)有销售外国语版的

交通教学书(中文、英文、葡萄牙语、西班牙语、韩国语、朝鲜语)。 

 

驾驶执照的取得 

在日本，在“汽车驾驶学校”(jidōsha kyōshūjo)学习实际技巧和学科之后取得驾驶执
照是很普通的。取得普通汽车驾驶执照的话，大约需要花费 30 万日元的费用。时间根据汽

车驾驶学校不同的关系各不相同，详细情况请询问各汽车驾驶学校。在指定汽车驾驶学校

毕业的话技巧考试可以免除，公安委员会所举行的学科考试与适应性考试合格的话就能拿

到驾驶执照。另外，指定汽车驾驶学校的教学是使用日文的。 
  

必要文件 

不懂日文的人，一定要与懂日文的人一起前往。 

注意事项 
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運転免許証の更新 

最初に交付される運転免許証の有効期限は交付日から 3 回目の誕生日の 1 か月後まで

です。その後、有効期間は免許保有者の年齢や違反等の有無により 3～5 年となります。

更新手続きは、運転免許試験場、東三河運転免許センターおよび免許証更新窓口がある

居住地の警察署にて行います。なお、免許証更新が可能な窓口については、公安委員会

から個々に発送される更新連絡書により通知されます。更新をしないと運転免許は失効

（無効）し、新たに免許試験を受け直さなければならない場合もあります。 

 
a. 運転免許証更新連絡書（ハガキ） 

b. 運転免許証（免許停止中の人は運転免許停止処分書） 

c. 同時に住所変更する場合は、新住所の証明書（外国人登録証明書、健康保険証等） 

d. 同時に本籍、国籍、氏名、生年月日を変更する場合は、本籍記載の住民票また

は外国人登録証明書 

e. 手数料（優良運転者：3,250円 / 一般運転者：3,600円 / 違反運転者：4,250円 / 

初回更新者：4,250円） 

 

  運転免許の申請に関する問合せ先 

 

住所 〒468-8513 名古屋市天白区平針南 3-605 

電話 【代表】052-801-3211（日本語のみ） 

 【担当係の電話番号】（受付時間 平日 8:45～17:15） 

 ○更新・再交付・記載事項変更・国外運転免許証の発給に関すること。 
 052-800-1351 

 ○受験・期限切れ手続き・外国免許証からの切り替えに関すること。 
 052-800-1352 

 ○高齢者講習に関すること。 
 052-800-1353 

 
 

住所 〒442-0067 豊川市金屋西町 2-7 

電話 0533-85-7181（日本語のみ） 
 

 

運転免許の点数制度 

点数制度とは、交通事故や信号無視、速度超過、駐車違反などの交通違反に対して一定

の点数を付加し、合計点が一定の基準に達すると免許取消しや免許停止などの処分を与え

るものです。  

必要書類 

運転免許試験場 

東三河運転免許センター 
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驾驶执照的更新 

最初拿到的驾驶执照的有效期限是从取得日算起到第三次生日的一个月后为止。之后，

根据驾驶执照所有者的年龄或有无违反交通规则等情况，有效期限为 3～5年。更新手续请

至驾驶执照考场，东三河驾驶执照中心以及设有驾驶执照更新窗口的居住地的警察局办理。

另外，关于能办理驾驶执照更新的窗口，公安委员会会给个人发送更新联络书，联络书上

有关于可以办理驾驶执照更新手续处的资料。不做更新的话驾驶执照就会失效(无效)，甚

至可能需要重新报考驾驶执照。 

 
a. 驾驶执照更新联络书(明信片) 

b. 驾驶执照(驾照被判停用的人必须提交驾驶执照停止处分书) 

c. 同时要变更住址的话，要提交新住所的证明书(外国人登记证明、健康保险证等) 

d. 同时，原籍、国籍、姓名、生年月日要做变更的场合，有记载元籍的住民票或

外国人登记证明。 

e. 手续费（优良驾驶者：3,250日元 / 一般驾驶者：3,600日元 / 驾驶违反者：4,250

日元 / 初次更新者：4,250 日元） 

 

  关于申请驾驶执照的咨询处 

 

地址 邮编 468-8513 名古屋市天白区平针南 3-605 

电话 【代表】052-801-3211（只有日文） 

 【负责部门的电话号码】（受理时间 平日 8:45～17:15） 

 ○有关更新、重发、记载事项变更、国外驾照的发给。 
 052-800-1351 

 ○有关考试、执照过期的手续、外国驾驶执照的转换。 
 052-800-1352 

 ○有关老年人讲习。 
 052-800-1353 

 

 

地址 邮编 442-0067 丰川市金屋西町 2-7 

电话 0533-85-7181（只有日文） 
 

 

驾驶执照的计分制度 

计分制度是指发生交通事故或不遵守信号、超速、停车违反等，对违犯交通规则的人附加

一定的分数，分数合计超过一定的基准的话会被处以取消驾照和驾照停止使用的处分。 

  

必要文件 

驾驶执照考场 

东三河驾驶执照中心 
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自動車の登録 

自動車を購入したときには、自動車の登録手続きが必要です。また、他人から譲り受け

たり他人に売却したりしたときは、所有者の移転登録をしなければなりません。自動車の

登録に関する情報は、インターネットでも見ることができます。 

URL http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm 
 

 

a. 申請書 

b. 手数料納付書 

c. 自動車検査証 

d. 印鑑証明書（新・旧所有者のもので発行後 3か月以内） 

e. 所定の譲渡証明書 

f. 新・旧所有者の実印（代理人が申請する場合は所定の委任状に押印）  

g.  車庫証明書（管轄の警察署で交付を受けたもので発行後おおむね 1 か月以

内のもの） 

h. 外国人登録原票記載事項証明書（自動車検査証に記載してある所有者の住所、

氏名等が印鑑登録証明書と異なる場合） 

詳しくは、愛知運輸支局または自動車検査登録事務所（軽自動車については軽自動車検

査協会）にお尋ねください。 

 
自動車の抹消登録 

自動車の使用をやめたときや、自動車が滅失、解体等によりなくなった場合には抹消登

録を行うことが必要です。 

 
a. 申請書 

b. 手数料納付書 

c. 自動車検査証 

d. ナンバープレート 

e. 印鑑証明書（所有者のもので発行後 3か月以内） 

f. 所有者の実印（代理人が申請する場合は所定の委任状に押印） 

g. 外国人登録原票記載事項証明書（自動車検査証に記載してある所有者の住所、

氏名等が印鑑登録証明書と異なる場合） 

h. 解体情報（リサイクルの移動報告番号と解体報告受領日）（解体の場合） 

i. 代理人の印鑑（代理申請で重量税還付が伴う場合） 

詳しくは、愛知運輸支局または自動車検査登録事務所（軽自動車については軽自動車検

査協会）にお尋ねください。 
  

必要書類（普通車の場合） 

必要書類（普通車の場合） 
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汽车登记 

购买汽车后要办理汽车的登记手续。而从原车主购买汽车或卖掉汽车的时候，必须办理汽

车所有者转移登记手续。在网站上也可以看到有关汽车登记的资料。 

网址 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm 

 
 

a. 申请书 

b. 手续费缴纳通知书 

c. 汽车检查证 (jidōsha kensashō) 

d. 印章证明书（新车主与旧车主的发行后三个月以内的印章证明书） 

e. 规定的转让证明书 

f. 新旧车主的实印（如果是代理人申请，请在指定的委任状上盖章）  

g.  车库证明书(shako shōmeisho)（负责管辖的警察局发给的发行后大概一个月

以内的证明） 

h. 外国人登记存根记载事项证明（汽车检查证上所记载的所有者的住所、姓名等与

印章登记证明不同时） 

详细请向爱知运输分局或者汽车检查登记事务所(关于轻型汽车请至小型汽车检查协会)

询问。 

 
汽车注销登记 (masshō tōroku) 

停止使用汽车或者由于汽车消失、解体等没有汽车的时候，需要取消登记。  

 
a. 申请书 

b. 手续费缴纳通知书 

c. 汽车检查证 (jidōsha kensashō) 

d. 汽车牌照 

e. 印章证明书（车主的发行后三个月以内的印章证明书） 

f. 车主的实印（如果是代理人申请请在指定的委任状上盖章） 

g. 外国人登记存根记载事项证明（汽车检查证上所记载的所有者的住所、姓名等与

印章登记证明不同时） 

h. 解体情报（资源回收的移动报告号码与解体报告领受日）（解体的场合） 

i. 代理人的印章（代理申请时重量税(jūryō-zei)退还时的场合） 

详细请向爱知运输分局或者汽车检查登记事务所(关于轻型汽车请至小型汽车检查协会)

询问。   

必要文件(普通车的情况) 

必要文件(普通车的情况) 
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車庫証明 

自動車を保有するには、車庫証明（道路以外の場所に駐車スペースを確保していること
を証明するもの）が必要です。居住地（使用の本拠の位置）から 2 キロメートル以内に駐
車スペースが確保できたらその駐車スペースを管轄する警察署に自動車保管場所証明申請
書を提出します。適正に車庫が確保されていると認められると、車庫証明書と保管場所標
章が交付されます。保管場所標章は車両の後面ガラス等見やすい箇所に貼付してください。
また、軽自動車についても保管場所の届出が必要な地域がありますので、詳しくは最寄り
の警察署にお尋ねください。 

自動車の検査（車検） 

自動車が安全・環境基準に適合しているかどうかを国が一定期間ごとにチェックするの
が、自動車の検査（いわゆる車検）です。この検査に合格して、有効な自動車検査証（い
わゆる車検証）の交付を受けていなければ運行することはできません。自動車検査証の有
効期間は、自家用乗用車の場合、初回は 3 年、2 回目以降は 2 年です（新車の初回だけ 3
年になります）。詳しい手続き等については最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所
にお尋ねください。 

問合せ先 

ナンバー 
中部運輸局（軽自動車を除く） 

電話番号 管轄区域 
軽自動車検査協会（軽自動車） 

名古屋 

愛知運輸支局 

〒454-8558 
名古屋市中川区北江町 1丁目 1-2 

050- 

5540-2046

名古屋市、半田市、津島市、
常滑市、東海市、大府市、 
知多市、豊明市、日進市、 
愛西市、弥富市、あま市、 
長久手市、愛知郡、知多郡、
海部郡 

軽自動車検査協会 愛知主管事務所 

〒466-0812 
名古屋市昭和区八事富士見 1603 

052- 

833-3551

尾張小牧 

※１ 

 

一宮 

※２ 

小牧自動車検査登録事務所 

〒485-0074  
小牧市新小木 3丁目 32 

050- 

5540-2048

※１ 瀬戸市、春日井市、 
犬山市、江南市、 
清須市、小牧市、 
稲沢市、岩倉市、 
尾張旭市、北名古屋市、
西春日井郡、丹羽郡 

※２ 一宮市 

小牧支所 
〒485-0074  
小牧市新小木 3丁目 36 

0568- 

75-3464 

三河 ※１ 

豊田 ※２ 

岡崎 ※３ 

西三河自動車検査登録事務所 
〒473-0917 
豊田市若林西町西葉山 46 

050- 

5540-2047

※１ 碧南市、刈谷市、 
 安城市、西尾市、 
 知立市、高浜市、 
 みよし市 

※２ 豊田市 

※３ 岡崎市、額田郡 

西三河支所 

〒473-0917 
豊田市若林西町西葉山 48-2 

0565- 

51-2555 

豊橋 

豊橋自動車検査登録事務所 

〒441-8077 
豊橋市神野新田町字京ノ割 20 番 3 

050- 

5540-2049
豊橋市、豊川市、蒲郡市、 
新城市、田原市、北設楽郡 豊橋支所 

〒441-8077 
豊橋市神野新田町字京ノ割18 

0532- 

34-3311 
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车库证明 (shako shōmei) 

想要持有汽车时必须要有车库证明(在路以外的地方证明有停车车位的文件)。如果能在住

址（使用的据点的位置）2公里以内确保停车车位的话，向管辖那个停车车位的警察局提交汽

车保管场所证明申请书。当被承认是适当的车库时，将可收到车库证明书和保管场所标章。

保管场所标章请贴在汽车后面玻璃等容易看見的地方。另外，关于轻型汽车，有些地区需要

申报保管场所，详细情况请至就近的警察局询问。 

汽车的检查（车检）(shaken) 

汽车是否安全，是否符合环境基准，国家会举行定期检查，就是汽车的检查(简称车检)。

如果检查不合格，没有领到有效的汽车检查证(简称车检证)就不可以驾驶该汽车。汽车检查

证的有效期间为自家用轿车最先开始时是 3 年,从第二次开始就变为 2 年(仅限新车的最初有

效期为三年)。关于详细的手续等，请向就近的运输分局(unyu shikyoku)或汽车检查登记事

务所(jidōsha kensa tōroku jimusho)询问。 

咨询处 

牌照 
中部运输局（轻型汽车以外） 

电话号码 管辖区域 
小型汽车检查协会（轻型汽车） 

名古屋 

爱知运输分局 
邮编 454-8558 
名古屋市中川区北江町 1丁目 1-2 

050- 

5540-2046

名古屋市、半田市、津岛市、
常滑市、东海市、大府市、 
知多市、丰明市、日进市、 
爱西市、弥富市、海部市、 
长久手市、爱知郡、知多郡、
海部郡 

小型汽车检査协会 爱知主管事务所 
邮编 466-0812 
名古屋市昭和区八事富士见 1603 

052- 

833-3551

尾张小牧

※１ 

 

一宮 

※２ 

小牧汽车检查登记事务所 
邮编 485-0074 
小牧市新小木 3丁目 32 

050- 

5540-2048

※１ 濑户市、春日井市、 
 犬山市、江南市、 
 清须市、小牧市、 
 稻泽市、岩仓市、 
 尾张旭市、北名古屋市、
 西春日井郡、丹羽郡 
※２ 一宮市 

小牧支所 
邮编 485-0074 
小牧市新小木 3丁目 36 

0568- 

75-3464 

三河 ※１ 

丰田 ※２ 

冈崎 ※３ 

西三河汽车检查登记事务所 
邮编 473-0917 
丰田市若林西町西叶山 46 

050- 

5540-2047

※１ 碧南市、刈谷市、 
 安城市、西尾市、 
 知立市、高滨市、 
 三好市 
※２ 丰田市  
※３ 冈崎市、额田郡 

西三河支所 
邮编473-0917 
丰田市若林西町西叶山48-2 

0565- 

51-2555 

丰桥 

丰桥汽车检查登记事务所 
邮编 441-8077 
丰桥市神野新田町字京之割 20 番 3 

050- 

5540-2049
丰桥市、丰川市、蒲郡市、 
新城市、田原市、北设楽郡 丰桥支所 

邮编441-8077 
丰桥市神野新田町字京之割18 

0532- 

34-3311 
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自動車保険 

 
強制保険（自動車損害賠償責任保険） 

自動車保険には強制保険と任意保険の 2 種類があります。日本では、すべての自動車

の所有者に自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）への加入が法律で義務付けられてお

り、自動車の購入や車検のときに自動的に加入されます。この保険は自動車またはバイ

クを運転中に他人を死傷させた場合のみ適用され、被害者の人的損害を限度額まで補償

するものです。事故によっては多額の賠償金がかかり自賠責保険では十分ではない場合

があるので、さらに任意保険に入ることをおすすめします。 

任意保険 

強制保険の対象とならない対物損害（他人の物を壊すなどの事故）や車両損害（自動

車を盗まれるなどの事故）、事故の賠償額が自賠責保険の支払限度額を超える対人損害な

どに対して支払われます。任意保険は民間の保険会社で加入できます。 

 
交通事故 

 

交通事故にあったら 

愛知県は交通事故がとても多いところです。十分に注意してください。万一交通事故

にあった場合は、落ち着いて次のように対応してください。 

a. 自動車を運転しているときは、他の交通の妨害にならないよう安全な場所に自動

車を移動させエンジンを切ります。 

b. 負傷者がいるときは、消防署（119 番）に電話し、救急車などが到着するまでの

間、ガーゼやハンカチで止血するなど可能な応急手当を行ってください。 

c. すぐに警察（110 番）に電話し、事故にあった場所、負傷者の数や負傷の程度な

どを伝え、指示を受けてください。 

d. 警察官が到着するまで、事故現場を離れないでください。なお、加入している保

険会社に届け出るとともに、医師の診断を受けておくと安心です。 

交通事故を起こしたまま警察に連絡せずに、その場から逃げると重大な罪になり、厳

しく罰せられます。 
 

踏切で自動車が故障したとき 

踏切で自動車が動かなくなったときは、次の要領で一刻も早く列車の運転士に知らせ

るとともに、自動車を速やかに踏切の外に移動するよう試みてください。 

a. 警報機の柱などに取り付けられている押しボタン式の踏切支障報知装置を押し

て列車に合図をする。 

b. 携帯している発炎筒などを使い、列車に分かるように合図をする。 

c. 発炎筒などがない場合は、赤色などの目立つ布などを線路外で振るなどして列車

に分かるように合図をする。  
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汽车保险 

 
強制保险（机动车辆保险）(jibaiseki hoken) 

汽车保险有強制保险与任意保险这两种。在日本，法律规定所有的汽车持有人必须强

制加入机动车辆保险(日文略称为自赔责保险)，购买汽车时或进行车检时会自动加入。

该保险可用于驾驶汽车或骑摩托车造成他人死伤时，向被害者提供一定额度的赔偿。根据

事故的不同，如果需要大笔赔偿金额时，仅靠该保险可能会不够，因此，推荐您也加入

任意保险。 

任意保険 (nin’i hoken) 

不在强制保险范围内的对物损害(毁坏别人的东西等事故)、汽车损害(汽车被偷窃等事

故)、发生事故时必须支付的对人损害等赔偿额度超过机动车辆保险支付的限额时会支付。

任意保险可以在民间的保险公司加入。 

 
交通事故 

 

发生交通事故时 

爱知县是交通事故多发区。请一定要注意。万一发生了交通事故，请沉着冷静地按照下

列方法处理。 

a. 正在驾驶汽车的时候，尽量不要妨碍交通，把车停到安全的地方，关掉引擎。 

b. 如果有受伤的人，请打电话给消防局(119)，在救护车等到达之前，用纱布或手帕

进行止血等一般能力上做得到的急救。 

c. 马上打电话给警察(110)，把发生事故的场所、伤患的人数与受伤的程度等告诉警

察，并请您遵从指示。 

d. 警察到达以前请不要离开事故现场。还有，要向加入的保险公司申报。同时，为求

安心，要上医院去检查。 

发生交通事故后不通知警察，直接逃离事故现场的话是非常重大的罪，会处以严厉的

惩罚。 
 

汽车在过铁路道口时发生故障 

汽车在铁路道口上动不了的时候、请按照下列要领，在最短的时间内告知列车驾驶员，

并再试试看能不能把汽车迅速的移离道口。 

a. 警报机的柱子等有安装着按钮式的铁路道口故障通报装置，请按下其按钮对列车发

出信号。 

b. 请使用携带型的发火筒等，向列车发出明确信号。 

c. 如果没有发火筒的情况，请使用红色等明显的布，在铁道外以挥舞等方式，向列车

发出明确信号。  
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交通事故に関する相談窓口 

交通事故に関する相談窓口は次のとおりです。いずれも相談は無料です。 

 
 
予約電話 052-961-7902（予約制） 

言語 中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語 

受付時間 相談日の週の月～木曜日 10:00～18:00（木曜日は正午まで） 

相談時間 毎月第 2・4金曜日 13:00～16:00 

 
 

 
予約電話 052-581-6111（予約制、留守番電話により24時間対応） 

言語 中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語 

相談時間 毎週土曜日 10:00～12:30 

 
 

 
 
電話 052-962-5100（法律相談は予約制） 

所在地      名古屋市中区三の丸 3-1-2 自治センター1階 

電話相談 月～金曜日 9:00～17:15 

土・日曜日 9:00～16:30 

法律相談 月・水・金曜日 13:00～15:00 

 
 

 
 

予約電話 052-252-0044（予約制） 

所在地      名古屋市中区栄 4-1-1 中日ビル 3階 
受付時間 月～金曜日 10:00～19:00 

土・日曜日 10:00～16:30 

相談時間 月～土曜日 10:15～16:30 
 

 
 
 

電話 052-263-7875（弁護士相談は予約制） 

所在地      名古屋市中区栄 4-5-3 KDX 名古屋栄ビル 4階 

電話相談 月～金曜日（祝日除く）9:00～12:00、13:00～17:00 

弁護士相談 水曜日 13:00～16:00 
 

この他にも市町村役場で無料の交通事故相談窓口を設けている場合がありますので、

照会してみるとよいでしょう。 

  

愛知県国際交流協会 
外国人のための弁護士相談 

NIC 法律相談 

愛知県中央県民生活プラザ 
交通事故相談 

名古屋法律相談センター（愛知県弁護士会）
交通事故相談 

日本損害保険協会 
名古屋自動車保険請求相談センター
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交通事故相关的咨询处 

下列为交通事故相关的咨询处，全部都是的咨询免费。 

 
 
预约电话 052-961-7902（预约制） 

语言 中文、英语、葡萄牙语、西班牙语 

受理时间 咨询日当周星期一～星期四 10:00～18:00（星期四到中午为止） 

咨询时间 每月的第 2、4星期五 13:00～16:00 

 
 

 
预约电话 052-581-6111（预约制，录音电话预约是 24 小时服务） 

语言 中文、英语、葡萄牙语、西班牙语 

咨询时间 每周星期六 10:00～12:30 

 
 

 
 

电話 052-962-5100（法律咨询是预约制） 

地址       名古屋市中区三之丸 3-1-2 自治中心 1楼 

电话咨询 星期一～星期五 9:00～17:15 

星期六、星期日 9:00～16:30 

法律咨询 星期一、星期三、星期五 13:00～15:00 

 
 

 
 

预约电话 052-252-0044（预约制） 

地址       名古屋市中区荣 4-1-1 中日大楼 3楼 

受理时间 星期一～星期五 10:00～19:00 

星期六、星期日 10:00～16:30 

咨询时间 星期一～星期六 10:15～16:30 
 

 
 
 

电话 052-263-7875（律师咨询是预约制） 

地址       名古屋市中区荣 4-5-3 KDX 名古屋荣大楼 4楼 

电话咨询 星期一～星期五（除去节日）9:00～12:00、13:00～17:00 

律师咨询 星期三 13:00～16:00 
 

除了这些以外，市町村政府机关也设有免费的交通事故咨询处，欢迎咨询。 

爱知县国际交流协会 
专为外国人的律师咨询 

NIC 法律咨询 

爱知县中央县民生活广场 
交通事故咨询 

名古屋法律咨询中心（爱知县律师会）
交通事故咨询 

日本损失保险协会 
名古屋汽车保险请求咨询中心 
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1 警察 keisatsu 警察 

2 救急車 kyūkyūsha 救护车 

    

3 事故 jiko 事故 

4 台風 taifū 台风 

5 ガス漏れ gasu more 煤气泄漏 

キーワード 关键词 
(右のページもご覧ください。) 10 語

第13章 緊急のとき 
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6 地震 jishin 地震 

7 マグニチュード magunichūdo 震级 

8 震度 shindo 震度 

    

9 り災証明 risai shōmei 受灾证明 

10 災害用伝言ダイヤル saigaiyō dengon daiyaru 灾害用留言电话 

キーワード 关键词 

第13章 紧急情况 

(也请浏览左页) 10 个词
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緊急電話のかけ方 
T 

火事・けが・急病 

火事やけが、急病のときは 119 番に電話をかけてください。119 番は全国共通で 24 時間

体制をとっており、通話料は無料です。 

 

1. 局番なしで直接 119 をダイヤル（プッシュ）する。公衆電話の場合は、緊急用

の赤いボタンを強く押す。 

2. 「火事」か「救急（けが・急病）」かをはっきり告げ、場所、名前を落ち着い

て伝える。 

（例）  

火事です。（けが人がいます／急病です） 

場所は（場所）です。 

私は（名前）です。 
 
 

交通事故・犯罪 

交通事故や犯罪が起きたときは 110 番に電話をかけてください。110 番は全国共通で 24

時間体制をとっており、通話料は無料です。 

 
 

1. 局番なしで直接 110 をダイヤル（プッシュ）する。 

2.  いつ、どこで、何が起きたかできるだけ正確に告げ、自分の名前を伝える。 

（例）  

（時）、（詳細な場所）で交通事故（盗難／けんか等）がありました。 

私は（名前）で、交通事故（盗難／けんか等）の当事者（目撃者等）です。 

連絡先は（電話番号・携帯電話）です。 

3. 警察官の質問に対して落ち着いて答える。 

 
   

電話のかけ方 

電話のかけ方 
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紧急电话的拨打方法 
T 

火灾、受伤、急病 

火灾或是受伤、急病的时候请拨打 119 电话。119 是全国共通 24 小时服务体制，免费电话。 

 

1. 不用拨区域号码，直接拨打 119。使用公共电话的话，请用力按下紧急用的红色

按钮。 

2. 是“火灾”还是“急救(受伤‧急病)”请清楚告知，场所、姓名请镇定传达。 

（例如）  

kaji desu （发生火灾。） 

keganin ga imasu （有受伤人员。） 

kyūbyō desu （有急病人员。） 

basho wa （场所） desu （地点在 （场所） 。） 

watashi wa （姓名） desu （我是 （姓名） 。） 

 

交通事故、犯罪 

发生交通事故或是发生犯罪事件时请拨打 110 电话。110 是全国共通 24 小时服务体制，免

费电话。 

 

 

1. 不用拨区域号码，直接拨打 110。 

2. 什么时候、在什么地方、发生了什么事情，可能的范围内请正确告知，最后报上

自己的姓名。 

（例如）  

（时间）, （详细地址） de kōtsū jiko (tōnan / kenka) ga arimashita 

（时间）、（详细地址） 发生了交通事故（窃盗／争吵斗殴）。 

watashi wa （姓名） de, kōtsū jiko (tōnan / kenka) no tōjisha (mokugekisha) desu 

我是（姓名）是交通事故（窃盗／争吵斗殴）的当事者（目击者）。 

renrakusaki wa （电话号码／手机号码） desu 

联系电话是 （电话号码／手机号码）。 

3. 请镇定的回答警察所提出的问题。 

 
  

拨打方式 

拨打方式 
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第 13 章 緊急のとき 
 
 

 

地震 
 
日本は地震の多い国です。なかでも愛知県では「東海地震」や「東南海地震」の発生の

危険性が高まっています。東海地震や東南海地震はマグニチュード 8 クラスの大地震と予

測され、愛知県内では激しい揺れにより大きな被害が発生すると考えられています。 

警戒宣言とは 

東海地震の発生のおそれがあると判断された場合には予知情報が発表され、ほぼ同時に

内閣総理大臣から警戒宣言が発令され、テレビやラジオなどの放送のほか、市役所・町村

役場からスピーカー、サイレン、広報車などにより「大規模な地震の発生に備えて、安全

の確保や準備を行なってください」との警告を発します。しかし、予知情報、警戒宣言の

発令なしに突然地震が発生する場合もありますので日頃からの備えが必要です。 

警戒宣言が発令されたら（強化地域内） 

a. 鉄道・バスは、原則として最寄りの安全な駅・場所で停車、運行中止となります。

東海道新幹線の場合、名古屋－新大阪間の運行は継続されます。 

b. 飲料水、電気、ガスの供給は継続されます。 

c. 病院は原則外来診療中止、耐震性を有する病院は診療を継続します。 

d. 電話は緊急用通話に支障が出ないように制限されます。 

e. 道路は通行規制が行なわれます。 

f. 金融機関は一部のオンライン稼動を除き営業中止となります。 

g. その他安全確保のための措置が取られます。 

地震への備え 

a. 3 日分以上の飲料水･食料が入った袋やかばんなどをすぐに持ち出せる所に準備し

ておきましょう。ラジオや懐中電灯などを入れておくと非常時に役立ちます。 

b. 家の中の家具類の固定、ガラス飛散防止フィルムの貼り付けなどを行いましょう。

必要であれば、寝る場所や出入り口の周りなどの家具の配置を見直しましょう。 

c. 家の間取りや家具の配置などを考慮して、安全に身を守ることができる場所を確認

しておきましょう。 

d. 避難場所を事前に確認しておきましょう。 

地震が起きたら 

a. 建物の中では、転倒のおそれがある家具から離れ、テーブルの下など、身を守ること

のできる場所で揺れがおさまるのを待ち、自分の身を守りましょう。 

b. 揺れが収まったら、使っている火をすぐ消し、ガスの元栓を閉め、出火防止に

努めましょう。 

c. 揺れが収まったら、扉を開けて非常脱出口を確保しましょう。 

d. 屋外ではブロック塀や自動販売機の倒壊、窓ガラス、看板などの落下物に注意

しましょう。 

e. 海岸付近にいる場合は、津波の危険性があるのですぐに高いところに避難しましょう。 

f. 自動車を運転中の場合はハンドルをしっかりと握り、徐々にスピードを落として道路

の左側に止め、エンジンを切りましょう。避難が必要なときは、キーを付けたまま、

ドアロックをせずに、車検証などの貴重品を忘れずに持ち出し、徒歩で避難しましょう。
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第 13 章  紧急情况 

 

地震 
 
日本多地震的国家。其中，爱知县发生“东海地震”和“东南海地震”的危险性很高。东

海地震与东南海地震被预测为震级 8 级的大地震，爱知县内可能因为发生激烈的摇动而造成

大灾害。 

什么是警戒宣言？(keikai sengen) 

判断出有可能发生东海地震时会发布预知信息，大致上同一时间内阁总理大臣会发出警戒

宣言，除了电视和收音机等的广播以外，市政府‧町村政府机关会利用扬声器、警笛、宣传车

等发布“大规模的地震发生之前，请做好安全的确保与准备工作”的警告。但有时会在没有

发布预知信息、警戒宣言的情况下而突然发生地震，因此，平时也必须作好准备工作。 

警戒宣言发布之后（强化地区内） 

a. 铁路、公车，原则上会在最近的安全的车站或场所停车，并且运行中断。 

东海道新干线的场合，名古屋－新大阪之间的运行持续运作。 

b. 饮用水、电、煤气将继续供给。 

c. 医院原则上门诊诊疗中止、具有抗震性的医院继续诊疗。 

d. 电话方面在不造成紧急用通话使用上的障碍将会限制使用。 

e. 会进行道路通行的限制。 

f. 金融机关除了一部分网络在线服务外，营业中止。 

g. 采取其它安全防护的必要措施。 

防震准备 

a. 装上 3天以上的饮用水、食粮的袋子与背包等，放在能立即拿取的地方。背包内放入

收音机与手电筒等在需要的时候会更有帮助。 

b. 把家中的家具做好固定的动作，贴上防止玻璃飞散的胶带。必要的话，调整寝室出入

口周围的家具摆放位置。 

c. 考虑到室内布局与家具摆放，确认可保障自身安全的场所。 

d. 避难场所请事先做好确认动作。 

 
如果发生地震 

a. 如果在建筑物内，则远离可能倾倒的家具，待在桌子底下或是能保护自身安全的地方，

等待摇晃停止，请保护自身安全。 

b. 摇晃停止后，请立刻关闭正在使用的火和煤气开关，以防发生火灾。 

c. 摇晃停止后，打开门窗确保逃生的出口。 

d. 请注意户外水泥砖墙与自动售货机倾倒砸身，注意窗户玻璃及招牌等可能掉落的

物品。 

e. 如果在海边的话，有可能发生海啸，请立即逃往高处避难。 

f. 如果正在开车的话，请抓紧方向盘，慢慢降低行车速度并停在道路的左侧，并且停止引

擎。如果需要避难时，钥匙插入钥匙孔不用取下车门不用锁上，车检证等贵重物请随身

带走，离车徒步避难。  
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第 13 章 緊急のとき 
 
 

 
災害用伝言ダイヤル 

地震などの大災害発生時には、被災地に安否確認、お見舞いなどの電話が殺到し、電話

がつながりにくくなる状況が数日間続きます。「災害用伝言ダイヤル（171 番）」は災害発生

時には、電話の通信状況に応じて家族、親類、知人などの安否確認や情報連絡に利用でき

るサービスです。まず 171 番をダイヤルし、流れてくるガイダンスに従って伝言の録音・

再生を行います。また、各携帯電話会社から災害用伝言板サービスが提供されています。 

基本的な操作 

171 

1 
（メッセージ録音） 被災地にある固定電

話番号を市外局番から

入力します。 

３０秒以内のメッセー

ジを入れます。 

2 
（メッセージ再生） 

メッセージを聞きます。

ガイダンスは日本語のみで、海外から利用することはできません。原則として相手の電

話番号までの通話料がかかります。毎月 1 日と 15 日、防災週間（毎年 8 月 30 日～9 月 5

日）や防災とボランティア週間（毎年 1月 15 日～21 日）などに災害用伝言ダイヤルを体験

できます。 

 
台風・集中豪雨 

 
日本では、夏から秋にかけて台風が接近しやすくなります。台風が来ると強風や豪雨に

より洪水や土砂災害などの被害が出ることがあります。ラジオやテレビなどで台風情報に注

意し、台風が近づいたら旅行、登山、釣り、海水浴などは控えましょう。また、短時間に集

中的な大雨が降る集中豪雨や局地的大雨による被害が全国的に発生しています。台風や集中

豪雨に備えて、日ごろから近くの避難場所を確認しておくことが大切です。 

 
り災証明 

 
地震や風水害、火事などの被害にあって、税の減免や猶予などを受ける場合には、り災

証明が必要です。申請書は居住地の市区町村役場や消防署にあります。 

 
ガス漏れ 

p  

ガス臭いときやガス漏れ警報器が鳴ったときは危険です。このようなときは次のように

対処してください。 

a. 窓や戸をあけましょう。 

b. ガス栓やメーターガス栓を閉め、火を使わないようにしましょう。 

c. ガス会社、ガス販売店に連絡しましょう。 

d. 換気扇をはじめ、電気器具のスイッチを入れたり切ったりするのはやめましょう。

スパークによる爆発の原因となります。   
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第 13 章  紧急情况 

 

灾害用留言电话 

发生地震等大规模灾害时，打往受灾地区确认安危、表示慰问的电话将骤然增多，在数天

时间内，都会持续存在电话难以接通的状况。“灾害用留言电话(号码 171)”是在发生灾害时，

根据电话的通信状况，与家人、亲戚、朋友等确认平安、互通信息的一种服务。首先拨打号

码 171，听从语音指示的信息进行录音或是播放留言。另外，各手机公司有提供灾害用留言电

话的服务。 

基本操作 

171 

1 
（留言录音） 从市外局号输入受灾地

区的座机号码。 

录下 30 秒以内的留言。

2 
（留言播放） 

播放留言。 

语音提示只提供日文服务，从海外拨打者不能使用。原则上拨打到对方的电话需要花费通

话费用。每月的 1 日与 15 日、防灾周(每年 8 月 30 日～9 月 5 日)、防灾和志愿者周(每年 1

月 15 日～21 日)等，可以体验灾害用留言电话。 

 
台风、集中暴雨 

 

在日本，夏天到秋天这段期间时常会有台风。台风到来带来的强风与暴雨会造成洪水、泥

石流等灾害。请注意收音机与电视的台风信息，台风接近时请尽可能不要旅行、登山、钓鱼

或去海边游玩。另外，短时间内降下的集中大雨、集中暴雨、局部大雨所造成的灾害将在全

国各地发生。预防台风与局部暴雨，从平时开始预先确认附近的避难场所是非常重要的。 

 
受灾证明 (risai shōmei) 

 

遭受了地震和风灾与水灾、火灾等，想申请税金减免或延期缴纳时，需要受灾证明。居住

地区的市区町村政府机关或消防局提供申请书。 

 
煤气泄漏 

p  

闻到煤气臭味时或是煤气泄露警报器铃声响起时十分危险。发生煤气泄露时请照下列步骤

处理。 

a. 请开窗户与大门。 

b. 请关闭煤气开关或仪表煤气开关，并且不要使用火。 

c. 请与媒气公司、煤气销售店取得联系。 

d. 请不要开启或关闭换气扇与电器用品的开关，因为火花有可能引起爆炸。 
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第 14 章 要覧(愛知県国際交流協会) 
 

 
 

（公財）愛知県国際交流協会 
T 

（公財）愛知県国際交流協会には、多文化共生センター、図書室のほか、登録ボランティア
向けの「ボランティアルーム」などがあります。また、様々な講座、講演会、イベントなども
開催しています。世界各国の情報収集の場として、また交流を深め広げていく場として、ぜひ
ご利用ください。 
 

住所 〒460-0001 名古屋市中区三の丸 2-6-1 愛知県三の丸庁舎 1・2階 
開館日 月～木・土曜日 10:00～18:00 

金曜日 10:00～20:30 
交通手段 地下鉄名城線「市役所」5番出口より徒歩 5分 

または地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」1番出口より徒歩 10 分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多文化共生センター 

① 相談・情報カウンター 
月～土曜日 10:00～18:00（中国語は月曜日のみ） 
外国人の生活相談を中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語で実施して
います。また、国際交流に関する各種情報・資料を提供しています。 

② 外国人のための無料弁護士相談 
毎月第 2・4金曜日 13:00～16:00（予約制） 
予約受付は開催日の週の月曜日から木曜日の12:00までです。 
中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語は通訳が付きます。 

③ 多文化ソーシャルワーカーによる個別支援（愛知県） 
月～金曜日 10:00～17:00（予約制） 
地域で暮らす外国人を個別に支援します。中国語、英語、ポルトガル語、
スペイン語は通訳が付きます。 
 

 

 
 

 

 

  

(ただし、祝日および年末年始を除く)

 

■ 地下鉄「丸の内」

１番出口 

愛知県 
国際交流協会 

国
道
22 
 

 外堀通 
 

桜通 
 

中日新聞
●  

裁判所
合同庁舎●

護国神社●
 

本
町
通 

愛知県警察本部

●

愛知県体育館●
自
治
セ
ン
タ
ー
●

市
役
所
西
庁
舎
●

 
● 

県庁西庁舎  

名古屋 
市役所

愛知県庁

大
津
通

 
号
線

▲
Ｎ 

地下鉄
「市役所」
5番出口 

相談・情報カウンター、弁護士相談 
電話 052-961-7902 FAX 052-961-8045 
E メール sodan@aia.pref.aichi.jp 

多文化ソーシャルワーカー 
電話 052-961-7767 

問合せ先 
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第 14 章 要览(爱知县国际交流协会)
 

 
 

（公财）爱知县国际交流协会 
T 

在（公财）爱知县国际交流协会里，除了设有多文化共生中心、图书室以外，还设有供

在协会登记注册的志愿者使用的“志愿活动室”等。同时，还举办各种各样的讲座、讲演会、

节目等。欢迎大家把这里作为收集世界各国信息、加深相互交流的场所。 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多文化共生中心 

① 咨询及信息服务处 
星期一～星期六 10:00～18:00（仅星期一提供中文服务） 

为外国人提供各方面的生活咨询，可以用中文、英语、葡萄牙语以及西班牙语

提供服务。同时，在这里还提供国际交流的各种信息、资料等。 
② 为外国人提供免费法律咨询服务 

每个月的第 2、4周星期五 13:00～16:00（预约制） 

预约受理时间为咨询日当週的星期一到星期四的 12:00为止。 

可提供中国语、英语、葡萄牙语、西班牙语的翻译服务。 
③ 由多文化社会工作者提供个别支援（爱知县政府） 

星期一～星期五 10:00～17:00（预约制） 

为在爱知县内生活的外国人提供个别支援。可提供中文、英语、葡萄牙语以及

西班牙语的翻译服务。 
 
 
 
 
 
 
 
 

地址 邮编460-0001 名古屋市中区三之丸2-6-1爱知县三之丸厅舍1楼、2楼
开馆日 星期一～四、星期六 10:00～18:00  

星期五 10:00～20:30  

交通手段 地铁名城线“市役所”(shiyakusho)5 号出口步行 5分或者鹤舞线、樱
通线“丸之内”(marunouchi)1 号出口步行 10 分 

 

■地下铁“丸之内” 
  1 号出口  

        爱知县 
    国际交流协会 

国 
道 
22 
号  
 

    外堀通

   樱通 
 

中日报社
●  

法院 ●

护国神社 ●
 

 

爱知县警察本部
 ● 

           爱知县体育馆 ●
自
治
中
心
●

 
● 

县厅西舍 
 

名古屋
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爱知县厅

大
津
通

 

地下铁“市政府”
5号出口 

▲
Ｎ 

本
町
通

市
役
所
西
厅
舍
●

咨询及信息服务处、法律咨询服务 
电话 052-961-7902 传真 052-961-8045 
邮箱 sodan@aia.pref.aichi.jp 

多文化社会工作者 
电话 052-961-7767 

咨询处 

(节假日及年末年初除外) 
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第 14 章 要覧(愛知県国際交流協会)  
 

 
Web サイト（i-net） 

 
http://www2.aia.pref.aichi.jp/ 

6 言語により、イベント情報や外国人向けの生活情報などを提供しています。 

 

図書室 

外国語による日本文化紹介書や日本語による外国紹介書、また外国語の絵本など様々

な本が閲覧でき、貸出しもしています。また、ビデオやいろいろな国の雑誌や新聞が閲

覧できるコーナーもあります。 
 

 
外国人向けラジオ番組 

生活に役立つ情報や防災情報などを外国語でお送りします。 

＊ZIP-FM FM77.8MHZ（名古屋地域）/ FM77.1MHZ（豊橋地域）「グローバル・ボイス」 

 

あいち国際プラザ日本語教室 

愛知県国際交流協会主催の「日本語ボランティア入門ゼミナール」を修了した

ボランティアが、1999 年から協会とともに運営しています。 

 

 

火曜日（午後）13:30～15:00  

金曜日（午後）13:30～15:00 金曜日（夜） 19:00～20:30 
土曜日（午前）10:30～12:00 土曜日（午後） 14:00～15:30 

 
 

電話 052-961-7904（交流担当） 

ファックス 052-961-8045  
Eメール koryu@aia.pref.aichi.jp 

 

 

日本語教育リソースルーム 

日本語教材の閲覧や日本語教育に関する情報提供を行っています。 

オープン時間 火・土曜日 10:00～17:00 (祝日・休日を除く) 

※ 13:00～17:00はボランティアによる相談・情報提供を行っています。 
 

 

電話 052-961-7904（交流担当） 

Eメール koryu@aia.pref.aichi.jp 
  

開催日および時間

問合せ先 

問合せ先 
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第 14 章 要览(爱知县国际交流协会） 

 

 
网页 (i-net) 

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ 

用 6 种语言，提供活动信息和针对外国人的生活信息。 
 

 
图书室 

这里有各种各样用外语介绍日本文化的书、用日语介绍外国的书以及外国书籍，还有外

语的图画书等，可以阅读与出借。同时，还设有可以阅览影像和各种各样国家的报刊杂志

阅览区。 

 
以外国人为对象的广播节目 

用外语播送各类生活信息和防灾信息。 

＊ZIP-FM FM77.8MHZ（名古屋地区）/ FM77.1MHZ（丰桥地区）“环球之声” 
 

 

爱知国际广场日语教室 

爱知县国际交流协会举办的“日语志愿者入门研究班”，本协会及完成研究班课程

的志愿者一起，于 1999 年起举办的日语教室。 

 
 

星期二(下午)13:30～15:00  

星期五(下午)13:30～15:00 星期五(晚上)19:00～20:30 

星期六(上午)10:30～12:00  星期六(下午)14:00～15:30 

 
 

电话 052-961-7904 (交流担当) 

传真 052-961-8045  

邮箱 koryu@aia.pref.aichi.jp 
 

 

日语教育资源共享室 

提供有关日语教材及日语教育的有关信息。 

开放时间 星期二、星期六 10:00～17:00 (节假日、休息日除外) 

※ 13:00～17:00 志愿者服务咨询、信息提供。 

 
  

电话 052-961-7904(交流担当） 

邮箱     koryu@aia.pref.aichi.jp 
  

举办的日期和时间

咨询处 

咨询处 
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第 14 章 要覧(市町村の国際交流協会) 
 
 

 

市町村の国際交流協会 
 
各市町村の国際交流協会でも、情報提供を行っています。知りたいことや困ったことが

ありましたら、お問い合わせください。 
（アルファベット順） 

名称 所在地 電話番号 

あま市国際交流協会 
〒490-1292 
あま市木田戌亥 18-1 
あま市役所内 

052-444-1712 

安城市国際交流協会 
〒446-8501 
安城市桜町 18-23 
安城市市民生活部市民協働課内 

0566-71-2260 

知立市国際交流協会 
〒472-8666 
知立市広見 3-1 
知立市企画部協働推進課内 

0566-83-1111 

内線 334 

知多市国際交流協会 
〒478-0047 
知多市緑町12-1 
知多市市民活動センター内 

0562-36-1306 

蒲郡国際交流協会 
〒443-8601 
蒲郡市旭町17-1 
蒲郡市企画部企画広報課内 

0533-66-1162 

半田国際交流協会 
〒475-0918 
半田市雁宿町 1-22-1 
雁宿ホール内 

0569-26-1929 

碧南市友好親善協会 
〒447-8601 
碧南市松本町 28 
碧南市市民協働部地域協働課内 

0566-48-2753 

一宮市国際交流協会 
〒493-8511 
一宮市木曽川町内割田一の通り 27 
教育委員会生涯学習課国際グループ内 

0586-84-0014 

稲沢市国際友好協会 
〒492-8525 
稲沢市朝府町 15-12 
産業会館内 

0587-21-0502 

犬山国際交流協会 
〒484-0086 
犬山市松本町4-21（犬山国際観光センター） 
犬山市生活環境部地域活動推進課 

0568-61-1000 

刈谷市国際交流協会 
〒448-8501 
刈谷市東陽町 1-1 
刈谷市役所内 

0566-62-1209 

北名古屋市国際交流協会 
〒481-8531 
北名古屋市西之保清水田 15 

0568-22-1111 

清須市国際交流協会 
〒452-0942 
清須市清洲弁天 96-1 
清須市教育委員会生涯学習課内 

052-409-6471 

小牧市国際交流協会 
〒485-0041 
小牧市小牧 2-107 
市公民館 4階 

0568-76-0905 

江南市国際交流協会 
〒483-8701 
江南市赤童子町大堀 90 
江南市教育部生涯学習課内 

0587-54-1111 

内線 397 
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第 14 章 要览(市町村的国际交流协会） 

 
市町村的国际交流协会 

 
各市町村的国际交流协会也进行信息提供服务，如果有想知道的事情或遇到困难时，请前

往咨询。 
(字母顺序) 

名称 地址 电话号码 

海部市国际交流协会 
邮编 490-1292 
海部市木田戌亥 18-1 
海部市役所内 

052-444-1712 

安城市国际交流协会 
邮编 446-8501 
安城市樱町 18-23 
安城市市民生活部市民协动科内 

0566-71-2260 

知立市国际交流协会 
邮编 472-8666 
知立市广见 3-1 
知立市企画部协动推进科内 

0566-83-1111 

内线 334 

知多市国际交流协会 
邮编 478-0047 
知多市绿町12-1 
知多市市民活动中心内 

0562-36-1306 

蒲郡国际交流协会 
邮编 443-8601 
蒲郡市旭町17-1 
蒲郡市企画部企画广报科内 

0533-66-1162 

半田国际交流协会 
邮编 475-0918 
半田市雁宿町 1-22-1 
雁宿大厅内 

0569-26-1929 

碧南市友好亲善协会 
邮编 447-8601 
碧南市松本町 28 
碧南市市民协动部地域协动科内 

0566-48-2753 

一宫市国际交流协会 
邮编 493-8511 
一宫市木曽川町内割田一之通 27 
教育委员会生涯学习科国际组内 

0586-84-0014 

稻泽市国际友好协会 
邮编 492-8525 
稻泽市朝府町 15-12 
产业会馆内 

0587-21-0502 

犬山国际交流协会 
邮编 484-0086 
犬山市松本町4-21（犬山国际观光中心） 
犬山市生活环境部地域活动推进科 

0568-61-1000 

刈谷市国际交流协会 
邮编 448-8501 
刈谷市东阳町 1-1 
刈谷市役所内 

0566-62-1209 

北名古屋市国际交流协会 
邮编 481-8531 
北名古屋市西之保清水田 15 

0568-22-1111 

清须市国际交流协会 
邮编 452-0942 
清须市清洲弁天 96-1 
清须市教育委员会生涯学习科内 

052-409-6471 

小牧市国际交流协会 
邮编 485-0041 
小牧市小牧 2-107 
市公民馆 4楼 

0568-76-0905 

江南市国际交流协会 
邮编 483-8701 
江南市赤童子町大堀 90 
江南市教育部生涯学习科内 

0587-54-1111 

内线 397 
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第 14 章 要覧(市町村の国際交流協会)  
 

名称 所在地 電話番号 

幸田町国際交流協会 
〒444-0113 
額田郡幸田町大字菱池字錦田 3 0564-62-2424 

長久手市国際交流協会 
〒480-1196 
長久手市岩作城の内 60-1 
長久手市まちづくり推進部まちづくり協働課内 

0561-63-1111 

内線 263

(公財)名古屋国際センター 
〒450-0001 
名古屋市中村区那古野 1-47-1 
名古屋国際センタービル内 

052-581-5678 

西尾市国際交流協会 
〒445-8501 
西尾市寄住町下田 22 
西尾市地域振興部市民協働課内 

0563-56-2111 

日進市国際交流協会(NIA) 
〒470-0122 
日進市蟹甲町中島 277-1 
日進市にぎわい交流館内 

0561-73-1131 

大府市国際交流協会 
〒474-8701 
大府市中央町 5-70 
大府市市民協働部文化国際課内 

0562-45-6266 

内線 326

岡崎市国際交流協会 
〒444-8601 
岡崎市十王町 2-9 
岡崎市役所内 

0564-23-6644 

瀬戸市国際センター 
〒489-0044 
瀬戸市栄町 45 
パルティせと 3階 

0561-88-2790 

新城市国際交流協会 
〒441-1392 
新城市字東入船 6-1 

0536-23-7783 

内線 196

たはら国際交流協会 
〒441-3421 
田原市田原町汐見 5 
田原文化会館 

0531-22-2622 

東海市国際交流協会 
〒476-0013 
東海市中央町4-2 
東海市立商工センター3階 

0562-32-5339 

常滑国際交流協会 
〒479-0837 
常滑市新開町 5-58 
常滑商工会議所内 

0569-34-4797 

豊明市国際交流協会 
〒470-1195 
豊明市新田町子持松 1-1 
豊明市役所本館 3階 

0562-92-4649 

(財)豊橋市国際交流協会 
〒440-0888 
豊橋市駅前大通 2-33-1 
開発ビル 3階 

0532-55-3671 

(財)豊川市国際交流協会 
〒442-0878 
豊川市新道町 1-1-3 
豊川市勤労福祉会館 1階 

0533-83-1571 

(公財)豊田市国際交流協会 
〒471-0034 
豊田市小坂本町1-25 
豊田産業文化センター3階 

0565-33-5931 

津島市国際交流協会 
〒496-8686 
津島市立込町 2-21 
秘書広報課内 

0567-24-1111 
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第 14 章 要览(市町村的国际交流协会) 

 

名称 地址 电话号码 

幸田町国际交流协会 
邮编 444-0113 
额田郡幸田町大字菱池字锦田 3 

0564-62-2424 

长久手市国际交流协会 
邮编 480-1196 
长久手市岩作城之内 60-1 
长久手市社区规划推进部社区规划协动科内 

0561-63-1111 

内线 263

(公财)名古屋国际中心 
邮编 450-0001 
名古屋市中村区那古野 1-47-1 
名古屋国际中心大楼内 

052-581-5678 

西尾市国际交流协会 
邮编 445-8501 
西尾市寄住町下田 22 
西尾市地域振兴部市民协动科内 

0563-56-2111 

日进市国际交流协会(NIA) 
邮编 470-0122 
日进市蟹甲町中岛 277-1 
日进市 NIGIWAI 交流馆内 

0561-73-1131 

大府市国际交流协会 
邮编 474-8701 
大府市中央町 5-70 
大府市市民协动部文化国际科内 

0562-45-6266 

内线 326

冈崎市国际交流协会 
邮编 444-8601 
冈崎市十王町 2-9 
冈崎市役所内 

0564-23-6644 

濑户市国际中心 
邮编 489-0044 
濑户市荣町 45 
PARUTISETO 3 楼 

0561-88-2790 

新城市国际交流协会 
邮编 441-1392 
新城市字东入船 6-1 

0536-23-7783 

内线 196

田原国际交流协会 
邮编 441-3421 
田原市田原町汐见 5 
田原文化会馆 

0531-22-2622 

东海市国际交流协会 
邮编 476-0013 
东海市中央町4-2 
东海市立商工中心3楼 

0562-32-5339 

常滑国际交流协会 
邮编 479-0837 
常滑市新开町 5-58 
常滑商工会议所内 

0569-34-4797 

丰明市国际交流协会 
邮编 470-1195 
丰明市新田町子持松 1-1 
丰明市役所本馆 3楼 

0562-92-4649 

(财)丰桥市国际交流协会 
邮编 440-0888 
丰桥市站前大通 2-33-1 
开发大楼 3楼 

0532-55-3671 

(财)丰川市国际交流协会 
邮编 442-0878 
丰川市新道町 1-1-3 
丰川市勤劳福祉会馆 1楼 

0533-83-1571 

(公财)丰田市国际交流协会 
邮编 471-0034 
丰田市小坂本町 1-25 
丰田产业文化中心 3楼 

0565-33-5931 

津岛市国际交流协会 
邮编 496-8686 
津岛市立込町 2-21 
秘书广告科内 

0567-24-1111 
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第 14 章 要覧(市区町村役場) 

 

市区町村役場 
 

（アルファベット順） 

市区町村 所在地/URL 電話番号 

阿久比町 
〒470-2292 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越 50 

http://www.town.agui.lg.jp/ 
0569-48-1111 

愛西市 
〒496-8555 愛西市稲葉町米野 308 

http://www.city.aisai.lg.jp/ 
0567-26-8111 

あま市 
〒490-1292 あま市木田戌亥 18-1 

http://www.city.ama.aichi.jp/ 
052-444-1001 

安城市 
〒446-8501 安城市桜町 18-23 

http://www.city.anjo.aichi.jp/ 
0566-76-1111 

知立市 
〒472-8666 知立市広見 3-1 

http://www.city.chiryu.aichi.jp/ 
0566-83-1111 

知多市 
〒478-8601 知多市緑町 1 

http://www.city.chita.aichi.jp/ 
0562-33-3151 

扶桑町 
〒480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道 330 

http://www.town.fuso.aichi.jp/ 
0587-93-1111 

蒲郡市 
〒443-8601 蒲郡市旭町 17-1 

http://www.city.gamagori.lg.jp/ 
0533-66-1111 

半田市 
〒475-8666 半田市東洋町 2-1 

http://www.city.handa.lg.jp/ 
0569-21-3111 

碧南市 
〒447-8601 碧南市松本町 28 

http://www.city.hekinan.aichi.jp/ 
0566-41-3311 

東浦町 
〒470-2192 知多郡東浦町大字緒川字政所 20 

http://www.town.higashiura.aichi.jp/ 
0562-83-3111 

一宮市 
〒491-8501 一宮市本町 2-5-6 

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/ 
0586-28-8100 

稲沢市 
〒492-8269 稲沢市稲府町 1 

http://www.city.inazawa.aichi.jp/ 
0587-32-1111 

犬山市 
〒484-8501 犬山市大字犬山字東畑 36 

http://www.city.inuyama.aichi.jp/ 
0568-61-1800 

岩倉市 
〒482-8686 岩倉市栄町 1-66 

http://www.city.iwakura.aichi.jp/ 
0587-66-1111 

蟹江町 
〒497-8601 海部郡蟹江町学戸 3-1 

http://www.town.kanie.aichi.jp/ 
0567-95-1111 

刈谷市 
〒448-8501 刈谷市東陽町 1-1 

http://www.city.kariya.lg.jp/ 
0566-23-1111 

春日井市 
〒486-8686 春日井市鳥居松町 5-44 

http://www.city.kasugai.lg.jp/ 
0568-81-5111 

北名古屋市 
〒481-8531 北名古屋市西之保清水田 15 

http://www.city.kitanagoya.lg.jp/ 
0568-22-1111 
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第 14 章 要览(市区町村政府机关) 

 

市区町村政府机关 
 

（字母顺序） 

市区町村 地址/网址 电话号码 

阿久比町 
邮编 470-2292 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越 50 

http://www.town.agui.lg.jp/ 
0569-48-1111 

爱西市 
邮编 496-8555 爱西市稻叶町米野 308 

http://www.city.aisai.lg.jp/ 
0567-26-8111 

海部市 
邮编 490-1292 海部市木田戌亥 18-1 

http://www.city.ama.aichi.jp/ 
052-444-1001 

安城市 
邮编 446-8501 安城市樱町 18-23 

http://www.city.anjo.aichi.jp/ 
0566-76-1111 

知立市 
邮编 472-8666 知立市广见 3-1 

http://www.city.chiryu.aichi.jp/ 
0566-83-1111 

知多市 
邮编 478-8601 知多市绿町 1 

http://www.city.chita.aichi.jp/ 
0562-33-3151 

扶桑町 
邮编 480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道 330 

http://www.town.fuso.aichi.jp/ 
0587-93-1111 

蒲郡市 
邮编 443-8601 蒲郡市旭町 17-1 

http://www.city.gamagori.lg.jp/ 
0533-66-1111 

半田市 
邮编 475-8666 半田市东洋町 2-1 

http://www.city.handa.lg.jp/ 
0569-21-3111 

碧南市 
邮编 447-8601 碧南市松本町 28 

http://www.city.hekinan.aichi.jp/ 
0566-41-3311 

东浦町 
邮编 470-2192 知多郡东浦町大字绪川字政所 20 

http://www.town.higashiura.aichi.jp/ 
0562-83-3111 

一宮市 
邮编 491-8501 一宮市本町 2-5-6 

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/ 
0586-28-8100 

稻泽市 
邮编 492-8269 稻泽市稻府町 1 

http://www.city.inazawa.aichi.jp/ 
0587-32-1111 

犬山市 
邮编 484-8501 犬山市大字犬山字东畑 36 

http://www.city.inuyama.aichi.jp/ 
0568-61-1800 

岩仓市 
邮编 482-8686 岩仓市荣町 1-66 

http://www.city.iwakura.aichi.jp/ 
0587-66-1111 

蟹江町 
邮编 497-8601 海部郡蟹江町学户 3-1 

http://www.town.kanie.aichi.jp/ 
0567-95-1111 

刈谷市 
邮编 448-8501 刈谷市东阳町 1-1 

http://www.city.kariya.lg.jp/ 
0566-23-1111 

春日井市 
邮编 486-8686 春日井市鸟居松町 5-44 

http://www.city.kasugai.lg.jp/ 
0568-81-5111 

北名古屋市 
邮编 481-8531 北名古屋市西之保清水田 15 

http://www.city.kitanagoya.lg.jp/ 
0568-22-1111 
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第 14 章 要覧(市区町村役場) 

 

市区町村 所在地/URL 電話番号 

清須市 
〒452-8569 清須市須ケ口 1238 

http://www.city.kiyosu.aichi.jp/ 
052-400-2911 

小牧市 
〒485-8650 小牧市堀の内 1-1 

http://www.city.komaki.aichi.jp/ 
0568-72-2101 

江南市 
〒483-8701 江南市赤童子町大堀 90 

http://www.city.konan.lg.jp/ 
0587-54-1111 

幸田町 
〒444-0192 額田郡幸田町大字菱池字元林 1-1 

http://www.town.kota.lg.jp/ 
0564-62-1111 

美浜町 
〒470-2492 知多郡美浜町大字河和字北田面 106 

http://www.town.mihama.aichi.jp/ 
0569-82-1111 

南知多町 
〒470-3495 知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪 18 

http://www.town.minamichita.lg.jp/ 
0569-65-0711 

みよし市 
〒470-0295 みよし市三好町小坂 50 

http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/ 
0561-32-2111 

長久手市 
〒480-1196 長久手市岩作城の内 60-1 
http://www.city.nagakute.lg.jp/ 

0561-63-1111 

名
古
屋
市 

名古屋市 
〒460-8508 名古屋市中区三の丸 3-1-1 

http://www.city.nagoya.jp/ 
052-961-1111 

熱田区 〒456-8501 名古屋市熱田区神宮 3-1-15 052-681-1431 

千種区 〒464-8644 名古屋市千種区覚王山通 8-37 052-762-3111 

東区 〒461-8640 名古屋市東区筒井 1-7-74 052-935-2271 

北区 〒462-8511 名古屋市北区清水 4-17-1 052-911-3131 

名東区 〒465-8508 名古屋市名東区上社 2-50 052-773-1111 

緑区 〒458-8585 名古屋市緑区青山 2-15 052-621-2111 

南区 〒457-8508 名古屋市南区前浜通 3-10 052-811-5161 

港区 〒455-8520 名古屋市港区港明 1-12-20 052-651-3251 

瑞穂区 〒467-8531 名古屋市瑞穂区瑞穂通 3-32 052-841-1521 

守山区 〒463-8510 名古屋市守山区小幡 1-3-1 052-793-3434 
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第 14 章 要览(市区町村政府机关) 

 

市区町村 地址/网址 电话号码 

清须市 
邮编 452-8569 清須市须口 1238 

http://www.city.kiyosu.aichi.jp/ 
052-400-2911 

小牧市 
邮编 485-8650 小牧市堀之内 1-1 

http://www.city.komaki.aichi.jp/ 
0568-72-2101 

江南市 
邮编 483-8701 江南市赤童子町大堀 90 

http://www.city.konan.lg.jp/ 
0587-54-1111 

幸田町 
邮编 444-0192 额田郡幸田町大字菱池字元林 1-1 

http://www.town.kota.lg.jp/ 
0564-62-1111 

美滨町 
邮编 470-2492 知多郡美滨町大字河和字北田面 106 

http://www.town.mihama.aichi.jp/ 
0569-82-1111 

南知多町 
邮编 470-3495 知多郡南知多町大字丰滨字贝坪 18 

http://www.town.minamichita.lg.jp/ 
0569-65-0711 

三好市 
邮编 470-0295 三好市三好町小坂 50 

http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/ 
0561-32-2111 

长久手市 
邮编 480-1196 长久手市岩作城之内 60-1 

http://www.city.nagakute.lg.jp/ 
0561-63-1111 

名
古
屋
市 

名古屋市 
邮编 460-8508 名古屋市中区三之丸 3-1-1 

http://www.city.nagoya.jp/ 
052-961-1111 

热田区 邮编 456-8501 名古屋市热田区神宮 3-1-15 052-681-1431 

千种区 邮编 464-8644 名古屋市千种区覚王山通 8-37 052-762-3111 

东区 邮编 461-8640 名古屋市东区筒井 1-7-74 052-935-2271 

北区 邮编 462-8511 名古屋市北区清水 4-17-1 052-911-3131 

名东区 邮编 465-8508 名古屋市名东区上社 2-50 052-773-1111 

绿区 邮编 458-8585 名古屋市绿区青山 2-15 052-621-2111 

南区 邮编 457-8508 名古屋市南区前滨通 3-10 052-811-5161 

港区 邮编 455-8520 名古屋市港区港明 1-12-20 052-651-3251 

瑞穗区 邮编 467-8531 名古屋市瑞穗区瑞穗通 3-32 052-841-1521 

守山区 邮编 463-8510 名古屋市守山区小幡 1-3-1 052-793-3434 

  



－192－ 

第 14 章 要覧(市区町村役場) 
 
 

 

市区町村 所在地/URL 電話番号 

名

古

屋

市 

中川区 〒454-8501 名古屋市中川区高畑 1-223 052-362-1111 

中村区 〒453-8501 名古屋市中村区竹橋町 36-31 052-451-1241 

中区 〒460-8447 名古屋市中区栄 4-1-8 052-241-3601 

西区 〒451-8508 名古屋市西区花の木 2-18-1 052-521-5311 

昭和区 〒466-8585 名古屋市昭和区阿由知通 3-19 052-731-1511 

天白区 〒468-8510 名古屋市天白区島田 2-201 052-803-1111 

西尾市 
〒445-8501 西尾市寄住町下田 22 

http://www.city.nishio.aichi.jp/ 
0563-56-2111 

日進市 
〒470-0192 日進市蟹甲町池下 268 

http://www.city.nisshin.lg.jp/ 
0561-73-7111 

大府市 
〒474-8701 大府市中央町 5-70 

http://www.city.obu.aichi.jp/ 
0562-47-2111 

大口町 
〒480-0144 丹羽郡大口町下小口 7-155 

http://www.town.oguchi.aichi.jp/ 
0587-95-1111 

大治町 
〒490-1192 海部郡大治町大字馬島字大門西 1-1 

http://www.town.oharu.aichi.jp/ 
052-444-2711 

岡崎市 
〒444-8601 岡崎市十王町 2-9 

http://www.city.okazaki.aichi.jp/ 
0564-23-6000 

尾張旭市 
〒488-8666 尾張旭市東大道町原田 2600-1 

http://www.city.owariasahi.lg.jp/ 
0561-53-2111 

瀬戸市 
〒489-8701 瀬戸市追分町 64-1 

http://www.city.seto.aichi.jp/ 
0561-82-7111 

新城市 
〒441-1392 新城市字東入船 6-1 

http://www.city.shinshiro.lg.jp/ 
0536-23-1111 

設楽町 
〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字居立 2 

http://www.town.shitara.aichi.jp/ 
0536-62-0511 

田原市 
〒441-3492 田原市田原町南番場 30-1 

http://www.city.tahara.aichi.jp/ 
0531-22-1111 

高浜市 
〒444-1398 高浜市青木町 4-1-2 

http://www.city.takahama.lg.jp/ 
0566-52-1111 

武豊町 
〒470-2392 知多郡武豊町字長尾山 2 

http://www.town.taketoyo.lg.jp/ 
0569-72-1111 

飛島村 
〒490-1436 海部郡飛島村竹之郷 3-1 

http://www.vill.tobishima.aichi.jp/ 
0567-52-1231 
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市区町村 地址/网址 电话号码 

名

古

屋

市 

中川区 邮编 454-8501 名古屋市中川区高畑 1-223 052-362-1111 

中村区 邮编 453-8501 名古屋市中村区竹桥町 36-31 052-451-1241 

中区 邮编 460-8447 名古屋市中区荣 4-1-8 052-241-3601 

西区 邮编 451-8508 名古屋市西区花之木 2-18-1 052-521-5311 

昭和区 邮编 466-8585 名古屋市昭和区阿由知通 3-19 052-731-1511 

天白区 邮编 468-8510 名古屋市天白区岛田 2-201 052-803-1111 

西尾市 
邮编 445-8501 西尾市寄住町下田 22 

http://www.city.nishio.aichi.jp/ 
0563-56-2111 

日进市 
邮编 470-0192 日进市蟹甲町池下 268 

http://www.city.nisshin.lg.jp/ 
0561-73-7111 

大府市 
邮编 474-8701 大府市中央町 5-70 

http://www.city.obu.aichi.jp/ 
0562-47-2111 

大口町 
邮编 480-0144 丹羽郡大口町下小口 7-155 

http://www.town.oguchi.aichi.jp/ 
0587-95-1111 

大治町 
邮编 490-1192 海部郡大治町大字马岛字大门西 1-1 

http://www.town.oharu.aichi.jp/ 
052-444-2711 

冈崎市 
邮编 444-8601 冈崎市十王町 2-9 

http://www.city.okazaki.aichi.jp/ 
0564-23-6000 

尾张旭市 
邮编 488-8666 尾张旭市东大道町原田 2600-1 

http://www.city.owariasahi.lg.jp/ 
0561-53-2111 

濑户市 
邮编 489-8701 濑户市追分町 64-1 

http://www.city.seto.aichi.jp/ 
0561-82-7111 

新城市 
邮编 441-1392 新城市字东入船 6-1 

http://www.city.shinshiro.lg.jp/ 
0536-23-1111 

设乐町 
邮编 441-2301 北设乐郡设乐町田口字居立 2 

http://www.town.shitara.aichi.jp/ 
0536-62-0511 

田原市 
邮编 441-3492 田原市田原町南番场 30-1 

http://www.city.tahara.aichi.jp/ 
0531-22-1111 

高滨市 
邮编 444-1398 高滨市青木町 4-1-2 

http://www.city.takahama.lg.jp/ 
0566-52-1111 

武丰町 
邮编 470-2392 知多郡武丰町字长尾山 2 

http://www.town.taketoyo.lg.jp/ 
0569-72-1111 

飞岛村 
邮编 490-1436 海部郡飞岛村竹之乡 3-1 

http://www.vill.tobishima.aichi.jp/ 
0567-52-1231 
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市区町村 所在地/URL 電話番号 

東栄町 
〒449-0292 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑 25 

http://www.town.toei.aichi.jp/ 
0536-76-0501 

東郷町 
〒470-0198 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴 1 

http://www.town.aichi-togo.lg.jp/ 
0561-38-3111 

東海市 
〒476-8601 東海市中央町 1-1 

http://www.city.tokai.aichi.jp/ 
052-603-2211 

常滑市 
〒479-8610 常滑市新開町 4-1 

http://www.city.tokoname.aichi.jp/ 
0569-35-5111 

豊明市 
〒470-1195 豊明市新田町子持松 1-1 

http://www.city.toyoake.lg.jp/ 
0562-92-1111 

豊橋市 
〒440-8501 豊橋市今橋町 1 

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/ 
0532-51-2111 

豊川市 
〒442-8601 豊川市諏訪 1-1 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/ 
0533-89-2111 

豊根村 
〒449-0403 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平 2 

http://www.vill.toyone.aichi.jp/ 
0536-85-1311 

豊田市 
〒471-8501 豊田市西町 3-60 

http://www.city.toyota.aichi.jp/ 
0565-31-1212 

豊山町 
〒480-0292 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄 260 

http://www.town.toyoyama.lg.jp/ 
0568-28-0001 

津島市 
〒496-8686 津島市立込町 2-21 

http://www.city.tsushima.lg.jp/ 
0567-24-1111 

弥富市 
〒498-8501 弥富市前ケ須町南本田 335 

http://www.city.yatomi.lg.jp/ 
0567-65-1111 

 
  



－195－ 

 
第 14 章 要览(市区町村政府机关)  

  

市区町村 地址/网址 电话号码 

东荣町 
邮编 449-0292 北设乐郡东荣町大字本乡字上前畑 25 

http://www.town.toei.aichi.jp/ 
0536-76-0501 

东乡町 
邮编 470-0198 爱知郡东乡町大字春木字羽根穴 1 

http://www.town.aichi-togo.lg.jp/ 
0561-38-3111 

东海市 
邮编 476-8601 东海市中央町 1-1 

http://www.city.tokai.aichi.jp/ 
052-603-2211 

常滑市 
邮编 479-8610 常滑市新开町 4-1 

http://www.city.tokoname.aichi.jp/ 
0569-35-5111 

丰明市 
邮编 470-1195 丰明市新田町子持松 1-1 

http://www.city.toyoake.lg.jp/ 
0562-92-1111 

丰桥市 
邮编 440-8501 丰桥市今桥町 1 

http://www.city.toyohashi.aichi.jp/ 
0532-51-2111 

丰川市 
邮编 442-8601 丰川市诹访 1-1 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/ 
0533-89-2111 

丰根市 
邮编 449-0403 北设乐郡丰根村下黒川字蕨平 2 

http://www.vill.toyone.aichi.jp/ 
0536-85-1311 

丰田市 
邮编 471-8501 丰田市西町 3-60 

http://www.city.toyota.aichi.jp/ 
0565-31-1212 

丰山町 
邮编 480-0292 西春日井郡丰山町大字丰场字新荣 260 

http://www.town.toyoyama.lg.jp/ 
0568-28-0001 

津岛市 
邮编 496-8686 津岛市立込町 2-21 

http://www.city.tsushima.lg.jp/ 
0567-24-1111 

弥富市 
邮编 498-8501 弥富市前须町南本田 335 

http://www.city.yatomi.lg.jp/ 
0567-65-1111 
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第 14 章 要覧(外国人対象相談窓口) 

 

外国人対象相談窓口 
 
◆中：中国語 ◆英：英語 ◆ポ：ポルトガル語 ◆ス：スペイン語 ◆韓：韓国・朝鮮語 

◆比：タガログ語／フィリピノ語 ◆ベ：ベトナム語 ◆仏：フランス語 ◆日：日本語 

項目 相談窓口 電話 所在地 言語 相談日 時間 

一
般 

愛知県国際交流協会 

多文化共生センター 

（相談・情報カウンター） 

052- 

961-7902
名古屋市 

中 月 
10:00～18:00

ポ･ス･英 月～土 

名古屋国際センター 

情報カウンター 

052- 

581-0100
名古屋市 

中 
火～金 13:00～17:00

土･日 
10:00～12:00
13:00～17:00

英 火～日 9:00～19:00 

ポ･ス 火～日 
10:00～12:00
13:00～17:00

韓 木･土･日 13:00～17:00

比 木･土･日 13:00～17:00

ベ 第 1,2 日 13:00～17:00

仏 第 3,4 日 13:00～17:00

豊橋市 

多文化共生・国際課 

外国人相談 

0532- 

54-8205
豊橋市 ポ･ス 火～金 

13:00～16:00
（受付は15:30
まで） 

豊橋市国際交流協会 
0532- 

55-3671
豊橋市 

英 毎日 9:00～17:00 

ポ 

火～木 
第1,3,5土･日 
第 2,4 金 
第 3,5 月 

10:00～17:00

岡崎市 

外国人相談 

0564- 
23-6480 岡崎市 ポ 月～金 8:30～17:15 

りぶら国際交流センター 
0564- 

23-3148
岡崎市 

中 金～火 

9:00～17:00
（全て水曜日
を除く） 

英 月～日 

ポ 月～日 

ス 土･日･月 

比 木･土 

一宮市国際交流協会 

国際交流ウェルカム 

サロン 

0586- 

84-0014

（事務局）

一宮市 英･比 
第3日 13:00～16:30

会場に電話はありません。 

瀬戸市国際センター 
0561- 

88-2790
瀬戸市 

英 月～土 8:30～17:15 

ポ 第 1,3 水 10:00～17:00

ス 火 10:00～17:00
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第 14 章 要览(服务对象为外国人的咨询窗口)  

 

服务对象为外国人的咨询窗口 
 
◆中：中文 ◆英：英语 ◆葡：葡萄牙语 ◆西：西班牙语 ◆韩：韩国语、朝鲜语 
◆菲：他加禄语／菲律宾语 ◆越：越南语 ◆法：法语 ◆日：日语 

项目 咨询处 电话 所在地 语言 咨询日 时间 

一
般 

爱知县国际交流协会 

多文化共生中心 

（咨询及信息服务处） 

052- 

961-7902
名古屋市 

中 星期一 
10:00～18:00

葡･西･英 星期一～六 

名古屋国际中心 

信息服务台 

052- 

581-0100
名古屋市 

中 
星期二～五 13:00～17:00

星期六･日 
10:00～12:00
13:00～17:00

英 星期二～日 9:00～19:00 

葡･西 星期二～日 
10:00～12:00
13:00～17:00

韩 星期四･六･日 13:00～17:00

菲 星期四･六･日 13:00～17:00

越 第 1,2 周星期日 13:00～17:00

法 第 3,4 周星期日 13:00～17:00

丰桥市 

多文化共生国际科 

外国人咨询 

0532- 

54-8205
丰桥市 葡･西 星期二～五 

13:00～16:00
（受理到15:30
为止） 

丰桥市国际交流协会 
0532- 

55-3671
丰桥市 

英 每天 9:00～17:00 

葡 

星期二～四 
第1,3,5周星期六･日 
第 2,4 周星期五 
第 3,5 周星期一 

10:00～17:00

冈崎市 

外国人咨询 
0564- 
23-6480 冈崎市 葡 星期一～五 8:30～17:15 

LIBRA国际交流中心 
0564- 

23-3148
冈崎市 

中 星期五～二 

9:00～17:00
（全部星期三
除外） 

英 星期一～日 

葡 星期一～日 

西 星期六･日･一 

菲 星期四･六 

一宫市国际交流协会 

国际交流欢迎沙龙 

0586- 

84-0014

（事务局）

一宮市 英･比 
第 3周星期日 13:00～16:30

会场没有电话 

濑户市国际中心 
0561- 

88-2790
濑户市 

英 星期一～六 8:30～17:15 

葡 第 1,3 周星期三 10:00～17:00

西 星期二 10:00～17:00
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第 14 章 要覧(外国人対象相談窓口)  
 
◆中：中国語 ◆英：英語 ◆ポ：ポルトガル語 ◆ス：スペイン語 ◆韓：韓国・朝鮮語 

◆比：タガログ語／フィリピノ語 ◆ベ：ベトナム語 ◆仏：フランス語 ◆日：日本語 

項目 相談口 電話 所在地 言語 相談日 時間 

一
般 

半田国際交流協会 

一般相談 

0569- 

26-1929 
半田市 

中･英 
日～金 10:00～16:00 

(第 3 月･火を除く) 

ポ 日 10:00～16:00 

春日井市 

外国人生活相談 

0568- 

85-6606 
春日井市 

中 第 4日 13:00～16:00 

英 

第1,2,5日 
9:00～12:00 

13:00～16:00 

第3日 13:00～16:00 

第4日 9:00～12:00 

ポ･ス 
第 1 日 9:00～12:00 

第 2,5日 13:00～16:00 

比 第 3 日 9:00～12:00 

豊川市 

外国人相談 

0533- 

89-2158 
豊川市 中･英･ポ 月～金 8:30～17:15 

豊川市国際交流協会 

外国人相談 

0533- 

83-1571 
豊川市 

中･英 

ポ･ス 
月～金 8:30～17:15 

碧南市市民課 
0566- 

41-3311 
碧南市 ポ･ス 月･金 13:00～16:00 

刈谷市 

外国人生活相談 

0566- 

62-1058 
刈谷市 

ポ 月～金 

8:30～17:15 ス 月～木 

比 月･金 

豊田市市民相談課 
0565- 

34-6626 
豊田市 英･ポ･ス 

月～金 

(祝日を除く) 
8:30～17:15 

豊田市国際交流協会 

多言語相談窓口 

0565- 

33-5931 
豊田市 

中 

火 13:00～16:00 

水～金･日 10:00～16:00 

土 9:00～12:00 

英 火･木･土･日 10:00～16:00 

ポ 火～日 10:00～16:00 

安城市市民課相談係 
0566- 

71-2222 
安城市 英･ポ･ス 月 9:00～12:00 

西尾市 

外国人相談 

0563- 

56-2111 
西尾市 ポ･ス 第 1,3 金 12:30～16:00 
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第 14 章 要览(服务对象为外国人的咨询窗口) 
 

◆中：中文 ◆英：英语 ◆葡：葡萄牙语 ◆西：西班牙语 ◆韩：韩国语、朝鲜语 
◆菲：他加禄语／菲律宾语 ◆越：越南语 ◆法：法语 ◆日：日语 

项目 咨询处 电话 所在地 语言 咨询日 时间 

一
般 

半田国际交流协会 

一般咨询 

0569- 

26-1929 
半田市 

中･英
星期日～五 10:00～16:00 

(第 3 周星期一･二除外) 

葡 星期日 10:00～16:00 

春日井市 

外国人生活咨询 

0568- 

85-6606 
春日井市 

中 第 4周星期日 13:00～16:00 

英 

第1,2,5周星期日 
9:00～12:00 

13:00～16:00 

第3周星期日 13:00～16:00 

第4周星期日 9:00～12:00 

葡･西
第 1周星期日 9:00～12:00 

第 2,5 周星期日 13:00～16:00 

菲 第3周星期日 9:00～12:00 

丰川市 

外国人咨询 

0533- 

89-2158 
丰川市 

中･英

葡 
星期一～五 8:30～17:15 

丰川市国际交流协会 

外国人咨询 

0533- 

83-1571 
丰川市 

中･英

葡･西
星期一～五 8:30～17:15 

碧南市市民科 
0566- 

41-3311 
碧南市 葡･西 星期一･五 13:00～16:00 

刈谷市 

外国人生活咨询 

0566- 

62-1058 
刈谷市 

葡 星期一～五 

8:30～17:15 西 星期一～四 

菲 星期一･五 

丰田市市民咨询科 
0565- 

34-6626 
丰田市 

英･葡

西 

星期一～五 

(节假日除外) 
8:30～17:15 

丰田市国际交流协会 

多言语咨询窗口 

0565- 

33-5931 
丰田市 

中 

星期二 13:00～16:00 

星期三～五･日 10:00～16:00 

星期六 9:00～12:00 

英 星期二･四･六･日 10:00～16:00 

葡 星期二～日 10:00～16:00 

安城市市民科咨询担当 
0566- 

71-2222 
安城市 

英･葡

西 
星期一 9:00～12:00 

西尾市 

外国人咨询 

0563- 

56-2111 
西尾市 葡･西 第 1,3 周星期五 12:30～16:00 
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第 14 章 要覧(外国人対象相談窓口) 
 
 

 

◆中：中国語 ◆英：英語 ◆ポ：ポルトガル語 ◆ス：スペイン語 ◆韓：韓国・朝鮮語 

◆比：タガログ語／フィリピノ語 ◆ベ：ベトナム語 ◆仏：フランス語 ◆日：日本語 

項目 相談窓口 電話 所在地 言語 相談日 時間 

一
般 

犬山市 

外国人相談窓口 

0568- 

61-1800
犬山市 ポ･ス 金 

13:00～16:30 

電話相談は随時

犬山国際交流協会 

外国人相談窓口 

0568- 

61-1000
犬山市 英・比 第 3木 15:00～19:00 

江南市国際交流協会 

ふくらの家 

外国人生活相談 
0587- 

56-7390
江南市 

中 木 13:00～15:00 

英 水 10:00～12:00 

ポ･ス 

月･金 10:00～15:00 

火･水 13:00～15:00 

木 10:00～12:00 

韓 火 10:00～15:00 

ふくらの家 

外国人労働相談 

中･英 

ポ･ス 
月～金 9:00～17:00 

小牧市 

外国人相談窓口 

0568- 

76-1173
小牧市 英･ポ･ス 月～金 9:00～17:00 

稲沢市 

ポルトガル語による相談 

0587- 

32-1111
稲沢市 ポ 第 1,3 金 9:30～12:30 

新城市国際交流協会 

外国人相談窓口 

0536- 

23-7783
新城市 ポ 火 13:00～15:00 

東海市国際交流協会 

在住外国人生活相談 

0562- 

32-5339
東海市 英･比 第 2火 13:00～15:00 

大府市 

行政翻訳員 

0562- 

45-6266
大府市 ポ 水･木 13:00～17:00 

大府市国際交流協会 

外国語市民相談 

0562- 

45-6266
大府市 

中 第 2水 

13:00～17:00 ポ 火 

ス 第 4 水 

知多市 

外国人生活相談 

0562- 

33-3151
知多市 ポ･ス 

月 
9:00～12:00 

13:00～16:00 

火～金 9:00～12:00 

知立市 

外国人相談 

0566- 

83-1111
知立市 ポ 月～金 

10:00～12:00 

13:00～16:00 

高浜市 

日系人相談 

0566- 

52-1111
高浜市 ポ 

月～金 8:30～17:00 

土･日 8:30～12:15 

(土･日以外の祝日および年
末年始は除く） 
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第 14 章 要览(服务对象为外国人的咨询窗口) 
 

◆中：中文 ◆英：英语 ◆葡：葡萄牙语 ◆西：西班牙语 ◆韩：韩国语、朝鲜语 

◆菲：他加禄语／菲律宾语 ◆越：越南语 ◆法：法语 ◆日：日语 

项目 咨询处 电话 所在地 语言 咨询日 时间 

一
般 

犬山市 

外国人咨询处 

0568- 

61-1800
犬山市 葡･西 星期五 

13:00～16:30 

随时接受电话

咨询 

犬山国际交流协会 
外国人咨询处 

0568- 

61-1000
犬山市 英・菲 第 3周星期四 15:00～19:00 

江南市国际交流协会 

Fukura no Ie 

外国人生活咨询 0587- 

56-7390
江南市 

中 星期四 13:00～15:00 

英 星期三 10:00～12:00 

葡･西 

星期一･五 10:00～15:00 

星期二･三 13:00～15:00 

星期四 10:00～12:00 

韩 星期二 10:00～15:00 

Fukura no Ie 

外国人劳动咨询 

中･英 

葡･西 
星期一～五 9:00～17:00 

小牧市 

外国人咨询处 

0568- 

76-1173
小牧市 英･葡･西 星期一～五 9:00～17:00 

稻泽市 

葡萄牙语咨询 

0587- 

32-1111
稻泽市 葡 第 1,3 周星期五 9:30～12:30 

新城市国际交流协会 

外国人咨询处 

0536- 

23-7783
新城市 葡 星期二 13:00～15:00 

东海市国际交流协会 

在住外国人生活咨询 

0562- 

32-5339
东海市 英･菲 第 2周星期二 13:00～15:00 

大府市 

行政翻译员 

0562- 

45-6266
大府市 葡 星期三･四 13:00～17:00 

大府市国际交流协会 

外国人市民咨询 

0562- 

45-6266
大府市 

中 第 2周星期三 

13:00～17:00 葡 星期二 

西 第 4周星期三 

知多市 

外国人生活咨询 

0562- 

33-3151
知多市 葡･西 

星期一 
9:00～12:00 

13:00～16:00 

星期二～五 9:00～12:00 

知立市 

外国人咨询 

0566- 

83-1111
知立市 葡 星期一～五 

10:00～12:00 

13:00～16:00 

高滨市 

日裔人咨询 

0566- 

52-1111
高滨市 葡 

星期一～五 8:30～17:00 

星期六･日 8:30～12:15 

(星期六･日以外的节假日及年末
年始除外） 
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第 14 章 要覧(外国人対象相談窓口) 

 

◆中：中国語 ◆英：英語 ◆ポ：ポルトガル語 ◆ス：スペイン語 ◆韓：韓国・朝鮮語 

◆比：タガログ語／フィリピノ語 ◆ベ：ベトナム語 ◆仏：フランス語 ◆日：日本語 

項目 相談窓口 電話 所在地 言語 相談日 時間 

一
般 

日進市 

外国人相談窓口 

0561- 

73-1131 
日進市 

中･英 

ポ･ス･韓 
月～金 

9:00～12:00 

13:00～16:00 

みよし市 

外国人相談窓口 
0561- 

32-2111 
みよし市 ポ 

火･金 13:00～16:00 

みよし市 

子育て支援課 

外国語相談窓口 

金 9:00～12:00 

扶桑町 

多文化共生センター 

外国人相談 

0587- 

93-1111 
扶桑町 中・英・ポ

木 

(不定休) 
19:00～20:30 

東浦町 

外国人生活相談 

0562- 

83-0318 
東浦町 ポ 木 9:00～12:00 

0562- 

83-3111 
東浦町 

英 
月･水 

木･金 
13:00～16:30 

ポ 

月･金 13:00～16:30 

水 
11:00～12:00 

13:00～19:00 

木 13:00～14:30 

一
般
（
民
間
団
体
）

名古屋カトリック 

難民移住移動者委員会

（共の会） 

052- 

953-9480
名古屋市

英･ス･日 月～金 10:00～16:30 

※中･ポ･比･ベも対応可（要事前連絡） 

市
政
・
行
政
相
談 

名古屋国際センター 

外国人市政相談 

052- 

581-0100
名古屋市

中 

火～金 

（
祝
日
を
除
く
） 

13:00～17:00 

土 
10:00～12:00 

13:00～17:00 

英･ポ 

ス･日 
火～土 

10:00～12:00 

13:00～17:00 

韓 木･土 
13:00～17:00 

比 木･土 

春日井市 

外国人行政相談 

0568- 

85-6624 
春日井市

英 第 1水 
9:00～12:00 

13:00～16:00 
ポ 第 2,4 水 

ス 第 3 水 

比 第 1 水 9:00～12:00 
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第 14 章 要览(服务对象为外国人的咨询窗口)  

 

◆中：中文 ◆英：英语 ◆葡：葡萄牙语 ◆西：西班牙语 ◆韩：韩国语、朝鲜语 

◆菲：他加禄语／菲律宾语 ◆越：越南语 ◆法：法语 ◆日：日语 

项目 咨询处 电话 所在地 语言 咨询日 时间 

一
般 

日进市 

外国人咨询处 

0561- 

73-1131 
日进市 

中･英 

葡･西 

韩 

星期一～五 
9:00～12:00 

13:00～16:00 

三好市 

外国人咨询处 
0561- 

32-2111 
三好市 葡 

星期二･五 13:00～16:00 

三好市 

育儿支援科 

外国人咨询 

星期五 9:00～12:00 

扶桑町 

多文化共生中心 

外国人咨询 

0587- 

93-1111 
扶桑町 

中･英 

葡 

星期四 

(不定期休息) 
19:00～20:30 

东浦町 

外国人生活咨询 

0562- 

83-0318 
东浦町 葡 星期四 9:00～12:00 

0562- 

83-3111 
东浦町 

英 星期一･三･四･五 13:00～16:30 

葡 

星期一･五 13:00～16:30 

星期三 
11:00～12:00 

13:00～19:00 

星期四 13:00～14:30 

一
般
︵
民
间
团
体
︶

名古屋天主教 

难民移住移动者

委员会(共的会) 

052- 

953-9480 
名古屋市 

英･西 

日 
星期一～五 10:00～16:30 

※中･葡･菲･越也可对应（要事先联络） 

市
政
、
行
政
咨
询 

名古屋国际中心 

外国人市政咨询 

052- 

581-0100 
名古屋市 

中 

星期二～五 

︵
节
假
日
除
外
︶ 

13:00～17:00 

星期六 
10:00～12:00 

13:00～17:00 

英･葡 

西･日 
星期二～六 

10:00～12:00 

13:00～17:00 

韩 星期四･六 
13:00～17:00 

菲 星期四･六 

春日井市 

外国人行政咨询 

0568- 

85-6624 
春日井市 

英 第 1周星期三 
9:00～12:00 

13:00～16:00 
葡 第 2,4 周星期三 

西 第 3周星期三 

菲 第 1周星期三 9:00～12:00 
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第 14 章 要覧(外国人対象相談窓口)  
 

◆中：中国語 ◆英：英語 ◆ポ：ポルトガル語 ◆ス：スペイン語 ◆韓：韓国・朝鮮語 

◆比：タガログ語／フィリピノ語 ◆ベ：ベトナム語 ◆仏：フランス語 ◆日：日本語 

項目 相談窓口 電話 所在地 言語 相談日 時間 

在
留
・
ビ
ザ 

入国管理局 

外国人在留総合 

インフォメーション 

センター 

0570- 

013904 
東京都 

中･英･ポ 
ス･韓 

月～金 

(祝日、

年末年始

は除く) 

 

9:00～17:00 

 
PHS、IP電話、 

海外電話からの通話は

03-5796-7112 

外国人入管手続研究会

（IPAA） 

電話相談 

090- 

6644-5490
名古屋市 中･英･日 随時 

リバーサイド 

コンサルティング 

052- 

731-7707
名古屋市 英･比･日 

月･水･木 13:00～17:00

(祝祭日は除く) 

在
留
資
格
・

起
業 

名古屋国際センター 

行政書士による外国人

無料相談 

052- 

581-0100
名古屋市 

中･英･ポ 

ス･比 

年 2回 

（NIC NEWS でご案内） 

研
修
・ 

技
能
実
習 

国際研修協力機構

(JITCO) 

技能実習生・研修生 

向け母国語相談 

0120- 

022332 
東京都 

中･ベ 

インドネシア語 

火･木 
11:00～13:00

14:00～19:00

土 13:00～20:00

就
労 

名古屋外国人雇用 

サービスセンター 

052- 

264-1901
名古屋市 中･英･ポ･ス 月～金 

9:00～12:00 

13:00～17:00

豊橋外国人職業相談 

センター 

0532- 

57-1356 
豊橋市 

ポ 月～金 9:00～12:00 

13:00～17:00ス 月･火･水 

刈谷外国人職業相談 

センター 

0566- 

63-5891 
刈谷市 ポ 月～金 

9:00～12:00 

13:00～17:00

公共職業安定所 
(ハローワーク） 
名古屋南 

052- 

681-1211
名古屋市

中 火 9:00～12:00 

13:00～17:00ポ 火･木 

〃 

豊橋 

0532- 

52-7191 
豊橋市 ポ 月～金 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

岡崎 

0564- 

52-8609 
岡崎市 

英 水～金 
10:30～12:00

13:00～17:00

ポ 月～金 
10:00～12:00

13:00～17:00

〃 

一宮 

0586- 

45-2048 
一宮市 ポ 月～金 

9:30～12:00 

13:00～16:30

〃 

半田 

0569- 

21-0023 
半田市 ポ 火･水 

9:00～12:00 

13:00～17:00
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第 14 章 要览(服务对象为外国人的咨询窗口)
 
 

◆中：中文 ◆英：英语 ◆葡：葡萄牙语 ◆西：西班牙语 ◆韩：韩国语、朝鲜语 

◆菲：他加禄语／菲律宾语 ◆越：越南语 ◆法：法语 ◆日：日语 

项目 咨询处 电话 所在地 语言 咨询日 时间 

居
留
、
签
证 

入国管理局 

外国人居留综合 
信息中心 

0570- 

013904 
东京都 

中･英･葡 
西･韩 

星期一～五 

(节假日及年末年

始除外) 

 

9:00～17:00

 
PHS、IP电话、 

来自海外电话的通话

03-5796-7112 

外国人入管手续 

研究会（IPAA） 

电话咨询 

090- 

6644-5490 
名古屋市 中･英･日 随时 

里弗赛德咨询公司
052- 

731-7707 
名古屋市 英･菲･日 

星期一･三･四 13:00～17:00

(节假日除外) 

居
留
资
格
、

开
业 

名古屋国际中心 

代书士提供的外国

人免费咨询 

052- 

581-0100 
名古屋市

中･英･葡 

西･菲 

年 2次 

请参见“NIC NEWS” 

研
修
、 

技
能
实
习 

国际研修协力机构

(JITCO) 

提供面向技能实习

生、进修生的母语

咨询 

0120- 

022332 
东京都 

中･越 

印尼语 

星期二･四 
11:00～13:00

14:00～19:00

星期六 13:00～20:00

工
作 

名古屋外国人雇佣

服务中心 

052- 

264-1901 
名古屋市 中･英･葡･西 星期一～五 

9:00～12:00 

13:00～17:00

丰桥外国人职业 

咨询中心 

0532- 

57-1356 
丰桥市 

葡 星期一～五 9:00～12:00 

13:00～17:00西 星期一･二･三 

刈谷外国人职业 

咨询中心 

0566- 

63-5891 
刈谷市 葡 星期一～五 

9:00～12:00 

13:00～17:00

公共职业介绍所 
(Hello Work) 
名古屋南 

052- 

681-1211 
名古屋市

中 星期二 9:00～12:00 

13:00～17:00葡 星期二･四 

〃 

丰桥 

0532- 

52-7191 
丰桥市 葡 星期一～五 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

冈崎 

0564- 

52-8609 
冈崎市 

英 星期三～五 
10:30～12:00

13:00～17:00

葡 星期一～五 
10:00～12:00

13:00～17:00

〃 

一宫 

0586- 

45-2048 
一宫市 葡 星期一～五 

9:30～12:00 

13:00～16:30

〃 

半田 

0569- 

21-0023 
半田市 葡 星期二･三 

9:00～12:00 

13:00～17:00
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第 14 章 要覧(外国人対象相談窓口) 

 

◆中：中国語 ◆英：英語 ◆ポ：ポルトガル語 ◆ス：スペイン語 ◆韓：韓国・朝鮮語 

◆比：タガログ語／フィリピノ語 ◆ベ：ベトナム語 ◆仏：フランス語 ◆日：日本語 

項目 相談窓口 電話 所在地 言語 相談日 時間 

就
労 

公共職業安定所 
(ハローワーク） 
豊田 

0565- 

31-1400 
豊田市 ポ 月～金 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

津島 

0567- 

26-3158 
津島市 ポ 火･木 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

刈谷 

0566- 

21-5001 
刈谷市 ポ 月～金 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

西尾 

0563- 

56-3622 
西尾市 ポ 月･水 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

犬山 

0568- 

61-2185 
犬山市 ポ･ス 月･火･木 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

豊川 

0533- 

86-3178 
豊川市 ポ 火～木 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

春日井 

0568- 

81-5135 
春日井市 ポ 月･水･金 

9:00～12:00 

13:00～17:00

労
働
問
題 

愛知労働局 

外国人労働者相談コーナー 

052- 

972-0253
名古屋市

英 火･木 
10:00～12:00

13:00～16:00ポ 月～木 

豊橋労働基準監督署 
0532- 

54-1192 
豊橋市 ポ 火･木 

10:00～12:00

13:00～16:00

名古屋労災職業病研究会 

(NOSHC) 

052- 

837-7420 

FAXも同じ

名古屋市

英･ス･日
月～金 

（祝日休） 
10:00～19:00

スペイン語は FAX、Eメールのみ 
roushokuken@oregano.ocn.ne.jp 

人
権 

名古屋法務局 

人権相談室 

052- 

952-8111
名古屋市

英･ポ 第 2火 13:00～16:00

日 月～金 8:30～17:15 

国
籍 

名古屋法務局 

民事行政部国籍課 

052- 

952-8111
名古屋市 日 

月～金 8:30～17:15 

要予約 (祝祭日は除く) 
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第 14 章 要览(服务对象为外国人的咨询窗口) 
 

◆中：中文 ◆英：英语 ◆葡：葡萄牙语 ◆西：西班牙语 ◆韩：韩国语、朝鲜语 

◆菲：他加禄语／菲律宾语 ◆越：越南语 ◆法：法语 ◆日：日语 

项目 咨询处 电话 所在地 语言 咨询日 时间 

工
作 

公共职业介绍所 
(Hello Work) 
丰田 

0565- 

31-1400 
丰田市 葡 星期一～五 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

津岛 

0567- 

26-3158 
津岛市 葡 星期二･四 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

刈谷 

0566- 

21-5001 
刈谷市 葡 星期一～五 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

西尾 

0563- 

56-3622 
西尾市 葡 星期一･三 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

犬山 

0568- 

61-2185 
犬山市 葡･西 星期一･二･四 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

丰川 

0533- 

86-3178 
丰川市 葡 星期二～四 

9:00～12:00 

13:00～17:00

〃 

春日井 

0568- 

81-5135 
春日井市 葡 星期一･三･五 

9:00～12:00 

13:00～17:00

劳
动
问
题 

爱知劳动局 

外国人劳动者咨询处 

052- 

972-0253 
名古屋市

英 星期二･四 
10:00～12:00

13:00～16:00葡 星期一～四 

丰桥劳动标准监督署 
0532- 

54-1192 
丰桥市 葡 星期二･四 

10:00～12:00

13:00～16:00

名古屋劳灾职业病 

研究会(NOSHC) 

052- 

837-7420 

传真也相同

名古屋市

英･西･日
星期一～五 

（节假日休息） 
10:00～19:00

西班牙语只有传真与电子邮件
roushokuken@oregano.ocn.ne.jp 

人
权 

名古屋法律事务局 

人权咨询室 

052- 

952-8111 
名古屋市

英･葡 第 2周星期二 13:00～16:00

日 星期一～五 8:30～17:15 

国
籍 

名古屋法律事务局 

民事行政部国籍科 

052- 

952-8111 
名古屋市 日 

星期一～五 8:30～17:15 

＊要预约 (节假日除外) 
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第 14 章 要覧(外国人対象相談窓口)  
 

◆中：中国語 ◆英：英語 ◆ポ：ポルトガル語 ◆ス：スペイン語 ◆韓：韓国・朝鮮語 

◆比：タガログ語／フィリピノ語 ◆ベ：ベトナム語 ◆仏：フランス語 ◆日：日本語 

項目 相談窓口 電話 所在地 言語 相談日 時間 

法
律 

愛知県弁護士会 

名古屋法律相談センター

外国人法律相談 

（有料） 

052- 

252-0044
名古屋市 日 

火 13:30～16:30

要予約（祝日、中日ビル臨時

の休業日を除く） 

愛知県国際交流協会 

多文化共生センター 

外国人のための弁護士

相談（無料） 

052- 

961-7902
名古屋市

中･英 

ポ･ス 

第 2,4 金 
（祝祭日は除く） 

13:00～16:00

要予約（第2,4月～木12:00）

名古屋国際センター 

外国人法律相談 

（無料） 

052- 

581-6111
名古屋市

中･英 

ポ･ス 

土 10:00～12:30

要予約（留守電対応） 

法テラス愛知 

外国人法律相談 

（無料） 

050- 

3383-5460
名古屋市

中･英 

ポ･ス 

韓･比 

その他 

第 1,3 木 10:00～12:30

予約制（予約は日本語のみ）

低所得外国人を対象 

相談回数制限あり 

税
金 

名古屋国税局 

電話相談センター 

052- 

971-2059
名古屋市

英 月～金 8:30～17:00 

日本語でのの相談は、第 10 章「税金」2-5

問合せ先（122 ページ）をご覧下さい。

名古屋国際センター 

外国人税務相談 

052- 

581-0100
名古屋市

英･ポ･ス 

その他 

確定申告時期(2～3月) 

 （予約制） 

豊橋市国際交流協会 

外国人のための税務 

相談会 

0532- 

55-3671 
豊橋市 英･ポ･ス 

確定申告受付開始 2週間程

度前に 2回（予約制） 

留
学
生 

名古屋国際センター 

（国際留学生会館） 

052- 

654-3511
名古屋市 英･日 

月･水･金 9:00～20:00 

火･木･土 9:00～17:00 

教
育 

名古屋国際センター 

海外児童生徒 

教育相談 

052- 

581-0100
名古屋市

中･英 

ポ･ス 

その他 

水･金･日 
10:00～17:00 

（予約制） 

日本語教育相談センター 
052- 

961-0418
名古屋市

中･ポ･ス 

韓･比 
月～金 13:00～16:00 
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第 14 章 要览(服务对象为外国人的咨询窗口) 

 

◆中：中文 ◆英：英语 ◆葡：葡萄牙语 ◆西：西班牙语 ◆韩：韩国语、朝鲜语 

◆菲：他加禄语／菲律宾语 ◆越：越南语 ◆法：法语 ◆日：日语 

项目 咨询处 电话 所在地 语言 咨询日 时间 

法
律 

爱知县律师会 

名古屋法律咨询中心

外国人法律咨询 

（收费） 

052- 

252-0044
名古屋市 日 

星期二 13:30～16:30

要预约（节假日、中日大厦的

临时休息日除外） 

爱知县国际交流协会 

多文化共生中心 

为外国人特设的律师

咨询（免费） 

052- 

961-7902
名古屋市

中･英 

葡･西 

第2,4星期五 

（除节假日） 
13:00～16:00

要预约 
（第 2,4 星期一～四 12:00）

名古屋国际中心 

外国人法律咨询 

（免费） 

052- 

581-6111
名古屋市

中･英 

葡･西 

星期六 10:00～12:30

要预约（留言电话） 

法律平台爱知 

外国人法律咨询 

（免费） 

050- 

3383-5460
名古屋市

中･英 

葡･西 

韩･菲 

其他语种 

第1,3星期四 10:00～12:30

预约制（预约时只能用日语）

对象为低收入的外国人 

咨询次数有限制 

税
金 

名古屋国税局 

电话咨询中心 

052- 

971-2059
名古屋市

英 星期一～五 8:30～17:00 

日语咨询、请参考第 10 章“税金”2-5 

咨询处请参考（第 123 页）。 

名古屋国际中心 

外国人税务咨询 

052- 

581-0100
名古屋市

英･葡･西 

其他语种 

確定申告期间(2～3月)  

（预约制） 

丰桥市国际交流协会 

为外国人特设的税务

咨询会 

0532- 

55-3671 
丰桥市 英･葡･西 

在确定申告受理开始 2周之

前有 2次（预约制） 

留
学
生 

名古屋国际中心 

（国际留学生会馆） 

052- 

654-3511
名古屋市 英･日 

星期一･三･五 9:00～20:00 

星期二･四･六 9:00～17:00 

教
育 

名古屋国际中心 

海外儿童学生 

教育咨询 

052- 

581-0100
名古屋市

中･英 

葡･西 

其他语种 

星期三･五･日 
10:00～17:00 

（预约制） 

日语教育諮询中心 
052- 

961-0418
名古屋市

中･葡･西 

韩･菲 
星期一～五 13:00～16:00 
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第 14 章 要覧(外国人対象相談窓口) 
 
 

 

◆中：中国語 ◆英：英語 ◆ポ：ポルトガル語 ◆ス：スペイン語 ◆韓：韓国・朝鮮語 

◆比：タガログ語／フィリピノ語 ◆ベ：ベトナム語 ◆仏：フランス語 ◆日：日本語 

項目 相談窓口 電話 所在地 言語 相談日 時間 

医
療
関
係 

NPO 法人 

AMDA国際医療情報センター 

（電話での相談のみ） 

東京 

03- 

5285-8088
東京都 

中･英･ス

韓･タイ 
毎日 9:00～20:00 

ポ 月･水･金 9:00～17:00 

比 水 13:00～17:00 

ベ 木 13:00～17:00 

〃 

関西 

06- 

4395-0555
大阪市 

英･ス 月～金 9:00～17:00 

中･ポ 事前に問合せ必要 

またはWebサイト 
http://amda-imic.com/ へ 

HIVと人権・情報センター 

電話相談 東京 

03- 

5259-0256
東京都 英 土 12:00～15:00 

岡崎市国際交流協会 

医療相談 

0564- 

59-2751
岡崎市 ポ 第 2,4 土 9:00～17:00 

外国人医療センター(MICA) 
052- 

588-7040
名古屋市 

英･ス 火･木･土 13:00～17:00 

(祝日休み) 
通訳は常駐していないため、問合せは
メールで mica@r6.dion.ne.jp 

名古屋国際センター 

外国人こころの相談 

052- 

581-0100
名古屋市

中･英 

ポ･ス･韓 
予約制 

名古屋国際センター 

外国人無料健康相談 

052- 

581-0100
名古屋市 英･ポ･ス 5 月、8月、12 月 

帰
国
者
支
援

東海・北陸中国帰国者 

支援・交流センター 

052- 

954-4066
名古屋市 中･日 火～日 

10:00～16:00 

(年末年始、祝

祭日を除く) 

金
融
機
関 

中国銀行 

名古屋支店 

Bank of China 

052- 

957-2388
名古屋市 中･日 平日 9:00～15:00 

ゆうちょ銀行 

英語案内サービス 

Japan Post Bank 

English Information 

0120-085420 英 月～金 8:30～18:00 

携帯電話･PHS･IP 電話･国際電話

からはご利用いただけません。 
(祝休日、年末年始を除く)
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第 14 章 要览(服务对象为外国人的咨询窗口)  

 

◆中：中文 ◆英：英语 ◆葡：葡萄牙语 ◆西：西班牙语 ◆韩：韩国语、朝鲜语 

◆菲：他加禄语／菲律宾语 ◆越：越南语 ◆法：法语 ◆日：日语 

项目 咨询处 电话 所在地 语言 咨询日 时间 

医
疗 

NPO 法人 

AMDA国际医疗信息中心 

（指接受电话咨询） 

东京 

03- 

5285-8088
东京都 

中･英･西

韩･泰语 
毎天 9:00～20:00 

葡 星期一･三･五 9:00～17:00 

菲 星期三 13:00～17:00

越 星期四 13:00～17:00

〃 

关西 

06- 

4395-0555
大阪市 

英･西 星期一～五 9:00～17:00 

中･葡 需要事前咨询 或 浏览网页查询 

http://amda-imic.com/ 

HIV和人权信息中心 

电话咨询 东京 

03- 

5259-0256
东京都 英 星期六 12:00～15:00 

冈崎市国际交流协会 

医疗咨询 

0564- 

59-2751 
冈崎市 葡 

第 2,4 

星期六 
9:00～17:00

外国人医疗中心(MICA) 
052- 

588-7040
名古屋市 

英･西 星期二･四･六 13:00～17:00

(节假日休息) 
因无常设翻译，请发送电子邮件至以下信
箱咨询。mica@r6.dion.ne.jp 

名古屋国际中心 

外国人心理咨询 

052- 

581-0100
名古屋市

中･英 

葡･西･韩 
预约制 

名古屋国际中心 

外国人免费健康咨询 

052- 

581-0100
名古屋市 英･葡･西 5 月、8月、12 月 

归
国
者
援
助

东海、北陆中国归国者 

支援及交流中心 

052- 

954-4066
名古屋市 中･日 星期二～日 

10:00～16:00

(年末年初、

节假日除外) 

金
融
机
构 

中国银行 

名古屋支店 

Bank of China 

052- 

957-2388
名古屋市 中･日 平日 9:00～15:00 

邮政银行 

英语说明服务 

Japan Post Bank 

English Information 

0120-085420 英 星期一～五 8:30～18:00 

手机、PHS、IP电话、国际电话不能

使用。 
(节假日、年末年初除外) 
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第 14 章 要覧(外国人対象相談窓口)  
 

◆中：中国語 ◆英：英語 ◆ポ：ポルトガル語 ◆ス：スペイン語 ◆韓：韓国・朝鮮語 

◆比：タガログ語／フィリピノ語 ◆ベ：ベトナム語 ◆仏：フランス語 ◆日：日本語 

項目 相談窓口 電話 所在地 言語 相談日 時間 

郵
便 

郵便事業株式会社 

お客様サービス 

相談センター 

英語受付 

0570-046-111 

＊ 携帯電話･国際電話から

は不可 

英 

平日 8:00～22:00 

土日休日 9:00～22:00 

住
ま
い 

NPO 法人かながわ 

外国人すまい 

サポートセンター 

045- 

228-1752 
神奈川県

中･英 

ポ･ス･他

月～金 10:00～17:00

(言語により対応日時が異

なる) 

電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

NTT 西日本外国語情報

センター  

0120- 

064-337 
 

中･英 

ポ･ス 

韓 

月～金 9:00～17:00 

ただし、土日、祝日、年末年始 

（12/29～1/3）は休み 

KDDI Customer Service 

Center 

0077-7-111 
au 

ケータイ

中･英･他 毎日 9:00～20:00 
0077-777 

0077-78-0081 

固定電話

インターネット

ソフトバンク 

SoftBank Customer 

Center 

0800-919-0157 携帯電話 英･ポ 毎日 9:00～20:00 

0800-919-0808 固定電話 英 毎日 9:00～18:00 

観
光 

名古屋市名古屋駅 

観光案内所 

052- 

541-4301 
名古屋市 英 

毎日 9:00～19:00 

(ただし12/29～1/1は休み）

名古屋市金山 

観光案内所 

052- 

323-0161 
名古屋市 英 

毎日 9:00～19:00 

（12/29～1/1 は休み） 

オアシス 21 

ｉセンター 

052- 

963-5252 
名古屋市 英 毎日 10:00～20:00

国際観光振興機構 

ツーリスト･インフォ

メーション・センター 

(外国人総合観光案内) 

03- 

3201-3331 
東京都 中･英･韓 毎日 9:00～17:00 
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第 14 章 要览(服务对象为外国人的咨询窗口) 

 

◆中：中文 ◆英：英语 ◆葡：葡萄牙语 ◆西：西班牙语 ◆韩：韩国语、朝鲜语 

◆菲：他加禄语／菲律宾语 ◆越：越南语 ◆法：法语 ◆日：日语 

项目 咨询处 电话 所在地 语言 咨询日 时间 

邮
政 

邮政事业株式会社 

顾客服务咨询中心 

英语受理 

0570-046-111 

＊手机、国际电话不可 
英 

平日 8:00～22:00 

星期六，日

节假日 
9:00～22:00 

居
住 

NPO 法人神奈川 

外国人住居 

支援中心 

045- 

228-1752 
神奈川县

中･英 

葡･西 

其他 

星期一～五 10:00～17:00

(根据语言的不同接待时间

有差异) 

电
话
、
互
联
网 

NTT西日本外国语信息中心 
0120- 

064-337 
 

中･英 

葡･西 

韩 

星期一～五 9:00～17:00 

但是、星期六，日、节假日、年末年

初（12/29～1/3）休息 

KDDI Customer Service 

Center 

0077-7-111 au 手机 

中･英 

其他 
毎天 9:00～20:00 

0077-777 

0077-78-0081

固定电话

互联网 

SoftBank 

SoftBank Customer 

Center 

0800-919-0157 手机 英･葡 毎天 9:00～20:00 

0800-919-0808 固定电话 英 毎天 9:00～18:00 

観
光 

名古屋市名古屋站 

观光问讯处 

052- 

541-4301 
名古屋市 英 

毎天 9:00～19:00 

(但12/29～1/1休息） 

名古屋市金山 

观光问讯处 

052- 

323-0161 
名古屋市 英 

毎天 9:00～19:00 

（12/29～1/1 休息） 

Oasis 21 

ｉ中心 

052- 

963-5252 
名古屋市 英 毎天 10:00～20:00

国际观光振兴会 

Tourist Information 

Center  

(外国人综合观光问讯处) 

03- 

3201-3331 
东京都 中･英･韩 毎天 9:00～17:00 
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第 14 章 要覧(大使館・領事館等) 
 
 

 

大使館・領事館等 
Trámites de inmigración 

 

大使館・領事館の業務 

中国の大使館・総領事館では、中国国民の正当な利益の保護に関する業務の他、次の

ような業務を行っています。 

a. パスポートの発行、再発行 

b. 委任状、学歴、声明書などの書類の公証・認証 

c. 出生、婚姻、死亡、未婚に関する公証・認証 

d. 外国人に対する各種のビザの発給 

詳しくは管轄の大使館もしくは総領事館にお尋ねください。 

中華人民共和国大使館・総領事館 

中華人民共和国大使館 http://www.china-embassy.or.jp/jpn/ 

住所: 〒106-0046 東京都港区元麻布 3-4-33 電話: 03-3403-3388 

領事部管轄地域: 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、

群馬県、栃木県、茨城県、宮城県 

在名古屋中華人民共和国総領事館 http://nagoya.china-consulate.org/jpn/ 

住所: 〒461-0005 名古屋市東区東桜 2-8-37 電話: 052-932-1098 

管轄地域: 愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県 

在大阪中華人民共和国総領事館 http://osaka.china-consulate.org/jpn/ 

住所: 〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町 3-9-2 電話: 06-6445-9481 

管轄地域: 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、

徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県 

在福岡中華人民共和国総領事館 http://fukuoka.china-consulate.org/jpn/ 

住所: 〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜 1-3-3 電話: 092-713-1121 

管轄地域:  福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県 

在札幌中華人民共和国総領事館 http://sapporo.china-consulate.org/jpn/ 

住所: 〒064-0913北海道札幌市中央区南13条西23-5-1 電話: 011-563-5563 

管轄地域: 北海道、青森県、秋田県、岩手県 

在長崎中華人民共和国総領事館 http://nagasaki.china-consulate.org/jpn/ 

住所: 〒852-8114 長崎県長崎市橋口町 10-35 電話: 095-849-3311 

管轄地域: 長崎県 

在新潟中華人民共和国総領事館 http://niigata.china-consulate.org/jpn/ 

住所: 〒951-8104 新潟県新潟市中央区西大畑町 5220-18 電話: 025-228-8888 

管轄地域: 新潟県、福島県、山形県   
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第 14 章 要览(大使馆、领事馆等)
 
 
 

大使馆、领事馆等 
Trámites de inmigración 

 

大使馆、领事馆的业务 

中国驻日大使馆、总领事馆的业务除了保护有关中国国民的正当的利益以外，还办理以

下各种业务。 

a. 护照的发行、补发 

b. 委任状（委托书）、学历、声明书等的文件的公证、认证 

c. 有关出生、婚姻、死亡、未婚证明书的公证、认证 

d. 给外国人发行各种签证 

详细情况请向管辖的大使馆或总领事馆询问。 

中华人民共和国大使馆、总领事馆 

中华人民共和国大使馆 http://www.china-embassy.or.jp/ 

地址: 邮编 106-0046 东京都港区元麻布 3-4-33 电话: 03-3403-3388 

领事部管辖区域: 东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县、长野县、山梨县、静冈县、

群马县、栃木县、茨城县、宫城县 

中华人民共和国驻名古屋总领事馆 http://nagoya.china-consulate.org/ 

地址: 邮编 461-0005 名古屋市东区东樱 2-8-37 电话: 052-932-1098 

管辖区域: 爱知县、岐阜县、福井县、富山县、石川县、三重县 

中华人民共和国驻大阪总领事馆 http://osaka.china-consulate.org/ 

地址: 邮编 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町 3-9-2 电话: 06-6445-9481 

管辖区域: 大阪府、京都府、兵库县、奈良县、和歌山县、滋贺县、爱媛县、高知县、

徳岛县、香川县、广岛县、岛根县、冈山县、鸟取县 

中华人民共和国驻福冈总领事馆 http://fukuoka.china-consulate.org/ 

地址: 邮编 810-0065 福冈县福冈市中央区地行浜 1-3-3 电话: 092-713-1121 

管辖区域:  福冈县、山口县、佐贺县、大分县、熊本县、鹿儿岛县、宫崎县、冲绳县 

中华人民共和国驻札幌总领事馆 http://sapporo.china-consulate.org/ 

地址: 邮编064-0913北海道札幌市中央区南13条西23-5-1 电话: 011-563-5563 

管辖区域: 北海道、青森县、秋田县、岩手县 

中华人民共和国驻长崎总领事馆 http://nagasaki.china-consulate.org/ 

地址: 邮编 852-8114 长崎县长崎市桥口町 10-35 电话: 095-849-3311 

管辖区域: 长崎县 

中华人民共和国驻新潟总领事馆 http://niigata.china-consulate.org/ 

地址: 邮编951-8104新泻县新潟市中央区西大畑町5220-18 电话: 025-228-8888 

管辖区域: 新潟县、福岛县、山形县   
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第 14 章 要覧(大使館・領事館等) 
  
 
 

在日外国大使館等 

愛知県を管轄している大使館ならびに総領事館、領事館等を記載しています。なお、
名誉総領事館、名誉領事館は記載していません。 

アジア    

公館名 電話番号 公館名 電話番号 

インド大使館 03-3262-2391
東ティモール民主共和国 
大使館 

03-3238-0210 

インドネシア共和国大使館 03-3441-4201 フィリピン共和国大使館 03-5562-1600

カンボジア王国大使館 03-5412-8521
在大阪・神戸フィリピン共和国
総領事館 

06-6910-7881

シンガポール共和国大使館 03-3586-9111
ブルネイ・ダルサラーム国 
大使館 

03-3447-7997

スリランカ民主社会主義共和国 
大使館 

03-3440-6911 べトナム社会主義共和国大使館 03-3466-3311

タイ王国大使館 03-3222-4101 マレーシア大使館 03-3476-3840

大韓民国大使館 03-3452-7611 ミャンマー連邦大使館 03-3441-9291

在名古屋大韓民国総領事館 052-586-9221 モルディブ共和国大使館 03-6234-4315

中華人民共和国大使館 03-3403-3388 モンゴル国大使館 03-3469-2088

在名古屋中華人民共和国総領事館 052-932-1098 ラオス人民民主共和国大使館 03-5411-2291

ネパール連邦民主共和国大使館 03-3713-6241 台北駐日経済文化代表処 03-3280-7811

パキスタン・イスラム共和国大使館 03-5421-7741 台北駐大阪経済文化弁事処 06-6443-8481

バングラデシュ人民共和国大使館 03-5704-0216  

 

中東    

公館名 電話番号 公館名 電話番号 

アフガニスタン大使館 03-5574-7611 クウェート国大使館 03-3455-0361 

アラブ首長国連邦大使館 03-5489-0804 サウジアラビア王国大使館 03-3589-5241 

イエメン共和国大使館 03-3499-7151 シリア・アラブ共和国大使館 03-3586-8977 

イスラエル国大使館 03-3264-0911 トルコ共和国大使館 03-6439-5700 

イラク共和国大使館 03-5790-5311 バーレーン王国大使館 03-3584-8001 

イラン・イスラム共和国大使館 03-3446-8011
ヨルダン・ハシェミット王国
大使館 

03-5478-7177 

オマーン国大使館 03-5468-1088 レバノン共和国大使館 03-5114-9950 

カタール国大使館 03-5475-0611
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第 14 章 要览(大使馆、领事馆等) 
 

驻日外国大使馆等 

管辖范围包括爱知县的大使馆、总领事馆及领事馆等记载如下。名誉总领事馆与名誉领
事馆不包括在内。 

亚洲    

公馆名 电话号码 公馆名 电话号码 

印度大使馆 03-3262-2391 东帝汶民主共和国大使馆 03-3238-0210 

印度尼西亚共和国大使馆 03-3441-4201 菲律宾共和国大使馆 03-5562-1600

柬埔寨王国大使馆 03-5412-8521
驻大阪、神户菲律宾共和国 
总领事馆 

06-6910-7881

新加坡共和国大使馆 03-3586-9111 文莱达鲁萨兰国大使馆 03-3447-7997

斯里兰卡民主社会主义共和国 
大使馆 

03-3440-6911 越南社会主义共和国大使馆 03-3466-3311

泰王国大使馆 03-3222-4101 马来西亚大使馆 03-3476-3840

大韩民国大使馆 03-3452-7611 缅甸联邦大使馆 03-3441-9291

驻名古屋大韩民国总领事馆 052-586-9221 马尔代夫共和国大使馆 03-6234-4315

中华人民共和国大使馆 03-3403-3388 蒙古国大使馆 03-3469-2088

驻名古屋中华人民共和国总领事馆 052-932-1098 老挝人民民主共和国大使馆 03-5411-2291

尼泊尔联邦民主共和国大使馆 03-3713-6241 台北驻日经济文化代表处 03-3280-7811

巴基斯坦伊斯兰共和国大使馆 03-5421-7741 台北驻大阪经济文化办事处 06-6443-8481

孟加拉人民共和国大使馆 03-5704-0216  

 

中东    

公馆名 电话号码 公馆名 电话号码 

阿富汗大使馆 03-5574-7611 科威特国大使馆 03-3455-0361

阿拉伯联合酋长国大使馆 03-5489-0804 沙特阿拉伯王国大使馆 03-3589-5241

也门共和国大使馆 03-3499-7151 阿拉伯叙利亚共和国大使馆 03-3586-8977

以色列国大使馆 03-3264-0911 土耳其共和国大使馆 03-6439-5700

伊拉克共和国大使馆 03-5790-5311 巴林王国大使馆 03-3584-8001

伊朗伊斯兰共和国大使馆 03-3446-8011 约旦哈希姆王国大使馆 03-5478-7177

阿曼苏丹国大使馆 03-5468-1088 黎巴嫩共和国大使馆 03-5114-9950

卡塔尔国大使馆 03-5475-0611
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大洋州    

公館名 電話番号 公館名 電話番号 

オーストラリア大使館 03-5232-4111 パラオ共和国大使館 03-3354-5500

サモア独立国大使館 03-6228-3692 フィジー共和国大使館 03-3587-2038

ニュージーランド大使館 03-3467-2271 マーシャル諸島共和国大使館 03-5379-1701

パプアニューギニア大使館 03-3710-7001 ミクロネシア連邦大使館 03-3585-5456

 

北米    

公館名 電話番号 公館名 電話番号 

アメリカ合衆国大使館 03-3224-5000 カナダ大使館 03-5412-6200

在名古屋アメリカ合衆国領事館 052-581-4501 在名古屋カナダ領事館 052-972-0450

 

中南米 

公館名 電話番号 公館名 電話番号 

アルゼンチン共和国大使館 03-5420-7101 ハイチ共和国大使館 03-3486-7096

ウルグアイ東方共和国大使館 03-3486-1888 在東京ハイチ共和国総領事館 03-3486-7096

エクアドル共和国大使館 03-3499-2800 パナマ共和国大使館 03-3499-3741

エルサルバドル共和国大使館 03-3499-4461
在東京パナマ共和国 
総領事館 

03-3499-3661

キューバ共和国大使館 03-5570-3182 パラグアイ共和国大使館 03-3265-5271

グアテマラ共和国大使館 03-3400-1830 ブラジル連邦共和国大使館 03-3404-5211

コスタリカ共和国大使館 03-3486-1812
在名古屋ブラジル連邦共和国
総領事館 

052-222-1077

コロンビア共和国大使館 03-3440-6451
べネズエラ・ボリバル共和国 
大使館 

03-3409-1501

ジャマイカ大使館 03-3435-1861 ベリーズ大使館 03-5365-3407

チリ共和国大使館 03-3452-7561 ペルー共和国大使館 03-3406-4243

在東京チリ共和国総領事館 03-3452-1425
在名古屋ペルー共和国 
総領事館 

052-209-7851

ドミニカ共和国大使館 03-3499-6020 ボリビア多民族国大使館 03-3499-5441

在東京ドミニカ共和国総領事館 03-3499-6010 ホンジュラス共和国大使館 03-3409-1150

ニカラグア共和国大使館 03-3499-0400 メキシコ合衆国大使館 03-3581-1131

在東京ニカラグア共和国 
総領事館 

03-3499-0400  
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大洋州    

公馆名 电话号码 公馆名 电话号码 

澳大利亚大使馆 03-5232-4111 帕劳共和国大使馆 03-3354-5500

萨摩亚独立国大使馆 03-6228-3692 斐济共和国大使馆 03-3587-2038

新西兰大使馆 03-3467-2271 马绍尔群岛共和国大使馆 03-5379-1701

巴布亚新几内亚大使馆 03-3710-7001 密克罗尼西亚联邦大使馆 03-3585-5456

 

北美    

公馆名 电话号码 公馆名 电话号码 

美利坚合众国大使馆 03-3224-5000 加拿大大使馆 03-5412-6200

驻名古屋美利坚合众国领事馆 052-581-4501 驻名古屋加拿大领事馆 052-972-0450

 

中南米 

公馆名 电话号码 公馆名 电话号码 

阿根廷共和国大使馆 03-5420-7101 海地共和国大使馆 03-3486-7096

乌拉圭东岸共和国大使馆 03-3486-1888 驻东京海地共和国总领事馆 03-3486-7096

厄瓜多尔共和国大使馆 03-3499-2800 巴拿马共和国大使馆 03-3499-3741

萨尔瓦多共和国大使馆 03-3499-4461 驻东京巴拿马共和国总领事馆 03-3499-3661

古巴共和国大使馆 03-5570-3182 巴拉圭共和国大使馆 03-3265-5271

危地马拉共和国大使馆 03-3400-1830 巴西联邦共和国大使馆 03-3404-5211

哥斯达黎加共和国大使馆 03-3486-1812
驻名古屋巴西联邦共和国 
总领事馆 

052-222-1077

哥伦比亚共和国大使馆 03-3440-6451
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 
大使馆 

03-3409-1501

牙买加大使馆 03-3435-1861 伯利兹大使馆 03-5365-3407

智利共和国大使馆 03-3452-7561 秘鲁共和国大使馆 03-3406-4243

驻东京智利共和国总领事馆 03-3452-1425 驻名古屋秘鲁共和国总领事馆 052-209-7851

多米尼加共和国大使馆 03-3499-6020 玻利维亚多民族国大使馆 03-3499-5441

驻东京多米尼加共和国总领事馆 03-3499-6010 洪都拉斯共和国大使馆 03-3409-1150

尼加拉瓜共和国大使馆 03-3499-0400 墨西哥合众国大使馆 03-3581-1131

驻东京尼加拉瓜共和国总领事馆 03-3499-0400  
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欧州 

公館名 電話番号 公館名 電話番号 

アイスランド共和国大使館 03-3447-1944 セルビア共和国大使館 03-3447-3571

アイルランド大使館 03-3263-0695 タジキスタン共和国大使館 03-6804-3660

アゼルバイジャン共和国大使館 03-5486-4744 チェコ共和国大使館 03-3400-8122

アルバニア共和国大使館 03-3543-6861 デンマーク王国大使館 03-3496-3001

アルメニア共和国大使館 03-6277-7453 ドイツ連邦共和国大使館 03-5791-7700

イタリア大使館 03-3453-5291
在大阪･神戸ドイツ連邦 
共和国総領事館 06-6440-5070

在大阪イタリア総領事館 06-4706-5820 ノルウェー王国大使館 03-6408-8100

ウクライナ大使館 03-5474-9770 ローマ法王庁大使館 03-3263-6851

ウズベキスタン共和国大使館 03-3760-5625 ハンガリー共和国大使館 03-3798-8801

英国大使館 03-5211-1100 フィンランド大使館 03-5447-6000

エストニア共和国大使館 03-5412-7281 フランス大使館 03-5798-6000

オーストリア共和国大使館 03-3451-8281 在京都フランス総領事館 075-761-2988

オランダ王国大使館 03-5776-5400 ブルガリア共和国大使館 03-3465-1021

在大阪･神戸オランダ総領事館 06-6944-7272 ベラルーシ共和国大使館 03-3448-1623

カザフスタン共和国大使館 03-3589-1821 ベルギー王国大使館 03-3262-0191

ギリシャ大使館 03-3403-0871 在東京ベルギー王国総領事館 03-3262-0191

キルギス共和国大使館 03-3719-0828 ポーランド共和国大使館 03-5794-7020

グルジア大使館 03-5575-6091
ボスニア･ヘルツェゴビナ 
大使館 

03-5422-8231

クロアチア共和国大使館 03-5469-3014 ポルトガル大使館 03-5212-7322

コソボ共和国大使館 03-6809-2577 ラトビア共和国大使館 03-3467-6888

サンマリノ共和国大使館 03-5414-7745 リトアニア共和国大使館 03-3408-5091

スイス大使館 03-5449-8400 ルーマニア大使館 03-3479-0311

スウェーデン王国大使館 03-5562-5050 ルクセンブルク大公国大使館  03-3265-9621

スペイン大使館 03-3583-8531 ロシア連邦大使館 03-3583-4224

スロべニア共和国大使館 03-5468-6275 在大阪ロシア連邦総領事館 06-6848-3451

スロバキア共和国大使館 03-3451-2200 欧州連合代表部 03-5422-6001
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欧洲 

公馆名 电话号码 公馆名 电话号码 

冰岛共和国大使馆 03-3447-1944 塞尔维亚共和国大使馆 03-3447-3571

爱尔兰大使馆 03-3263-0695 塔吉克共和国大使馆 03-6804-3660

阿塞拜疆共和国大使馆 03-5486-4744 捷克共和国大使馆 03-3400-8122

阿尔巴尼亚共和国大使馆 03-3543-6861 丹麦王国大使馆 03-3496-3001

亚美尼亚共和国大使馆 03-6277-7453 德意志联邦共和国大使馆 03-5791-7700

意大利大使馆 03-3453-5291
驻大阪、神户德意志联邦 
共和国总领事馆 

06-6440-5070

驻大阪意大利总领事馆 06-4706-5820 挪威王国大使馆 03-6408-8100

乌克兰大使馆 03-5474-9770 罗马教皇厅大使馆 03-3263-6851

乌兹别克共和国大使馆 03-3760-5625 匈牙利共和国大使馆 03-3798-8801

英国大使馆 03-5211-1100 芬兰大使馆 03-5447-6000

爱沙尼亚共和国大使馆 03-5412-7281 法国大使馆 03-5798-6000

奥地利共和国大使馆 03-3451-8281 驻京都法国总领事馆 075-761-2988

荷兰王国大使馆 03-5776-5400 保加利亚共和国大使馆 03-3465-1021

驻大阪、神户荷兰总领事馆 06-6944-7272 白俄罗斯共和国大使馆 03-3448-1623

哈萨克斯坦共和国大使馆 03-3589-1821 比利时王国大使馆 03-3262-0191

希腊大使馆 03-3403-0871 驻东京比利时王国总领事馆 03-3262-0191

吉尔吉斯共和国大使馆 03-3719-0828 波兰共和国大使馆 03-5794-7020

格鲁吉亚大使馆 03-5575-6091 波斯尼亚和黑塞哥维那大使馆 03-5422-8231

克罗地亚共和国大使馆 03-5469-3014 葡萄牙大使馆 03-5212-7322

科索沃共和国大使馆 03-6809-2577 拉脱维亚共和国大使馆 03-3467-6888

圣马力诺共和国大使馆 03-5414-7745 立陶宛共和国大使馆 03-3408-5091

瑞士大使馆 03-5449-8400 罗马尼亚大使馆 03-3479-0311

瑞典王国大使馆 03-5562-5050 卢森堡大公国大使馆 03-3265-9621

西班牙大使馆 03-3583-8531 俄罗斯联邦大使馆 03-3583-4224

斯洛文尼亚共和国大使馆 03-5468-6275 驻大阪俄罗斯联邦总领事馆 06-6848-3451

斯洛伐克共和国大使馆 03-3451-2200 欧盟代表部 03-5422-6001
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アフリカ 

公館名 電話番号 公館名 電話番号 

アルジェリア民主人民共和国 

大使館 
03-3711-2661 チュニジア共和国大使館 03-3511-6622

アンゴラ共和国大使館 03-5430-7879 トーゴ共和国大使館 03-6426-5266

ウガンダ共和国大使館 03-3462-7107
ナイジェリア連邦共和国 

大使館 
03-5425-8011

エジプト・アラブ共和国大使館 03-3770-8022 ナミビア共和国大使館 03-6426-5460

エチオピア連邦民主共和国大使館 03-5420-6860 ブルキナファソ大使館 03-3400-7919

エリトリア国大使館 03-5791-1815 ベナン共和国大使館 03-3556-2562

ガーナ共和国大使館 03-5410-8631 ボツワナ共和国大使館 03-5440-5676

ガボン共和国大使館 03-5430-9171 マダガスカル共和国大使館 03-3446-7252

カメルーン共和国大使館 03-5430-4985 マラウイ共和国大使館 03-3449-3010

ギニア共和国大使館 03-3770-4640 マリ共和国大使館 03-5447-6881

ケニア共和国大使館 03-3723-4006 南アフリカ共和国大使館 03-3265-3366

コートジボワール共和国大使館 03-5454-1401 モザンビーク共和国大使館 03-5419-3656

コンゴ民主共和国大使館 03-5820-1580
モーリタニア・イスラム 

共和国大使館 
03-3449-3810

ザンビア共和国大使館 03-3491-0121 モロッコ王国大使館 03-5485-7171

ジブチ共和国大使館 03-5704-0682 リビア大使館 03-3477-0701

ジンバブエ共和国大使館 03-3280-0331 リベリア共和国大使館 03-3479-9882

スーダン共和国大使館 03-5729-6170 ルワンダ共和国大使館 03-5752-4255

セネガル共和国大使館 03-3464-8451 レソト王国大使館 03-3584-7455

タンザニア連合共和国大使館 03-3425-4531
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非洲 

公馆名 电话号码 公馆名 电话号码 

阿尔及利亚民主人民共和国大使馆 03-3711-2661 突尼斯共和国大使馆 03-3511-6622

安哥拉共和国大使馆 03-5430-7879 多哥共和国大使馆 03-6426-5266

乌干达共和国大使馆 03-3462-7107 尼日利亚联邦共和国大使馆 03-5425-8011

阿拉伯埃及共和国大使馆 03-3770-8022 纳米比亚共和国大使馆 03-6426-5460

衣索比亚联邦民主共和国大使馆 03-5420-6860 布基纳法索大使馆 03-3400-7919

厄利垂亚国大使馆 03-5791-1815 贝宁共和国大使馆 03-3556-2562

加纳共和国大使馆 03-5410-8631 博茨瓦纳共和国大使馆 03-5440-5676

加蓬共和国大使馆 03-5430-9171 马达加斯加共和国大使馆 03-3446-7252

喀麦隆共和国大使馆 03-5430-4985 马拉维共和国大使馆 03-3449-3010

几内亚共和国大使馆 03-3770-4640 马里共和国大使馆 03-5447-6881

肯尼亚共和国大使馆 03-3723-4006 南非共和国大使馆 03-3265-3366

科特迪瓦共和国大使馆 03-5454-1401 莫桑比克共和国大使馆 03-5419-3656

刚果民主共和国大使馆 03-5820-1580 毛利塔尼亚伊斯兰共和国大使馆 03-3449-3810

赞比亚共和国大使馆 03-3491-0121 摩洛哥王国大使馆 03-5485-7171

吉布提共和国大使馆 03-5704-0682 利比亚大使馆 03-3477-0701

津巴布韦共和国大使馆 03-3280-0331 利比里亚共和国大使馆 03-3479-9882

苏丹共和国大使馆 03-5729-6170 卢旺达共和国大使馆 03-5752-4255

塞内加尔共和国大使馆 03-3464-8451 莱索托王国大使馆 03-3584-7455

坦桑尼亚联合共和国大使馆 03-3425-4531
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日本語教室 

Trám 
外国人向けの主な日本語教室は、次のとおりです。愛知県国際交流協会 WEB サイト

(http://www2.aia.pref.aichi.jp/)から各教室の開催日時・住所などの情報が確認

できます(日本語のみ)。詳しくは、それぞれの団体にお問い合せください。 

名称 主催団体/URL 開催場所 問合せ先 

NPO法人ハンプトンアカデミー
オブイングリッシュ（HAE） 

NPO法人ハンプトンアカデミー オブ イン
グリッシュ（HAE） 

名古屋市 
千種区 

052-761-0813 

日本語教室 NPO法人ヘルピングハンズアンドハーツジャパン
名古屋市 
東区 

080-3287-7982
052-710-7479 

黒川日本語教室 黒川日本語教室 
名古屋市 
北区 

052-917-0498 

にし・にほんごの会 にし・にほんごの会 
名古屋市 
西区 

090-4191-5131

あいち日本語の会 あいち日本語の会 
名古屋市 
中村区 

052-771-4235 

もっと日本語教室 ココアゴラ 
名古屋市 
中村区 

mottojapanese
innagoya@gmail
.com 

サダカ サダカ 
名古屋市 
中村区 

052-485-9518 
(FAX) 

子ども日本語教室 

(公財)名古屋国際センター 
名古屋市 
中村区 

052-581-5689 NIC 日本語の会 

夏休み子ども日本語教室 

あいち国際プラザにほんご教室 (公財)愛知県国際交流協会 
名古屋市 
中区 

052-961-7904 

日本語教室「あかさたな」 ALOE（海外生活体験のある女性の会） 
名古屋市 
中区 

090-5105-6433
052-703-1869 

いろは日本語の会 いろは日本語の会 
名古屋市 
中区 

0568-78-1804 

NPOパソコンで日本語を学ぶ会 NPO パソコンで日本語を学ぶ会 
名古屋市 
中区 

052-762-7808 

ことばの会 ことばの会 
名古屋市 
中区 

0587-93-9053 

東別院日本語教室 真宗大谷派名古屋別院 
名古屋市 
中区 

052-331-9578 

名古屋 YWCA 学院日本語学校 名古屋 YWCA 
名古屋市 
中区 

052-951-5527 

日本語教師協会 日本語教師協会 
名古屋市 
昭和区 

052-761-8697 

九番団地日本語教室  
AULA DO KYUBA 

九番団地日本語教室 AULA DO KYUBA 
名古屋市 
港区 

sugar.tree.444
@aol.com 
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第 14 章 要览(日语教室)  
 

日语教室 
Trám 
下列的资料是以外国人为对象的日语教室。可以通过爱知县国际交流协会的网站

(http://www2.aia.pref.aichi.jp/)确认各教室的授课日与地址等信息(只有日语)。详

细资料，请向各日语教室的举办团体咨询。 

名称 举办团体/网站 举办场所 諮询电话 

NPO 法人汉普顿学院的英语
(HAE) 

NPO法人汉普顿学院的英语(HAE) 
名古屋市 
千种区 

052-761-0813 

日语教室 NPO法人Helping Hands and Hearts Japan 
名古屋市 
东区 

080-3287-7982
052-710-7479 

黑川日语教室 黑川日语教室 
名古屋市 
北区 

052-917-0498 

西日语之会 西日语之会 
名古屋市 
西区 

090-4191-5131

爱知日语之会 爱知日语之会 
名古屋市 
中村区 

052-771-4235 

Motto 日語教室 Kokoagora 
名古屋市 
中村区 

mottojapanese
innagoya@gmail
.com 

Sadaka Sadaka 
名古屋市 
中村区 

052-485-9518 
(FAX) 

儿童日语教室 

(公财)名古屋国际中心 
名古屋市 
中村区 

052-581-5689 NIC 日语之会 

暑假儿童日语教室 

爱知国际广场日语教室 (公财)爱知县国际交流协会 
名古屋市 
中区 

052-961-7904 

日语教室“Akasatana” ALOE（有海外生活体验的女性之会） 
名古屋市 
中区 

090-5105-6433
052-703-1869 

伊吕波日语之会 伊吕波日语之会 
名古屋市 
中区 

0568-78-1804 

NPO用个人电脑学习日语的会 NPO 用个人电脑学习日语的会 
名古屋市 
中区 

052-762-7808 

语言之会 语言之会 
名古屋市 
中区 

0587-93-9053 

东别院日语教室 真宗大谷派名古屋别院 
名古屋市 
中区 

052-331-9578 

名古屋 YWCA 学院日语学校 名古屋 YWCA 
名古屋市 
中区 

052-951-5527 

日语教师协会 日语教师协会 
名古屋市 
昭和区 

052-761-8697 

Kyuban Danchi 日语教室  
AULA DO KYUBA 

Kyuban Danchi 日语教室 AULA DO KYUBA 
名古屋市 
港区 

sugar.tree.444
@aol.com 
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第 14 章 要覧(日本語教室) 

 

名称 主催団体/URL 開催場所 問合せ先 

国際留学生会館日本語学習会 

(公財)名古屋国際センター 
名古屋市 
港区 

052-654-3511 国際留学生会館前期講座・後
期講座日本語能力試験 N1 対
策講座 

多文化共生地域貢献教室 
「おとなの日本語教室」 

NPO まなびや＠KYUBAN 
名古屋市 
港区 

070-5642-1618
日本語を母語としない子ども
のための放課後学習支援教室 

みなみ文化日本語教室 名古屋市南部地区中国帰国者支援友の会 
名古屋市 
南区 

非公開 

桶狭間荘日本語教室 みどり多文化共生ボラネット 
名古屋市 
緑区 

052-892-7750 

みどり日本語教室 みどり日本語教室 
名古屋市 
緑区 

052-891-3573 

岩西小放課後教室 岩西小学校 豊橋市 0532-61-2557 

虹の架け橋教室 

NPO 法人ＡＢＴ豊橋ブラジル協会 豊橋市 0532-39-3437 

日本語個別指導教室 

EAS 豊橋日本語教室 学校法人イーエーエス伯人学校 豊橋市 090-3954-3587 

とよはしみんなのにほんご 
（文化庁委託） 

学校法人カンティーニョ学園 豊橋市 0532-64-7626 

虹のかけはし教室 

ひまわり教室 CSN 豊橋 豊橋市 070-5409-1395

Centro Educacional Happy 
Family 

Centro Educacional Happy Family 豊橋市 0532-64-5266 

親子日本語教室 特定非営利活動法人 フロンティアとよはし 豊橋市 0532-55-5470 

豊橋ふれあい日本語教室 

(財)豊橋市国際交流協会 豊橋市 0532-55-3671 

にほんごきょうしつ 

日本語教室・サロン LICC 自主事業運営委員会共生支援部会 岡崎市 0564-23-3148 

会話場面別日本語教室 

岡崎市 岡崎市 0564-23-6644 

親子日本語教室 

習熟度別日本語教室 岡崎市国際交流協会 岡崎市 0564-23-6644 
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第 14 章 要览(日语教室)
 
 
 

名称 举办团体/网站 举办场所 諮询电话 

国际留学生会馆日语学习会 

(公财)名古屋国际中心 
名古屋市 
港区 

052-654-3511 国际留学生会馆前期讲座·后
期讲座日语能力考试 N1 对策
讲座 

多文化共生地区贡献教室 
「大人的日语教室」 

NPO Manabiya＠KYUBAN 
名古屋市 
港区 

070-5642-1618
为了母语不是日语儿童的放学
后学习支援教室 

南文化日语教室 名古屋市南部地区中国归国者支援友之会 
名古屋市 
南区 

非公开 

桶狭间庄日语教室 绿多文化共生 Boranetto 
名古屋市 
绿区 

052-892-7750 

绿日语教室 绿日语教室 
名古屋市 
绿区 

052-891-3573 

岩西小放学后教室 岩西小学校 丰桥市 0532-61-2557 

Niji no Kakehashi 教室 

NPO 法人 ABT 丰桥巴西协会 丰桥市 0532-39-3437 

日语个别指导教室 

EAS 丰桥日语教室 学校法人 EAS 伯人学校 丰桥市 090-3954-3587 

丰桥大家的日语（文化厅托付） 

学校法人 Kantinyo 学園 丰桥市 0532-64-7626 

Niji no Kakehashi 教室 

Himawari 教室 CSN 丰桥 丰桥市 070-5409-1395

Centro Educacional Happy 
Family 

Centro Educacional Happy Family 丰桥市 0532-64-5266 

亲子日语教室 特定非营利活动法人 Frontier Toyohashi 丰桥市 0532-55-5470 

丰桥 Fureai 日语教室 

(财) 丰桥市国际交流协会 丰桥市 0532-55-3671 

日语教室 

日语教室 沙龙 LICC 自主事业经营委员会共生支援部会 冈崎市 0564-23-3148 

会话场面别日语教室 

冈崎市 冈崎市 0564-23-6644 

亲子日语教室 

熟习度別日语教室 冈崎市国际交流协会 冈崎市 0564-23-6644 
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第 14 章 要覧(日本語教室) 
 
 

 

名称 主催団体/URL 開催場所 問合せ先 

岡崎日本語教室 岡崎日中友好手をつなぐ会 岡崎市 0564-31-2379 

日本語ひろば 

一宮市国際交流協会 一宮市 0586-84-0014 日本語ひろば びさい 

日本語ひろば ジュニア 

にほんご オアシス にほんご オアシス 瀬戸市 0561-84-2264 

にほんご教室あいうえお にほんご教室あいうえお 瀬戸市 0561-82-0010 

日本語スクール 国際ボランティアポレポレ 半田市 0569-29-3188 

日本語教室（さくら） 

半田国際交流協会 半田市 0569-26-1929 

日本語教室（うさぎ） 

外国人のための日本語講座 春日井市（春日井市立中央公民館） 春日井市 0568-33-1111 

外国人のための日本語講座 春日井市（春日井市東部市民センター） 春日井市 0568-92-8511 

かすがいふれあい教室 春日井市・春日井国際交流会・KIF 春日井市 0568-85-6033 

FICAP春日井支部日本語勉強会 FICAP 春日井支部日本語勉強会 春日井市 0568-91-3208 

クロスカル日本語の会 クロスカル 春日井市 0568-95-2488 

日本語教室 
財団法人豊川市国際交流協会 
日本語教室部会 

豊川市 0533-83-1571 

EAS 碧南日本語教室 学校法人イーエーエス伯人学校 碧南市 090-3954-3587

日本語教室 碧南市友好親善協会 碧南市 0566-48-2753 

わしづか日本語教室 わしづか日本語教室 碧南市 
s1u4g9i7482659
@katch.ne.jp 

KIFAV 日本語教室 KIFA親善ボランティア日本語支援グループ 刈谷市 0566-62-1209 

EAS 豊田 日本語教室 学校法人イーエーエス伯人学校 豊田市 090-3954-3587

放課後学習支援事業 
「ゆめの木教室」 

（特活）子どもの国 豊田市 052-808-9783 

とよた日本語学習支援システム 豊田市 豊田市 0565-34-6983 
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第 14 章 要览(日语教室)  

名称 举办团体/网站 举办场所 諮询电话 

冈崎日语教室 冈崎中日友好手拉手会 冈崎市 0564-31-2379 

日语广场 

一宫市国际交流协会 一宮市 0586-84-0014 日语广场 Bisai 

日语广场 少年 

日语 Oasis 日语 Oasis 瀨户市 0561-84-2264 

日语教室 aiueo 日语教室 aiueo 瀨户市 0561-82-0010 

日语学校 国际志愿者 Porepore 半田市 0569-29-3188 

日语学校（Sakura） 

半田国际交流协会 半田市 0569-26-1929 

日语学校（Usagi） 

专為外国人的日语讲座 春日井市（春日井市立中央公民馆） 春日井市 0568-33-1111 

专為外国人的日语讲座 春日井市（春日井市东部市民中心） 春日井市 0568-92-8511 

春日井 Fureai 教室 春日井市 春日井国际交流会 KIF 春日井市 0568-85-6033 

FICAP春日井支部日语学习会 FICAP 春日井支部日语学习会 春日井市 0568-91-3208 

Kurosukaru 日语之会 Kurosukaru 春日井市 0568-95-2488 

日语教室 
财团法人丰川市国际交流协会 
日语教室部会 

丰川市 0533-83-1571 

EAS 碧南市日语教室 学校法人 EAS 伯人学校 碧南市 090-3954-3587

日语教室 碧南市友好亲善协会 碧南市 0566-48-2753 

鹫冢日语教室 鹫冢日语教室 碧南市 
s1u4g9i7482659
@katch.ne.jp 

KIFAV 日语教室 KIFA 亲善志愿者日语支援小组 刈谷市 0566-62-1209 

EAS 丰田日语教室 学校法人 EAS 伯人学校 丰田市 090-3954-3587

放学后学习支援事业 
“Yume no Ki 教室” 

(特活) Kodomo no Kuni 丰田市 052-808-9783 

丰田日语学习支援系统 丰田市 丰田市 0565-34-6983 
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第 14 章 要覧(日本語教室) 

 

名称 主催団体/URL 開催場所 問合せ先 

Alpha 日本語教室 

(公財)豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931 

日本語教室はじめのいっぽ 

日本語講座 

日本語サロン 

日本語教室 Curso Sol Nascente 
(C.S.N) 

(特活)トルシーダ 豊田市 090-6462-3867

中級日本語教室 

ホミーゴ 
(保見ヶ丘日本語教室) 

(特活)保見ヶ丘国際交流センター 豊田市 090-2037-5228

「サルビアにほんごの会」 
日本語教室 

安城市国際交流協会 安城市 0566-71-2260 

安城市日本語教室 安城市市民協働課 安城市 
0566-71-2218 
（ダイヤルイン）

土曜教室 OJIMA 学習支援グループてくてく 西尾市 0561-76-3390 

さくらぎ日本語塾 さくらぎ日本語塾 西尾市 090-1744-8237

日本語教室（木曜クラス） 

西尾市国際交流協会 西尾市 
0563-56-2111 
（内 4803） 

にしおっこカラフル 

西尾にほんごひろば 

西中 HAHAHA 

HAHAHA 西尾市 080-2626-1056

みんなの居場所 

日本語教室 

蒲郡国際交流協会 蒲郡市 0533-66-1162 大塚教室 

塩津教室 

犬山日本語教室 犬山国際交流協会 日本語教室グループ 犬山市 0568-61-1000 

寺子屋シェイクハンズ 
子ども日本語教室 

（特活）シェイクハンズ 犬山市 090-9940-2939
寺子屋シェイクハンズ 
大人向け日本語教室 
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第 14 章 要览(日语教室) 

名称 举办团体/网站 举办场所 諮询电话 

Alpha 日语教室 

(公财)丰田市国际交流协会 丰田市 0565-33-5931 

日语教室开始的一歩 

日语讲座 

日语沙龙 

日语教室 Curso Sol Nascente 
(C.S.N) 

(特活)Torushida 丰田市 090-6462-3867

中级日语教室 

Homigo  
(保见丘日语教室) 

(特活)保见丘国际交流中心 丰田市 090-2037-5228

「撒尔维亚日语的会」 
日语教室 

安城市国际交流协会 安城市 0566-71-2260 

安城市日语教室 安城市市民协动课 安城市 
0566-71-2218 
（电话分机） 

星期六教室 OJIMA 学习支援小组 Tekuteku 西尾市 0561-76-3390 

樱木日语塾 樱木日语塾 西尾市 090-1744-8237

日语教室（星期四班級） 

西尾市国际交流协会 西尾市 
0563-56-2111 
（内 4803） 

Nishiokko Karafuru 

西尾日语广场 

西中 HAHAHA 

HAHAHA 西尾市 080-2626-1056

大家的所在地 

日语教室 

蒲郡国际交流协会 蒲郡市 0533-66-1162 大冢教室 

盐津教室 

犬山日语教室 犬山国际交流协会 日语教室小组 犬山市 0568-61-1000 

寺子屋 Shake Hands 
儿童日语教室 

（特活）Shake Hands 犬山市 090-9940-2939
寺子屋 Shake Hands 
面向成人的日语教室 
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第 14 章 要覧(日本語教室) 
 
 

 

名称 主催団体/URL 開催場所 問合せ先 

藤井文化教室 日本語教室 藤井文化教室 日本語教室 常滑市 0569-34-7087 

江南市国際交流協会日本語教室 江南市国際交流協会 江南市 0587-54-1111 

外国人児童向け放課後学習支
援教室「子ども塾」 

江南市国際交流協会ふくらの家 江南市 0587-54-1111 

INF 日本語教室 INF 日本語教室 小牧市 
0568-77-0739 
090-6462-5789

古雅日本語教室 NPO ア・セントリー 小牧市 0568-89-0075 

日本語講座 小牧市国際交流協会 小牧市 0568-76-0905 

にほんご教室 

多文化社会コミュニケーションプロジェクト 小牧市 090-7438-2219

日本語教室 

日本語講座 稲沢市 稲沢市 0587-32-1111 

グループレフォルソ日本語教室 グループレフォルソ 稲沢市 
chikachan-k@
na.commufa.jp

東海市国際交流協会 日本語教室 

東海市国際交流協会 東海市 0562-32-5339 

子どもといっしょに日本語教室 

日本語教室 大府市国際交流協会 大府市 0562-45-6266 

知多市日本語教室 知多市にほんごの会 知多市 0562-31-0382 

日本語教室 知立市国際交流協会 知立市 
0566-83-1111 
（内線 333） 

放課後学習支援教室 みらい 放課後学習支援教室 みらい 知立市 080-3679-0765

外国人のための日本語教室 尾張旭国際交流会 尾張旭市 0561-53-6010 

日本語ひろば「いわくら」 岩倉市国際交流協会 岩倉市 0587-66-7347 

日本語教室 

豊明市国際交流協会 豊明市 0562-92-4649 

子ども日本語教室 

豊明日本語教室 
「プラスエデュケート」 

豊明日本語教室「プラス エデュケート」 豊明市 非公開 

NIA にほんご教室 日進市国際交流協会 日進市 0561-73-1131 
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第 14 章 要览(日语教室) 

名称 举办团体/网站 举办场所 諮询电话 

藤井文化教室 日语教室 藤井文化教室 日语教室 常滑市 0569-34-7087 

江南市国际交流协会日语教室 江南市国际交流协会 江南市 0587-54-1111 

面向外国人儿童的放学后学习
支援教室「儿童私塾」 

江南市国际交流协会 Fukura no Ie 江南市 0587-54-1111 

INF 日语教室 INF 日语教室 小牧市 
0568-77-0739 
090-6462-5789

古雅日语教室 NPO A Sentori 小牧市 0568-89-0075 

日语讲座 小牧市国际交流协会 小牧市 0568-76-0905 

日语教室 

多文化社会交流项目 小牧市 090-7438-2219

日语教室 

日语讲座 稻泽市 稻泽市 0587-32-1111 

Gurupu Reforuso 日语教室 Gurupu Reforuso 稻泽市 
chikachan-k@
na.commufa.jp

东海市国际交流协会 日语教室 

东海市国际交流协会 东海市 0562-32-5339 

跟儿童一起日语教室 

日语教室 大府市国际交流协会 大府市 0562-45-6266 

知多市日语教室 知多市日语的会 知多市 0562-31-0382 

日语教室 知立市国际交流协会 知立市 
0566-83-1111 
（内线 333） 

放学后学习支援教室 Mirai 放学后学习支援教室 Mirai 知立市 080-3679-0765

专为了外国人的日语教室 尾张旭国际交流会 尾张旭市 0561-53-6010 

日语广场“Iwakura” 岩仓市国际交流协会 岩仓市 0587-66-7347 

日语教室 

丰明市国际交流协会 丰明市 0562-92-4649 

儿童日语教室 

丰明日语教室 
“Plus Educate” 

丰明日语教室“Plus Educate” 丰明市 非公开 

NIA 日语教室 日进市国际交流协会 日进市 0561-73-1131 
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第 14 章 要覧(日本語教室) 
 

名称 主催団体/URL 開催場所 問合せ先 

リビングサポートあいあいの
家・日本語教室 

リビングサポートあいあいの家・日本語教室 日進市 0561-38-0241 

あかばねひらがなの会 
日本語教室 

あかばねひらがなの会 田原市 非公開 

にほんごきょうしつ たはら国際交流協会 田原市 0531-22-2622 

おしゃべりひろば 愛西市 愛西市 0567-26-8111 

日本語ひろば 清須市国際交流協会 清須市 052-409-6471 

北名古屋市国際交流協会 
日本語教室 

北名古屋市国際交流協会 北名古屋市 0568-22-1111 
北名古屋市国際交流協会 
子ども日本語教室 

あいち日本語教室 あいち日本語教室 みよし市 090-7315-5506 

日本語サークル みよし市市民活動支援課 みよし市 0561-32-8025 

JJ にほんごくらぶ あま市国際交流協会 あま市 
052-443-3555 
（FAX） 

ウェルカムにほんご教室 長久手市国際交流協会 長久手市 
0561-63-1111 
（内 264） 

東郷町日本語教室 
（入門・初級コース） 

東郷町・東郷町国際交流協会 東郷町 0561-38-3111 

日本語教室 大口町 大口町 0587-95-1111 

日本語サロン 大口町 NPO 登録団体 サラダボール Co． 大口町 0587-95-6859 

扶桑町日本語教室 
“おしゃべり Cafe” 

扶桑町・扶桑町多文化共生センター 扶桑町 0587-93-1111 

かにえ子ども日本語の会 かにえ子ども日本語の会 蟹江町 
nkawa@lilac.ocn.
ne.jp 

いしはまにし日本語教室 いしはまにし日本語教室 東浦町 0562-84-0661 

にほんごひろば にほんごひろばボランティア 東浦町 
0562-83-3111 
（内 290） 

武豊日本語教室 武豊日本語ボランティア 武豊町 0569-73-2833 

日本語サロン 幸田町国際交流協会 交流部 幸田町 0564-62-2424 
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第 14 章 要览(日语教室)  

名称 举办团体/网站 举办场所 諮询电话 

Living Support Aiai no Ie 
日语教室 

Living Support Aiai no Ie 日语教室 日进市 0561-38-0241 

赤羽根平假名的会 
日语教室 

赤羽根平假名的会 田原市 非公开 

日语教室 田原国际交流协会 田原市 0531-22-2622 

杂谈广场 爱西市 爱西市 0567-26-8111 

日语教室广场 清须市国际交流协会 清须市 052-409-6471 

北名古屋市国际交流协会 
日语教室 

北名古屋市国际交流协会 北名古屋市 0568-22-1111 
北名古屋市国际交流协会 
儿童日语教室 

爱知日语教室 爱知日语教室 三好市 090-7315-5506 

日语小组 三好市市民活动支援课 三好市 0561-32-8025 

JJ 日语俱乐部 海部市国际交流协会 海部市 
052-443-3555 
（传真） 

欢迎日语教室 长久手市国际交流协会 长久手市 
0561-63-1111 
（内 264） 

东乡町日语教室 
(入门及初级课程) 

东乡町、东乡町国际交流协会 东乡町 0561-38-3111 

日语教室 大口町 大口町 0587-95-1111 

日语沙龙 大口町 NPO 登记团体 Salad Bowl Co． 大口町 0587-95-6859 

扶桑町日语教室 
“Oshaberi Cafe” 

扶桑町、扶桑町多文化共生中心 扶桑町 0587-93-1111 

蟹江儿童日语之会 蟹江儿童日语之会 蟹江町 
nkawa@lilac.ocn.
ne.jp 

石浜西日语教室 石浜西日语教室 东浦町 0562-84-0661 

日语广场 日语广场志愿者 东浦町 
0562-83-3111 
（内 290） 

武丰日语教室 武丰日语志愿者 武丰町 0569-73-2833 

日语沙龙 幸田町国际交流协会 交流部 幸田町 0564-62-2424 
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第 14 章 要覧(名古屋市の紹介)  
 

名古屋市の紹介 
 

名古屋市営地下鉄路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計・地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

人口 
(H23年7月1日) 

2,266,536 人 

外国人 
登録者数 
(H22 年末) 

67,154 人 

(愛知県国際課調べ)

面積 326.43 km2 

区数 16 区 

気温 
（H22 年） 

平均 16.6℃ 

最高 38.0℃ 

最低 -2.2℃ 

平均湿度 
（H22 年） 

64% 

年間降水量 
(H22 年) 

1,730 ㎜ 

名古屋市交通局 ウェブサイト http://www.kotsu.city.nagoya.jp/  

(中国語・英語・ポルトガル語・韓国語・日本語) 
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